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地震・津波防災計画編 第１章 総 則 

�

第１－1,2,3,４節 

�

第第１章 総  則 

第１節 計画の目的 

幕別ࡧ㸧第��条及ࠋ࠺࠸基本法ࠖࠕ以下ࠋ災害対策基本法㸦昭和��年法律第���号ࠊࡣ計画ࡢࡇ

町防災会議条例㸦昭和��年条例第㸰号㸧第㸰条第㸯号ࡢ規定基࡙ࠊࡁ幕別町防災会議ࡀ作成ࡿࡍ計

画࡛ࠊࡾ࠶本町ࡿࡅ࠾災害関ࠊࡋ災害予防ࠊ災害応急対策及ࡧ災害復旧等ࡢ災害対策ࢆ実施ࡿࡍ

ࡓࡿࡍ保護ࡽ災害ࢆ財産ࡧ身体及ࠊ生命ࡢ住民࡚ࡆ挙ࢆ全࡚ࡢ機能ࡢࡑࡀ防災関係機関ࠊࡾࡓ࠶

�ࠋࡿࡍ目的ࢆࡇࡿࡍ期ࢆ万全ࡢ本町防災ࠊࡵ定ࢆ事項ࡢ次ࠊࡵ

㸯� 幕別町ࡢ区域ࢆ管轄ࡣࡃࡋࡶࠊࡋ区域内所在ࡿࡍ指定地方行政機関ࠊ北海道ࠊ町内ࡢ指定公共

機関ࠊ指定地方公共機関及ࡧ公共団体ࡢࡑࠊ他防災上重要࡞施設ࡢ管理者等ࡀ処理ࡁࡍ防災上ࡢ

事務ࡣࡓࡲ業務ࡢ大綱�

㸰� 災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合必要࡞防災ࡢ組織関ࡇࡿࡍ�

㸱� 災害ࡢ未然防止被害ࡢ軽減ࢆ図ࡢࡵࡓࡿ施設ࡢ整備ࠊ改善等災害予防関ࡇࡿࡍ�

㸲� 災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࡢ給水ࠊ防疫ࠊ食糧供給等災害応急対策関ࡇࡿࡍ�

㸳� 災害復旧関ࡇࡿࡍ�

㸴� 防災訓練関ࡇࡿࡍ�

㸵� 防災思想ࡢ普及関ࡇࡿࡍ�

第２節 計画の性格 

地震・津波ࠕࡢ幕別町地域防災計画ࠖࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ作成ࡁ基࡙規定ࡢ基本法第��条ࠊࡣ計画ࡢࡇ

防災計画編ࠖࠊ࡚ࡋ幕別町防災会議ࡀ作成ࠋࡿࡍ�

�ࠋࡿࡼ幕別町地域防災計画㸦本編㸧ࠖࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ事項࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡵ定計画ࡢࡇࠊ࠾࡞

�

第３節 計画の効果的促進 
�

地震・津波災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化する「減災」

の考え方を防災の基本方針とし、たとえ被災したとしても人命が損なわれないことを最重視するとともに、

また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、多様な対策を組み合わせて災害に備えなければならない。 

防災対策は、北海道防災対策基本条例（平成21年条例第8号）第３条の基本理念により、自助（住民が

自らの安全を自らで守ることをいう。）、共助（住民等が地域において互いに助け合うことをいう。）及

び公助（町及び防災関係機関が実施する対策をいう。）のそれぞれが効果的に推進されるよう、住民等並

びに町及び防災関係機関の適切な役割分担による協働により着実に実施されなければならない。また、災

害発生時は住民自らが主体的に判断し、行動できることが必要であることから、災害教訓の伝承や防災教

育の推進により、防災意識の向上を図らなければならない。 

また、地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため、

防災に関する政策・方針決定過程における女性や高齢者、障がい者などの参画を拡大し、男女共同参画そ

の他の多様な視点を取り入れた防災体制の確立を図る必要がある。 



地震・津波防災計画編 第１章 総 則 

�

第１－1,2,3,４節 

�

国国，指定公共機関、道及び町は、防災計画間の必要な調整、国から道に対する助言等又は道から町に対

する助言等を通じて、防災基本計画、防災業務計画及び地域防災計画が体系的かつ有機的に整合性をもっ

て作成され、効果的・効率的な防災対策が実施されるよう努めることとする。 

町は、道の他、道内外の地方公共団体とも連携を図り，広域的な視点で防災に関する計画の作成，対策

の推進を図るよう努めるものとする。 

町は、東日本大震災の教訓を生かした総合的な防災・減災対策を推進するために、防災担当部署だけで

はなく、あらゆる分野や事業について、「防災・減災」の観点から総点検を行い、ヒト・モノ・カネなど

の必要な資源を割り当てる「防災の主流化」を図ることにより、災害に強い地域づくりを進めるものとす

る。 

第４節 計画の基本方針�

公共ࠊ指定地方公共機関ࠊ指定公共機関ࠊ指定地方行政機関ࡧ北海道並ࡧ幕別町及ࠊࡣ計画ࡢࡇ

的団体等㸦以下ࠕ防災関係機関ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢ実施責任ࢆ明確ࠊࡶࡿࡍ地震・津波防災対策

具ࡈ防災関係機関ࠊࡣ࡚࠸ࡘ実施細目ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡵ定ࢆ基本的事項ࡢࡵࡓࡿࡍ推進ࢆ

体的࡞活動計画等ࢆ定ࠊࡋࡢࡶࡿࡵ毎年検討ࢆ加ࠊ࠼必要応࡚ࡌ修正ࢆ行ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺�

１ 【防災関係機関等の処理すべき事務または業務の大綱】 

� 町防災会議ࡢ構成機関及ࡧ公共団体ࡢࡑࠊ他防災上重要࡞施設ࡢ管理者ࡢ防災上処理ࡁࡍ事務ࡲ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ次ࡣ大綱ࡢ業務ࡣࡓ

 

(1) 幕 別 町 
機 関 名 事務または業務の大綱 

町 長 部 局 

 

(1) 町防災会議に関する事務を行うこと 

(2) 災害対策本部の設置並びに組織の運営に関すること 

(3) 幕別町水防本部の設置並びに組織の運営に関すること  

(4) 防災に関する組織の整備に関すること 

(5) 住民の自主防災組織䛾育成に関すること 

(6) 災害に関する情報の伝達、収集及び広報並びに被害状況調査に関すること 

��� 地震・津波防災に関する知識の普及及び啓発並びに過去の災害から得

られた教訓を伝承する活動の支援�関ࡇࡿࡍ�

(8) 防災訓練及び地震・津波防災上必要な教育の実施に関すること 

(9) 防災に関する施設、設備の整備に関すること 

(10)応急用食糧及び防災関係資機材の備蓄並びに供給に関すること 

(11)災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること 

(12)消防活動及び水防活動等防災対策の実施に関すること 

(13)避難の準備情報、勧告、指示の通知及び避難者の収容に関すること 

(14)その他災害発生の防御または拡大防止のための措置に関すること 

(15)清掃、防疫、その他保健衛生に関すること 

(16)緊急輸送の確保及び交通等の対策に関すること 

(17)被災者に対する情報の伝達及びその他の住民に対する広報に関すること 

(18)要配慮者の把握及び養護に関すること 

(19)災害ボランティアの受入れに関すること 

(20)その他町の所掌に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧対策の実施に

関すること 

幕別町教育委員会 (1) 災害時における被災児童及び生徒の救護に関すること 
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(2) 応急教育の実施に関すること 

(3) 文教施設及び文化財の保全対策の実施に関すること 

((2) 東十勝消防事務組合�

機 関 名 事務または業務の大綱 

幕別消防署 

幕別消防団 

(1) 災害時における住民の生命及び財産の保護に関すること 

(2) 災害時における避難、救助及び救急に関すること 

(3) 住民の避難誘導に関すること 

(4) 幕別町の要請に基づく防災対策の支援及び協力に関すること 

(5) その他消防業務に関すること 

(3) 指定地方行政機関 �基本法第�条第�号ࡢ規定基࡙ࠊࡁ指定行政機関ࡢ地方支分部局㺂ࡢࡑ他ࡢ地

方行政機関࡛内閣総理大臣ࡀ指定ࡢࡶࡿࡍ� 

機 関 名 事務または業務の大綱 

帯広開発建設部 

帯広河川事務所 

池田河川事務所 

帯広道路事務所 

広尾道路事務所 

足寄道路事務所 

㻔㻝㻕㻌災害䛻関䛩䜛情報䛾伝達䚸収集䛻関䛩䜛䛣䛸䚹㻌

(2) 十勝川水系、札内川、猿別川、途別川の水防警報及び洪水予報に関すること 

(3) 災害の予防及び災害の拡大防止のための町への支援に関すること。 

(4) 現地情報連絡員（リエゾン）の派遣に関すること。 

(5) 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の派遣に関すること。 

(6) 災害対策用機材等の地域への支援に関すること。 

(7) 直轄河川の整備並びに災害復旧に関すること。 

(8) 国道の整備並びに災害復旧に関すること。 

㻔㻥䠅国営農業農村整備事業䛻係䜛施設䛾災害復旧䛻関䛩䜛䛣䛸䚹 

北海道農政事務所 

（帯広地域䝉䞁䝍䞊） 

(1) 災害時における米穀の確保、応急供給及び緊急輸送に関すること 

(2) 災害応急飼料対策の必要な措置に関すること 

北 海 道 森 林 管 理 局 

十勝西部森林管理署 

(1) 国有林野の治山事業の実施並びに保安施設等の保全に関すること 

(2) 国有林野の林野火災対策に関すること 

(3) 災害時における町の要請に基づく緊急対策及び復旧用資材の供給に関する

こと 

釧路地方気象台㻌

帯広測候所 

(1) 地震、津波の観測並びにその情報の収集及び発表に関すること 

(2) 地震及び津波の情報、警報等の発表並びに関係機関への通報に関すること 

(3) 地震、津波による災害防止に係る知識の普及及び指導に関すること 

北海道財務局 

帯広財務事務所 

(1) 災害時における資金の融資並びに金融機関の業務の指導及び監督（緊急措

置の指示等を含む。）に関すること 

(2) 災害時における国有財産の緊急利用等に関すること 

北海道運輸局 

 帯広運輸支局 

(1) 自動車運送業者に対する運送の協力要請に関すること 

(2) 鉄道、軌道、索道及び自動車輸送事業の安全の確保を図ること 

(4) 自 衛 隊 

機 関 名 事務または業務の大綱 

陸上自衛隊第５旅団 
㻔㻝㻕㻌災害䛻関䛩䜛情報䛾伝達䚸収集䛻関䛩䜛䛣䛸㻌

(2) 災害派遣要請権者の要請に基づき部隊等を派遣すること 

(5) 北 海 道�

機 関 名 事務または業務の大綱 
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局

 

地域政策部地

域政策課 

(1) 災害に関する情報の伝達、収集に関すること 

(2) 十勝総合振興局地域災害対策連絡協議会の事務に関すること 

(3) 防災に関する組織の整備を図り、資材の備蓄その他災害予防措置を講ずるこ

と 

(4) 災害応急対策及び災害復旧対策を実施すること 

(5) 市町村及び指定地方公共機関の処理する防災に関する事務及び業務の実

施を助け総合整備を図ること 

(6) 自衛隊の災害派遣要請を行うこと 

帯広建設管理部 

〃  大樹出張所 

(1)  所管する道路及び河川の維持管理、災害応急対策並びに災害復旧を行うこと 

(2) 水防活動の技術指導に関すること 

(3) 被災地における交通情報の収集及び交通道路の確保に関すること 

(4) 管理河川の水位の観測及び水防警戒を行うこと 

(5) 急傾斜地崩壊危険区域の指定に関すること 

保健環境部 

(1) 災害時の応急治療、防疫活動の実施、指導及び伝染病の予防に関すること 

(2) 被災地の環境衛生保持及び食品衛生保持の指導に関すること 

(3) 被災地の医薬品及び衛生資材等の供給に関すること 

(4)㻌要配慮者対策に関すること 

(5) 救助法の適用に関すること 

十勝教育局 
(1) 災害時における児童生徒の救護及び応急教育の指導を行うこと 

(2) 文教施設及び文化財の被害調査並びに復旧、保全対策等に関すること 

農業改良普及ｾﾝﾀー  

十勝東部支所 

十勝南部支所 

(1) 被災地の農作物及び家畜の技術指導を行うこと 

(2) 被災地の病害虫の防疫指導、その他の営農指導を行うこと 

十勝森づくりセンター 

(1) 道有林野の治山事業の実施及び保安施設等の保全に関すること 

(2) 道有林野の林野火災対策に関すること 

(3) 災害時における町の要請に基づく緊急対策及び復旧資材の供給に関するこ

と 

(6) 警  察  

機 関 名 事務または業務の大綱 

帯広警察署 

幕別駐在所 

札内交番 

糠内駐在所 

忠類駐在所 

(1) 住民䛾避難誘導及䜃救出救助並䜃䛻緊急交通路䛾確保に関すること 

(2) 津波情報等䛾伝達及䜃災害情報䛾収集に関すること 

(3) 被災地、避難場所、危険箇所等の警戒に関すること 

(4) 災害警備本部の設置運用に関すること 

(5) 災害時における交通秩序の維持に関すること 

(6) 危険物に対する保安対策に関すること 

(7) 災害に伴う犯罪の予防その他社会秩序の維持等治安に関すること 

(8) 自治体等の防災関係機関が行う防災業務の協力に関すること 

(7) 指定公共機関㸦基本法第2条第5号ࡢ規定基࡙ࠊࡁ公共的機関及ࡧ公益的事業ࢆ営ࡴ法人࡛内

閣総理大臣ࡀ指定ࡢࡶࡿࡍ㸧�

機 関 名 事務または業務の大綱 

北海道旅客鉄道(株) 

  幕別駅 

  札内駅 

(1) 災害時における鉄道車両等による救援物資緊急輸送及び避難者の輸送等に

つき関係機関の支援を行うこと 

(2) 災害時における鉄道輸送の確保を行うこと 

(3) 鉄道施設等の保安に関すること 日本貨物鉄道㈱ 

北海道支社 

東日本電信電話(株) 

  北海道支店 

（㈱NTT東日本北海道

(1) 電気通信施設の維持、補修に関すること 

(2) 災害時における通信の確保及びに修繕を行うこと 

(3) 非常及び緊急通話の取扱いを行うほか、必要に応じ電話の利用制限を実施
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帯広支店） し、重要通話の確保を図ること（気象業務法第15条
11
・電気通信事業法第８条

2
） 

北海道電力(株) 

  帯広支店 

(1) 電力施設等の防災管理を行うこと 

(2) 災害時における電力の円滑な供給を行うこと 

(3) 電力施設の災害と復旧見込等の周知を行うこと（公益事業令第55号） 

電源開発㈱ 

北海道支社 

(1) 所管の電力施設等の防災管理を行うこと 

(2) ダムの放流等に関し関係機関との連絡調整を行うこと 

日本放送協会 

帯広放送局 

(1) 予報（注意報を含む）、警報、並びに情報等及び被害状況等に関する報道を

実施し、防災広報に関する業務を行うこと 

日本銀行帯広事務所 

(1) 災害時の金融機関の手持ち現金増強、相互間融通等の指導を行うこと 

(2) 被害時における預金の払戻し、手形交換、災害関係融資、被災金融機関の

早期営業、営業時間の延長、休日臨時営業等の特別措置について金融機関

の指導を行うこと 

(3) 災害時において金融機関の寄託券保管高の補強を図り、損傷銀行券の引換

措置を行うこと 

日本郵便株式会社 

（幕別町内郵便局） 

(1) 災害時における郵便輸送の確保及び郵便業務の確保を図ること 

(2) 郵便の非常取扱いに関すること 

(3) 郵便局の窓口掲示板等を利用した広報活動を行うこと 

㈱エヌ・テイ・ティ・ドコ

モ北海道支社帯広支

店 

(1) 電気通信施設䛾維持䚸補修䛻関䛩䜛䛣䛸㻌

(2) 災害時における通信の確保及び修繕を行うこと 

(3) 非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電話の利用制限を実施

し、重要通信の確保を図ること 
KDDI株式会社北海道

支社 

日本赤十字社北海道

支部幕別町分区 

(1) 災害時における救援物資の供給に関すること 

(2) 救助に関し、防災ボランテイアの行う救助活動の連絡調整を行うこと 

(3) 災害義援金の受領、配分及び募集を行うこと 

日本通運㈱帯広支店 

(1) 災害時におけるか貨物自動車（トラック）による救援物資及び災害応急対策資

機材の緊急輸送等について関係機関への支援を行うこと 

(2) 災害時における避難者の輸送の協力に関すること 

福山通運㈱ 

佐川急便㈱北海道支

社帯広店 

ヤマト運輸㈱北海道支

社道東主管支店 

西濃運輸㈱ 

(8) 指定地方公共機関㸦基本法第2条第6号ࡢ規定基࡙ࠊࡁ公共的施設ࡢ管理者及ࡧ都道府県地域

�㸧ࡢࡶࡿࡍ指定ࡀ法人࡛道知事ࡴ営ࢆ公益的事業ࡢ他ࡢࡑ輸送ࠊࢫ࡚࢞࠸࠾

機 関 名 事務または業務の大綱 

帯広ガス(株) 
(1) ガス供給施設の確保、災害時供給及び規制を行うこと 

(2) 非常災害時の出火、中毒事故防止及び応急対策を行うこと 

������������������������������

1
�気象業務法：第15条 気象庁は、気象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、直ちにその警報事項を日本電信電

話株式会社等に通知しなければならない。 

②前項の通知を受けた日本電信電話株式会社等は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めな

ければならない。 
2
�電気通信事業法：第８条 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、

災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を

優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって郵政省令で定めるも

のについても、同様とする。 
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䠄䠄一社䠅北海道䠨䠬䜺䝇

協会十勝支部 

㻔㻝㻕㻌㻸㻼䜺䝇䛾被害状況及䜃復旧状況䛾情報提供㻌

(2) 災害時の応急措置及び復旧工事 

(3) 被災地へのLPガスの供給及び設備工事 

(4) 大規模火災現場におけるLPガス設備の撤去等の安全対策 

(一社)十勝医師会 
(1) 災害時における医療関係機関との連絡調整並びに救急医療、助産その他救

助の実施に関すること 

(一社)十勝歯科医師会 (1) 災害時における歯科医療に関すること 

北海道放送㈱ 

帯広放送局 

(1) 予報（注意報を含む）、警報、並びに情報等及び被害状況等に関する報道を

実施し、防災広報に関する業務を行うこと 

札幌テレビ放送㈱ 

帯広放送局 

北海道テレビ放送㈱帯

広支社 

北海道文化放送㈱帯

広支社 

(一社)十勝地区トラック

協会 (1) 災害時における人員、緊急物資及び災害対策用資材等の緊急輸送について

関係機関の支援を行うこと 
十勝地区バス協会 

(一社)北海道警備業協

会帯広支部 
(1) 災害時における交通誘導業務及び避難所の警備等に関すること 

(9) 公共団体、公共的団体及び防災上重要な施設の管理者�

機 関 名 事務または業務の大綱 

幕別町農業協同組合 

札内農業協同組合 

忠類農業協同組合 

帯広大正農業協同組合 

十勝農業共済組合 

  東部事業所 

  南部事業所 

(1) 農作物の災害応急対策、指導を行うこと 

(2) 被災組合員に対する融資及びその斡旋を行うこと 

(3) 農業生産資材及び生活物資の確保、斡旋を行うこと 

(4) 農業生産共同施設等の災害予防、応急対策及び復旧対策を行うこと 

(5) 農作物の需給調整を図ること 

(6) 町が行う被害状況調査及び応急対策の協力を行うこと 

(7) 家畜の防疫に関すること 

幕別町森林組合 
(1) 町が行う林業関係被害状況調査及び応急対策に協力すること 

(2) 被災組合員に対する融資及び斡旋を行うこと 

幕別町商工会 
(1) 災害時における物価の安定及び救助物資の確保について協力すること 

(2) 被災商工業者の経営指導及び融並びに資斡旋を行うこと 

北洋銀行幕別支店、十勝

信用組合幕別支店、帯広

信用金庫札内支店 
(1) 災害時の資金の融資及び斡旋に関すること 

幕別建設業協会 (1) 災害時における災害応急対策、災害復旧につき関係機関の支援を行うこと 

危険物関係施設の管理者 
(1) 災害時における救援物資の緊急輸送等につき関係機関の支援を行うこと 

(2) 災害時における危険物の保安に関する措置を行うこと 

㈱おびひろ市民ラジオ

（FM-WING） 㻔㻝㻕㻌災害時䛻䛚䛡䜛町䛜行䛖避難勧告等䛾情報提供䜢迅速䛛䛴正確䛻非常放送

を実施すること ㈱ エ フ エ ム お び ひ ろ

（FM-ＪＡＧＡ） 

�

�
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２２ 住民及び事業所の基本的責務�

「自らの身の安全は自らが守る」ことが防災の基本である。住民及び事業所は、その自覚を持ち、平

常時より災害に対する備えを心がけるとともに、災害時には自らの身の安全を守るよう行動することが

重要である。特に、いつどこでも起こりうる地震等の災害による人的被害、経済被害を軽減する減災の

ための備えをより一層充実する必要があり、災害に関する知識と各自の防災・減災に習熟し、その実践

を促進する住民運動を展開することが必要である。 

(1)  住民の責務 

地域における被害の拡大防止や軽減を図るため、平常時から災害の発生に備える意識を高め、

災害教訓の伝承や災害に関する知識の習得、災害への備えを行うとともに、災害時には自主的な

防災活動に努めるものとする。 

また、町及び防災関係機関が実施する防災対策に協力するものとする。 

ア 平常時の備え 

(ｱ)  避難の方法(避難路、避難場所等)及び家族との連絡方法の確認 

(ｲ)  ３日分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品（救急

箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

(ｳ)  家具の転倒防止対策等、家庭での予防・安全対策 

(ｴ)  隣近所との相互協力関係のかん養 

(ｵ)  災害危険区域等、地域における災害の危険性の把握 

(ｶ)  防災訓練、研修会等への積極的参加による防災知識、応急救護技術等の習得 

(ｷ)  要配慮者への配慮 

(ｸ)  自主防災組織の結成 

イ 災害時の対策 

(ｱ)  地域における被災状況の把握 

(ｲ)  近隣の負傷者･要配慮者の救助 

(ｳ)  初期消火活動等の応急対策 

(ｴ)  避難場所での自主的活動 

(ｵ)  防災関係機関の活動への協力 

(ｶ)  自主防災組織の活動 

(2)  事業所の責務 

日常的に災害の発生に備える意識を高め、自ら防災対策を実施しなければならない。このため、

従業員や施設利用者の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域への貢献・地域との共生等、

事業所が災害時に果たす役割を十分に認識し、町、防災関係機関及び自主防災組織等が行う防災

対策に協力するなど、防災活動の推進に努めるものとする。 
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アア 平常時の備え 

(ｱ)  災害時行動マニュアル及び事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用 

(ｲ)  防災体制の整備及び事業所の耐震化・耐浪化の促進 

(ｳ)  防災訓練の実施及び従業員等に対する防災教育の実施 

(ｴ)  燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応 

(ｵ)  取引先とのサプライチェーンの確保 

イ 災害時の対策 

(ｱ)  事業所の被災状況の把握 

(ｲ)  従業員及び施設利用者への災害情報の提供 

(ｳ)  施設利用者の避難誘導 

(ｴ)  従業員及び施設利用者の救助 

(ｵ)  初期消火活動等の応急対策 

(ｶ)  事業の継続又は早期再開・復旧 

(ｷ)  ボランティア活動への支援等、地域への貢献 

 



地震・津波防災計画編 第１章 総 則 

��

第１－５節 幕別町の概要

 

第第５節 幕別町の概要 

 

１ 位 置�

十勝ࡢ中央部ࡸࡸࡾࡼ南位置ࠊࡋ西ࡣ十勝ࡢ中核都市帯広市ࠊ北及ࡧ北東ࡣ十勝川ࢆ境࡚ࡋ

音更町ࠊ池田町ࠊ東ࡣ豊頃町ࠊ南ࡣ大樹町更別村接ࠊࡋ面積ࡣ���平方ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ 

２ 地 勢�

��� � 幕別地域�

幕別町ࡢ位置ࡿࡍ十勝平野ࠊࡣ石狩平野ࡄࡘ北海道第二ࡢ平野࡛ࠊ主丘陵地ࠊ台地ࡾࡼ

形成ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ平野ࡢ中央部ࢆ北西ࡾࡼ南東十勝川ࡀ流ࢀ太平洋注ࠋࡿ࠸࡛࠸�

� 十勝平野ࡢ直接ࡢ基盤ࠊࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞固結ࡽ半固結堆積物࡛第三系鮮新統属ࡿࡍ池

田層࡛ࠋࡿ࠶�

� 丘陵地及ࡧ台地ࡣ火山性岩石࡛第四系属ࠊ࣒࣮ࣟࡿࡍ火山灰ࠊ軽石等ࡢ累積層࡛ࠋࡿ࠶各河

川ࡢ流域ࡣ礫ࠊ砂ࠊ粘土ࡢ࡞氾濫原堆積物࡛ࠋࡿ࠶�

北ࢆ十勝川ࠊ西ࢆ札内川ࠊ中央ࢆ猿別川途別川ࡀ流ࠋࡿ࠸࡚ࢀ十勝川ࡣ大雪山系ࡢ十勝岳ࠊ

札内川ࡣ日高山脈ࡢ札内岳ࢆ源ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ他ࡶ小河川ࡀ各所走ࠋࡿ࠸࡚ࡗ幕別町ࢆ含

�ࠋࡿ࠸࡚ࡋ低下࡚ࡋ࡞ࢆ船底型࡚ࡗ向十勝川ࡿࢀ流ࢆ中央ࠊࡣ地形ࡢ十勝ࡓࡵ

����� 忠類地域�

� 西部ࠊࡣ大樹࣭更別両町村ࡢ大地向࡚ࡗ階段状標高ࢆ増ࡋ丘陵地ࢆ形成ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ

一部緩波状地ࠋࡿ࠶ࡶ東࣭南࣭北部ࡢ三方ࡣ森林資源ࡢ豊富࡞標高���㹼���࣓࣮ࡢࣝࢺ山ࠎ

囲ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ中央部ࡽ北西ࡽ南東当縁川ࡀ貫流ࡋ太平洋注ࠊࡀࡿ࠸࡛࠸

�ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ広ࡀ農耕地ࡢ平坦࡛�����㹦㹟ࡡࡴ࠾࠾ࡣ西部地区ࡧ流域及ࡢࡇ

� 土質ࠊࡣ一部ࡢ若࠸沖積層ࢆ除ࡀࢇ࡚࠸表層火山灰性土࡛ࠊ樽前㹀層火山灰ࢆ主体

�ࠋࡿ࠶粘土質࡛ࡣ下層土ࠊ��㹼��FP࡛ࡣ総厚ࠊࡾ࠾࡚ࡋ
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第第６節 幕別町周辺における地震の発生状況 

十勝管内に影響を及ぼした主な地震 

発生の年月日 震央（地域）名 規模 主 な 被 害 

㻝㻥㻝㻡㻌 㻚㻟㻚㻝㻢䠄大正䠐䠅㻌 十勝沖㻌 䠓䠊䠌㻌 帯広市南部䚸芽室村䛷家屋倒壊䚹死者䠎名㻌

㻝㻥㻞㻢㻚㻌 㻥㻚㻌 㻡䠄大正㻝㻡䠅㻌 十勝沖㻌 䠒䠊䠓㻌 午前㻜時㻟㻥分発生䡝震度䠐䠖帯広㻌

㻝㻥㻟㻜㻚㻝㻞㻚㻝㻟㻌 䠄昭和䠑䠅㻌 日高支庁中部㻌 䠒䠊䠏㻌 午前㻤時㻡㻡分発生䡝震度䠑䠖広尾㻌

1952. 3. 4（昭和27） 釧路沖 ８．２ 

【1952年十勝沖地震】 

午前10時24分発生。太平洋一帯に大被害。大津波。 

震度６：幕別、池田、浦幌、豊頃、大津等。（推定値）※ 

震度５：帯広、広尾。負傷者287名、死者・行方不明者

33名。家屋全壊815棟、同流失91、半壊1,324。 

㻝㻥㻢㻤㻌 㻚㻡㻚㻝㻢䠄昭和㻠㻟䠅㻌 三陸沖㻌 䠓䠊䠕㻌

䛆㻝㻥㻢㻤年十勝沖地震䛇㻌

午前㻥時㻠㻤分発生䚹南西地方䛻被害䚸津波䚹死者㻞䚸負

傷者㻝㻟㻟䚸住家全壊全焼㻞㻣䚸半壊㻤㻝䚹震度䠑䠖広尾䚹津

波䠖十勝港䠍䠓䠌䠿䡉䚹㻌

㻝㻥㻢㻤㻚㻌 㻡㻚㻝㻢䠄昭和㻠㻟䠅㻌 青森県東方沖㻌 䠓䠊䠑㻌 午後㻣時㻟㻥分発生䚹同上余震䚹震度䠑䠖広尾䚹㻌

㻝㻥㻣㻜㻚㻌 㻝㻚㻞㻝䠄昭和㻠㻡䠅㻌 十勝支庁南部㻌 䠒䠊䠓㻌 午前㻞時㻟㻟分発生䚹震度䠑䠖帯広䚸広尾䚹㻌

㻝㻥㻤㻣㻚㻌 㻝㻚㻝㻠䠄昭和㻢㻞䠅㻌 十勝支庁南部㻌 䠒䠊䠒㻌

䛆日高山脈北部地震䛇㻌

午後㻤時㻟分発生䚹胆振䚸十勝䚸釧路䜢中心䛻被害䚹㻌

負傷者䠓䚹震度䠑䠖釧路䚹震度䠐䠖帯広䚸広尾䚹十勝管内

䛷建物破損多数䚹㻌

㻝㻥㻥㻟㻚㻌 㻝㻚㻝㻡䠄平成䠑䠅㻌 釧路沖㻌 䠓䠊䠑㻌

䛆平成㻡年䠄㻝㻥㻥㻟年䠅釧路沖地震䛇㻌

午後8時6分発生。釧路地方に被害。死者２、負傷者

966、住家全壊53、住家半壊254。震度䠒䠖釧路䚸震度䠑䠖

帯広䚸広尾䚹道路䞉建築物等䛾被害多数䚹㻌

㻝㻥㻥㻠㻚㻝㻜㻚㻌 㻠䠄平成䠒䠅㻌 北海道東方沖㻌 䠔䠊䠎㻌

䛆平成㻢年䠄㻝㻥㻥㻠年䠅東方沖地震䛇㻌

午前㻝㻜時㻞㻟分発生䚹釧路䚸根室地方䛻被害䚹負傷者

㻠㻟㻢䚸住家全壊㻝㻝㻢䚸住家半壊㻟㻢㻤䚹震度䠑䠖広尾䚹道路䞉

建築物等䛾被害多数䚹㻌

㻞㻜㻜㻟㻚㻌 㻥㻚㻞㻢䠄平成㻝㻡䠅㻌 十勝沖㻌 䠔䠊䠌㻌

䛆平成㻝㻡年䠄㻞㻜㻜㻟年䠅十勝沖地震䛇㻌

午前㻠時㻡㻜分発生䚹太平洋一帯䛻被害䚹震度㻢弱䠖幕

別䚸豊頃䚸釧路等䚹震度䠑強䠖帯広䚸広尾等䚹津波䠖十勝

港䠎䠑䠌䠿䡉䚹行方不明者䠎名䚸負傷者㻤㻠㻣䚸住宅全壊

㻝㻝㻢䚸住宅半壊㻟㻢㻤䚹㻌

2004.11.29（平成16） 釧路沖 ７．１ 

【平成16年（2004年）釧路沖地震】 

午前3時22分発生。北海道全域で強い地震。震度５強：

釧路町、弟子屈町、別海町、震度５弱：更別村、釧路

市、震度４：幕別町、帯広市。被害：傷病者51名、住家
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一一部損壊３棟等 

2004.12. 6（平成16） 釧路沖 ６．９ 

【平成16年（2004年）釧路沖地震】 

午後11時15分発生。北海道全域で強い地震。震度５

強：厚岸町、震度５弱：更別村、震度４：釧路市、幕別

町、芽室町、震度３：帯広市。被害：負傷者12名、建物

の一部損壊等 

2005. 1.18（平成17） 釧路沖 ６．４ 

【平成17年（2005年）釧路沖地震】 

午後11時09分発生。道東の広い範囲で強い地震。震

度５強：厚岸町、震度５弱：別海町、震度４：忠類村、震

度３：幕別町、帯広市。被害：負傷者１名、校舎等の一

部破損３校、教育施設一部破損、建物の一部損壊等 

2008. 9.11（平成20） 十勝沖 ７．１ 

【平成20年（2008年）十勝沖地震】 

午前09時21分発生。北海道・東北で強い地震。震度５

弱：新冠町・新ひだか町・浦幌町・大樹町、震度４：音更

町、帯広市、震度３：幕別町。 

2011. 3.11（平成23） 三陸沖 ９．０ 

【平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震】 

午前14時46分発生。東北地方を中心に激しい地震と大

津波、日本全国で有感。最大震度７：宮城県栗原市、

震度６強：宮城県、福島県、茨城県、栃木県の４県３７市

町村、震度５弱：福島市、水戸市等、 

震度４：函館市、千歳市、岩見沢市、帯広市、釧路市、

震度３：幕別町。 

死者、行方不明者の計20,000名以上、負傷者6,000名

以上、住宅全壊120,000棟以上、津波は9.3ｍ 

北海道から四国の太平洋沿岸に津波被害 

2012. 8.25（平成24） 十勝地方南部 ５．９ 

【平成24年（2012年）十勝地方南部地震】 

午後11時16分発生。北海道から東北にかけて強い地

震。震度５弱：浦河町、様似町、幕別町、浦幌町、更別

村、大樹町、広尾町、震度４：函館市、千歳市、帯広

市、清水町、芽室町、池田町、豊頃町、本別町、中札内

村他 

2013. 2. 2（平成25） 十勝地方中部 ７．１ 

【平成25年（2013年）十勝地方中部地震】 

午後11時17分発生。北海道から東北にかけて強い地

震。震度５強：浦幌町、釧路市、根室市、震度５弱：幕別

町、帯広市、音更町、清水町、池田町、豊頃町、本別

町、新得町、大樹町、釧路町、厚岸町他、震度４：士幌

町、芽室町、上士幌町、鹿追町、足寄町、中札内村、更

別村、広尾町、千歳市、函館市、三笠市、長沼町他 

被害：軽傷者５名 

※ 表中に記載している最大震度は、気象庁の観測値を採用しているが、北海道が現地調査、聞き取

り調査などを行った結果を参考に、「1952年十勝沖地震」においては、最大震度を６として推定し

た。㻌
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第第７節 幕別町における地震の想定  

１ 地震想定の基本的な考え方 

北海道東部の地震は、千島海溝や日本海溝から陸側へ潜り込むプレート境界付近や、アムールプレー

トの衝突に伴って日本海東縁部付近で発生する海溝型地震と、その結果圧縮された陸域で発生する内陸

型地震に大きく２つに分けることができる。海溝型地震は、プレート境界そのもので発生するプレート

間の大地震と1993 年釧路沖地震のようなプレート内部のやや深い地震からなる。 

内陸型地震として想定しているものは、主に内陸に分布する活断層や地下に伏在していると推定され

る断層による地震、過去に発生した内陸地震などである。 

既往の研究成果、特に海溝型地震と内陸活断層に関する最新の研究成果等から、北海道での想定地震

は表１-７-１及び図１となり、そのうち幕別町に被害を及ぼすと考えられる地震は、次のとおりである。 

(1)  海溝型地震 

ア 千島海溝南部・日本海溝北部（T1～T5） 

プレート間地震は、過去の地震の震源域や現在の地震活動から見て、三陸沖北部(T1)、十勝

沖(T2)、根室沖(T3)，色丹島沖(T4)および択捉島沖(T5)の各領域で発生する地震に区分される。

いずれもプレート境界で発生する逆断層タイプの大地震～巨大地震である。これらの地震につ

いては地震調査研究推進本部の長期評価がだされ、中央防災会議からは強震動と津波に関する

評価が示されている。なお、千島海溝におけるM（マグニチュード：以下同様）８クラスのプ

レート間地震の平均発生間隔は72.2年とされている。 

(ｱ)  三陸沖北部(T1) 

三陸沖北部では，1856年M7.5、1968年M7.9（1968年十勝沖地震）、1994年M7.6（三陸は

るか沖地震）の地震が発生しており，この領域はM8クラスの地震が繰り返し発生している

領域と考えられる。 

(ｲ)  十勝沖(T2) 

十勝沖では、1952年M8.2、2003年M8.0の十勝沖地震が発生している。これらの地震の震

源域については、強震動を発するアスペリティは殆ど同じであるが、津波の状況からみる

と、1952年の地震は釧路沖の領域に一部またがって発生したと考えられている。この領域

はM8クラスの地震が繰り返し発生している領域である。今後30年以内の地震発生確率は

0.5～3％とされている。 

(ｳ)  根室沖(T3) 

根室沖では、1894年M7.9、1973年M7.4の地震が発生している。津波の高さの分布から、

1894年の地震は釧路沖を含む地域で発生した可能性が大きいと考えられている。この地域

ではM7～8クラスの地震が発生すると考えられ、1973年根室沖地震が比較的規模が小さか

ったこと、1973年から約30年経過していること、2003年十勝沖地震では釧路沖の領域が破

壊せずに残っていることから、1973年よりも規模の大きな地震が発生する可能性が高いと

考えられており、30年以内の地震発生確率は50％程度とされている。 

(ｴ)  色丹島沖(T4) 

色丹島沖では、1893年M7.7、1969年M7.8とほぼ同じ規模の地震が発生している。過去の

資料が少ないが、M8クラスの地震が繰り返し発生する領域と考えられる。今後30年以内の

地震発生確率は50％程度とされている。 



地震・津波防災計画編 第１章 総 則 

㻌 㻌 㻌 㻌  13 

第䠍䠉䠓節㻌幕別町䛻䛚䛡䜛地震想定

((ｵ)  択捉島沖(T5) 

択捉島沖の領域では、1918年M8.0、1963年M8.1とほぼ同じ規模の地震が発生している。

過去の資料が少ないが、M8クラスの地震が繰り返し発生する領域と考えられる。今後30

年以内の地震発生確率は60～70％程度とされている 

イ 500年間隔地震(T6) 

根室地域から十勝地域にかけての津波堆積物調査の結果、この地域では過去約6,500年間に

10数回の巨大津波が発生したことが確認されている。この約500年間隔の津波堆積物に対応し

た地震（「500年間隔地震」）についての地震動は明らかではないが、津波の資料から見れば、

この地震は根室半島から十勝沖の領域までまたがって繰り返し発生したプレート間地震と考

えられている。中央防災会議によれば、M8.6の超巨大地震が予想されている。直近のものは17

世紀初めに発生しており、既に約400年経過していることから、ある程度切迫性があるとみら

れている。 

ウ プレート内のやや深い地震(P1～P3) 

陸側プレートの下に沈み込んだ海洋プレートが、深さ100kmほどのところで破壊して発生す

る地震で、釧路沖の1993年M7.5や北海道東方沖M.8.2の地震などがある。震源域を同じくする

繰り返し発生は確認されておらず、同様のメカニズムで発生する陸域近くのやや深い領域の地

震として、 

(ｱ)  釧路沖(P1) 

(ｲ)  厚岸直下(P2) 

(ｳ)  日高中部(P3) 

を想定する。 

(2)  内陸型地震 

ア 活断層帯(N1～N11) 

道内の主要起震断層として地震調査研究推進本部が評価を発表しているのは、11の活断層帯

であるが、幕別町に影響があると想定されるのは次のとおりである。 

(ｱ)  十勝平野断層帯(N7) 

十勝平野断層帯は、主に足寄町西部から本別町・上士幌町・士幌町・音更町・帯広市・

更別村を経て幕別町忠類にかけて分布する主部と大樹町から広尾町にかけて分布する光

地園断層からなる。主部は東隆起の逆断層と推定され、M8程度の地震が想定されている。

光地園断層は西側隆起の逆断層で、M7.2程度の地震が想定される。30年以内の地震発生確

率は主部が最大0.2％、光地園断層が最大0.4％で、この値は我が国の主な活断層の中では

やや高いグループに属する。 
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表１－７－１    道が想定する道内の想定地震 
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(3) その他 

上記のほか、青森県西方沖、チリ沖などにおいて発生する地震、津波、また、火山活動に伴う地震、

津波に対しても注意を要する。 

なお、国（地震調査研究推進本部地震調査委員会）における、道内の主要な活断層や海溝型地震の

地震発生確率等の長期評価については、表１-７-２のとおり。 

図１－７－１    想定される地震位置 
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表１－７－２ 
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２２ 幕別町における想定地震津波 

(1)  基本的な考え方 

北海道は、平成５年の北海道南西沖地震や平成15年の十勝沖地震をはじめ、津波による多くの

犠牲者と甚大な被害を被っている。 

このため、津波発生時における住民の避難対策の強化を図るとともに、北海道沿岸地域に影響

を及ぼす海域の地震による津波に対する対策の強化を図るため、想定される最大地震津波に対応

した本道沿岸域における詳細な津波浸水予測及び被害想定を行ってきた。 

平成23年３月11日に発生した東日本大震災を踏まえ、津波堆積物調査などの科学的知見により、

あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波の想定を行い、太平洋沿岸から想定の見直しに取り

組んで行くものとする。 

(2)  北海道太平洋沿岸の地震 

ア 津波浸水予測・被害想定調査の実施（平成１７年度・１８年度） 

北海道太平洋沿岸地域の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による津波は、広範囲に影響を

及ぼすものであることから、平成17～18年度に表１-７-３に示す北海道に影響の大きい地震津

波について、中央防災会議の専門調査会で検討された断層パラメータを用いて、津波の伝播状

況、津波水位、遡上（浸水）状況を予測するとともに、この結果に基づき被害想定計算を行っ

ている。 

平成17年度には太平洋沿岸中部・東部地区（日高振興局管内から根室振興局管内に至る沿岸

市町）、平成18年度には太平洋沿岸西部地区（渡島総合振興局管内から胆振総合振興局管内に

至る沿岸市町）の調査を完了したが、東日本大震災を踏まえ、次の(2)のとおり、平成24年度

に太平洋沿岸における新たな津波浸水予測を行った。 

 

 

 

イ 新たな津波浸水予測の実施（平成２４年度）～ 幕別町に影響を及ぼす津波 

東日本大震災を踏まえ、あらゆる可能性を踏まえた最大クラスの津波の想定に取り組むこと

とし、これまでに北海道太平洋沿岸で発見された津波堆積物の最新データを基に、できるだけ

安全サイドに立って北海道太平洋沿岸の最大クラスの津波浸水予測を行った。 

津波の想定において設定した津波波源モデルの断層配置図及び断層パラメータについては

図２及び表１-７-４、沿岸最大水位・最大遡上高及び予測される津波到達時間については、表

１-７-５のとおりである。 

この津波浸水予測により、忠類晩成地区が新たに津波浸水想定区域になった。（資料編 資

料第１０-２津波浸水予測図）を参照） 

表１－７－３ 
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尚尚、この新たな津波の被害想定については、今後、国の知見等も踏まえ道が実施に取り組ん

で行くものである。 

 

図１-７-２   平成24年度想定地震津波の断層配置図 

 

 

 

 

表１－７－４   平成24年度想定地震津波の断層パラメータ 
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太平洋沿岸に係る津波浸水予測図作成業務報告書（平成24年６月）より抜粋 

 

３ 幕別町における被害想定 

(1)  基本的な考え方 

幕別町の被害想定は、現段階では明確になっていないことから北海道の地震想定結果を基に震

度のみ想定するものとする。 

(2)  幕別町における地震震度の想定 

北海道の想定結果（平成26年３月14日、北海道防災会議地震火山対策部会地震専門委員会「減

災目標策定に関するワーキンググループ中間報告書」）より、次のとおり想定する。 

ア 海溝型地震 

北海道の想定では、十勝沖地震においてＭ8.2、最大震度６強を想定しているが、500年間隔

地震については、断層モデルを設定するデータが十分ではないことから被害想定の対象外とさ

れているため、結果が出ていない。しかし、平成２４年津波浸水予測では連動マグニチュード

がＭ9.1となっていることから東日本大震災と同規模と想定し、最大震度７と想定する。 

イ 内陸型地震 

北海道の想定では、十勝平野断層帯主部の地震においてＭ7.4、最大震度７を想定している

ため、この想定に準じ最大震度７を想定する。 

十勝総合振興局内 

表１-７-５  沿岸最大水位・最大遡上高及び予測される津波到達時間 



地震・津波防災計画編 第１章 総 則 

㻌 㻌 㻌 㻌  21 

第䠍䠉䠓節㻌幕別町䛻䛚䛡䜛地震想定

表表１-７-６  地震動による十勝の被害想定 

平成26年３月14日 北海道防災会議地震火山対策部会地震専門委員会「減災目標策定に関するワーキ

ンググループ中間報告書」より 

（冬期の早朝５時における被害の概要） 

被害想定項目 
十勝平野断層帯主

部の地震(Ｍ7.4) 

十勝沖の地震 

(Ｍ8.2) 

標津断層帯の地震

（Ｍ7.1） 

地震動 最大震度７ 最大震度６強 最大震度５強 

液状化危険度 最大20％以上 最大10‐20％ 最大1‐10％ 

建物被害 
全壊棟数 3,309棟 264棟 1未満 

半壊棟数 7,836棟 1,638棟 2棟 

火災被害 焼失棟数 19棟 1未満 1未満 

       建物総棟数 175,021棟 175,021棟 175,021棟 

人的被害 

死者数 67人 5人 1未満 

重傷者数 1,363人 230人 1未満 

避難者数 53,574人 19,546人 6人 

総人口 351,257人 351,257人 351,257人 

ライフライン

被害 

上水道被害箇所数の割合 
1.4㎞当たり１箇所 

(総延長6,440㎞) 

6.2㎞当たり１箇所 

(総延長6,440㎞) 

0 

(総延長6,440㎞) 

断水世帯数(１日後) 45,456世帯 20,406世帯 2世帯 

最大復旧日数 165.0日 36.7日 0.0日 

下水道被害延長の割合 
4.3％ 

(総延長2,262㎞) 

2.6％ 

(総延長2,262㎞) 

0.3％ 

(総延長2,262㎞) 

機能支障人口 12,823人 7,747人 900人 

最大復旧日数 13.8日 8.2日 0.9日 

交通施設被害 

主要道路被害箇所数の

割合 

12㎞当たり１箇所 

(総延長1,675㎞) 

13.3㎞当たり１箇所 

(総延長1,675㎞) 

59.5㎞当たり１箇所 

(総延長1,675㎞) 

15ｍ以上の橋梁の不通・

通行支障箇所数の割合 

3.2％ 

(総数1,799箇所) 

0.9％ 

(総数1,799箇所) 

0.0％ 

(総数1,799箇所) 

注：この結果は、中央防災会議などの被害想定手法（過去の地震被害を基に設定した被害発生確率等に

よる）により算定した概数であり、具体的な被害発生箇所を特定するものではありません。 

※1 断層モデルは長さ、深さ、マグニチュード、傾き、破壊パターン等で設定しています。 

※2 端数処理の関係で表中の数値と合計は合わない場合があります。 
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第第２章 災害予防計画 

第１節 住民の心得�

平成７年１月の阪神࣭淡路大震災ࡸ平成23年３月の東日本大震災ࡢ経験ࢆ踏ࠊ࠼ࡲ住民ࠊࡣ自ࡢࡽ

身ࡢ安全ࡣ自ࡽ守ࡀࡢࡿ基本࡛ࡢࡿ࠶自覚ࢆ持ࠊࡕ平常時ࡾࡼ災害対ࡿࡍ備ࢆ࠼心ࡶࡿࡅࡀ

 ࠋࡿ࠶重要࡛ࡀࡇࡿࡍ行動࠺ࡼࡿ守ࢆ安全ࡢ身ࡢࡽ自ࡣ災害時ࠊ

地震・津波発生時ࠊ住民ࠊࡣ家庭ࡣࡓࡲ職場等ࠊ࡚࠸࠾個人ࡣࡓࡲ共同࡛ࠊ人命ࡢ安全ࢆ第一

࡞必要ࡵࡓࡿࡵ最小限ࢆ発生ࡢ被害ࡿࡼ地震・津波災害ࠊࡘࡘࡋ留意防止ࡢ混乱࡚ࡋ

措置ࡢࡶࡿࢆし、その実践を促進する町民運動を展開することが必要である。 

 

１ 家庭における措置 

����� 平常時ࡢ心得�

� 地域ࡢ避難場所࣭避難経路及ࡧ家族ࡢ集合場所ࡸ連絡方法ࢆ確認ࠋࡿࡍ�

� 避難経路等ࡿࡅ࠾危険箇所࡚࠸ࡘ確認ࢆ行ࠋ࠺�

�࢘ がけ崩れ、津波に注意する。�

エ� 建物ࡢ補強ࠊ家具ࡢ固定ࠋࡿࡍࢆ�

オ� 火気器具ࡢ点検ࡸ火気周辺ࡢ可燃物注意ࠋࡿࡍ�

カ� 飲料水ࡸ消火器ࡢ用意ࠋࡿࡍࢆ�

キ� ３日分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品（救急箱、

懐中電灯、ラジオ、乾電池等）を準備する。�

ク� 地域ࡢ防災訓練進࡛ࢇ参加ࠋࡿࡍ�

ケ� 隣近所地震時ࡢ協力࡚࠸ࡘ話ࡋ合ࠋ࠺�

(2) � 地震発生時ࡢ心得 �

� �ࠋࡿ守ࢆ安全ࡢ身ࡽ自ࡎࡲ

� 特に緊急地震速報を見聞きしたときには、まわりの人に声をかけながら周囲の状況に応じて、

あわてずに、まず身の安全を確保する。�

ウ� �ࠋࡿࡍࢆ始末ࡢ火ࡃࡸࡤࡍ

エ� 火ࡀ出ࡎࡲࡽࡓ消火ࡿࡍ�

オ� 慌࡚࡚戸外飛ࡧ出ࡎࡉ出口ࢆ確保ࠋࡿࡍ�

カ� 狭࠸路地ࠊ塀ࠊࡅࡀࠊࡁࢃࡢ川ࡣࡾ近寄ࠋ࠸࡞ࡽ�

キ� 山崩ࡅࡀࠊࢀ崩ࢀ、津波、浸水注意ࠋࡿࡍ�

ク� 避難ࡣ徒歩࡛ࠊ持ࡕ物ࡣ最小限ࠋࡿࡍ�
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ケケ� �ࠋ࠺行ࢆ応急救護ࠊ࡚ࡗ࠶ࡋ協力ࡀ࡞ࢇࡳ

コ� 正࠸ࡋ情報ࠊࡳࡘࢆ流言飛語惑ࢀࡉࢃない。�

サ� 秩序ࢆ守ࠊࡾ衛生注意ࠋࡿࡍ�

２ 職場における措置 

����� 平常時ࡢ心得�

� 消防計画ࠊ予防規程等ࢆ整備ࠊࡋ各自ࡢ役割分担ࢆ明確ࡿࡍことࠋ�

� 消防計画ࡾࡼ避難訓練ࢆ実施ࡿࡍことࠋ�

�࢘ �ࠋことࡿࢆ転倒防止措置ࡢ等重量物࣮࢝ࢵࣟࠊࡋ確保ࢆ場所ࡃ置ࢆ身ࡎ࠼࠶ࡾ

�࢚ 重要書類等ࡢ非常持出品ࢆ確認することࠋ�

�࢜ 不特定ࡘ多数ࡢ者ࡀ出入ࡿࡍࡾ職場࡛ࠊࡣ入場者ࡢ安全確保ࢆ第一考ࡿ࠼ことࠋ�

������ 地震発生時ࡢ心得�

� �ࠋことࡿࡍࢆ始末ࡢ火ࡃࡸࡤࡍ

� 職場ࡢ消防計画基࡙ࡁ行動ࡿࡍことࠋ�

�࢘ 職場ࡢ条件状況応ࠊࡌ安全࡞場所避難ࡿࡍことࠋ�

�࢚ 正確࡞情報ࢆ入手ࡿࡍことࠋ�

�࢜ 近ࡢࡃ職場同士࡛協力ࡋ合࠺ことࠋ�

�࢝ �ࠋことࡿࡅ避ࡣ使用ࡢ࣮ࢱ࣮࢚࣋ࣞ

�࢟ �ࠋことࡿࡍ自粛ࡣ帰宅等ࠊ出勤ࡿࡼ࣮࣐࢝

�ࢡ 危険物車両等ࡢ運行ࡣ自粛ࡿࡍことࠋ�

３ 駅やショッピングセンター等の集客施設でとるべき措置 

(1)  館内放送や係員の指示がある場合は、落ち着いてその指示に従い行動すること。 

(2)  あわてて出口・階段などに殺到しないこと。 

(3)  吊り下がっている照明などの下からは退避すること。 

４ 街など屋外でとるべき措置 

(1)  ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、これらのそばから離れること。 

(2)  建物からの壁、看板、割れたガラスの落下に備え、建物のそばから離れること。 

(3)  丈夫な建物のそばであれば、建物の中に避難すること。� � �

５ 運転者のとるべき措置 

����� 走行中ࡁࡢ�
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� 走走行中に車内のラジオ等で緊急地震速報を聞いたときは、後続の車が緊急地震速報を聞いて

いないおそれがあることを考慮し、ハザードランプを点灯するなど周りの車に注意を促した後、

緩やかに停止させること。�

イ� 走行中に大きな揺れを感じたときは、急ࠊࣝࢻࣥࣁ急ࢆ࣮࢟ࣞࣈ避ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡞ࡿࡅ安

全࡞方法ࠊࡾࡼ道路ࡢ左側停止ࡿࡏࡉことࠋ�

ウ� 停止後࡛࢜ࢪࣛࠊࡣ地震情報ࡸ交通情報ࢆ聞ࡢࡑࠊࡁ情報ࡸ周囲ࡢ状況応࡚ࡌ行動ࡿࡍこ

とࠋ�

エ� 車ࢆ置࡚࠸避難ࠊࡣࡁࡿࡍできるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得ず道路

上に置いて避難するときは、道路ࡢ左側寄࡚ࡏ駐車ࢆࣥࢪ࢚ࣥࠊࡋ切ࢆ࣮࢟ࣥࢪ࢚ࣥࠊࡾ付

�ࠋこと࠸࡞ࡋࢡࢵࣟࡣࢻࠊࡵ閉ࢆ窓ࠊࡋࡲࡲࡓࡅ

オ� 駐車ࠊࡣࡁࡿࡍ避難ࡿࡍ人ࡢ通行ࡸ災害応急対策ࡢ実施ࡢ妨࡞࠺ࡼࡿ࡞ࡆ場所ࡣ駐車

�ࠋこと࠸࡞ࡋ

����� 避難ࡁࡿࡍ�

被災地࡛ࠊࡣ道路ࡢ破壊ࠊ障害物ࡢ散乱等ࠊࡢ幹線道路等車ࡀ集中࡛ࡇࡿࡍ交通ࡀ混

乱ࠊ࡛ࡢࡿࡍやむを得ない場合を除き、避難ࡵࡓࡢ車ࢆ使用ࠋࡇ࠸࡞ࡋ�

６ 津波に対する心得 

(1)  強い揺れ又は弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、直ちに海岸から離れ、急

いで安全な高い場所に避難する。 

(2)  「巨大」等の定性的表現となる大津波警報が発表された場合は最悪の事態を想定して最大限の

避難等防災対応をとる。 

(3)  津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもある。 

(4)  津波は第二波・第三波などの後続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によっては一日

以上にわたり継続する可能性がある。 

(5)  強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地津波の発生

の可能性がある。 

(6)  津波警報等の意味や内容、地震発生直後に発表される津波警報等の精度には一定の限界がある。 

(7)  地震を感じなくても、津波警報が発表されたときは、直ちに海岸から離れ、急いで安全な場所

に避難する。 

(8)  沖合の津波観測に関する情報の意味や内容、この情報が発表されてから避難するのではなく避

難行動開始のきっかけは強い揺れや津波警報等である。 

(9)  正しい情報をラジオ、テレビ、無線などを通じて入手する。 

(10) 津波注意報でも、直ちに海岸から離れ、海水浴や磯釣りは危険なので行わない。 

(11) 津波は繰り返して襲ってくるので、警報・注意報が解除されるまでは、海岸や河川に近づかな

い。 
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第第２節 地震・津波に強いまちづくり推進計画�

� 町ࠊ道及ࡧ防災関係機関ࠊࡣ建築物ࠊ土木構造物ࠊ通信施設ࣥࣛࣇࣛࠊ施設ࠊ防災関連施設࡞

ࡲ࠸強地震ࠊࡋ配慮特性ࡢ地域࡞ため、地盤状況の把握ࡿࡍ確保ࢆ耐震性ࡢ施設等ࠊ構造物

とともに、地域の実情を踏まえつつ、できるだけ短時間で避難が可能となるようࡿࡍ推進ࢆࡾࡃ࡙ࡕ

なまちづくりを目指すものとするࠋ�

�

１ 地震に強いまちづくり 

  (1)  町及び防災関係機関は、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点となる幹線道路、一時避

難地としての都市公園及び河川など骨格的な都市基盤施設の整備、土地区画整理事業及び民間宅

地開発等による面的な整備、建築物や公共施設の耐震・不燃化、水面・緑地帯の計画的確保など

防災に配慮した都市計画や土地利用の誘導により、地震に強いまちづくりを図る。 

  (2)  町及び防災関係機関及び施設管理者は、ショッピングセンター等不特定多数の者が利用する施

設等の地震発生時における安全性の確保の重要性を考慮し、これらの施設における安全確保対策

及び発災時の応急体制の整備を強化する。 

２ 建築物等の安全強化 

����� 町は、庁舎ࢆ始ࡿࡍࡵ公共施設ࠊࡕ࠺ࡢ特震災時情報伝達ࠊ救助活動及ࡧ避難者収容等

耐震診断・耐震改修を促進する施策を積極的に推進するととࡢ町有施設ࡿ࡞中心ࡢ防災業務ࡢ

もに、老朽化した社会資本について適切な維持管理に努めるものとする。�

����� 町は、不特定多数ࡢ人ࡀࠎ利用ࡿࡍ建築物ࠊ公共的建築物ࠊ避難所等利用ࡿࢀࡉ施設等ࡘ

�。確保を促進するため、建築基準法等の遵守の指導等に努めるࡢ耐震性࡚࠸

����� 町、防災関係機関及び施設管理者は、建築物における天井の脱落防止等の落下物対策、ブロッ

ク塀の転落防止、エレベーターにおける閉じ込め防止対策など総合的な地震安全対策を推進する。�

３ 主要交通の強化 

町及び防災関係機関は、主要な道路等の基幹的な交通施設等の整備に当たって、耐震性の強化や多重

性・代替性を考慮した耐震設計やネットワークの充実に努める。 

４ 通信機能の強化 

町及び防災関係機関は、主要な通信施設等の整備に当たっては、災害対応に必要なネットワークの範

囲を検討するとともに、設備の耐震性の確保や通信手段の多様化、多重化に努めるなどして、耐災害性

の強化に努めるものとする。 

５ ライフライン施設等の機能の確保 

����� 町、防災関係機関及びライフライン事業者は、上下水道、電気、ガス、 電話等のライフライ

ン施設及び灌漑用水、営農飲雑用水等のライフライン施設等の代替施設機能の確保を図るため、

主要設備の耐震化、震災後の復旧体制の整備、資機材の備蓄等に努める。 

また、生命維持の源である水の確保を確実にするため、地震防災緊急事業五箇年計画における

緊急時給水拠点確保等事業を活用し、町内４か所の指定避難所に耐震性貯水槽の整備を進める。 

���� �町及ࡧ防災関係機関ࠊࡣ関係機関密接࡞連携ࣥࣛࣇࣛࠊࡘࡘࡾࢆ共同収容施設࡚ࡋ

�ࠋࡿࡵ努整備等ࡢ電線共同溝等ࠊ共同溝ࡢ

���� �町及ࡧ防災関係機関ࠊࡣ࡚࠸࠾自ࡽ保有ࢵࢡࢵࣂࡢࢱ࣮ࢹࡸ࣒ࢸࢫࢩ࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࡿࡍ
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�ࠋࡿࡍ推進ࢆࡳ取組࡞自発的ࡢ࡚ࡅ向安全確保ࡿࡅ࠾企業等ࠊࡶࡿࡌ講ࢆ対策ࣉ

６６ 復旧対策基地の整備 

町は、震災後の復旧拠点基地、救援基地となる都市公園等の整備に努める。 

７ 液状化対策 

町、防災関係機関及び公共施設等の管理者は、施設の設置に当たって、地盤改良等により液状化の発

生を防止する対策や液状化が発生した場合においても施設の被害を防止する対策等を適切に実施する

ほか、大規模開発に当たって十分な連絡・調整を図る。 

また、個人住宅等の小規模建築物についても、液状化対策に有効な基礎構造等についてパンフレット

等による普及を図る。 

８ 危険物施設等の安全確保 

町及び防災関係機関ࠊࡣ危険物施設等及ࡧ火災ࡢ原因࣮ࣛ࣎ࡿ࡞施設等ࡢ耐震性ࡢ確保ࠊ緩衝

帯ࡢ整備及ࡧ防災訓練ࡢ積極的な実施等ࢆ促進ࠋࡿࡍ�

９ 災害応急対策等の備え 

地震ࡀ発生ࡓࡋ場合ࡢ災害応急対策ࠊ災害復旧࣭復興ࢆ迅速ࡘ円滑行ࡢࡵࡓ࠺備ࢆ࠼平常時ࡼ

地震などが発生した場合に備え、災害応急対策活動拠点として、災害対策車両やࠊࡓࡲࠋ࠺十分行ࡾ

ヘリコプターなどが十分活動できるグラウンドや公園などを確保し、周辺住民の理解を得るなど環境

整備に努めるࠋ�

10 津波に強いまちづくり 

(1)  津波からの迅速かつ確実な避難を実現するため、やむを得ない場合を除き、徒歩による避難を

原則として、地域の実情を踏まえつつ、できるだけ短時間で避難が可能となるようなまちづくり

を目指すものとする。 

(2)   町は、地域防災計画とその他計画が相互に有機的な連携が図られるように、計画作成にあたっ

ては、防災関係者からの意見を取り入れるなど、津波防災に配慮したまちづくりに努めるものと

する。 

(3)  町は、老朽化した社会資本について、その適切な維持管理に努めるものとする。 
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��

第第３節 地震・津波に関する防災知識の普及・啓発 

町及ࡧ防災関係機関ࠊࡣ地震・津波災害ࢆ予防ࡢࡑࡣࡓࡲࠊࡋ拡大ࢆ防止ࠊࡵࡓࡿࡍ防災関係職

員対࡚ࡋ地震・津波防災関ࡿࡍ教育ࠊ研修ࠊ訓練ࢆ行ࠊࡶ࠺一般住民対࡚ࡋ地震・津

波に係る防災知識ࡢ普及࣭啓発ࢆ図ࠊࡾ防災活動ࡢ的確ࡘ円滑࡞実施努ࠋࡿࡵ 

防災知識ࡢ普及࣭啓発ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶要配慮者十分配慮ࠊࡋ地域࡚࠸࠾要配慮者ࢆ支援ࡿࡍ

体制ࡀ確立࠺ࡼࡿࢀࡉ努ࠊࡶࡿࡵ被災時ࡢ男女ࡢࢬ࣮ࢽࡢ違࠸等ࠊ男女双方ࡢ視点十分配

慮࠺ࡼࡿࡍ努ࠊࡓࡲࠋࡿࡵ地域ࡿࡅ࠾ࢸࢽ࣑ࣗࢥ多様࡞主体ࡢ関ࡢࡾࢃ中࡛防災関ࡿࡍ教育

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ図ࢆ普及推進ࡢ

１ 防災知識の普及・啓発 

����� 町及ࡧ防災関係機関ࠊࡣ各職員対࡚ࡋ防災㸦地震・津波㸧関ࡿࡍ体制ࠊ制度ࠊ対策等ࡘ

徹底ࡢ普及࣭啓発ࡢ防災知識ࡾࡼ作成配布等ࡢ防災資料ࠊ実施ࡢ訓練ࠊ開催ࡢ講習会等ࡢ࡚࠸

�ࠋࡿ図ࢆ

����� 町及び防災関係機関ࠊࡣ一般住民対ࠊ࡚ࡋ次ࡾࡼ防災知識ࡢ普及࣭啓発ࡢ徹底ࢆ図ࠋࡿ�

� 啓発内容�

�㺏��� 地震・津波対ࡿࡍ心得�

�㺐��� 地震・津波関ࡿࡍ一般知識�

�㺑��� 非常用食料ࠊ飲料水ࠊ身ࡢ回ࡾ品等、非常持出品や緊急医療の準備 

�㺒��� 建物ࡢ耐震診断補強ࠊ家具ࡢ固定ࡢࢫࣛ࢞ࠊ飛散防止�

�㺓��� 災害情報ࡢ正確࡞入手方法�

�㺔��� 出火ࡢ防止及ࡧ初期消火ࡢ心得�

�㺕��� �対処方法ࡢ地震発生時ࡿࡅ࠾地下街等外出時ࠊショッピングセンターࠊ街ࣝࣅ �

�㺖��� 自動車運転時ࡢ心得�

�㺗��� 救助࣭救護関ࡿࡍ事項�

�㺘��� 避難場所ࠊ避難路及ࡧ避難方法等避難対策関ࡿࡍ事項�

�㺙��� 水道ࠊ電力ࠊࢫ࢞ࠊ電話ࡢ࡞地震災害時ࡢ心得�

�㺚��� 要配慮者ࡢ配慮�

�㺛��� 各防災機関ࡀ行࠺地震災害対策�

� 普及方法�

�㺏��� �利用ࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥࡧ新聞及ࠊ࢜ࢪࣛࠊࣅࣞࢸ

�㺐��� 広報紙ࠊ広報車両ࡢ利用�

�㺑��� 映画࢜ࢹࣅࠊࢻࣛࢫࠊ等ࡿࡼ普及�
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第２－３節 地震・津波に関する防災知識の普及・啓発 
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�㺒��� �配布ࡢࢺࢵࣞࣇࣥࣃ

�㺓��� 講習会ࠊ講演会等ࡢ開催及ࡧ訓練ࡢ実施�

((3)  町及び防災関係機関は、住民が緊急地震速報を受けたときの適切な対応行動を含め、緊急地震

速報について普及、啓発に努めるものとする。 

２ 学校等教育関係機関における防災思想の普及 

㸯� 学校ࠊࡣ࡚࠸࠾児童生徒等対ࠊࡋ地震・津波ࡢ現象ࠊ災害ࡢ予防等ࡢ知識ࡢ向上及ࡧ防災ࡢ

実践活動㸦地震・津波時ࡿࡅ࠾避難ࠊ保護ࡢ措置等㸧ࡢ習得ࢆ積極的推進ࠋࡿࡍ�

㸰� 児童生徒等対ࡿࡍ地震・津波防災教育ࡢ充実ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ教職員等対ࡿࡍ地震・津波防災

関ࡿࡍ研修機会ࡢ充実等努ࠋࡿࡵ�

㸱� 地震・津波防災教育ࠊࡣ学校等ࡢ種別ࠊ立地条件及ࡧ児童生徒等ࡢ発達段階等ࡢ実態応ࡓࡌ内

容࡚ࡋࡢࡶࡢ実施ࠋࡿࡍ�

㸲� 社会教育ࠊࡣ࡚࠸࠾㹎㹒㸿ࠊ成人学級ࠊ青年団体ࠊ女性団体等ࡢ会合ࡸ各種研究会等ࡢ機会ࢆ

活用ࠊࡋ災害ࡢ現象ࠊ防災ࡢ心構え等ࡢ防災知識ࡢ普及努ࠋࡿࡵ 

３ 普及・啓発の時期�

防災ࡢ日ࠊ防災週間ࠊ水防月間、土砂災害防止月間ࠊ山地災害防止ࠊ࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟津波防災の日及

び防災ࡢࢸࣥࣛ࣎日、防災ࢸࣥࣛ࣎週間等ࠊ普及ࡢ内容ࡾࡼ最ࡶ効果ࡿ࠶ࡢ時期ࢆ選

�ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺行࡛ࢇ
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第２－４節 防災訓練計画 
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第第４節 防災訓練計画 

災害応急対策ࢆ円滑実施ࠊࡵࡓࡿࡍ防災関ࡿࡍ知識及ࡧ技術ࡢ向上住民対ࡿࡍ防災知識ࡢ

普及、啓発ࢆ図ࢆࡇࡿ目的ࡓࡋ防災訓練を実施するࠋ 
 

１ 訓練実施機関�

災害予防責任者は、自主的に訓練計画を作成し、共同して実施する。 

また、学校、自主防災組織、非常通信協議会、民間企業、ボランティア団体、要配慮者を含めた地

域住民等の地域に関係する多様な主体と連携した訓練を実施するよう努めるものとする。 

なお、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施に努めるとと

もに、訓練後において評価を行い、それを踏まえた体制の改善について検討する。 

２ 町及び防災関係機関の行う訓練 

町及び防災関係機関は、防災総合訓練に積極的に参加するとともに、独自に訓練を企画し、実施する

ものとする。 

(1) 情報通信訓練��

(2) 広報訓練 

(3) 指揮統制訓練 

(4) 火災防御訓練 

(5) 緊急輸送訓練 

(6) 公共施設復旧訓練 

(7) ガス漏洩事故処理訓練 

(8) 避難訓練 

(9) 救出救護訓練 

(10) 警備・交通規制訓練 

(11) 炊き出し、給水訓練 

(12) 災害偵察訓練等 

３ 相互応援協定に基づく訓練 

町及び防災関係機関等は、協定締結先と相互応援の実施についての訓練を実施するものとする。 

４ 民間団体との連携 

町及ࡧ防災関係機関等ࠊࡣ防災ࡢ日ࡸ防災週間等ࢆ考慮ࠊࡽࡀ࡞ࡋ水防協力団体、自主防災組織ࠊ非

常通信協議会、ࢸࣥࣛ࣎及ࡧ要配慮者ࢆ含ࡓࡵ地域住民等連携ࡓࡋ訓練ࢆ実施ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

また、津波防災避難訓練を実施する場合は、避難対象区域内の住民を含めて訓練を実施するよう努め

るものとする。 

５ 訓練の実施 

 防災訓練の実施に当たっては、訓練にシナリオに緊急地震速報を取り入れるなど、地震発生時の

対応行動の習熟を図るよう努めることとする。 
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第２－５節 物資及び防災資機材等の整備・確保に関する計画

第第５節 物資及び防災資機材の整備・確保に関する計画 

� 地震災害時において、住民の生活を確保するための食料その他の物資の確保、及び災害発生時にお

ける応急対策活動を円滑に行うための防災資機材等の整備に努めるとともに、地域内の備蓄量、供給

事業者の保有量の把握に努める。 
 

１ 備蓄の基本方針 

(1)  町は、あらかじめ食料関係機関及び保有業者と食料調達に関する協定を締結するなど、食料、

飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等の備蓄・調達体制を整備し、災害時における食料その他の

物資の確保に努める。 

(2)  町は、応急飲料水の確保及び応急給水資機材の整備(備蓄)に努める。 

�3��� 本町ࡢ備蓄品目及ࡧ数量ࠊࡣ被害想定基࡙ࡁ災害発生ࡽ国ࠊ北海道等ࡢ救援活動ࡀ本格化

�ࠋࡿࡍ基本目標ࢆ数量ࡧ品目及࡞必要ࠊ࡚࠸࠾㸱日間ࡡࡴ࠾࠾ࡢ࡛ࡲࡿࡍ

�4��� 食料ࡸ救援物資等ࠊࡣ町民対ࡿࡍ提供ࢆ迅速行࠺意味ࠊࡽ物資ࡢ分散備蓄ࢆ進ࠋࡿࡵ�

�5��� 町民ࡢ食生活ࡸ生活ࡢࢬ࣮ࢽ多様化対応ࡵࡓࡿࡍ非常用食料ࡸ生活物資等ࡢ品目ࡢ充実努

�ࠋࡿࡵ

�6��� 要配慮者考慮ࡓࡋ備蓄品目ࡢ選定及ࡧ充実ࢆ図ࠋࡿ�

�7��� 防災週間ࡸ防災関連行事等ࢆ通ࠊࡌ町民対ࠊࡋ㸱日分ࡢ食料及ࡧ飲料水、携帯トイレ、トイ

レットペーパー等ࡢ備蓄努࠺ࡼࡿࡵ啓発ࢆ行ࠋ࠺�

２ 防災資機材の整備 

町は、災害時に必要とされる資機材の整備充実を図るとともに、積雪・寒冷期において発生した場合

の対策として、暖房器具・燃料等の整備に努める。 

また、水害時の水防活動に必要な水防資機材を整備し、その維持、管理に努めるものとする。 

３ 備蓄倉庫等の整備 

� 現在の備蓄状況は、備蓄物資ࡢ被災者ࡢ提供ࢆ迅速ࠊ円滑進ࠊࡵࡓࡿࡵ平成㸶年度ࡾࡼ町内

非常用食糧及ࡧ毛布等ࡢ災害救援物資ࢆ分散備蓄ࠋࡿ࠸࡚ࡋ�

(1)  町は、被災者及び避難者のための食料、飲料水及び毛布等を備蓄する倉庫や、災害発生時に避

難所で必要となる防災資機材の保管庫の整備に努める。 

備蓄庫は、交通利便性が高く食品を安全に保管できる備蓄拠点として、庁舎や支所に整備を進

めるほか、学校等の主要な指定避難所においても、既存の施設及び敷地を積極的に活用するほか、

必要な箇所については、新たに備蓄庫を整備し分散備蓄に努める。 

(2)  防災資機材庫についても備蓄庫と同様に、庁舎、支所及び主要な指定避難所に資機材の保管場

所の整備に努める。 

(3)  水防倉庫については、水防団の活動拠点となる消防署または車両センター等に設置するように

整備に努めるものとする。 

(4)  生命維持の源である水の確保を確実にするため、地震防災緊急事業五箇年計画における緊急時

給水拠点確保等事業を活用し、町内４か所の指定避難所に耐震性貯水槽の整備を進める。 

 

※ 現在の備蓄品の状況及び備蓄場所については、「資料編 資料14-１ 災害備蓄品一覧表、資料14

－２ 食料その他の物資の備蓄保管場所」による。 
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第２－６節 相互応援体制整備計画

第第６節 相互応援体制整備計画  

災害予防責任者は、その所掌事務又は業務について、災害応急対策若しくは災害復旧の実施に際し他の

者を応援する、又は他の者の応援を受けることを必要とする事態に備え、必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。  

 

１ 基本的な考え方  

災害予防責任者は、地震・津波災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるよう、

平常時から相互に協定を締結するなど、連携強化に努めるとともに、企業、NPO等に委託可能な災害対

策に係る業務については、あらかじめ企業等との間で協定を締結しておくなど、そのノウハウや能力等

の活用に努めるものとする。  

また、地震・津波による大規模災害が発生した際に、被災市町村への応援を迅速かつ的確に実施でき

るよう、防災総合訓練などにおいて応援体制を検証し、さらなる連携の強化を図るとともに、災害の規

模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができ

るよう、応援計画や受援計画を策定し、それぞれ防災業務計画や地域防災計画等に位置付けるよう努め

るものとする。 

２ 相互応援体制の整備  

(1)  道や他の市町村への応援要求が迅速に行えるよう、あらかじめ災害対策上必要な資料の交換を

行なうほか、道や他の市町村と連絡先の共有を徹底するなど、受援体制を整えておくものとする。  

(2)  必要に応じて、被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう、あらかじめ相互に協

定を結び、それぞれにおいて、後方支援基地として位置付けるなど、必要な準備を整えるものと

する。  

(3)  相互応援協定の締結に当たっては，近隣の市町村に加えて、大規模な災害等による同時被災を

避ける観点から、遠方に所在する市町村との間の協定締結も考慮するものとする。 

３ 防災関係機関等  

あらかじめ、道や他の市町村その他防災関係機関等と連絡先の共有を図るとともに、災害対策本部と

の役割分担・連絡員の派遣などの連絡調整体制など、必要な準備を整えておくものとする。 

 

�



地震・津波防災計画編 第２章 災害予防計画 

�

第２－７節 自主防災組織等の育成に関する計画 

��

第第７節 自主防災組織の育成等に関する計画 

� 地震・津波等ࡿࡼ災害発生時ࠊࡣ地域住民ࡢ安全確認ࠊ被害状況ࡣࡓࡲ応急救護࡞速࡞ࡸ

対応ࡀ求ࠊࡶࡿࢀࡽࡵ広範囲ࠊ同時多発ࡢ火災伴࠺避難誘導等ࡀ予想ࠋࡿࢀࡉ 

� 地域住民ࠊࡾࡼࡶࡣ活動ࡢ防災関係機関ࠊࡣࡵࡓࡿ࠼抑最小限ࢆ被害ࡢ災害時ࠊ場合ࡢࡇ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍࡓ果ࢆ役割࡞重要࡚ࡵ極ࡀ防災活動ࠊ協力࡞組織的ࡿࡼ

� 特要配慮者ࡢ安全確認ࠊ保護ࠊࡣ震災ࡢ࡞緊急性ࢆ考慮ࡿࡍ行政的対応ࡎࡢ࠾ࡣ限界ࡀ

 ࠋࡿ࠶不可欠࡛ࡀ援助ࠊ協力ࡢ地域住民ࠊࡾ࠶

精神のもとに地域住民、事業所࠺࠸ࠖࡿ自分࡛守ࡣ地域ࠊࡕࡲࡢࡕࡓ自分ࠕࠊ࠼ࡲ踏ࢆࡇࡢࡇ

等における自主防災体制の整備ࠊ育成ࢆ推進ࡢࡵࡓࡿࡍ計画ࠊࡣ本計画定ࡢࡑࠋࡿࡵ際ࠊ女性ࡢ参

画ࡢ推進努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�

１ 地域住民による自主防災組織 

町は、地域ごとの自主防災組織の設置及び育成に努め、地域住民が一致団結して、消防団と連携を行

い、初期消火活動や救出・救護活動をはじめ、高齢者や障がい者等の要配慮者の避難の誘導等の防災活

動が効果的に行われるよう協力体制の確立を図る。 

また、町は、自主防災組織の普及のため、啓発資料の作成をはじめ、研修の実施等により自主防災組

織のリーダー育成に努める。 

なお、自主防災組織の普及については、女性の参画に配慮するとともに、女性リーダーの育成に努め

るものとする。 

２ 事業所等の防災組織 

多数の者が利用し、又は従事する施設並びに危険物を取り扱う事業所において、自衛消防組織が法令

により義務付けられている一定の事業所については、消防関係法令の周知徹底を図るとともに防災要員

等の資質の向上に努める。 

また、その他の事業所についても、自主的な防災組織の設置など育成を図り、積極的な防災体制の整

備、強化に努める。 

３ 協力要請事項�

� 各住民組織ࡸ団体対࡚ࡋ協力要請ࡿࡍ事項ࠊࡣ次ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ 

��� 災害現場ࡿࡅ࠾応急手当患者ࡢ一般搬出関ࡇࡿࡍ�

��� 避難所内࡛ࡢ手伝ࠊ࠸被災者ࡢ世話関ࡇࡿࡍ�

��� 義援金品ࡢ募集及ࡧ整理関ࡇࡿࡍ�

��� 本部ࡀ行࠺人員ࠊ物資ࡢ輸送関ࡇࡿࡍ�

��� 災害地ࡢ公共施設等ࡢ保全関ࡇࡿࡍ�

��� 災害情報等ࡢ地域住民対ࡿࡍ広報関ࡇࡿࡍ�

 事項ࡓࡵ求ࢆ協力ࡀ事項࡛本部長࡞必要救助活動ࠊ他ࡢࡑ ���

４ 組織の規模�

� 自主防災組織ࢆ編成ࡿࡍ規模ࠊࡣ地域住民ࡀ災害時ࡢ応急活動ࡣࡓࡲ避難行動ࢆ࡞行࠺場合相

互連携࣭協力ࢆ円滑行ࠊ࠺ࡼࡿ࠼公区単位ࡀ適当࡛ࠋࡿ࠶�

� 避難行動ࡣ࠸ࡿ࠶住民掌握ࡢ災害時ࠊ実施ࡢ防災活動ࡢ平常時ࠊࡾࡀ࡞ࡘࡢ日常生活ࡢ住民ࠊࡓࡲ
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地域防ࠕࡈ避難場所地域ࠊࡵࡓࡿ図ࢆ連携ࡢ公区相互ࡢ避難所ࡓࡋ指定ࡀ町ࢀࡒࢀࡑࠊࡋ考慮ࢆ

災連絡協議会ࠖࢆ設置ࠋࡿࡍ�

５５ 組織構成 

� 自主防災組織ࡢ活動ࢆ効果的行ࠊࡵࡓ࠺既存ࡢ公区ࢆ基本ࡓࡋ組織ࡀ適当࡛ࡢࡑࠊࡾ࠶組織

�ࠋࡿࡍ明確ࢆ役割分担ࡢ中࡛ࡢ

� �ࠋࡿࢀࡽ࠼考必要ࡀ構成࡞࠺ࡼࡢ次ࠊ࡚ࡋ組織構成࡞基本的ࠊࡵࡓࡢࡇ

� �ࠋࡿࡍ推進ࢆࡾࡃ組織࡙࡞機動的ࡾࡼࠊ得࡚ࢆ協力等ࡢ民生㸦児童㸧委員ࠊࡣ構成ࡢ組織ࠊ࠾࡞

(1)  自主防災組織は、地域住民相互の緊密な連携のもとに活動することが必要とされるので、住

民が連帯感を持てるよう適正な規模で編成するものとし、大規模な組織にあっては、いくつか

のブロックに分ける。 

(2)  他地域への通勤者が多い地域は、昼夜間の活動に支障のないよう組織を編成する。 

�

㸦例㸧�

�

�

�

�

�

 

 

 

 

 

６ 組織の活動 

(1)  地区防災計画 

自主防災組織は、災害時等に迅速且つ的確な活動を行うために、町の一定の地区内の居住者及

び当該地区に事業所を有する事業者（以下「地区居住者等」という。）が協同して行う防災活動

に関する計画（以下「地区防災計画」という。）の策定の促進に努めるとともに、個々の住民へ

の計画等の周知徹底を図る。 

地区防災計画の作成にあたっては、女性の意見も取り入れるものとする。 

災害対策基本法第４２条の２第１項に基づき、自助・共助による自発的な防災活動を促進する

ため、地区居住者等から、防災会議に対し、地域防災計画に地区防災計画を定める提案(以下｢計

画提案｣という。)が行われた時は、防災会議は、当該計画提案を踏まえて本計画に地区防災計画

を定める必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは、本計画に地区防災計画

を定める。なお、必要がないと判断した場合は、その理由等を提案者に通知するものとする。 

○○○地域防災連絡協議会 

Ａ 公 区 
防災部長䠄防災福祉担当䠅 

防災推進委員――防災推進班 

防災部長䠄防災福祉担当䠅 

䠄協力団体䠅㻌

Ｂ 公 区 

事業者䞉䝪䝷䞁䝔䜱䜰団体等㻌

ձ�地域防災連絡協議会�

࣭地域内ࡢ公区長等࡛構成ࠊࡋ防災推

進方策ࡢ検討ࠊ相互連絡調整ࢆ行ࠋ࠺ 
ղ 防災部長（防災福祉担当） 
࣭公区ࡢ防災組織ࡢ責任者 
࣭町ࡣࡓࡲ本部ࡢ連絡調整ࡢࡵࡓࡢ

総括者 
ճ 防災推進班 
࣭災害時ࡢ公区等ࡿࡅ࠾住民㸦特

独居老人ࠊ障害者㸧ࡢ安全ࠊ被災状

況等ࡢ掌握並ࡧ救急機関等ࡢ通

報ࠋࡿࡓ࠶ 
࣭日常活動࡚ࡋ公区等住民ࡢ防災意

識ࡢ普及ࠊ指導ࢆ行ࠋ࠺ 
մ�事業者࣭ࢸࣥࣛ࣎団体等�

࣭公区内又ࡣ複数ࡢ公区跨ࡿ場合ࡶ

含ࠊࡵ公区ࡢ地域防災協力ࡿࡍ団

体等 

事業者䞉䝪䝷䞁䝔䜱䜰団体等㻌
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�22��� 平常時ࡢ活動�

ア 防災知識の普及 

災害の発生を防止し、被害の軽減を図るためには、住民一人ひとりの日頃の備え及び災害時

の的確な行動が大切であるので、集会等を利用して防災に対する正しい知識の普及を図る。 

イ 防災訓練の実施 

災害が発生したとき、住民の一人ひとりが適切な措置をとることができるようにするため、

日頃から繰り返し訓練を実施し、防災活動に必要な知識及び技術を習得する。 

訓練には、個別訓練及びこれらをまとめた総合訓練とがあり、個別訓練として次のようなも

のが考えられる。訓練を計画する際には、地域の特性を考慮したものとする。 

(ｱ) 情報収集伝達訓練 

防災関係機関から情報を正確、かつ、迅速に地域住民に伝達し、地域における被害状 況

等を関係機関へ通報するための訓練を実施する。 

(ｲ) 消火訓練 

火災の拡大・延焼を防ぐため消火設備を使用して消火に必要な技術等を習得する。 

(ｳ) 避難訓練 

避難の要領を熟知し、避難場所まで迅速かつ安全に避難できるよう実施する。 

(ｴ) 救出救護訓練 

家屋の倒壊や崖崩れ等により下敷きとなった者の救出活動及び負傷者に対する応急手当

の方法等を習得する。 

(ｵ) 図上訓練  

町の一定の区域内における図面を活用して、想定される災害に対し、地区の防災上の弱点

等を見いだし、それに対処する避難方法等を地域で検討し実践する、地元住民の立場に立っ

た図上訓練を実施する。  

ウ 防災点検の実施  

家庭及び地域においては、災害が発生したときに被害の拡大の原因となるものが多く考えら

れるので、住民各自が点検を実施するほか、自主防災組織としては、期日を定めて一 斉に防

災点検を行う。  

エ 防災用資機材等の整備・点検  

自主防災組織は、活動に必要な資機材の整備に努めるとともに、これら資機材は災害時に速

やかな応急措置をとることができるように日頃から点検を行う。 

�3��� 非常時及び災害時ࡢ活動�

ア 情報の収集伝達  

自主防災組織は、災害時には地域内に発生した被害の状況を迅速、かつ、正確に把握して町

へ報告するとともに、防災関係機関の提供する情報を伝達して住民の不安を解消し、的確な応

急活動を実施する。  

このため、予め次の事項を決めておくようにする。  

・ 連絡をとる防災関係機関  
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・・ 防災関係機関との連絡のための手段  

・ 防災関係機関の情報を地域住民に伝達する責任者及びルート  

また、避難場所へ避難した後についても、地域の被災状況、救助活動の状況等を必 要に応

じて報告し、混乱・流言飛語の防止にあたる。  

イ 出火防止及び初期消火  

家庭に対しては、火の始末など出火防止のための措置を講ずるよう呼びかけるとともに、 火

災が発生した場合、消火器などを使い、初期消火に努めるようにする。 

ウ 救出救護活動の実施  

崖崩れ、建物の倒壊などにより下敷きになった者を発見したときは、町に通報するとともに、

２次災害に十分注意し、救出活動に努めるようにする。  

また、負傷者に対しては、応急手当を実施するとともに、医師の介護を必要とするもの が

あるときは、救護所等へ搬送する。 

エ 避難の実施  

町長等から避難勧告、避難指示や避難行動に時間を要する要配慮者などに対する避難準備情

報が出された場合には、住民に対して周知徹底を図り、火災、崖崩れ、地すべり等に注意しな

がら迅速、かつ、円滑に避難場所へ誘導する。 

なお、高齢者や障がい者等で自力で避難することか困難な避難行動要支援者に対しては、地

域住民の協力のもとに避難させる。 

オ 給食・救援物資の配布及びその協力  

被害の状況によっては、避難が長期間にわたり、被災者に対する炊出しや救援物資の支給が

必要となってくる。これらの活動を円滑に行うためには、組織的な活動が必要となるので、市

町村等が実施する給水、救援物資の配布活動に協力する。 

�4��� 避難行動要支援者ࡢ援護活動�

� 独居老人ࠊ身体障害者等ࢆ対象ࡓࡋ緊急通報࣒ࢸࢫࢩ導入ࡿࡼ火災ࠊ急病等ࡢ平常時緊急

連絡体制ࡀ整備࣒ࢸࢫࢩࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ上ࡢ限界ࡽ震災ࡢ࡞大規模災害時ࠊࡣ有線途絶

伴ࠊ࠸活用ࡀ不可能ࠋࡿ࡞�

� 公ࡿࡼ連携ࡢ民生㸦児童㸧委員ࠊࡣ安全確認ࠊ保護ࡢ避難行動要支援者ࡢ公区ࠊࡵࡓࡢࡇ

区ࡣࡓࡲ自主防災組織等ࡢ活動ࠊ協力ࢆ基本࡚ࡋ実施ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ避難行動要支援者対ࡿࡍ

避難準備情報等ࡀ出ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ地域住民ࡀ一体࡚ࡗ࡞避難ࠋࡿࡓ࠶�

� 住民ࡢ安全確認保護�

� 医療手配ࡢ࡞応急対応� �

�࢘ 避難誘導援護�� � �

�



地震・津波防災計画編 第２章 災害予防計画 

� ���

第２－８節 避難体制整備計画

第第８節 避難体制整備計画 
� 災害ࡢ発生時ࠊࡣ行政ࠊ防災関係機関及ࡧ住民ࡀ一体࡚ࡗ࡞被害軽減ࡢࡵࡓࡢ措置ࢆ講ࡇࡿࡎ

危生命ࠊࡾ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡌ生ࢆ被害࡞ࡁ大ࠊࡾࡼ࡞延焼ࡢ火災ࡸࢀ崩ࡅࡀࠊࡀࡿ࠶重要࡛ࡀ

険ࡀ及࡞࠺ࡼࡪ場合ࠊ危険࡞区域ࡢ住民ࠊࡣ速ࡸ安全࡞場所避難ࡀࡇࡿࡍ必要ࠋࡿ࡞�

配慮帰宅困難者等ࠊ要配慮者ࠊࡵࡓࡿࡍ確保ࢆ避難活動࡞円滑ࡘ迅速ࠊ࠼備事態࡞࠺ࡼࡢࡇ

長期化ࡢ避難ࠊࡓࡲࠋࡿ図ࢆ確保等ࡢ避難場所ࡓࡋ考慮ࢆ安全性ࡢ各種災害ࠊ作成ࡢ避難計画ࡓࡋ

等必要応ࡢ࣮ࢩࣂࣛࣉࠊ࡚ࡌ確保ࠊ男女ࡢࢬ࣮ࢽࡢ違࠸等ࠊ男女双方ࡢ視点ࡣࡽࡉࠊ要配慮

者配慮ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

１ 避難場所・避難路の整備及び標識の設置 

(1)  町ࠊࡣ地震による大規模火災等ࡢ災害ࠊࡽ住民ࡢ安全ࢆ確保ࡵࡓࡿࡍ必要࡞避難場所及ࡧ

避難路ࡢ整備ࢆ図ࠊࡶࡿ避難場所ࠊ避難経路案内標識ࢆ設置ࡿࡍ等ࠊ緊急時速࡞ࡸ

避難ࡀ確保࠺ࡼࡿࢀࡉ整備ࠋࡿࡍࡢࡶࡃ࠾࡚ࡋ�

� � � �ࠋࡿࡍ設置࡚ࡋ考慮要配慮者等ࠊࡣ際ࡿࡍ標識を設置ࠊࡓࡲ

(2)  津波警報など避難の必要が予想される警報が発せられた場合に、住民の安全かつ迅速な避難を

確保するため、避難時間の短縮・日常生活などを考慮した避難場所及び避難路の指定・整備に努

めるとともに、避難場所、避難経路について、住民への周知徹底に努めるものとする。�

(3)  町は、津波から住民の安全を確保するため、地形・標高を考慮した避難場所を指定・整備する

とともに、施設管理者の協力を得て津波避難場所を指定・整備することに努める。 

なお、指定・整備にあたっては、特に要配慮者の避難に十分配慮するほか、次の事項に留意す

ること。 

ア 予想される浸水の深さに対する安全性を考慮したものであること。 

イ 津波の到達が予想される時間内における避難場所への到達時間を考慮したものであること。�

２ 避難場所及び避難所の確保及び管理 

町ࠊࡣ地震・津波ࡿࡼ家屋ࡢ倒壊ࠊ焼失等ࡾࡼ住居ࢆ喪失ࢆࡢࡶࡓࡋ収容ࡢࡵࡓࡿࡍ避難所࠶ࢆ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ図ࢆ整備ࠊࡋ確保ࠊ選定ࡵࡌࡽ

指定避難所㸦㸯ࠊ指定緊急避難場所（広域避難場所を含む）ࠊ࡚ࡋ避難場所及び避難所ࠊࡵࡓࡢࡑ

次避難所ࠊ㸰次避難所ࠊ集合避難所ࠊ福祉避難所㸧（以下「避難場所等」という。）ࡢ区分࡛確保ࠋࡿࡍ�

影響範囲の大きな災害については、町の避難所に収容しきれない場合があることから、隣接町村等と

の避難者の相互受入協定などにより、収容能力の確保に努めるものとする。 

なお、避難所の指定にあわせ、広域一時滞在の用にも供することについて定めるなど、他の市町村か

らの被災者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとする。 

����� 避難場所等ࡢ確保�

� 指定緊急避難場所�

災害の危険が切迫した場合における住民等の安全な避難先を確保する観点から、緊急に一時

避難できる場所として災害の危険が及ばない公園及びグラウンド等の場所又は施設を、「洪

水」「崖崩れ、土石流及び地滑り」「地震、津波」「大規模な火事」の災害の種類ごとに、指

定緊急避難場所として指定する。�

資料編の次の資料を参照のこと 

「資料５-１ 地震・津波時の指定緊急避難場所」 
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「「資料５-２ 大雨（洪水・内水氾濫）時の指定緊急避難場所」 

「資料５-３ 土砂災害（崖崩れ、土石流、地滑り）時の指定緊急避難場所」 

「資料５-４ 大規模な火事の指定緊急避難場所」（広域避難場所） 

� 指定避難所�

指定避難所ࠊࡣ被害ࢆ受ࡓࡅ者ࡸ被害ࢆ受ࡿ࠶ࡢࢀࡑ࠾ࡿࡅ者ࢆ一時的学校ࠊ公民館等

�ࠋ࠺࠸ࢆࢁࡇࡿࡍ保護ࠊࡋ収容

原則として、被災者が一定期間滞在し、また一定の生活環境を確保すࠊࡣ指定避難所ࠊࡓࡲ

る観点から、災害に対し安全と考えられる学校や公民館等の公共施設を指定避難所として指定

する。もし、避難所が被災して利用できない場合や、指定された避難所だけでは、被災者を収

容できない場合、事前に指定した指定避難所の内、２次避難所として指定している避難所を使

用するものとし指定避難所は、次ࡾ࠾ࡢ区分ࠋࡿࡍまた、地域の状況により必要とする場合

は、所有者の同意を得て民間施設を指定する。�

�㺏��� 㸯次避難所㹼原則࡚ࡋ耐震性ࡢ高࠸構造ࡢ公共構造物㸦学校ࠊ公民館等㸧ࢆ選定ࠊࡋ

確保ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ洪水時ࡢ避難所ࠊ地震災害等࡛使用ࡿࡍ避難所別選定ࠊࡋ確保ࡍ

�同編ࠕࠊ資料編�資料㸳�５�指定避難所ࠖࠕ㸦ࠋࡿ 資料５－６ 大雨（洪水・内水氾濫）

時の指定避難所ࠖ、及び「資料５－７ 土砂災害（崖崩れ、土石流、地滑り）時の指定避

難所ࠖ㸧࠙ࠋࡿࡼ収容面積㸸���੍㸭人ࠚ�

�㺐�� �㸰次避難所㹼㸯次避難所ࡀ被災ࢆ受ࠊࡅ避難所࡚ࡋ機能࠸࡞ࡋ場合ࡣࡓࡲࠊ㸯次避難

所ࡢ収容能力ࢆ超ࡿ࠼場合ࠊ㸰次施設ࢆ選定ࠊࡋ確保ࠋࡿࡍ㸦ࠕ資料編�資料㸳�５�指

定避難所ࠖ㸧࠙ࠋࡿࡼ収容面積㸸���੍㸭人ࠚ�

�㺑��� 集合避難所㹼長期ࡿࡓࢃ避難ࡢ場合ࠊ避難所ࢆ数箇所集約ࠊࡋ施設ࡢ体育館ࡸ集会

場等ࢆ選定ࠊࡋ確保࠙ࠋࡿࡍ収容面積㸸3.0੍㸭人ࠚ�

�㺒��� 福祉避難所㹼要配慮者ࡢ保健福祉ࡢࢫࣅ࣮ࢧ提供࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ避難場所ࢆ選定ࠊࡋ確

保ࠋࡿࡍ福祉避難所ࡢ選定ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶多目的ࡢࣞࢺ設置࣮ࣜࣇࣜࣂࠊࡸ化࡚ࢀࡉ

ࠖ資料編�資料５－８ 福祉避難所（要配慮者収容可能施設）ࠕ㸦ࠋࡿࡍ選定ࢆ収容施設ࡿ࠸ 㸧

�ࠚ収容面積㸸���੍㸭人࠙ࠋࡿࡼ

(ｵ)  広域一時滞在避難所～大規模災害の場合、他の市町村からの被災者を受入れることがで

きる施設を選定する。（「資料編 資料５-１ 地震・津波時の指定緊急避難場所」による。

【収容面積：3.0㎡／人】 

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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＜＜避難所体系＞ 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���� �指定緊急避難場所の指定基準（基本法第49条の４第１項の政令で定める基準）�

※ 基本法第49条の４第１項の政令で定める異常な現象の種類とは、次の８種類をいう。 

「洪水」「崖崩れ、土石流及び地滑り」「高潮」「地震」「津波」「大規模な火事」「内水

氾濫」「火山現象」。指定緊急避難場所は、異常な現象ごとに指定することになるが、複数の

現象を対象として指定することも可能である。（例：高潮＋津波） 

ア 地震以外の異常な現象を対象とする指定基準 

(ｱ)�� 管理条件： 災害が切迫した状況において、速やかに居住者等に開放されること、及び

受入れの用に供すべき屋上その他の部分について、物品の設置又は地震による落下、転倒

若しくは移動その他の事由により避難上の支障を生じさせないものであること。 

(ｲ)�� 立地条件： 異常な現象による災害発生のおそれがない区域（安全区域）内にあること。 

(ｳ)�� 構造条件： 安全区域以外に立地する場合には、当該異常な現象に対して安全な構造で

あること、このうち、洪水等については、想定水位以上の高さに受入れに供

すべき部分が配置されていること。 

ただし、「大規模な火事」については、上記アの指定基準のほか、次の「ウ 広域避難場

所の選定要件」に該当する場所を選定するものとする。 

イ 地震を対象とする指定基準 

町

 
 

民

 

㸯�次�避�難�所�

㸦学校࣭公民館等㸧�

㸰�次�避�難�所�

㸦近隣࣮ࢱࣥࢭ等㸧�

応急仮設住宅等�

集�合�避�難�所�

㸦各避難所ࡢ体育館

�利用㸧ࢆ集会場ࡸ

㸦危険ࡢ回避㸧�

福�祉�避�難�所�

㸦要配慮者収容可

能施設㸧�

ࠝ一時避難ࠞ� ࠝ中࣭短期避難 �ࠞ ࠝ長期ࡿࡓࢃ避難ࠞ�

㸦応急生活ࡢ場㸧� 㸦日常生活ࡢ回復㸧�

広域避難場所�

津波避難場所�

㸦津波㸧�

指定緊急避難場所�
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((ｱ)�� 管理条件： 地震以外に同じ。 

(ｲ) �立地条件： 当該場所又はその周辺に、地震が発生時に、人の生命又は身体に危険を及

ぼすおそれのある建築物、工作物その他の物がないこと。 

(ｳ)�� 構造条件： 当該施設が地震に対して安全な構造であること。 

ウ 広域避難場所の選定要件 

広域避難場所は、指定緊急避難場所の「大規模な火事」と同じくする。 

(ｱ)  上記アの指定基準のほか、次のとおりとする。 

(ｲ)  火災からの避難を考え、公園、緑地、グラウンド(校庭を含む)、公共空地など空間を充

分確保できること。 

(ｳ)  崖崩れや浸水などの危険のないこと。 

(ｴ)  付近に危険物保管場所等が設置されていないこと。 

 (3)  指定避難所の指定基準（基本法第49条の７第１項の政令で定める基準） 

(ｱ)  規模条件： 被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。 

（生活の場となるため、民家等は望ましくない。） 

(ｲ)  構造条件： 速やかに、被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布する

ことが可能な構造又は設備を有するものであること。 

（事務所等のスペースは、備品等を整理する必要が生じることから迅速な

受入れの観点から望ましくない。） 

(ｳ)  立地条件： 想定される災害による影響が比較的少ない場所に立地していること。 

(ｴ)  交通条件： 車両その他の運搬手段による物資の輸送が比較的容易な場所にあるもので

あること。 

（在宅で避難生活を送る者に対しても、物資の供給等の必要な支援を講じ

る際の拠点となること。） 

(ｵ)  福祉避難所関係： 要配慮者のための指定避難所については、バリアフリー化され、ま

た、相談や介助等の支援体制等を有すること。 

（社会福祉施設や特別支援学校等を想定）�

�4��� 指定避難所ࡢ管理�

� 避難所ࢆ開設ࡿࡍ場合ࠊࡣ管理責任者ࢆ予ࡵ定ࡇࡃ࠾࡚ࡵ�

� 避難所ࡢ運営必要࡞資機材等ࡵࡌࡽ࠶ࢆ定ࡇࡃ࠾࡚ࡵ�

�࢘ 休日࣭夜間等ࡿࡅ࠾避難所ࡢ開設支障ࡇࡃ࠾࡚ࡋ࠺ࡼ࠸࡞ࡀ�

３ 避難場所等の住民及び施設管理者等への周知 

避難場所等ࡢ指定ࢆ行ࠊࡾࡓ࠶࠺町ࡣ住民及び学校や公民館などの施設管理者等対ࠊࡋ次ࡢ事

項ࡢ周知徹底ࢆ図ࠋࡿ�

����� 避難場所等ࡢ周知�
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町ࠊࡣ次ࡢ事項ࠊ࡚࠸ࡘ地域住民対ࡿࡍ周知徹底努ࠋࡿࡵ�

� 避難場所等等ࡢ名称ࠊ所在地�

� 避難対象世帯、施設等ࡢ地区割�

�࢘ 避難場所等ࡢ経路及ࡧ避難手段�

�࢚ 避難時ࡢ携行品等注意ࡁࡍ事項�

����� 避難ࡢࡵࡓࡢ知識ࡢ普及�

� 平常時ࡿࡅ࠾避難ࡢࡵࡓࡢ知識�

避難経路ࠊ家族ࡢ集合場所ࡸ連絡方法（学校であれば保護者への連絡方法）࡞�

� 避難時ࡿࡅ࠾知識�

安全ࡢ確保ࠊ移動手段ࠊ携行品࡞�

�࢘ 避難後ࡢ心得�

集団生活ࠊ避難先ࡢ登録࡞�

４ 避 難 計 画 

町ࠊࡣ住民ࠊ特に要配慮者ࠊࡀ災害時࡚࠸࠾安全ࡘ迅速࡞避難ࢆ行ࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺予ࡵ避

難計画ࢆ作成ࠋࡿࡍ�

� また、これら避難に関する情報と被災想定などを視覚的に表したハザードマップを作成し、住民へ

の周知に努めるものとする。 

� 町は、道の津波避難計画策定指針を参考に津波対策を点検し、必要に応じて新たに津波避難計画（全

体計画・地域計画）や地域防災計画津波対策編等の策定に取り組むものとする。 

����� 町ࡢ避難計画�

町ࡢ避難計画ࠊࡣ次ࡢ事項留意࡚ࡋ作成ࠊࡶࡿࡍ自主防災組織等ࡢ育成ࢆ通࡚ࡌ避難

体制ࡢ確立努ࠊࡓࡲࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ要配慮者ࢆ速ࡸ避難誘導ࠊࡵࡓࡿࡍ地域住民ࠊ自主

防災組織ࠊ関係団体ࠊ福祉事業者等ࡢ協力ࢆ得ࠊࡽࡀ࡞平常時ࠊࡾࡼ情報伝達体制ࡢ整備ࠊ避難

行動要支援者名簿の作成及び情報共有ࠊ避難行動要支援者ごとの具体的な避難支援計画（個別プ

ラン）ࡢ策定等ࠊ避難誘導体制ࡢ整備努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�

� 避難勧告ࡣࡓࡲ指示ࢆ行࠺基準及ࡧ伝達方法�

� 避難所ࡢ名称ࠊ所在地ࠊ対象地区及ࡧ対象人口�

�࢘ 避難所ࡢ経路及ࡧ誘導方法㸦観光地ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡞観光入ࡾ込ࡳ客対策ࢆ含ࡴ㸧�

�࢚ 避難誘導ࢆ所管ࡿࡍ職員等ࡢ配置及ࡧ連絡体制�

�࢜ 避難所ࡢ開設伴࠺被災者救護措置関ࡿࡍ事項�

�㺏��� 給水ࠊ給食措置�

�㺐��� 毛布ࠊ寝具等ࡢ支給�

�㺑��� 衣料ࠊ日用必需品ࡢ支給�
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((ｴ)  暖房及び発電機用燃料の確保 

�ｵ��� 負傷者対ࡿࡍ応急救護�

�࢝ 避難所ࡢ管理関ࡿࡍ事項�

�㺏��� 住民ࡢ避難状況ࡢ把握�

�㺐��� 避難中ࡢ秩序保持�

�㺑��� 避難住民対ࡿࡍ災害情報ࡸ応急対策実施状況ࡢ周知ࠊ伝達�

�㺒��� 避難住民対ࡿࡍ各種相談業務�

�࢟ 避難関ࡿࡍ広報�

�㺏��� 防災行政無線ࡿࡼ周知�

�㺐��� 広報車㸦消防ࠊ警察車両ࡢ出動要請ࢆ含ࡴ㸧ࡿࡼ周知�

�ｳ��� 住民組織（公区等）ࢆ通ࡓࡌ広報（電話、ＦＡＸ、メールにより公区長へ連絡） 

�ｴ��� 避難誘導者ࡿࡼ現地広報�

(ｵ)  テレビ、ラジオによる広報（町の協定及び道の協定の報道機関（※１）に放送要請） 

�ｶ��� �広報ࡓࡋ利用ࢆࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ

�ｷ��� �広報ࡓࡋ利用ࢆࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥ

(ｸ)  要配慮者に配慮した情報伝達は、「本章 第９節 要配慮者対策計画」に定める 

 

※ ・道の放送機関との協定 

① 日本放送協会北海道管内担当札幌放送局 

② 北海道放送株式会社 

③ 札幌テレビ放送株式会社 

④ 北海道テレビ放送株式会社 

⑤ 北海道文化放送株式会社 

⑥ 株式会社テレビ北海道 

⑦ 株式会社エフエム北海道 

⑧ 株式会社エフエム・ノースウエーブ 

⑨ 株式会社ＳＴＶラジオ 

・町の放送機関との協定 

① 株式会社おひひろ市民ラジオ（FM-WING） 

② 株式会社エフエムおびひろ（FM-JAGA） 

������ 防災上重要࡞施設等ࡢ管理等�

学校ࠊ医療機関及ࡧ社会福祉施設ࡢ管理者ࠊࡣ次ࡢ事項留意ࡵࡌࡽ࠶࡚ࡋ避難計画ࢆ作成

ࡶࡿࡍ期ࢆ万全ࡢ避難ࡾࡼࡇࡿࡍ実施ࢆ訓練等ࠊࡶࡿ図ࢆ周知徹底関係職員等ࠊࡋ
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�ࠋࡿࡍࡢ

� 避難ࡢ場所�

� 経路�

�࢘ 移送ࡢ方法�

�࢚ 時期及ࡧ誘導並ࡢࡑࡧ指示伝達ࡢ方法�

�࢜ 保健ࠊ衛生及ࡧ給食等ࡢ実施方法�

カカ 暖房及び発電機の燃料確保の方法 

����� 被災者ࡢ把握�

被災者ࡢ避難状況ࡢ把握ࠊࡣ被災者支援ࠊ災害者対策ࡢ基本ࠊࡀࡿ࡞発災直後ࡢ避難誘導ࡸ

各種応急対策ࡢ࡞業務ࡀ錯綜ࠊࡋ居住者ࡸ避難所ࡢ収容状況ࡢ࡞把握支障ࢆ生ࡇࡿࡌ

避難所ࡸ避難所担当職員ࠊ࡚࠸ࡘ重要性ࡢ࡞入居者登録ࡿࡅ࠾避難所ࠊࡵࡓࡿࢀࡉ想定ࡀ

管理者周知徹底ࢆ図ࠊࡶࡿ災害時用ࡢ住民台帳㸦ࢫ࣮࣮࣋ࢱ࣮ࢹ㸧ࠊ࡞避難状況ࢆ把

握ࡢ࣒ࢸࢫࢩࡢࡵࡓࡿࡍ整備努ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡵ個人ࡢ࣮ࢱ࣮ࢹ取扱ࡣ࠸十分留意ࡍࡢࡶࡿࡍ

�ࠋࡿ

５ 公共用地等の有効活用への配慮 

北海道財務局、道および町は、相互に連携し、避難場所、避難施設、備蓄など防災に関する諸

活動の推進に当たり、公共用地等の有効活用に配慮するものとする。�
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��

第第９節 要配慮者対策計画 

地震・津波災害発生時ࠊࡣ要配慮者ࡀ被害ࢆ受ࡿࡅ場合が多いࠊࡵࡓࡢࡇࠋ町ࠊ医療機関及ࡧ社

会福祉施設等ࡢ関係機関ࠊࡣ地域住民ࠊ自主防災組織等ࡢ協力ࢆ得ࡽࡀ࡞災害ࡽ要配慮者ࢆ守ࡓࡿ

 ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ事項࡞必要ࡵࡓࡿ図ࢆ充実ࡢ防災対策ࡢࡵ

１ 要配慮者への対策 

� 町ࠊࡣ防災担当部局福祉担当部局ࡢ連携ࡢ下ࠊ消防団ࠊ自主防災組織等ࡢ防災関係機関並ࡧ

社会福祉協議会ࠊ民生委員・児童委員ࠊ介護保険制度関係者ࠊ障がい者団体等ࡢ福祉関係者協力ࡋ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ努要配慮者の避難支援ࠊ࡚

����� 要配慮者の把握と支援�

公区及び自主防災組織等の防災関係機関並びに福祉関係者等の協力により、地域全体の要配慮

者の把握に努め、これらを支援する情報伝達、救助等の体制づくりを目指すものとする。 

����� 防災機器等ࡢ整備�

地域ࡢࡳࡿࡄ協力ࠊࡶࡢ要配慮者対ࡵࡁࡿࡍ細࡞緊急連絡体制ࡢ確立ࢆ図ࠊࡓࡲࠋࡿ

要配慮者ࡢ対応能力考慮ࡓࡋ緊急通報装置ࡸ自動消火器ࠊ警報装置等ࡢ整備ࢆ推進ࠋࡿࡍ�

����� 避難体制ࡢ確立�

要配慮者に対する避難体制及び誘導等の支援については、「本章 第６節 避難体制整備計画」及

び「第５章 第５節 避難対策計画」に基づき、支援するものとするࠋ 

� 段差ࡢ避難施設ࠊ࡚ࡏࢃ合実態ࡢ要配慮者ࡢ地域ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶指定ࡢ避難所ࠊࡣ町ࠊࡓࡲ

整備ࡓࡋ配慮ࢆ安全性ࡢ避難施設ࡧ向上及ࡢ利便性࡞設置ࡢࣞࢺ多目的ࡸࣉ࣮ࣟࢫࠊ解消ࡢ

�ࠋࡿࡵ努普及࣭啓発等ࡢ防災知識等ࡓࡌ応実情ࡢ地域ࠊࡶࡿࡍ推進ࢆ

����� 防災教育࣭訓練ࡢ充実等�

� 要配慮者及ࡢࡑࡧ家族対ࡿࡍ指導࣭啓発�

�㺏� 日常的防災対ࡿࡍ理解ࢆ深ࠊࡵ日頃ࡽ対策ࢆ講ࠋࡃ࠾࡚ࡌ�

�㺐� 災害発生時近隣ࡢ協力ࡀ得ࠊ࠺ࡼࡿࢀࡽ日頃ࡽ呼ࡅࡧ努ࠋࡿࡵ�

�㺑� 地域࡚࠸࠾防災訓練等ࡀ実施ࡿࢀࡉ場合ࠊࡣ積極的参加࠺ࡼࡿࡍ呼ࠋࡿࡅࡧ�

� 地域住民対ࡿࡍ指導࣭啓発�

�㺏� 各地区ࡢ自主防災組織等ࠊࡣ地区内ࡢ要配慮者ࡢ支援体制ࢆ平素ࡽ整備ࠋࡿࡍ�

�㺐� 災害発生時ࠊࡣ要配慮者ࡢ安全確保協力ࠋࡿࡍ�

�㺑� 地域࡛実施ࡿࡍ防災訓練等要配慮者及ࡢࡑࡧ家族ࡀ参加࠺ࡼࡿࡍ働ࠋࡿࡅࡁ�

２ 避難行動要支援者への対応 

要配慮者のうち、災害が発生し、又はそのおそれがある場合に、自ら避難することが困難なものであ

って、円滑、迅速な避難のために、特に支援が必要な者を避難行動要支援者として把握に努め、基本法

第49 条の10 第１項（平成26年４月１日施行）及び国が作成した避難行動要支援者の避難行動支援に関
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すする取組指針に基づき、避難行動要支援者名簿を作成し、個人情報の保護に留意しながら、自主防災組

織や民生委員・児童委員を始めとする関係者と連携して、地域住民等の幅広い協力を得た避難行動要支

援者の迅速な避難や安否確認等の環境整備に努めるものとする。 

(1)   避難行動要支援者名簿の作成 

ア 避難行動要支援者名簿に掲載するものの範囲 

町が整備する「避難行動要支援者名簿」の対象範囲は、次のとおりとし、生活の基盤が自宅

にある者とする。 

(ｱ)  介護保険の要支援１・２及び要介護１から５の者 

(ｲ)  身体障がい者手帳１級又は２級保持者。ただし、聴覚又は平衡機能障がい者及び視覚障

がい者は３級まで対象とする。 

(ｳ)  精神障害者保健福祉手帳保持者 

(ｴ)  療育手帳保持者 

(ｵ)  その他、災害時において配慮を必要と認められる者（難病患者等） 

ただし、避難行動要支援者の要件を満たさない場合でも、以下のケースにより避難行動要支

援者として「避難行動要支援者名簿」に掲載を求めることができる。 

① 避難支援等関係者の判断により、避難行動要支援者として避難行動要支援者名簿への掲

載を町に求めた場合 

② 形式要件から漏れた者が自らの命を主体的に守るため、自ら避難行動要支援者名簿への

掲載を町に求めた場合 

イ 避難行動要支援者名簿の記載事項 

避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録

するものとする。 

(ｱ)  氏名 

(ｲ)  生年月日 

(ｳ)  性別 

(ｴ)  住所又は居所 

(ｵ)  電話番号その他の連絡先 

(ｶ)  避難支援等を必要とする事由 

(ｷ)  上記に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項 

（生命を維持するために必要な機器利用の有無等） 

(2)  避難行動要支援者の把握 

町は、避難行動要支援者に該当する者を把握するため、関係部課で把握している情報によるほ

か、町で把握していない情報については、必要に応じて道やその他の関係機関に対して要配慮者

に関する情報提供を求めることとする。 

(3)  避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 

ア 町は、災害の発生に備え、避難行動要支援者の迅速な避難や安否確認等のため、避難行動要

支援者本人に十分な説明を行い、原則、書面による同意を得たうえで、避難支援等の実施に携
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わわる関係者（以下、「避難支援等関係者」という。）に対し、避難支援等の実施に必要な限度

で、名簿情報を提供する。 

なお、避難行動要支援者本人が重度の認知症や障がい等により、個人情報の取扱いに関して

判断できる能力を有していない場合には、親権者や法定代理人等から同意を得ることとする。  

ただし、災害が発生し、または発生するおそれがある場合は、同意の有無にかかわらず、避

難支援等の実施に必要な名簿情報を提供することができる。  

イ 避難支援等関係者となるものは、以下に掲げる団体及び個人とする。 

(ｱ)  幕別消防署 

(ｲ)  帯広警察署 

(ｳ)  民生委員・児童委員 

(ｴ)  幕別町社会福祉協議会 

(ｵ)  自主防災組織又は公区 

(ｶ)  その他避難支援等の実施に携わる関係者 

(4)   避難行動要支援者名簿の管理 

ア 情報の適正管理 

町は、避難行動要支援者名簿について適正な情報管理が行われるよう、情報セキュリティ対

策について、常時適正な管理が行われるよう徹底する。 

災害の規模等によっては町の機能が著しく低下することを考え、避難行動要支援者名簿のバ

ックアップ体制の整備に努める。 

また、災害による停電等を考慮し、電子媒体での管理に加え、紙媒体でも最新の情報を保管

しておく。 

イ 避難行動要支援者名簿の更新 

町は、避難行動要支援者の把握に努め、避難行動要支援者名簿を更新する期間や仕組みをあ

らかじめ構築し、名簿状態を最新の状態に維持する。 

年２回（４月１日、９月１日現在）更新を行うが、修正、削除や新規追加については随時行う。 

ウ 避難行動要支援者情報の共有 

避難行動要支援者の避難支援等に必要となる事項に変化が生じたときは、その情報を町及び

避難支援等関係者間で共有するものとする。 

町は、避難支援等関係者からの請求があったとき、必要な限度で名簿情報を提供する。 

(5)  情報漏えい防止の町が求める措置及び町が講ずる措置 

町は、避難行動要支援者名簿の提供に際しては、避難支援等関係者が適切な情報管理を図るよ

う、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

ア 当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供すること。 

イ 自主防災組織又は公区に提供する場合は、他の区域の避難行動要支援者名簿を提供しないな

ど、避難行動要支援者に関する個人情報が無用に共有、利用されないよう指導すること。 

ウ 基本法に基づき、避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていることを十分に説明する

こと。 

エ 避難行動要支援者名簿は、施錠可能な場所へ厳重なる保管を行うよう指導すること。 

オ 避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しないよう指導すること。 
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カカ 避難行動要支援者名簿の提供先が個人ではなく団体である場合には、その団体内部で避難行

動要支援者名簿を取扱う者を限定するよう指導すること。 

キ 避難行動要支援者名簿情報の取扱状況を報告させること。 

ク 避難行動要支援者名簿の提供先に対し、個人情報の取り扱いに関する研修等を実施し、適正

な取り扱いの指導、啓発に努めること。 

(6)   要配慮者が円滑に避難するための通知又は警告の配慮 

ア 避難準備情報等の発令・伝達 

町は、自然災害発生時に要配慮者が、円滑かつ安全に避難を行うことができるよう、「自主

避難の呼び掛け」「避難注意情報」等の避難準備情報、避難勧告、避難指示の発令等の判断基

準（具体的な考え方）を適時適切に発表し、関係機関及び住民その他必要な団体に伝達する。 

また、必要があると認めるときは、避難のための立退きの準備等の通知又は警告を行う。 

特に、避難行動要支援者が円滑に避難のための立退きを行うために、着実な情報伝達及び早

い段階での避難行動を促進できるよう、その発表及び伝達にあたっては、以下の配慮を行う。 

(ｱ)  高齢者や障がい者等にも分かりやすい言葉や表現、説明などにより、一人ひとりに的確

に伝わるようにすること 

(ｲ)  同じ障がいであっても、必要とする情報伝達の方法等は異なることに留意すること 

(ｳ)  高齢者や障がい者に合った、必要な情報を選んで流すこと 

イ 多様な手段の活用による情報伝達 

自然災害発生時は、緊急かつ着実な避難指示が伝達されるよう、防災行政無線（戸別共通受

信機含む）や広報車による情報伝達に加え、携帯端末等を活用した緊急速報メールなど、複数

の手段を有機的に組み合わせる。 

さらに、避難行動要支援者自身が情報を取得できるよう、日常的に生活を支援する機器等も

活用するなど、伝達手段の多重化・多様化に努めるものとする。 

【情報伝達の例】 

・聴覚障がい者：ＦＡＸによる災害情報配信・聴覚障がい者用情報受信装置 

・視覚障がい者：受信メールを読み上げる携帯電話 

・肢体不自由者：フリーハンド用機器を備えた携帯電話 

・そ の 他：メーリングリスト等による送信 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス等のインターネットを通じた情報提供 

(7)   避難支援等関係者の安全確保 

避難支援等に際しては、避難支援等関係者本人又は避難支援等関係者の家族等の生命及び身体

の安全が確保されていることが大前提であり、避難支援等関係者は、地域の実情や災害の状況に

応じて、可能な範囲で避難支援を行うものとする。 

したがって、避難行動要支援者には、避難行動要支援者名簿制度の活用や意義等について理解

してもらうことと合わせて、避難支援等関係者は全力で助けようとするが、助けられない可能性

もあることを理解してもらうものとする。�

�３ 社会福祉施設等の対策 
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����� 防災設備等ࡢ整備�

� 社会福祉施設等ࡢ利用者ࡸ入所者ࠊࡣ寝ࡢࡾࡁࡓ高齢者ࡸ障ががい者等ࡿࡺࢃ࠸ࡢ避難行動要支

援者࡛ࡢࡑࠊࡵࡓࡿ࠶管理者ࠊࡣ施設ࡢ災害対ࡿࡍ安全性ࢆ高ࡀࡇࡿࡵ重要࡛ࠋࡿ࠶�

� 飲ࠊ食糧࡞必要生活維持ࡢ最低限度ࡀ施設入所者ࠊ࡚࠼備供給停止ࡢ水道等ࠊ電気ࠊࡓࡲ

料水ࠊ医薬品等ࡢ備蓄努ࠊࡶࡿࡵ施設ࡢ機能ࡢ応急復旧等必要࡞防災資機材ࡢ整備

努ࠋࡿࡵ�

����� 組織体制ࡢ整備�

� 社会福祉施設ࡢ管理者ࠊࡣ災害時ࠊ࡚࠸࠾迅速ࡘ的確対処ࡵࡌࡽ࠶ࠊࡵࡓࡿࡍ防災組

織ࢆ整ࠊ࠼施設職員ࡢ任務分担ࠊ動員計画ࠊ緊急連絡体制等ࢆ明確ࠋࡿࡍ�

� 特ࠊ夜間ࡿࡅ࠾消防機関等ࡢ通報連絡ࡸ入所者ࡢ避難誘導体制十分配慮ࡓࡋ組織体制

�ࠋࡿࡍ確保ࢆ

� ࠊ施設ࡢ他ࡧ施設相互間並ࠊࡶࡢ連携ࡢ町ࡽ平常時ࠊࡣ管理者ࡢ社会福祉施設ࠊࡓࡲ

近隣住民及ࢸࣥࣛ࣎ࡧ組織入所者ࡢ実態等応ࡓࡌ協力ࡀ得࡞࠺ࡼࡿࢀࡽ体制確保努

�ࠋࡿࡵ

����� 緊急連絡体制ࡢ整備�

� 社会福祉施設ࡢ管理者ࠊࡣ地震災害ࡢ発生備ࠊ࠼消防機関等ࡢ早期通報ࡀ可能࡞非常通報

装置ࢆ設置ࠊ࡞ࡿࡍ緊急時ࡿࡅ࠾情報伝達ࡢ手段࣭方法ࢆ確立ࠊࡶࡿࡍ施設相互ࡢ連

携協力ࡢ強化資ࠊࡵࡓࡿࡍ町ࡢ指導ࡶࡢ緊急連絡体制ࢆ整備ࠋࡿࡍ�

����� 防災教育ࠊ防災訓練ࡢ充実�

� 社会福祉施設ࡢ管理者ࠊࡣ施設ࡢ職員ࡸ入所者ࠊࡀ地震災害等関ࡿࡍ基礎的࡞知識ࡸ災害時

�ࠋࡿࡍ実施定期的ࢆ防災教育ࠊࡵࡓࡿࡵ深ࢆ関心ࡸ理解࡚࠸ࡘ行動等ࡁࡿ

� ࢀࡀ行動࡞適切ࡶ࡚࠸࠾災害時等ࡀ入所者ࡸ職員ࡢ施設ࠊࡣ管理者ࡢ社会福祉施設ࠊࡓࡲ

実施定期的ࢆ防災訓練ࡓࡌ応実態ࡢ行動能力等ࠊ判断能力ࡢ入所者ࡸ構造ࡢ各施設ࠊ࠺ࡼࡿ

�ࠋࡿࡍ

特ࠊ自力避難ࡀ困難࡞者等ࡀ入所ࡿ࠸࡚ࡋ施設ࠊࡣ夜間ࡿࡅ࠾防災訓練ࡶ定期的実施ࡍ

�ࠋࡿࡵ努࠺ࡼࡿ

４ 病院入院患者等の対策 

����� 関係機関ࡀ実施ࡿࡍ対策�

日本赤十字社北海道支部ࠊ（一社）北海道医師会ࠊ（一社）十勝医師会等ࠊࡣ北海道ࡢ指導

沿ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡗ関係医療機関等対ࠊࡋ災害時ࡢ入院患者ࡢ安全確保࡚࠸ࡘ特別ࡢ配慮ࢆ

行࠺ࡼ࠺指導ࠋࡿࡍ�

����� 医療機関ࡀ実施ࡿࡍ対策�

医療機関ࠊࡣ災害時ࡢ入院患者等ࡢ安全確保ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ厚生労働省ࣥࣛࢻ࢞ࡢ沿ࠊ࡚ࡗ

作成ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

避難指導体制ࡸ連絡体制ࡢ緊急時ࠊ作成等ࡢ患者家族連絡表ࠊ点検ࠊ整備ࡢ設備ࠊ施設ࠊࡓࡲ

強化ࡢ防災体制ࠊ備蓄等ࡢ医療用資機㸦器㸧材等ࠊ医薬品ࠊ実施ࡢ避難訓練ࡸ職員教育ࠊ整備ࡢ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ図ࢆ

５ 土砂災害危険箇所等に立地する要配慮者関連施設対策 

����� 要配慮者関連施設ࡢ指導�
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町ࠊࡣ土砂災害危険箇所等立地ࡿࡍ要要配慮者関連施設対ࠊ࡚ࡋ警戒避難体制ࡢ確立࡞防

災体制ࡢ整備࡚࠸ࡘ指導ࠋࡿࡍ 

��� � 警戒避難体制ࡢ確立 

土砂災害危険箇所等立地ࡿࡍ要配慮者関連施設㸦社会福祉施設ࠊ病院等該当ࡢࡢࡶࡿࡍ

ࡢࣝࣗࢽ࣐避難ࠊ実施ࡢ訓練ࡿ係避難誘導ࠊࡣ管理者ࡢ㸧ࡴ含ࢆࡢࡶࡢ類型ࡢ以外ࢀࡑࠊ

作成等࡚ࡗࡼ警戒避難体制ࡢ確立ࢆ図ࠋࡿ 

６ 外国人に対する対策 

言語࣭生活習慣࣭防災意識ࡢ異ࡿ࡞外国人ࡿࡺࢃ࠸ࢆ要配慮者࡚ࡋ位置付ࠊࡅ災害時迅速ࠊ

࡞ࠎ外国人登録等様ࠊࡶࡿࡵ努ࡾࡃ条件࣭環境࡙࡞࠺ࡼࡢ次ࠊ࠺ࡼࡿࢀࡀ行動࡞的確ࠊࡘ

機会࡚࠼ࡽࢆ防災対策ࡢ࡚࠸ࡘ周知ࢆ図ࠋࡿ�

����� 多言語ࡿࡼ広報ࡢ充実�

����� 避難場所࣭道路標識等ࡢ災害関ࡿࡍ表示板ࡢ多言語化�

����� 外国人ࢆ含ࡓࡵ防災訓練࣭防災教育ࡢ実施�

７ 観光客対策 

����� 観光客ࡢ安全対策ࡢ推進�

関係団体ࠊ関係機関相互連絡協調ࠊ࡚ࡋ緊急時ࡿࡅ࠾連絡体制ࢆ確立ࠊࡶࡿࡍ観

光客ࡢ安全対策努ࠋࡿࡵ�

����� 観光客ࡢ防災情報ࡢ提供�

町ࠊࡣ避難場所等ࡢ標識ࡢ適切࡞配置ࠊࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥࠊ駅࡞ࣝࢸ࣍ࠊ多ࡢࡃ人ࡀ集

�ࠋࡿ図ࢆ充実ࡢ情報提供体制等ࡿࡍ対観光客࡞ࢀ不慣地域ࠊ࡞充実ࡢ情報提供ࡢ場所࡛ࡿࡲ

８ 援助活動 

要配慮者ࡢ早期発見等努ࠊࡶࡿࡵ要配慮者ࡢ状況応ࡓࡌ適切࡞援助活動ࢆ行ࠋ࠺�

����� 町ࡢ対策��

� 要配慮者ࡢ確認࣭早期発見�

� 災害発生後ࠊ直ࡵࡌࡽ࠶ࡕ把握ࡿ࠸࡚ࡋ要配慮者ࡢ所在ࠊ連絡先ࢆ確認ࠊࡋ安否ࡢ確認

�ࠋࡿࡵ努

� 避難所等ࡢ移送�

要配慮者ࢆ発見ࡓࡋ場合ࠊࡣ速ࡸ負傷ࡢ有無ࡸ周囲ࡢ状況等ࢆ総合的判断࡚ࡋ以下ࡢ

措置ࢆ講ࠋࡿࡎ�

�㺏�� �避難所ࡢ移動�

�㺐�� �病院ࡢ移送�

�㺑�� �施設等ࡢ緊急入所�

�࢘ 応急仮設住宅ࡢ優先的入居�
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応急仮設住宅ࡢ入居ࠊࡾࡓ࠶要要配慮者ࡢ優先的入居努ࠋࡿࡵ�

�࢚ 在宅者ࡢ支援�

� 在宅࡛ࡢ生活ࡀ可能判断ࡓࢀࡉ場合ࡢࡑࠊࡣ生活実態ࢆ的確把握ࠊࡋ適切࡞援助活動ࢆ

行ࠋ࠺�

�࢜ 応援依頼�

� 別表㸰�９�㸯ࠕ要配慮者配慮ࡁࡍ対策ࠖ基࡙ࠊ࡚࠸関係機関等応援要請ࠊ࡚ࡋ連携

�ࠋࡿ図ࢆ

別表２-９-１ 要配慮者に配慮すべき対策 

配慮ࡁࡍ項目 実施機関 対象者 

࠙避難収容等ࠚ 
㸯� 要配慮者ࡢ状況把握 
� ࣭安否確認࣭保健福祉ࡢࢫࣅ࣮ࢧ有無 

町 全要配慮者 

㸰� 災害情報及ࡧ避難勧告࣭指示ࡢ周知 
� ࣭要配慮者ࡢ態様配慮ࡓࡋ方法ࡿࡼ確実࡞伝達 町ࠊ関係機関 全要配慮者 

㸱� 避難誘導 
� ࣭傷病者ࠊ高齢者ࠊ障がい者ࠊ児童等ࡢ優先的避難誘導 
� ࣭必要応࡚ࡌ傷病者ࠊ高齢者ࠊ障がい者ࠊ児童等ࢆ車両࡛移

送 

町ࠊ関係機関 全要配慮者 

㸲� 避難所࡛ࡢ生活環境ࡢ整備 
� ࣭避難施設ࡢ整備ࠊ段差解消ࡢࣉ࣮ࣟࢫࠊ配置ࠊ洋式仮設ࢺ

 設置等ࡢࣞ
� ࣭医薬品ࠊ介護機器等ࡢ手配ࠊ車椅子ࡢ確保ࠊ障がい者用携帯

便器等 
� ࣭要配慮者対ࡿࡍ相談体制ࡢ整備 

町ࠊ道ࠊ関係機関 全要配慮者 

㸳� 情報提供体制ࡢ確保 
� ࣭文字放送対応࣑ࣜࢩࢡࣇࠊࣅࣞࢸ等ࡢ設置 
� ࣭手話通訳者ࠊ外国語通訳者ࡢ派遣 
�  設置等ࡢ࣮ࢱࣥࢭࣥࣙࢩ࣮࣓࢛ࣇ࣭ࣥ

町ࠊ道ࠊ関係機関 高齢者ࠊ障がい者ࠊ

外国人 

㸴� 医療機関ࠊ社会福祉施設等ࡢ緊急受入ࢸࣥࣛ࣎ࠊࢀ家

庭ࡢ受入ࢀ委託ࠊ里親ࡢ委託等 
� ࣭受入ࢀ先ࡢ確保 

࣭安全࡞移送体制ࡢ整備 
� ࣭援護ࡢ必要性ࡢ高࠸者ࡽ優先的受入ࢀ 

町ࠊ道ࠊ関係機関ࠊ

医療機関ࠊ社会福

祉施設等 

傷病者ࠊ高齢者ࠊ

障がい者ࠊ幼児ࠊ

児童ࠊ妊婦 

㸵� 応急仮設住宅等ࡢ確保 
� ࣭高齢者࣭障がい者向ࡢࡅ応急仮設住宅ࡢ設置 
� ࣭高齢者ࠊ障がい者ࠊ児童等ࡢ応急仮設住宅ࡢ優先的入居 

町ࠊ道 
傷病者ࠊ高齢者ࠊ

障がい者ࠊ幼児ࠊ

児童ࠊ妊婦 
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࠙生活必需品等ࠚ 
㸯� 要要配慮者ࢬ࣮ࢽࡢ応ࡓࡌ物資㸦介護用品ࠊ育児用品㸧等ࡢ

調達࣭確保及ࡧ要配慮者対ࡿࡍ優先的供給࣭分配 
町ࠊ道ࠊ関係機関 

傷病者ࠊ高齢者ࠊ

障がい者ࠊ幼児ࠊ

児童ࠊ妊婦 
࠙保健衛生ࠊ感染症予防等ࠚ 
㸯� 心身両面ࡢ健康管理 
�  実施ࡢ巡回健康相談等࣭ࢣࣝࢱ࣓࣭ࣥ

町ࠊ道ࠊ関係機関 
傷病者ࠊ高齢者ࠊ

障がい者ࠊ幼児ࠊ

児童ࠊ妊婦 
㸰� 保健福祉ࡢࢫࣅ࣮ࢧ提供 
� ࣭介護職員等ࡢ派遣 
� ࣭入浴ࢫࣅ࣮ࢧ等ࡢ実施 

町ࠊ道ࠊ関係機関 
傷病者ࠊ高齢者ࠊ

障がい者ࠊ幼児ࠊ

児童ࠊ妊婦 
 ࠚ等ࣥࣛࣇࣛ࠙
㸯� 医療機関ࠊ社会福祉施設等ࡢ施設機能ࡢ早期回復 
�  優先的復旧ࡢࣥࣛࣇ࣭ࣛ
� ࣭医薬品ࠊ介護用品ࠊ日常生活用品等ࡢ補給 
� ࣭労働力ࡢ確保等 

町ࠊ道ࠊ関係機関ࠊ

医療機関ࠊ社会福

祉施設等 

入院患者ࠊ入所者

等 

࠙広域相互応援等ࠚ 
㸯� 応援体制ࡢ整備 
� ࣭応援内容ࡢ選定ࠊ参集方法ࠊ交代方法等ࡢ調整 

人� 員� � � � 医師ࠊ看護師ࠊ保健師ࠊ助産師ࠊ介護員ࠊ社

会福祉主事ࠊ生活指導員ࠊ手話通訳者ࠊ外国

語通訳等 
車� 両� � � � 移動入浴車ࠊ小型ࣜࢺࣇ付車両ࢳࢵࣞࢺࢫࠊ

࣮ࣕ車 
資機㸦器㸧材� 医療機器ࠊ࣮ࣕࢳࢵࣞࢺࢫࠊ車椅子ࠊ医薬品ࠊ

介護用品等 
� ࣭支援物資等ࡢ集積方法等ࡢ調整 

 
㸰� 受援体制ࡢ整備 
� ࣭応援要請先ࠊ応援場所ࠊ応援内容ࠊ応援期間ࠊ指揮者等ࡢ調

整 
� ࣭応援職員等ࡢ待機㸦宿泊㸧場所ࡢ確保等 

町ࠊ道ࠊ関係機関ࠊ

医療機関ࠊ社会福

祉施設等 
全要配慮者 
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第第10節 津波災害予防計画 

� 地震の発生を予知し、防ぎょすることは極めて困難なことであるが、この予防対策として過去の被

害状況や道が調査研究した「津波浸水予測図」、国が調査した「浸水予測図」などを参考として、町

では避難場所・経路や同報系防災行政無線など住民への多重化、多様化された情報伝達手段の整備を

図るとともに、住民が安全かつ迅速な避難行動を取れるよう、津波避難計画やハザードマップの作成

周知徹底に努めるほか、地震・津波防災上必要な教育及び広報を継続的に推進するものとする。�

１ 津波警報等、避難指示等の伝達体制の整備 

(1)  伝達手段の確保 

町は、住民等に対する津波警報等の伝達手段として、屋内外にいる住民、走行中の車両運転者、

観光客等にも確実に伝達できるよう、防災行政無線、北海道防災情報システム、全国瞬時警報シ

ステム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊

急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等のあらゆる手段活用を図るとともに、迅速かつ確実な

伝達を確保するため、サイレン等の多様な手段を整備する。 

(2)  伝達協力体制の確保 

町長は、公区及び自主防災組織の協力を得て、津波警報等の伝達協力体制を確保する。 

(3)  津波警報等災害情報伝達訓練の実施 

津波警報等を迅速かつ的確に伝達するため、町及び防災関係機関は、北海道防災会議が行う災

害情報伝達訓練に積極的に参加するほか、独自に訓練を企画し実施するものとする。 

(4)  啓発活動と避難訓練 

町は、地域住民等に対し、各種普及啓発活動を通じて津波に対する防災意識の高揚を図るとと

もに、防災関係機関、地域住民等が一体となり要配慮者にも配慮した津波警報等伝達、避難誘導、

避難援助等の実践的な津波防災訓練を実施する。 

(5)  学校等教育関係機関 

学校等教育関係機関は、児童生徒が津波の特性を正しく理解するため、防災教育の一環として、

津波防災教育を行うとともに津波避難訓練を実施する。 

２ 津波警戒の周知徹底 

町及び防災関係機関は、広報誌等を活用して住民に対して津波警戒に関する次のような事項について

の周知徹底を図る。 

(1)  強い揺れ又は弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、直ちに海岸から離れ、急

いで安全な高い場所に避難する。 

(2)  「巨大」等の定性的表現となる大津波警報が発表された場合は最悪の事態を想定して最大限の

避難等防災対応をとる。 

(3)  津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもある。 

(4)  津波は、第二波・第三波などの後続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によっては、

一日以上にわたり継続する可能性がある。 

(5)  強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地津波の発生
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のの可能性がある。 

(6)  津波警報等の意味や内容、地震発生直後に発表される津波警報等の精度には一定の限界がある。 

(7)  地震を感じなくても、津波警報が発表されたときは、直ちに海岸から離れ、急いで安全な場所

に避難する。 

(8)  沖合の津波観測に関する情報の意味や内容、この情報が発表されてから避難するのではなく避

難行動開始のきっかけは強い揺れや津波警報等である。 

(9)  正しい情報をラジオ、テレビ、無線などを通じて入手する。 

(10) 津波注意報でも、直ちに海岸から離れ、海水浴や磯釣りは危険なので行わない。 

(11) 津波は繰り返して襲ってくるので、警報・注意報が解除されるまでは、海岸や河川に近づかな

い。 

�
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地震起因࡚ࡋ発生ࡿࡍ多発火及ࡧ大規模火災ࡢ拡大を防止すࠊࡵࡓࡿ地震時ࡿࡅ࠾出火ࡢ未然

防止ࠊ初期消火ࡢ徹底࡞火災予防ࡢࡵࡓࡢ指導ࡢ徹底及ࡧ消防力ࡢ整備関ࡿࡍ計画ࠊࡣ本計画

定ࠋࡿࡵ�

１ 地震による火災の防止 

地震時ࡢ火災発生ࠊࡣ使用中ࡢ火気設備等ࡀࡢࡶࡿࡼ多ࠊࡽࡇ࠸地震時ࡢ火気ࡢ取扱࠸ࡘ࠸

࡚指導啓発ࠊࡶࡿࡍ火災予防条例に基づく火気の取り扱い及び耐震自動消火装置付石油ࣈ࣮ࢺࢫ

�ࠋࡿࡵ努啓発࠺ࡼࡿࡍ使用ࢆ

２ 火災予防の徹底 

火災ࡿࡼ被害ࢆ最小限食࠸止ࠊࡣࡿࡵ初期消火ࡀ重要࡛ࠊ࡛ࡢࡿ࠶町ࡣ地域ࠊࡳࡿࡄ職場ࡿࡄ

 ࠋࡿ図ࢆ確立ࡢ消防体制࡞強力協力体制ࡢࡳ

��� � 一般家庭及ࡧ地域ࡢ自主防災組織等対ࠊࡋ予防思想ࡢ啓発努ࠊࡵ消火器及ࡧ火災報知器ࡢ

設置促進ࠊ消防用水ࡢ確保ࢆ図ࡢࡽࢀࡇࠊࡶࡿ器具ࡢ取り扱࠸方ࢆ指導ࠊࡋ地震時ࡅ࠾

 ࠋࡿ図ࢆ徹底ࡢ初期消火防止ࡢ火災ࡿ

���� 消防用ࡿࡼ基準ࡢ法令ࠊࡋ対防火対象物ࡢ一定規模以上ࠊ病院等ࠊ࣮ࣃ࣮ࢫ大型ࠊࣝࢸ࣍�

設備等ࡢ設置ࢆ徹底ࠊࡶࡿࡍ自主点検ࡢ実施及ࡧ適正࡞維持管理ࡢ指導ࢆ強化ࠋࡿࡍ 

３ 予防査察の強化指導 

� 幕別消防署ࠊࡣ消防法規定ࡿࡍ立入検査ࢆ対象物ࡢ用途ࠊ地域等応࡚ࡌ計画的実施ࠊࡋ常

当該区域ࡢ消防対象物ࡢ状況ࢆ把握ࠊࡋ火災発生危険ࡢ排除努ࠊࡵ予防対策ࡢ万全࡞指導ࢆ図ࠋࡿ 

����� 消防対象物ࡢ用途ࠊ地域等応ࡌ計画的立入検査ࢆ実施ࠋࡿࡍ 

����� 消防用設備等ࡢ自主点検ࡢ充実及ࡧ適正࡞維持管理ࡢ指導努ࠋࡿࡵ 

４ 消防力の整備 

� 近年の産業、経済の発展に伴って、高層建築物、危険物施設等が増加し、火災発生時の人命の危険

度も増大していることから、町は、消防施設及び消防水利の整備充実を図るとともに、消防職員の確

保、消防技術の向上等により、消防力の整備充実を図る。 
消防団活動ࠊࡾ図ࢆ充実ࡢ装備等ࡧ育成強化及ࠊ確保ࡢ消防団員ࡿ࡞中核ࡢ地域防災ࠊ࡚ࡏࢃ࠶

 ࠋࡿࡍ推進ࢆ活性化ࡢ

５ 消防計画の整備強化策 

幕別消防署ࠊࡣ防火活動ࡢ万全ࢆ期ࠊࡵࡓࡿࡍ消防計画ࢆ作成ࠊࡋ火災予防࡚࠸ࡘ次ࡢ事項重点

 ࠋࡃ置ࢆ

����� 消防力等ࡢ整備 

����� 災害対処ࡿࡍ消防地理ࠊ水利危険区域等ࡢ調査 

����� 消防職員及ࡧ消防団員ࡢ教育訓練 

����� 査察ࡢࡑ他ࡢ予防指導 

�����  予防措置ࡢ他火災ࡢࡑ
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第第１２節 危険物等災害予防計画 

地震ࡿࡅ࠾危険物ࠊ火薬類ࠊ高圧ࡢࢫ࢞爆発ࠊ飛散ࠊ火災ࡿࡼ࡞災害ࡢ発生ࡢ予防関ࡿࡍ

計画ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 事業所等に対する指導の強化 

� 危険物等ࡿࡅ࠾災害ࡢ予防ࢆ促進ࠊࡵࡓࡿࡍ町及ࡧ幕別消防署ࠊࡣ事業所対ࡋ次ࡢ事項࠸ࡘ

࡚指導努ࠋࡿࡵ�

����� 事業所等対ࡿࡍ設備ࠊ保安基準遵守事項ࡢ監督ࠊ指導ࡢ強化�

����� 事業所等ࡢ監督ࠊ指導ࡿࡅ࠾防災関係機関ࡢ連携強化�

����� 危険物等保安責任者制度ࡢ効果的活用ࡿࡼ保安対策ࡢ強化�

����� 事業所等ࡿࡅ࠾自主保安体制ࡢ確立強化�

����� 事業所等ࡿࡅ࠾従業員対ࡿࡍ安全教育ࡢ徹底指導�

����� 事業所等ࡢ間ࡿࡅ࠾防災ࡢ࡚࠸ࡘ協力体制ࡢ確立強化�

(7)   危険物保管施設の耐震性の確保に関する事業所等への指導の強化 

２ 危険物保安対策 

(1)  事業者 

ア 消防法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、予防規程の作成、従業者に対する

保安教育の実施、自衛消防組織の設置、危険物保安監督者の選任等による自主保安体制の確立

を図るものとする。 

イ 危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、流出及び拡散の防止、危険物の除去

その他災害の防止のための応急の措置を講じるとともに、消防機関、警察へ通報するものとす

る。�

�2��� 幕別町࣭幕別消防署�

ア 消防法の規定に基づき、保安検査、立入検査を行い、法令の規定に違反する場合は、許可の

取消等の措置命令を発するものとする。 

イ 事業者の自主保安体制確立を図るため、予防規程の作成、従業者に対する保安教育の実施、

自衛消防組織の編成、危険物保安監督者の選任等について指導するものとする。�

�3��� 帯広警察署�

必要に応じ、危険物の保管状態、自主保安体制等の実態ࢆ把握するとともに、資機材を整備充

実し、災害発生時における初動体制ࡢ確立ࢆ図ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ�

３ 高圧ガス保安対策   

(1)  事業者 

ア 高圧ガス保安法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、危害予防規程の作成、保
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安安教育計画の作成、高圧ガス製造保安統括者の選任等による自主保安体制の確立を図るものと

する。 

イ 高圧ガスの製造施設等が危険な状態になったときは、高圧ガス保安法で定める応急措置を講

じるとともに、高圧ガスについて災害が発生したときは、道知事又は警察官に届け出るものとす

る。 

�2��� 幕別町࣭幕別消防署�

事業所及ࡧ販売店対ࠊࡋ立入検査ࢆ実施ࠊࡋ防災設備ࡢ保守管理࡚࠸ࡘ指導ࠊࡿࡍ防

火管理者等ࡿࡼ自主保安体制ࡢ確立並ࡧ危険物等取扱事業所間ࡢ協力体制ࡢ確立ࢆ指導ࡍ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ

�3��� 帯広警察署�

� 危険物製造所ࠊ貯蔵所及ࡧ取扱所ࡢ実態ࢆ把握ࠊࡋ防災対策ࡿࡅ࠾措置体制ࡢ確立ࢆ図ࡿ

�ࠋࡿࡍࡢࡶ

� 危険ࡢ発生ࡀ予想ࡣࡓࡲࠊࢀࡉ災害ࡢ発生等࡚࠸ࡘ施設ࡽ届出ࠊࡣࡁࡓࡗ࠶ࡀ速ࡸ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ通報知事

４ 毒物・劇物災害対策  

(1)  事業者 

ア 毒物及び劇物取締法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、従業者に対する危害

防止のための教育の実施、毒物劇物取扱責任者の選任等による自主保安体制の確立を図るもの

とする。高圧ガス保安法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、危害予防規程の作

成、保安教育計画の作成、高圧ガス製造保安統括者の選任等による自主保安体制の確立を図る

ものとする。 

イ 毒劇物が飛散する等により不特定又は多数の者に保健衛生上の危害が生ずるおそれがある

ときは、直ちにその旨を保健福祉事務所（保健所）、警察署又は消防機関に届け出るとともに、

必要な応急の措置を講じるものとする。 

(2)  幕別町・幕別消防署 

火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防用設備等の保守管理、防火管理者等による

自主保安体制の確立等適切な指導を行う。�

(3)  帯広警察署 

必要に応じ、毒劇物の保管状態、自主保安体制等事業所の実態を把握するとともに、資機材を

整備し、災害発生時における初動体制の確立を図るものとする。�

５ 放射性物質災害対策  

(1)  事業者 

ア 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の定める設備基準、保安基準を遵守

するとともに、放射線障害予防規程の作成、必要な教育訓練の実施、放射線取扱主任者の選任

等による自主保安体制の確立を図るものとする。 

イ 放射線障害のおそれがある場合又放射線障害が発生した場合は、放射性同位元素等による放

射線障害の防止に関する法律で定める応急措置を講ずるとともに、直ちに文部科学大臣、消防

署等関係機関へ通報するものとする。 

(2)  幕別町・幕別消防署 
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火火災予防上及び消防活動上の観点から、消防用設備等の状況、放射線測定機器等の保有状況、

汚染検査・除染体制の状況等、事業所の実態を把握し、消防用設備等の保守管理、防火管理者等

による自主保安体制の確立等適切な指導を行う。�

(3)  帯広警察署 

ア 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の施行に必要な限度で、立入検査を

実施する等その実態を把握するとともに、資機材を整備し、災害発生時における初動体制の確

立を図るものとする。�

イ 放射性同位元素又は放射性同位元素により汚染されたものを運搬する届出があった場合、災

害の発生防止、公共の安全確保のため必要があるときは、運搬日時、経路等について、必要な

指示をする等により運搬による災害発生防止を図るものとする。 
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第第１３節 建築物災害予防計画 

地震災害ࡽ建築物等ࢆ防ぎょࡢࡵࡓࡿࡍ計画ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

�

１ 木造建築物の防火対策の推進 

木造建築物࡚࠸ࡘ延焼ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡢ外壁等ࡢ不燃化及び耐震化ࡢ促進ࢆ図ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ�

２ 既存建築物の耐震化の促進 

現行ࡢ建築基準法規定ࡿࢀࡉ耐震性能ࢆ有࠸࡞ࡉ既存建築物ࡢ耐震診断及ࡧ耐震改修ࢆ促進ࡿࡍ

耐震改修促進計画に基づき、耐震診断及び耐震改修に対する支援や建築関係団体と連携した相談ࠊࡵࡓ

体制、情報提供の充実など所有者等が安心して耐震化を行うことができる環境整備を図るものとする。�

また、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく指導、助言、指示等の強化を図り、特に倒壊の

危険性の著しく高い建築物については、建築基準法に基づく勧告、命令を実施するとともに、防災拠点

や避難施設を連絡する緊急時の輸送経路として、耐震改修促進計画で定める地震時に通行を確保すべき

道路沿道の建築物については、積極的に耐震化を推進する。 

３ ブロック塀等の倒壊防止 

地震ࢡࢵࣟࣈࡿࡼ塀ࠊ石塀ࠊ自動販売機等ࡢ倒壊ࢆ防止ࠊࡵࡓࡿࡍ市街地࡛主要道路面ࡿࡍ既存

設ࠊ施工ࠊࡣ場合ࡿࡍ設置ࠊ新規࡛施工ࠊࡶ࠺行ࢆ指導ࡢ補強ࠊ点検ࡣ࡚ࡗ࠶塀等ࢡࢵࣟࣈ

置基準ࡢ遵守ࠊ࡞ࡿࡏࡉࢆ安全性ࡢ確保࡚࠸ࡘ指導ࢆ徹底ࠋࡿࡍ�

４ 窓ガラス等の落下物対策 

地震動ࡿࡼ落下物ࡢࡽ危害ࢆ防止ࠊࡵࡓࡿࡍ市街地࡛主要道路面ࡿࡍ地上㸱階建以上ࡢ建築物

改࡞必要ࠊࡋ調査ࢆ実態ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘࡢࡶࡿ࠶ࡢࢀࡑ࠾ࡢ屋外広告物等࡛落下ࠊ外装材ࠊࢫࣛ࢞窓ࡢ

善指導ࢆ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

５ 被災建築物の安全対策 

町ࠊࡣ応急危険度判定ࢆ迅速ࡘ的確実施ࡢࡵࡓࡿࡍ体制ࢆ整備ࠋࡿࡍ�

６ がけ地に近接する建築物の防災対策 

町は、がけの崩壊等で危険を及ぼすおそれのある区域において、建築物の建築制限を行うとともに既

存の危険住宅については、安全な場所への移転促進を図るものとする。 

�
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第第１４節 土砂災害の予防計画 

本計画ࠊࡣ地形࣭地質ࡽ土砂災害等ࡀ発生ࡿࡍ危険ࡿ࠶ࡀ場所ࡿࡅ࠾土砂災害ࢆ防止ࠊࡵࡓࡿࡍ

関係機関連携࡚ࡋ危険箇所ࢆ把握ࠊࡋ防災工事ࡢ推進ࢆ図ࠊࡶࡿ適切࡞警戒避難体制ࡢ整備

�ࠋとするࡢࡶࡿ図ࢆ周知徹底関係機関ࡧ住民及ࠊ࠸行ࢆ

１ 土砂災害危険箇所の周知 

町ࠊࡣ防災関係機関等連携ࠊ࡚ࡋ急傾斜地崩壊危険区域等の土砂災害危険箇所ࡢ実態把握努ࠊࡵ

地域住民周知ࠋࡿࡍ（「資料編 資料10-6 土砂災害危険箇所図」参照）ࠊࡓࡲ地域住民ࡣ土砂災

害危険箇所及ࡧ警戒避難関ࡿࡍ知識ࢆ深ࠋࡿࡵ 

(1)�  急傾斜地崩壊危険区域：傾斜度３０°以上、高さ５ｍ以上の急傾斜地で、保全人家等が現にあ

るもの及び住宅の立地が見込まれるもの 

���� �土石流危険渓流区域：渓流勾配３°以上の谷地形を有する渓流で、保全人家等が現にあるもの

及び住宅の立地が見込まれるもの�

２ 土砂災害危険箇所の警戒体制 

町長>担当ࠊࡣ建設部土木班ࠊࡣ@ࠋࡿࡍ地震ࡾࡼ土砂災害ࡀ予想ࡿࢀࡉ場合ࠊ地域住民及ࡧ関

係機関協力ࠊ࡚ࡋ危険箇所ࡢ監視及ࡧ巡廻等ࢆ行ࠊ࠸災害ࢆ未然防ࡄ体制ࢆ整備ࠋࡿࡍ�

３ 気象警報の把握 

�ࠋࡿࡼࡵ定ࡢ第㸱章�第㸰節�地震・津波情報伝達計画ࠖࠕ

４ 土砂災害危険箇所の情報収集・伝達 

(1)   土砂災害情報等の収集 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

別図２-６-１ 土砂災害情報等の収集の流れ 

発 見 者（職員監視員、住民） 

幕  別  町  役  場 

（時間外は当直 

者が受理する。） 
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※※情報を収集すべき危険箇所 
・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域（「資料編 資料10-5 土砂災害警戒区域等の

指定箇所」） 
・急傾斜地崩壊危険箇所及び土石流危険渓流（「資料編 資料10-6 土砂災害危険箇所図」） 

 
(2)   土砂災害警戒情報等の伝達 

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

５ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定箇所 

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（平成12年5月8日法律第57

号）に基づき指定を受けた土砂災害警戒区域等については、前述に記載するほか、次により警戒体制の

強化を図るものとする。 

(1)  土砂災害警戒区域等の指定区域 

（「資料編 資料10-5 土砂災害警戒区域等の指定箇所」参照） 

番号 
指定区域 

の名称 
所在地 発生する自然現象 

警戒 

区域 

特別 

警戒 

区域 

対象公区 

（警戒区域を

含む公区名） 

１ 幕別札内文京町 札内文京町 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 文京町 

２ 幕別錦町１ 錦町 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 錦町１ 

３ 幕別糠内１ 糠内 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 糠内市街 

４ 幕別豊岡２ 豊岡 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 中稲志別 

５ 幕別猿別２ 猿別 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 西猿別 

６ 幕別軍岡 軍岡 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 軍岡 

 

別図２-６-２ 土砂災害警戒情報伝達の流れ 
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第２－６節 土砂災害の予防計画

((2)  土砂災害警戒区域等における避難勧告等の発令基準 

     避難勧告等の発令基準については、「第３章 第５節 避難対策計画」の定めによる。 

(3)  要配慮者への支援 

土砂災害警戒区域内に避難行動要支援者となる要配慮者利用施設は、「古舞保育所」の１箇所

であり、区域内の避難行動要支援者を含む要配慮者への支援については、「第９節 要配慮者対

策計画」の定めによる。 

(4)  避難勧告等の発令対象区域 

土砂災害の危険が高まった場合の避難勧告等の発令対象区域は、資料５－７ 土砂災害（崖崩れ、

土石流、地滑り）時の指定避難所」に記載の対象公区とし、避難勧告等の発令対象者は、各公区

の公区長及び自主防災組織の長、該当土砂災害警戒区域の居住者、公共施設等の利用者及び近接

住民とする。 

なお、区域内の公共施設は、古舞保育所、古舞小学校、途別小学校及び古舞近隣センターが該

当する。 

(5)  避難所の開設、運営 

ア 指定緊急避難場所 

土砂災害の危険が切迫した場合における住民等の安全な避難先として、緊急に一時避難でき

る場所として、指定緊急避難場所を開設する。（「資料編 資料5-3 土砂災害（崖崩れ、土石流、

地滑り）時の指定緊急避難場所」参照） 

イ 指定避難所 

土砂災害等によって住居を失い、または居住することが不可能と認められる者を一定期間収

容する施設として、指定避難所を開設する。（「資料編 資料5-6 大雨（洪水・内水氾濫）・土

砂災害（崖崩れ、土石流、地滑り）時の指定避難所」参照） 

ウ 土砂災害時の避難所の開設・運営については、「第３章 第５節 避難対策計画」の定めに

よる。 

６ 土砂災害防止対策 

����� 町及ࡧ関係機関ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ所轄ࡢ区域ࡢ保全及ࡧ安全ࢆ確保ࠊࡵࡓࡿࡍ土砂災害危険箇所

�ࠋࡿࡎ講ࢆ対策ࡿ図ࢆ周知ࡢ住民ࡾࡼ表示板等ࠊࡓࡲࠊ࠸行ࢆ設置ࡢ防止柵

����� 町ࠊࡣ土砂災害ࡀ予想ࡿࢀࡉ区域対ࠊ࡚ࡋ危険区域ࡢ指定及ࡧ土砂災害防止工事ࡀ早期実

施࠺ࡼࡿࢀࡉ道要請ࠋࡃ࠸࡚ࡋ 

７ 防災意識の向上 

(1)  土砂災害危険箇所（土砂災害警戒区域等）、洪水浸水想定区域、指定避難所、平時からの備え、

その他避難情報等の入手方法などを記載したハザードマップを全世帯に配布し、住民の土砂災害

に対する知識や認識の向上を図る。 

(2)  急傾斜地崩壊危険箇所の前兆現象を早期発見するため、日頃から職員が巡視するとともに、危

険箇所の住民に対し、斜面等の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水)の報告や住民自身による防災

措置（自主避難等）などの周知・啓発を図る。 

(3)  土石流危険渓流危険箇所の前兆現象を早期発見するため、日頃から職員が巡視するとともに、

危険箇所の住民に対し、河川等の異常（山鳴、水位の急激な減少、急激な濁り)の報告や住民自

身による防災措置（自主避難等）などの周知・啓発を図る。 
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第２－15節 液状化災害予防計画 
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第第１５節 液状化災害予防計画 

� 地震起因ࡿࡍ地盤ࡢ液状化ࡿࡼ災害ࢆ予防ࡢࡵࡓࡿࡍ計画ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

�

１ 液状化対策の推進 

液状化ࡿࡼ被害ࢆ最小限食࠸止ࠊࡵࡓࡿࡵ公共事業ࡢ࡞実施ࠊ࡚ࡗࡓ࠶現地ࡢ地盤ࢆ調

査ࠊࡋ発生ࡿࡍ液状化現象ࢆ的確予測ࠊࡾࡼࡇࡿࡍ現場ࡢ施工条件効果ࡢ確実性ࠊ経済性

等ࢆ総合的検討࣭判断ࠊࡋ効果的࡞液状化対策ࢆ推進ࠋࡿࡍ�

２ 液状化対策の調査・研究 

� 大学ࡸ各種研究機関連携ࠊࡶࡢ液状化現象関ࡿࡍ研究成果ࢆ踏ࠊ࠼ࡲ危険度分布ࡸ構造物

�ࠋ࠺行ࢆ調査࣭研究ࡢ࡚࠸ࡘ液状化対策ࠊࡋ予測ࢆ影響ࡢ

３ 液状化対策 

����� 地盤自体ࡢ改良等ࡾࡼ液状化ࡢ発生ࢆ防ࡄ対策ࡢ普及努ࠋࡿࡵ�

����� 町及ࡧ関係機関ࠊࡣ発生ࡓࡋ液状化対ࢀࡒࢀࡑ࡚ࡋ所管ࡢ施設ࡢ被害ࢆ防止ࠊ軽減ࡿࡍ構

造的対策ࢆ講ࠋࡿࡎ�

����� 施設ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢ化等ࡿࡼ代替機能ࢆ確保ࠋࡿࡍ�

４ 液状化対策の普及・啓発 

� 町及ࡧ防災関係機関ࠊࡣ液状化対策ࡢ調査࣭研究基࡙ࠊࡁ住民࣭施工業者等対࡚ࡋ知識ࡢ普

及࣭啓発ࢆ図ࠋࡿ�

�

㸦政策ࡢ体系㸧�

液状化対策ࡢ࡚࠸ࡘ調査研究�

液状化対策ࡢ推進建設物࡞対ࡿࡍ液状化対策�

液状化対策関ࡿࡍ知識ࡢ普及࣭啓発�

�

㸦手法ࡢ体系㸧�

液状化発生ࡢ防止㸦地盤改良㸧�

液状化ࡢ対策液状化ࡿࡼ被害ࡢ防止㸦構造的対応㸧�

代替機能ࡢ確保㸦施設ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢ化㸧�

�
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第２－11節 積雪・寒冷対策計画 
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第第１６節 積雪・寒冷対策計画 

� 積雪࣭寒冷期࡚࠸࠾地震ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊ他ࡢ季節発生ࡿࡍ地震災害比ࠊ࡚積雪ࡿࡼ被

害ࡢ拡大ࡸ避難場所ࠊ避難路ࡢ確保等支障ࡀ生ࡀࡇࡿࡌ懸念ࠋࡿࢀࡉ�

� ࡿࡅ࠾町及び防災関係機関は、積雪・寒冷対策を推進することにより、積雪࣭寒冷期ࠊࡵࡓࡢࡇ

地震災害ࡢ軽減に努ࠋࡿࡵ�

１ 積雪対策の推進 

積雪期ࡿࡅ࠾災害対策ࠊࡣ除排雪体制ࡢ整備ࠊ雪強ࡾࡃ࡙ࡕࡲ࠸等ࠊ総合的ࠊ長期的࡞雪対

策ࡢ推進ࡾࡼ確立ࠋࡿࢀࡉ�

相ࠊࡁ基࡙㺀資料編 資料９－１北海道雪害対策実施要綱㺁ࠊࡣ防災関係機関ࡧ町及ࠊࡵࡓࡢࡇ

互連携協力࡚ࡋ実効ࡿ࠶雪対策ࡢ確立雪害ࡢ防止努ࠋࡿࡵ�

２ 避難救出措置等 

町は、積雪・寒冷対策を積極的に実施するため、北海道雪害対策実施要綱に準じ、所要の対策を

講ずるとともに、特に次の事項につき十分留意するものとする。 

(1) 積雪・寒冷期に適切な避難勧告･指示ができるようにしておくこと。 

(2) 災害発生時における避難、救出、給水、食糧、燃料供給及び防疫等の応急措置の体制を整える

こと。�

３ 交通の確保 

����� 道路交通ࡢ確保�

地震発生時ࠊࡣ防災関係機関ࡢ行࠺緊急輸送等ࡢ災害応急対策等ࡢ円滑࡞実施ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ

道路交通ࡢ緊急確保ࢆ図ࡀࡇࡿ重要࡛ࠋࡿ࠶�

日常生活道路ࠊࡋ強化ࢆ除雪体制ࠊࡣ道路管理者ࡢ町ࡧ北海道及ࠊ北海道開発局ࠊࡵࡓࡢࡇ

�ࠋࡿࡍ推進ࢆ道路交通確保対策࡞面的ࡓࡵ含ࢆ確保ࡢ

� 除雪体制ࡢ強化�

�㺏��� 道路管理者ࠊࡣ国道ࠊ道道及ࡧ町道ࡢ整合ࡓࢀࡢ除雪体制ࢆ強化ࠊࡵࡓࡿࡍ相互ࡢ緊

密࡞連携ࡶࡢ除雪計画ࢆ策定ࠋࡿࡍ�

�㺐��� 道路管理者ࠊࡣ除雪ࡢ向上ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ地形ࡸ積雪ࡢ状況等自然条件適合ࡓࡋ除雪

機械ࡢ増強努ࠋࡿࡵ�

� 積雪寒冷地適ࡓࡋ道路整備ࡢ促進�

�㺏��� 道路管理者ࠊࡣ冬期交通ࡢ確保ࢆ図ࡢࡵࡓࡿ道路ࡢ整備ࡸ施設ࡢ整備ࢆ推進ࠋࡿࡍ�

�㺐��� 道路管理者ࠊࡣ雪崩や地吹雪等ࡿࡼ交通障害ࢆ予防ࠊࡵࡓࡿࡍ雪崩防止柵等防雪施設

�ࠋࡿࡍ促進ࢆ整備ࡢ

４ 雪に強いまちづくりの推進 

����� 家屋倒壊ࡢ防止�

町ࠊࡣ住宅ࡢ耐震性ࢆ確保ࠊࡋ屋根雪荷重ࡢ増大ࡿࡼ地震時の家屋倒壊等ࢆ防止ࠊࡵࡓࡿࡍ
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建築基準法等ࡢ遵守ࡢ指導努ࠋࡿࡵ�

ままた、自力での屋根雪処理が不可能な世帯に対して、ボランティアの協力体制等、地域の相互

扶助体制の確立を図る。 

����� 積雪期ࡿࡅ࠾避難場所及ࡧ避難路ࡢ確保�

町及ࡧ防災関係機関ࠊࡣ積雪期ࡿࡅ࠾避難場所及ࡧ避難路ࡢ確保努ࠋࡿࡵ�

５ 寒冷対策の推進 

����� 避難所対策�

町ࠊࡣ避難所ࡿࡅ࠾暖房等ࡢ需要ࡢ増大ࡀ予想ࠊࡵࡓࡿࢀࡉ電源ࢆ要࠸࡞ࡋ暖房器具ࠊ燃料

࣮࣮࣎ࣀࢫ救出用ࠊࣉࢵࢥࢫࠊࣉࣥࢲ࣮ࣀࢫࠊ防寒具ࠊ資機材㸦長靴ࡓࡋ想定ࢆ積雪期ࠊࡢ

�ࠋࡿࡵ努備蓄ࡢ等㸧ࢻ

ࢡࢵࣂࡢ非常電源等ࠊࡵࡓࡢ電源確保ࡢ暖房設備ࡿࡅ࠾場合ࡓࢀࡉ遮断ࡀ電力供給ࠊࡓࡲ

�ࠋࡿࡵ努整備ࡢ設備ࣉࢵ

なお、被災地以外の地域にあるものを含め、ホテル等の借り上げ等、多様な避難所の確保に

努める。 

(2)  避難所の運営 

町は、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保、男女のニーズの違い等男女双方の視

点等に配慮する。 

(3)  住宅対策 

町は、避難者の健全な住生活の早期確保のため、応急仮設住宅の迅速な提供に努めるほか、

積雪のため応急仮設住宅の早期着工が困難となる場合を想定し、公営住宅や空家等利用可能な

既存住宅のあっせん等により、避難所の早期解消に努めることを基本とする。�

�4��� 被災者及ࡧ避難者対策�

町ࠊࡣ被災者及ࡧ避難者対ࡿࡍ防寒用品ࡢ整備ࠊ備蓄努ࠋࡿࡵ�

ࡀࡇࡿࡍ長期化ࡀ避難生活ࡸࡇࡿ࡞困難ࡀ早期着工ࡵࡓࡢ積雪ࠊࡣ応急仮設住宅ࠊࡓࡲ

予想ࠊࡽࡇࡿࢀࡉ被災者ࠊ避難者ࡢ生活確保ࡵࡓࡢ長期対策ࢆ考慮ࠋࡿࡍ�

６ スキー客に対する計画 

� スキー客・関ࡢ多数ࡾࡼ損壊等ࡢ等ࢪࢵࣟࠊࢺࣇࣜࠊ場合ࡓࡋ発生ࡀ場࡛大規模な地震࣮࢟ࢫ

係者ࡢ被害ࡀ懸念ࠊࡽࡇࡿࢀࡉ施設管理者ࠊࡣ施設ࡢ避難計画等ࢆ定ࡢࡑࠊࡶࡃ࠾࡚ࡵ

計画基࡙ࡓ࠸防災訓練等ࢆ実施࣮࢟ࢫࠊࡋ場利用客ࡢ安全対策ࢆ図ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ�

�

�
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第第１７節 業務継続計画の策定 

� 町及び事業者は災害応急対策を中心とした業務の継続を確保するため、業務継続計画（ＢＣ

Ｐ:Business Continuity Plan）の策定に努めるものとする。 

 

１ 業務継続計画（ＢＣＰ）の概要 

業務継続計画（ＢＣＰ）とは、災害発生時に町及び事業者自身も被災し、人員、資機材、情報及

びライフライン等利用できる資源に制約がある状況下においても、優先度の高い業務を維持・継続

するために必要な措置を事前に講じる計画として策定するものであり、災害に即応した要因の確保、

迅速な安否確認、情報システムやデータの保護、代替施設の確保などを規定したものである。 

 

<業務継続計画の作成による業務改善のイメージ> 

 
 

 

２ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

(1)  町 

町は、災害応急活動及びそれ以外の行政サービスについて、継続すべき重要なものは一定のレベ

ルを確保するとともに、すべての業務が早期に再開できるよう、災害時においても町の各部局の機

能を維持し、被害の影響を最小限にとどめ、非常時に優先度の高い業務の維持・継続に必要な措置

を講じるための業務継続計画を策定するよう努めるとともに策定した計画の持続的改善に努めるも

のとする。 

(2)  事業者 

事業者は、事業の継続など災害時の企業の果たす役割を十分に認識し、各事業者において災害時
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にに非常時に優先度の高い業務の維持・継続に必要な措置を講じるための業務（事業）継続計画を策

定・運用するよう努めるものとする。 

 

３ 庁舎等の災害対策本部機能等の確保 

   町は、災害対策の拠点となる庁舎及びその機能を確保するための情報通信設備や自家発電装置な

ど主要な機能の充実と災害時における安全性の確保を図るとともに、物資の供給が困難な場合を想

定し、十分な期間に対応する食料、飲料水、暖房及び発電用燃料などの適切な備蓄、調達、輸送体

制の整備を図るものとする。 

�
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第第３章 災害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

� 本町ࠊ࡚࠸࠾地震・津波ࡿࡼ災害ࡀ発生ࠊࡋ又ࡣ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊࡣ住民ࡢ生命࣭

財産ࢆ災害ࡽ守ࠊࡵࡓࡿ町及ࡧ防災関係機関ࡣ状況応ࡓࡌ有効࡞対策及ࡧ行動ࢆ行ࠊࡶ࠺

速ࡸ必要࡞体制ࢆ確立ࠊࡋ災害応急対策ࡢ実施万全ࢆ期ࠋࡿࡍ�

１ 幕別町災害対策本部 

幕別町災害対策本部㸦以下ࠕ本部ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡣ基本法及ࡧ幕別町災害対策本部条例㸦昭和��年㸱

月��日条例第㸱号㸧基࡙ࠊ࡚࠸災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ災害ࡀ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊࡣ町防災

会議密接࡞連絡ࡶࡢ設置ࠊࡋ災害予防ࠊ応急対策ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

�図表㸱�㸯�㸯ࠕࡣ災害対策本部組織図ࠊ࠾࡞ 本部組織図ࠖࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

２ 本部の設置基準�

� 本部ࡢ設置ࠊࡣ基本法第��条の２第８項ࡢ規定ࠊࡾࡼ次ࡢ各号ࡢ一該当ࠊࡋ町長ࡀ必要認ࡵ

�ࠋࡿࡍ設置ࡁࡿ

����� 震度㸳㸦弱㸧以上ࡢ地震ࡀ発生ࡁࡓࡋ�

����� 震度㸲以下࡛ࠊࡶ࡚ࡗ࠶地域的災害対策ࢆ要ࡿࡍ被害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿࡍ恐ࡁࡿ࠶ࡀࢀ�

����� 大規模࡞火災ࠊ爆発等ࡀ発生ࡢࡑࠊࡋ規模及ࡧ範囲࡚ࡋࡽ特総合的࡞対策ࢆ要ࡁࡿࡍ�

����� �ࡁࡿ࠶ࡀࢀ恐ࡿࡍ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡀ災害ࡍࡰ及ࢆ影響ࡿ࡞重大町民生活ࡀ他災害ࡢࡑ

３ 本部設置の周知�

� 本部ࢆ設置ࠊࡣࡁࡓࡋ直ࡕ関係者ࠊ機関等周知ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍ職員及ࡧ関係機関ࡢ情報伝達ࡢ

方法ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ本章�第㸱節�災害情報等ࡢ収集ࠊ伝達計画ࠖ定ࠋࡿࡵ�

����� 全職員㸦庁内放送ࠊ電話、庁内ＬＡＮ、メール㸧�

����� 防災関係機関ࠊ十勝総合振興局及ࡧ報道機関㸦有線࣭無線電話ࠊ伝令㸧�

����� 一般住民ࡢ周知㸦報道機関ࡢ広報協力ࠊ広報車ࠊ電話、ＦＡＸ、メールࠊ防災行政無線࣍ࠊ

�㸧ࢪ࣮࣒࣮࣌

４ 本部設置場所�

����� 本部ࡣ幕別町役場設置ࠋࡿࡍ�

� � � この場合、本部機能として役場（町民課）に本部情報連絡室、忠類総合支所（地域振興課）に

忠類地域情報連絡室、札内支所に札内地域情報連絡室を同時に設置する。（「本設 ８ 本部運営」

を参照） 

   ただし、無線基地局については、「本編 第５章第２節災害通信計画 ３専用通信設備 (2)

無線通信施設の利用」の定めによる。 

���� �本部ࢆ設置ࠊࡣࡁࡓࡋ本庁舎正面玄関及ࡧ本部前本部標識板ࢆ掲示ࠋࡿࡍ�

５ 現地本部の設置�
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����� 本部長ࠊࡣ早急࡞諸対策ࢆ行ࡵࡓ࠺必要認ࠊࡣࡁࡿࡵ災害発生地域現地本部ࢆ設置ࡍ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ

����� 現地本部ࠊࡣ現地本部長及ࡧ現地本部員等ࢆ置ࠊࡁ本部長ࡀ指名ࡿࡍ者ࠋࡿ࡚࠶ࢀࡇ࡚ࡗࡶࢆ�

����� 現地本部長ࠊࡣ常本部連絡ࢆ保ࠊࡕ的確࡞指示ࠊ情報交換ࠊࡾࡼ適切࡞措置ࢆ講ࠋࡿࡎ�

６６ 本部の廃止�

����� 本部長ࠊࡣ次ࡢ各号ࡢ一該当ࡿࡍ場合廃止ࠋࡿࡍ�

� 当町ࡢ地域࡚࠸࠾災害発生ࡢ危険ࡀ解消ࡁࡓࡋ�

� 災害関ࡿࡍ応急対策措置ࡀ概ࡡ完了ࡁࡓࡋ�

�࢘ 公共機関及ࡧ公共的機関ࡢ災害応急措置ࡀ概ࡡ完了ࠊࡋ町民生活障害ࡿ࡞状況ࡀ解消ࡉ

�ࡁࡿࡵ認ࡓࢀ

����� 本部ࢆ廃止ࠊࡣࡁࡓࡋ各防災機関ࠊ十勝総合振興局ࠊ報道機関等通知ࠋࡿࡍ�

����� 廃止後ࠊࡶ࡚࠸࠾災害事務ࠊ救済策ࡢ実施ࢆ要ࡿࡍ場合ࢀࡒࢀࡑࠊࡣ本来業務ࢆ所掌ࡿࡍ部

課業務ࢆ引ࡁ継ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡂ関係部課࡚࠸࠾対策業務ࢆ執ࡾ行ࠋ࠺�

� 全体状常ࠊࡵ求ࢆ報告ࡢࡽ各部ࠊ࡚࠸ࡘ遂行状況等ࠊ内容ࡢ業務ࠊࡣ町民課ࠊ場合ࡢࡇ

況ࢆ把握ࡓࡲࠊࡋ必要࡞指示ࢆ行ࠋ࠺�

７ 本部の組織及び事務所掌�

����� 本部部及ࡧ班ࢆ置ࡃ�

����� 本部ࡢ組織ࠕࡣ図表㸱�㸯�㸯�本部組織図ࠖࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

����� 部࣭班ࡢ名称ࠊ部長࣭班長ࡿࢀࡽ࡚࠶職員ࠊ担当ࡿࡍ部課及ࡢࢀࡒࢀࡑࡧ部࣭班ࡢ所掌事

務ࠕࡣ別表㸱�㸯�㸯�本部ࡢ業務分担ࠖࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

����� 各班ࡢ編成及ࡧ所掌事務ࠊࡣ原則ࠕ࡚ࡋ図表㸱�㸯�㸯�本部組織図ࠖࠕࠊ別表㸱�㸯�㸯�本

部ࡢ業務分担 �ࠋ࠺行ࢆ活動࡞適切ࠊ࠸行ࢆ࠼編成替ࠊ部内࡛調整ࡾࡼ災害状況等ࠊࡀࡿࡼࠖ

� �ࠋࡿࡍ報告本部ࠊࡶࡿࡍ指示ࠊࡵ定ࡀ各部長ࡣ変更分担事務ࡢ部内࡛ࠊ場合ࡢࡇ

����� 災害状況ࡣࡓࡲࠊ特必要認ࠊࡣࡁࡿࡵ本部長ࠕࡣ図表㸱�㸯�㸯�本部組織図ࠖ異ࡿ࡞

編成ࢆ各部࣭班指示ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

８ 本部の運営�

� 本部ࡀ設置ࡓࢀࡉ場合ࠊ本部ࠕ本部会議ࠖࠕࠊ本部情報連絡室ࠖ、忠類総合支所にࠕ忠類地域

情報連絡室ࠖ及び札内支所に「札内地域情報連絡室」ࢆ置ࠋࡃ�

����� 本部会議ࠊ本部情報連絡室ࠊ忠類地域情報連絡室、札内地域情報連絡室�

� 本部会議ࡣ本部長ࠊ副部長ࠊ対策部長࡚ࡗࡶࢆ構成ࠋࡿࡍ�

�㺏��� 本部長� � 町長�

町長ࡀ不在等ࡢ場合ࠊࡣ次ࡢ順位࡛ࡢࡑ任務ࠋࡿࡓ࠶�

� 㹟㸬副町長�
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� 㹠㸬教教育長�

�㺐��� 副本部長� 副町長ࠊ教育長�

�㺑��� 対策部長� � � � � � 部長職ࡿ࠶者�

�㺒��� 本部情報連絡室員� � 町民課職員及ࡧ本部長ࡀ指名ࡓࡋ職員�

�㺓��� 忠類地域情報連絡員� 地域振興課職員及ࡧ本部長ࡀ指名ࡓࡋ職員�

(ｶ)  札内地域情報連絡員 札内支所職員及び本部長が指名した職員 

� 本部会議ࡢ協議事項�

�㺏��� 本部ࡢ非常配備体制ࡢ確立及ࡧ廃止関ࡇࡿࡍ�

�㺐��� 災害情報ࠊ被害状況ࡢ分析関ࡇࡿࡍ�

�㺑��� 災害予防及ࡧ災害応急対策ࡢ実施並ࡧ総合調整関ࡇࡿࡍ�

�㺒��� 職員ࡢ配備体制ࡢ切ࡾ替࠼及ࡧ廃止関ࡇࡿࡍ�

�㺓��� �事項࡞重要ࡿࡍ関他災害対策ࡢࡑ

�࢘ 本部会議ࡢ開催�

�㺏��� 本部会議ࠊࡣ本部長ࡀ必要ࡾࡼ招集ࠊࡋ開催ࠋࡿࡍ�

�㺐��� 各対策部長ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ所管事項࡚࠸ࡘ会議必要࡞資料ࢆ提出ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ�

�㺑��� 各対策部長ࠊࡣ必要ࡾࡼ所属ࡢ職員ࢆ伴࡚ࡗ会議出席ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

�㺒��� 各対策部長ࠊࡣ会議ࡢ招集ࢆ必要認ࡣࡁࡿࡵ副本部長ࡢࡑ旨ࢆ申ࡋ出ࠋࡿ�

����� 本部情報連絡室࣭忠類地域情報連絡室・札内地域情報連絡室�

� 本部情報連絡室、忠類地域情報連絡室及び札内地域情報連絡室ࠊࡣ災害関ࡿࡍ情報等ࡢ

収集及ࡧ受理ࠊ災害対策係ࡿ指令ࡢ伝達等ࡢ事務ࠋࡿࡓ࠶�

� 本部情報連絡室ࠊࡣ民生部町民課置ࠊࡁ構成ࡣ次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

�㺏��� 室� 長� � 民生部長� 㸦民生対策部長㸧�

�㺐��� 副室長� � 町民課長� 㸦庶務班長㸧�

�㺑��� 室� 員� � 町民課職員㸦庶務班員㸧�

�㺒��� 連絡員� � 各対策部長ࡀ指名ࡓࡋ職員ࠋࡿ࡚࠶࡚ࡗࡶࢆ�

�࢘ 忠類地域情報連絡室ࠊࡣ忠類総合支所地域振興課置ࠊࡁ構成ࡣ次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

�㺏��� 室� 長� � 忠類総合支所長㸦忠類地域対策部長㸧�

�㺐��� 副室長� � 地域振興課長� 㸦庶務班長㸧�

�㺑��� 室� 員� � 地域振興課職員㸦庶務班員㸧�



地震・津波防災計画編 第３章 災害応急対策計画 

�

第３－１節 応急活動体制 

��

�㺒��� 連絡員� � 各対策部長ࡀ指名ࡓࡋ職員ࠋࡿ࡚࠶࡚ࡗࡶࢆ�

� エエ 札内地域情報連絡室は、札内支所に置き、構成は次のとおりとする。 

(ｱ)  室 長  札内支所長（札内地域対策部長） 

(ｲ)  副室長  札内支所次長（庶務班長） 

(ｳ)  室 員  札内支所職員（庶務班員） 

(ｴ)  連絡員  各対策部長が指名した職員をもってあてる。 

�

オ� 室長ࠊࡣ災害ࡢ規模ࠊ状況等応ࠊ࡚ࡌ必要࡞部ࡢ情報連絡員ࢆ本部情報連絡室、忠類地

域情報連絡室及び札内地域情報連絡室常駐ࠊࡏࡉ所属部ࡢ災害情報連絡責任者ࡢ連絡

�ࠋࡿࡏࡽࡓ࠶

����� 災害情報連絡責任者�

� 各対策部長ࡵࡌࡽ࠶ࠊࡣ所属職員ࡢ中ࡽ災害情報連絡責任者㸦以下ࠕ情報連絡責任者ࠖ

地域振興課ࡧ町民課及ࡾࡼ様式㸱�㸯�㸯�非常配備編成計画書ࠖࠕࠊࡋ指名ࢆ㸧ࠋ࠺࠸

報告ࠋࡿࡍ�

� 情報連絡責任者ࡢ業務ࡣ次ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ�

�㺏��� 所属部内ࡢ職員ࡢ動員ࠊ配備体制ࡢ状況把握�

�㺐��� 所属部所掌事務係ࡿࢃ災害ࠊ被害状況ࡢ調査収集�

�㺑��� 応急対策ࡢ実施ࠊ活動状況ࡢ把握�

�㺒��� 応急災害対策実施係ࡿ災害関ࡿࡍ情報㸦以下ࠕ災害情報等ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢ取ࡵࡲࡾ�

�㺓��� 本部情報連絡室忠類地域情報連絡室及び札内地域情報連絡室ࡢ情報伝達及ࡧ所属

部内ࡢ連絡調整�

� 原ࠊࡣ情報伝達ࡢ忠類地域情報連絡室及び札内地域情報連絡室ࡧ本部情報連絡室及ࠊ࠾࡞

則࡚ࡋ連絡室常駐係員ࢀࡒࢀࡑ部ࡢ情報連絡員ࢆ通࡚ࡌ行ࠊࡓࡲࠋ࠺忠類地域情報連絡室

及び札内地域情報連絡室ࠊࡣ地域ࡢ情報連絡責任者ࠕࡢࡽ災害情報等 ࠊࡵࡲࡾ࡚࠸ࡘࠖ

本部情報連絡室報告ࠋࡿࡍ�

�࢘ 前項ࠕࡢ災害情報等ࠖࡢ報告ࠕࠊࡣ本章�第㸱節�災害情報等ࡢ収集ࠊ伝達計画ࠖ定ࠋࡿࡵ�

９ 複合災害発生時の体制�

複合災害が発生した場合において、現地本部が複数設置された場合は、重複する要員の所在調整、

情報の収集・連絡・調整のための要員の相互派遣、合同会議の開催等に努めるものとする。現地本部

担当部局が異なる場合には、統合を含めた具体的な連携方策をあらかじめ定めておくものとする。現

地本部についても、必要に応じて、同様の配慮を行うものとする。 

１０ 職員災害非常配備体制 

����� 本部ࠊࡣ被害ࡢ防除及ࡧ軽減並ࡧ災害発生後ࡿࡅ࠾応急対策ࡢ迅速ࡘ強力࡞推進ࢆ図ࡿ

�ࠋࡿࢆ非常配備体制ࠊࡵࡓ
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� ࡇࡿࢆ配備体制ࡾࡼ基準ࡿࡍ関非常配備ࠊࡶ࡚ࡗ࠶場合࠸࡞ࢀࡉ設置ࡀ本部ࠊࡋࡔࡓ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀ

����� 非常配備ࡢ種別ࠊ配備体制ࠊ活動内容等ࡢ基準ࠕࠊࡣ別表㸱�㸯�㸰�幕別町職員災害非常配備体

制表ࠖࡋࡾ࠾ࡢ配備ࡢ決定ࡣ本部長ࡀ行ࠋ࠺�



地震・津波防災計画編 第３章 災害応急対策計画 

�

第３－１節 応急活動体制 

��

図表３�１�１ 本部組織図   �

消防組織法・水防法、その他
法令に基づく協力団体

本 部 会 議
　総務班（班長　総務課長）
　標準支援　第２支援班（班長　議会事務局課長）

本 部 長 　標準支援　第４支援班（班長　監査委員事務局長）

（ 教 育 長 ） 　衛生班（班長　町民課長）
　保健班（班長　保健課長）

本 部 員 　福祉班（班長　福祉課長）

（ 町 長 ）
副 本 部 長 　広報渉外班（班長　企画室参事）
（ 副 町 長 ）

経 済 部 長 　農林支援班（班長　農業委員会事務局長）
建 設 部 長 　土地改良班（班長　土地改良課長）

総 務 部 長 　福祉支援班（班長　こども課長）
企 画 室 長
民 生 部 長 　農林班（班長　農林課長）

議 会 事 務 局 長

忠 類 総 合 支 所 長 　土木班（班長　土木課長）

教 育 部 長 　土地改良支援班（班長　農業振興担当参事）

札 内 支 所 長 　商工観光班（班長　商工観光課長）

　学校教育班（班長　学校教育課長）
本 部 情 報 連 絡 室 　学校教育支援班（班長　給食センター所長）

出 納 室 長 　都市施設班（班長　都市施設課長）

消 防 長 　水道班（班長　水道課長）

室 長 民 生 部 長 　社会教育班（班長　生涯学習課長）
副 室 長 町 民 課 長 　社会教育支援班（班長　図書館長）

　標準支援　第３支援班（班長　会計課長）

忠 類 地 域 情 報 連 絡 室 　標準支援　第１支援班（班長　税務課長）

室 長 忠類総合支所長

室員(庶務班) 町 民 課 職 員

　札内地域班（班長　札内支所次長）

札 内 地 域 情 報 連 絡 室 　総務・広報・衛生班（班長　地域振興課長）
室 長 札 内 支 所 長 　保健・福祉班（班長　保健福祉課長）

副 室 長 地 域 振 興 課 長 　糠内地域班（班長　糠内出張所長）

室員(庶務班) 地域振興課職員

副 室 長 札 内 支 所 次 長 　経済建設班（班長　経済建設課長）
室員(庶務班) 札 内 支 所 職 員 　経済建設支援班（班長　忠類総合支所長兼務）

　第４支援班（班長　監査委員事務局長）

幕別消防団長 　第１支援班（班長　税務課長）
　第２支援班（班長　議会事務局課長）
　第３支援班（班長　会計課長）

　（班員　農業委員会忠類支局）
　教育班（班長　忠類総合支所長兼務）
　（班員　生涯学習課、忠類学校給食センター）

幕別消防署長

総 務 対 策 部

広 報 渉 外 部
（ 部 長 企 画 室 長 ）

民 生 対 策 部
（ 部 長 民 生 部 長 ）

経 済 対 策 部
（ 部 長 経 済 部 長 ）

建 設 対 策 部
（ 部 長 建 設 部 長 ）

文 教 対 策 部
（ 部 長 教 育 部 長 ）

糠 内 地 域 対 策 部
（ 部 長 出 納 室 長 ）

支 援 対 策 部
（部長 議会事務局長）

忠 類 地 域 対 策 部
（部長 忠類総合支所長）

札 内 地 域 対 策 部
（ 部長 札内支所長 ）
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別表３-１-１ 本部の業務分担 

ͤ 避難所担当職員ࠊࡣ避難所ࡢ開設指示ࡓࡗ࠶ࡀ場合ࠊ原則ࡢࡇࠊ࡚ࡋ所掌事務優先࡚ࡋ対応ࡿࡍ

 ࠋࡿࡍࡢࡶ

部名�
班� � � 名�

㸦属ࡿࡍ課㸧�
所� � 掌� � 事� � 項�

本
部
情
報
連
絡
室

 

庶� 務� 班�

㸦町民課㸧�

㸯㸬防災会議及ࡧ防災関係機関ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬本部ࡢ庶務及ࡧ各部ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬消防機関ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬関係団体ࠊ住民組織等ࡢ連絡及ࡧ出動要請関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬各地区ࡢ情報連絡関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬本部会議及ࡧ本部情報連絡関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬気象警報ࠊ雨量ࠊ河川水位等ࡢ情報収集関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬通信連絡機能ࡢ確保関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬災害状況ࡢ取ࡵࡲࡾ関ࡇࡿࡍ�

��㸬災害日誌及ࡧ災害記録関ࡇࡿࡍ�

��㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

忠
類
地
域
情
報
連
絡
室

 

庶� 務� 班�

㸦地地域振興課㸧�

�

㸯㸬忠類地域対策部ࡢ庶務及ࡧ各部ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬消防機関ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬本部情報連絡室ࡢ情報連絡関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬気象警報ࠊ雨量ࠊ河川水位等ࡢ情報収集関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬通信連絡機能ࡢ確保関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬関係団体ࠊ住民組織等ࡢ連絡及ࡧ出動要請関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬各地区ࡢ情報連絡関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬災害状況ࡢ取ࡵࡲࡾ関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬災害日誌及ࡧ災害記録関ࡇࡿࡍ�

��㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

札
内
地
域
情
報
連
絡
室

 

庶 務 班 

（札内支所）�

１．札内地域対策部の庶務及び各部との連絡調整に関すること 

２．消防機関との連絡調整に関すること 

３．本部情報連絡室への情報連絡に関すること 

４．気象警報、雨量、河川水位等の情報収集に関すること 

５．通信連絡機能の確保に関すること 

６．関係団体、住民組織等の連絡及び出動要請に関すること 

７．各地区との情報連絡に関すること 

８．災害状況の取りまとめに関すること 

９．災害日誌及び災害記録に関すること 

10．その他特命事項に関すること�
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総

 

務

 

対

 

策

 

部

 

総� 務� 班�

㸦総務課㸧�

㸯㸬本部職員ࡢ非常招集関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬本部職員ࡢ衣服ࠊ食糧及ࡧ寝具ࡢ調達供給関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬本部長ࠊ副本部長ࡢ秘書関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬自衛隊ࡢ派遣要請（（撤収含む）及び報告関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬国࣭道対ࡿࡍ要請及ࡧ報告関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬他町村等ࡢ応援要請関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬食糧及び生活物資等の災害時必要品ࡢ手配及ࡧ調達関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬避難所ࠊ炊ࡁ出ࡋ所及ࡧ救護所ࡢ設営工事関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬被災地域住民ࡢ避難誘導関ࡇࡿࡍ�

��㸬被災地応急物資及ࡧ支所職員ࡢ輸送関ࡇࡿࡍ�

��㸬被災地応急物資及ࡧ本部職員ࡢ輸送関ࡇࡿࡍ�

��㸬災害時ࡿࡅ࠾電力ࡢ確保関ࡇࡿࡍ�

��㸬町有財産ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

��㸬町有財産㸦教育施設ࢆ除ࡃ㸧ࡢ応急利用関ࡇࡿࡍ�

��㸬災害対策ࡢ予算及ࡧ資金関ࡇࡿࡍ�

16．労務供給対策に関すること。 

17㸬災害応急対策従事者ࡢ公務災害補償関ࡇࡿࡍ�
18．他の部の主管に属さないこと�
19㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

広

 

報

 

渉

 

外

 

部

 

広報渉外班�

㸦企画室㸧�

㸯㸬住民関ࡿࡍ警報ࠊ避難命令ࠊ災害情報等ࡢ広報関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬町内ࡢ被害現場ࡢ写真撮影関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬災害報道記事及ࡧ災害状況写真等ࡢ収集関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬本部ࡀ行࠺発表及ࡧ報道機関ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬災害関ࡿࡍ相談ࠊ苦情等ࡢ処理関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬自衛隊及ࠊࡧ国ࠊ道ࡢ支援要請後ࡢ受入ࢀ関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬国ࠊ道ࠊ関係機関ࡢ災害復旧陳情等ࡢ調整関ࡇࡿࡍ�

８．国、地方公共団体等からの災害視察者に関すること。 

９．災害見舞者及び視察者の対応、接遇に関すること（被災者家族の対応

含む） 

10㸬災害復旧総合計画ࡢ調整関ࡇࡿࡍ�

11㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

民

 

生

 

対

 

策

 

部

 

衛� 生� 班�

㸦町民課㸧�

㸯㸬被災地ࡢ環境衛生保持関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬災害時ࡢ清掃計画ࡢ作成及ࡧ実施関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬被災地ࡢ清掃及ࡧ廃棄物ࡢ処理関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬防疫業務関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

保健班�

㸦保健課㸧�

㸯㸬被災者ࡢ生活関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬医療施設ࡢ災害対策関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬医療施設ࡢ被害調査関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬医療救護関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬被災地ࡢ伝染病予防及ࡧ患者ࡢ収容関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬応急救護所ࡢ開設及ࡧ管理関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬医療機関ࠊ医師等ࡢ動員計画ࡢ作成及ࡧ実施関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬救急薬品ࡢ供給関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬死体ࡢ収容安置関ࡇࡿࡍ�

��㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�
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福� 祉� 班�

㸦福祉課㸧�

㸯㸬要要配慮者安否確認及ࡧ被害調査関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬社会福祉施設ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬要配慮者対ࡿࡍ避難誘導等ࡢ安全確保関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬福祉避難所ࡢ開設ࠊ管理及ࡧ実施関ࡇࡿࡍ�

５㸬義援金品等ࡢ受付、保管及ࡧ配分関ࡇࡿࡍ�

６㸬災害ࡢࢸࣥࣛ࣎受入ࢀ関ࡇࡿࡍ�

７㸬日本赤十字社救助活動ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

８．被災者に対する各種福祉資金に関すること�

９㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

福祉支援班 

（こども課）�

１．保育園児及び学童保育児童の避難、誘導等の安全確保に関すること 

２．児童福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること 

３．福祉班の支援に関すること 

４．その他特命事項に関すること 

経

 

済

 

対

 
策

 
部

 

農� 林� 班�

㸦農林課㸧�

㸯㸬農地ࠊ山林ࠊ農畜産林業施設ࠊ農林産物及ࡧ家畜等ࡢ被害調査並ࡧ応

急対策関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬被災農林業者対ࡿࡍ援護対策関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬被災地ࡢ病害虫ࡢ防疫関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬被災地ࡢ家畜ࡢ伝染病予防及ࡧ防疫関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬林野ࡢ火災予防関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬林野火災ࡢ被害調査関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬災害時ࡿࡅ࠾農林業関係機関ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

農林支援班�

㸦農業委員会㸧�

㸯㸬災害時ࡢ農林畜産関係資金ࡢ融資関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬飼料ࡢ確保関ࡇࡿࡍ�

３．農林班の支援に関すること 

４㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

土地改良班�

㸦土地改良課㸧�

㸯㸬土地改良施設ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬土地改良施設ࡢ災害復旧工事関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬幕別࣒ࢲ関ࡿࡍ状況調査及ࡧ関係機関ࡢ調整関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

土地改良支援班 

（農業振興担当）�

１．土地改良施設の被害調査及び応急対策に関すること 

２．土地改良班の支援に関すること 

３．その他特命事項に関すること�

商工観光班�

㸦商工観光課㸧�

㸯㸬商工業関係被害ࡢ調査関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬災害時ࡿࡅ࠾商工業関係機関ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬被災商工業者ࡢ金融相談及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬災害時ࡢ消費物資ࡢ確保及ࡧ物価安定対策関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬観光施設ࡢ災害対策ࠊ被害調査関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬入込客対策関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬労務供給対策関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�
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建

 

設

 

対

 

策

 

部

 

土� 木� 班�

㸦土木課㸧�

㸯㸬道路ࡢ通行禁止及ࡧ制限ࡢ措置ࡢ総合調整関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬道路ࠊ河川ࠊ橋梁及ࡧ堤防等ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬危険水防区域ࡢ警戒巡視関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬治水計画ࡢ実施ࡢ࡚࠸ࡘ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬土木施設関ࡿࡍ災害復旧工事関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬障害物ࡢ除去関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬派遣自衛隊ࡢ誘導ࠊ撤収及ࡧ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

８８．食糧及び応急資機材等の輸送路に関すること 

９．災害交通路線調査及び運行路線の確保に関すること 

10．砂利道等の災害復旧に関すること 

11．応急作業用車両等の確保及び輸送に関すること 

12．災害時の車両の確保及び配車に関すること 

13㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

都市施設班 

㸦都市施設課㸧 

１．公営住宅の被害調査及び応急対策に関すること 

２．応急仮設住宅の建設に関すること 

３．被災住宅の応急措置に関すること 

４．被害家屋等の被害調査に関すること 

５．被害家屋等の応急危険度判定に関すること 

６㸬公園ࠊ緑地ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ 

７㸬公園ࠊ緑地ࡢ災害復旧工事関ࡇࡿࡍ 

８㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

水道班�

㸦水道課㸧�

㸯㸬上下水道施設ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬浸水防止対策関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬機動給水関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬応急給水所ࡢ設置及ࡧ応急給水ࡢ周知関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬配水調整関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬水源及ࡧ配水施設ࡢ管理関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬給水機器ࡢ確保及ࡧ輸送関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬被災上下水道施設ࡢ応急修理関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬上下水道施設ࡢ災害復旧工事関ࡇࡿࡍ�

��㸬水質ࡢ保全及ࡧ水源河川状況調査関ࡇࡿࡍ�

��㸬上下水道施設ࡢ災害伴࠺相互応援関ࡇࡿࡍ�

��㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

文

 

教

 

対

 

策

 

部

 

学校教育班�

㸦学校教育課㸧�

㸯㸬学校教育施設ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬被災学校教育施設ࡢ写真撮影及ࡧ収集関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬学校教育施設ࡢ災害復旧工事関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬児童生徒ࡢ安全確保及ࡧ教護関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬学校教育施設ࡢ応急利用関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬各小࣭中学校ࠊ高校及ࡧ幼稚園ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬被災学校ࡢ医療及ࡧ防疫関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬教職員ࡢ動員関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

学校教育支援班�

㸦幕別給食ࢱࣥࢭ

࣮㸧�

㸯㸬災害時ࡢ学校給食関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬学校教育班ࡢ支援関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�
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社会教育班�

㸦生涯学習課㸧�

㸯㸬社会教育施設ࡢ被害調査及ࡧ応急対策実施関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬社会教育施設利用者ࡢ避難誘導等ࡿࡼ安全確保関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬社会教育施設ࡢ応急利用関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

社会教育支援班�

㸦図書館㸧�

㸯㸬教科書及ࡧ学用品ࡢ調達並ࡧ支給関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬社会教育班ࡢ支援関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

札
内
地
域
対
策
部

  

札内地域班�

㸦札内支所㸧�

㸯㸬災害対策本部のうち、札内地区の災害情報の収集及び報告を行い、本

部との十分な連携を図ること�

㸰㸬本部各班関連対策業務の報告関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬各班ࡢ緊急支援関ࡇࡿࡍ�

４．支所職員の非常招集に関すること 

５．支所職員の衣服、食糧及び寝具の調達供給に関すること 

㸴㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

糠
内
地
域
対

策
部

 

糠内地域班 

（糠内出張所）�

１．災害情報の収集及び報告に関すること 

２．本部各班関連対策業務報告に関すること 

３．各班への緊急支援に関すること 

４．その他特命事項に関すること�

支
援
対
策
部

 

第㸯㹼㸲支援班�

㸦税� 務� 課㸧�

㸦議会事務局㸧�

㸦会� 計� 課㸧�

㸦監査委員事務局㸧�

㸯㸬被災地ࡢ災害応急物品等ࡢ手配ࠊ調達関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬被災地ࡢ応急物資ࡢ輸送支援関ࡇࡿࡍ�

３．札内地域班、糠内地域班の緊急支援に関すること 

４㸬３以外の各班ࡢ緊急支援関ࡇࡿࡍ�

５㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

忠
類
地
域
対
策
部

 

忠類地域対策部�

㸦共通事項㸧�

㸯㸬災害対策本部ࠊࡕ࠺ࡢ忠類地区ࡢ応急対策ࢆ実施ࡇࡿࡍ�

㸰㸬被害情報収集࣭対策࡞本部ࡢ連携ࢆ十分図ࡇࡿ�

総務࣭広報・衛生

班�

㸦地域振興課㸧�

㸯㸬支所職員ࡢ非常招集関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬支所職員ࡢ衣服ࠊ食糧及ࡧ寝具ࡢ調達供給関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬災害応急物品等ࡢ手配及ࡧ調達関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬避難所ࠊ炊ࡁ出ࡋ所及ࡧ救護所ࡢ設営工事関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬避難所ࡢ開設ࠊ管理及ࡧ実施関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬被災地域住民ࡢ避難誘導関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬被災地応急物資及ࡧ支所職員ࡢ輸送関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬災害時ࡿࡅ࠾電力ࡢ確保関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬町有財産ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

��㸬町有財産㸦教育施設ࢆ除ࡃ㸧ࡢ応急利用関ࡇࡿࡍ�

��㸬住民関ࡿࡍ警報ࠊ避難命令ࠊ災害情報等ࡢ広報関ࡇࡿࡍ�

12．被災地の環境衛生保持に関すること 

13．災害時の清掃計画の作成及び実施に関すること 

14．被災地の清掃及び廃棄物の処理に関すること 

15．防疫業務に関すること�

�ࡇࡿࡍ関他特命事項ࡢࡑ�16
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保健࣭福祉班�

㸦保健福祉課㸧�

㸯㸬被災者ࡢ生活関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬医療施設ࡢ被害調査関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬被災地ࡢ伝染病予防及ࡧ患者ࡢ収容関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬応急救護所ࡢ開設及ࡧ管理関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬医療機関ࠊ医師等ࡢ動員計画ࡢ作成及ࡧ実施関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬救急薬品ࡢ供給関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬死体ࡢ収容安置関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬要要配慮者安否確認及ࡧ被害調査関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬社会福祉施設ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

��㸬要配慮者対ࡿࡍ避難誘導等ࡢ安全確保関ࡇࡿࡍ�

����災害ࡢࢸࣥࣛ࣎受入ࢀ関ࡇࡿࡍ�

��㸬保育園児及び学童保育児童ࡢ避難ࠊ誘導等ࡢ安全確保ࠊ応急救護関

�ࡇࡿࡍ

��㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

経済建設班�

㸦経済建設課㸧�

㸯㸬農地ࠊ山林ࠊ農畜産林業施設ࠊ農林産物及ࡧ家畜等ࡢ被害調査並ࡧ応

急対策関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬被災農林業者対ࡿࡍ援護対策関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬被災地ࡢ病害虫ࡢ防疫関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬被災地ࡢ家畜ࡢ伝染病予防及ࡧ防疫関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬林野火災ࡢ予防ࡧࡼ࠾被害調査関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬災害時ࡿࡅ࠾農林業関係機関ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬土地改良施設ࡢ被害調査ࠊ応急対策及ࡧ災害復旧関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬商工業関係被害調査関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬災害時ࡿࡅ࠾商工業関係機関ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

��㸬被災商工業者ࡢ金融相談及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

��㸬災害時ࡢ消費物資ࡢ確保及ࡧ物価安定対策関ࡇࡿࡍ�

��㸬観光施設ࡢ災害対策ࠊ被害調査関ࡇࡿࡍ�

��㸬入込客対策関ࡇࡿࡍ�

��㸬労務供給対策関ࡇࡿࡍ�

15．道路の通行禁止及び制限の措置の総合調整に関すること 

16．道路、河川、公園、橋梁等の被害調査及び応急対策に関すること 

17．危険水防区域の警戒巡視に関すること 

18．道路、河川、公園、橋梁、上下水道等の災害復旧工事に関すること 

19．障害物の除去に関すること 

20．公営住宅の被害調査及び応急対策に関すること 

21．応急仮設住宅の建設に関すること 

22．被災住宅の応急措置に関すること 

23．被害家屋等の被害調査に関すること 

24．被害家屋等の応急危険度判定に関すること 

25．食糧及び応急資機材等の輸送に関すること 

26．被災交通路線調査及び運行路線の確保に関すること 

27．砂利道等の災害復旧に関すること 

28．応急作業用車両等の確保及び応急資材の調達輸送に関すること 

29．災害時の車両の確保及び配車に関すること 

30．上下水道施設の被害調査及び応急対策に関すること 

31．浸水防止対策に関すること 

32．機動給水に関すること 

33．応急給水所の設置及び応急給水の周知に関すること 

34．配水調整に関すること 

35．水源及び配水施設の管理に関すること 
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�

336．給水機器の確保及び輸送に関すること 

37．水質の保全及び水源河川状況調査に関すること 

38㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

経済建設支援班�

㸦忠類農業委員会㸧�

㸯㸬災害時ࡢ農林畜産関係資金ࡢ融資関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬飼料ࡢ確保関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

教� 育� 班�

㸦生涯学習課㸧�

㸯㸬学校教育施設࣭社会教育施設ࡢ被害調査及ࡧ応急対策関ࡇࡿࡍ�

㸰㸬被災学校教育施設及ࡧ社会教育施設ࡢ写真撮影及ࡧ収集関ࡇࡿࡍ�

㸱㸬学校教育施設及ࡧ社会教育施設ࡢ災害復旧工事関ࡇࡿࡍ�

㸲㸬児童生徒ࡢ安全確保及ࡧ救護関ࡇࡿࡍ�

㸳㸬学校教育施設࣭社会教育施設ࡢ応急利用関ࡇࡿࡍ�

㸴㸬各小࣭中学校ࡢ連絡調整関ࡇࡿࡍ�

㸵㸬被災学校ࡢ医療及ࡧ防疫関ࡇࡿࡍ�

㸶㸬災害時ࡢ学校給食関ࡇࡿࡍ�

㸷㸬教職員ࡢ動員関ࡇࡿࡍ�

��㸬教科書及ࡧ学用品ࡢ調達並ࡧ支給関ࡇࡿࡍ�

��㸬社会教育施設利用者ࡢ避難誘導等ࡿࡼ安全確保関ࡇࡿࡍ�

��㸬ࡢࡑ他特命事項関ࡇࡿࡍ�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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別表３�１�２ 幕別町職員非常配備体制表�

【地震・・津波発生時の非常配備体制】�

区� � 分� 【 第 １ 種 非 常 配 備 体 制 】 

配備基準�

１ 被害ࡣ軽微見込ࠊࡀࡿࢀࡲ公共施設及ࡧ町内ࡢ状況ࢆ掌握ࡿࡍ必要ࡿ࠶ࡀ

�㸦目安㸸震度㸲㸧ࡁࡓࡋ発生ࡀ地震ࡢ程度ࡿࢀࡽࡵ認

２ 太平洋沿岸に「津波注意報」が発表されたとき。 

３ 地震・津波による災害が発生するおそれがあり、町民課長及び地域振興課長

が必要と認めるとき�

活動内容�

㸯� 町民課長及ࡧ地域振興課長ࠊࡣ地震・津波関ࡿࡍ情報ࡢ収集ࢆ図ࠊࡾ必要

�ࠋࡿࡍ通知ࢆ状況関係部課長࡚ࡌ応

㸰� 関係部課長ࠊࡣ次ࡢ措置ࡢࡑࠊࡾࢆ状況ࢆ町民課長及ࡧ地域振興課長報

告ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

� 初期災害対策活動ࠋࡿࡓ࠶�

� 災害対策関係ࡿࡍ協力関係機関及ࡧ住民ࡢ連絡ࠊࡶࡿࡓ࠶関

係施設ࡢ被害状況ࡢ把握努ࠋࡿࡵ�

㸱� ࡿࡍ㸦自宅㸧待機࠼備移行ࡢ第㸰種非常配備体制ࠊࡣ部課長ࡢ他ࡢࡑ

�ࠋࡿࡍ指示ࢆ㸦自宅㸧待機ࡋ対所属職員ࠊࡶ

区� � 分� 【 第 ２ 種 非 常 配 備 体 制 】災害対策本部設置�

配備基準�

１ 町全体ࡣ࠸ࡿ࠶局地的大࡞ࡁ被害ࡍࡽࡓࡶࢆ地震災害ࡀ発生ࡋたࡁ㸦目

安㸸震度㸳弱又は㸳強㸧�

２ 太平洋沿岸に「津波警報」が発表されたとき。 

３ 町内に地震・津波による被害が発生したとき、または発生するおそれがある

とき。 

活動内容�

㸯� 災害対策本部ࢆ設置ࠊࡋ各部ࡢ指定ࡢ所掌事務ࡾࡼ活動ࠋࡿࡍ�

㸰� 各対策部長ࠊࡣ所掌事務係ࡿ情報ࡢ収集及ࡧ連絡体制ࢆ強化ࠋࡿࡍ�

㸱� 各対策部長ࠊࡣ次ࡢ措置ࡢࡑࠊࡾࢆ状況ࢆ本部長報告ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

� 災害ࡢ現況࡚࠸ࡘ職員周知ࠊࡏࡉ災害発生ࠊࡶ直ࡕ応急活動

�ࠋࡿࡏࡉ非常配備ࢆ人員ࡢ所要࠺ࡼࡿࡁ開始࡛ࡀ

� 発生ࠊࡶ直ࡕ応急活動ࢆ実施ࠊࡋ被災状況࡚࠸ࡘ各体策部長

報告ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

区� � 分� 【 第 ３ 種 非 常 配 備 体 制 】災害対策本部設置�

配備基準�

１ 全域ࡾࡓࢃ甚大࡞被害ࡍࡽࡓࡶࢆ地震災害ࡀ発生ࡋたࡁ㸦目安㸸震度㸴

弱以上㸧�

２ 太平洋沿岸に「大津波警報」（特別警報）が発表されたとき。 

３ 町内に地震・津波による大規模な被害が発生したとき、または発生するおそ

れがあるとき。�

活動内容� 各対策部長ࠊࡣ災害応急対策全力ࢆ傾注�

ͤ� 職員ࡢ配置基準ࠕࠊࡣ別表㸱�㸯�㸱�配置職員ࡢ基準ࠖࠋࡿࡼ�
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別表３-１-３ 配置職員の基準 

【地震・・津波災害の場合】 

部� 課�
第㸯種�

非常配備�

第㸰種�

非常配備�

第㸱種�

非常配備�

総務部�

総務課� �ۑ �۔ �۔

税務課� △� �۔ �۔

札内支所� ○� �۔ �۔

糠内出張所� �ۑ �۔ �۔

企画室� 企画室� �ڹ �۔ �۔

民生部�

保健課� �ۑ �۔ �۔

福祉課� �ۑ �۔ �۔

こども課� ○� �ۑ �۔

町民課� ○・࠙交通防災係ࠚ� �۔ �۔

経済部�

農業振興担当� �ڹ �۔ �۔

農林課� �ڹ �۔ �۔

商工観光課� �ڹ �۔ �۔

土地改良課� �ۑ �۔ �۔

建設部�
土木課� �ۑ �۔ �۔

都市施設課� �ۑ �۔ �۔

水道部� 水道課� �ۑ �۔ �۔

忠類総合

支所�

地域振興課� �ۑ �۔ �۔

保健福祉課� �ۑ �۔ �۔

経済建設課� �ۑ �۔ �۔

出納室� 会計課� � ○� �۔

幕別町農

業委員会�

農業委員会� �ڹ �۔ �۔

忠類支局� �ڹ �۔ �۔

議会事務局� �ڹ �ڹ �۔

監査委員事務局� � � �ڹ

教育�

委員会�

学校教育課� �ۑ �۔ �۔

生涯学習課� �ۑ �۔ �۔

㸦忠類㸧� �ۑ �۔ �۔

幕別学校給食㺜㺻㺞㺎� �ڹ ○� �۔

忠類学校給食㺜㺻㺞㺎� �ڹ ○� �۔

図書館� �ڹ ○� �۔

�ࠊ㸸全職員۔ �ࠊ㸸課長補佐ڹࠊ㸸係長以上ۑ ࠙� � �係ࡿࡍ㸸該当ࠚ

� ͤ本部員㸦部長以上㸧ࠊࡣ第㸯種非常配備体制࡛招集ࠋࡿࡍ 
�  



地震・津波防災計画編 第３章 災害応急対策計画 

�

第３－１節 応急活動体制 

��

様式３-１-１� 非常配備編成計画書 

 
年度�非常配備編成計画書�

� � 㸦� � 月� � 日現在㸧�

内�容�

�

配備�

区分�

� � � � � 部� � � � � 班� 㸦電話連絡先� � � � 課� � � 㸫� � � � � 㸧�

部情報連絡責任者�

職員総数� � � � 名�部情報連絡員�職氏名�

�

課� 名� 係� 名� 職氏名� 車� 種� 台�数� 応急資機材名� 数� 量�

第�㸯�種�

非� � 常�

配備体制�

�

�

�

�

� � � � � �

小� 計� � � � � � � �

第�㸰�種�

非� � 常�

配備体制�

�

�

�

�

� � � � � �

小� 計� � � � � � � �

第�㸱�種�

非� � 常�

配備体制�

�

�

�

�

� � � � � �

小� 計� � � � � � � �

�

�
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第第２節 地震・津波情報伝達計画 

� 地震、津波情報ࢆ迅速ࡘ的確伝達ࡢࡵࡓࡿࡍ計画ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 緊急地震速報 

(1)  緊急地震速報の発表等 

気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想された地域に対し、緊

急地震速報（警報）を発表する。日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ、ラジオを通して住民に提

供する。 

      注） 緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析

することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせ

る警報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に合わない。 

(2)  緊急地震速報の伝達 

気象庁は、地震による被害の軽減に資するため、緊急地震速報を発表し、日本放送協会に伝達

する。また、放送事業者通信事業者等の協力を得て、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を

含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等を用いて広く住民等へ緊急地震速

報の提供に努めるものとする。 

消防庁は、気象庁から受信した緊急地震速報、地震情報、津波警報等を全国瞬時警報システム

（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）により、地方公共団体に伝達するものとする。 

町は、伝達を受けた緊急地震速報を防災行政無線等により、住民等への伝達に努めるものとす

る。 

２ 津波警報等の種類及び内容 

(1)  津波警報等の種類 

䜰㻌 大津波警報及䜃津波警報䠖担当䛩䜛津波予報区䛻䛚䛔䛶䚸津波䛻䜘䜛重大䛺災害䛾䛚䛭䜜䛜䛒䜛

と予想されるとき発表する。 

※� 大津波警報䛿䚸特別警報䛻位置䛵䛡䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛣䛾特別警報䛿䚸名称䛻䛂特別警報䛃䛿用䛔䛪䚸

「大津波警報」の名称で発表られる。したがって、大津波警報が発表された時は、それが津波に

関する特別警報が発表されたという意味になる。 

イ  津波注意報：担当する津波予報区において、津波による災害のおそれがあると予想されるとき発表

する。 

ウ 津波予報：津波による災害のおそれがないと予想されるとき発表する。 

(2)  発表基準・解説・発表される津波の高さ等 

ア 津波警報・注意報 

津波警報

等の種類 
発表基準 

津波の高さ予

想の区分 

発表される津波の高さ 
津波警報等を見聞きし

た場合にとるべき行動 数値での

発表 

定性的表現で

の発表 

大津波警

報（特別

警報） 

予想される津

波の高さが高

いところで３

ｍを超える場

10ｍ＜高さ 10ｍ超 巨大 陸域に津波が浸水する

おそれがあるため、沿

岸部や川沿いにいる人

は、ただちに高台など

５ｍ＜高さ≦

10ｍ 

10ｍ 
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合合 
３ｍ＜高さ≦

５ｍ 

５ｍ 安全な場所へ避難す

る。 

警報が解除されるまで

安全な場所から離れな

い。 

津波警報 予想される津

波の高さが高

いところで１

ｍを超え、３ｍ

以下の場合 

１ｍ＜高さ≦

３ｍ 

３ｍ 高い 

津波注意

報 

予想される津

波の高さが高

いところで0.2

ｍ以上、１ｍ以

下の場合であ

って、津波によ

る災害のおそ

れがある場合 

0.2ｍ＜高さ≦

１ｍ 

１ｍ （表記なし） 陸域では避難の必要は

ない。海の中にいる人

はただちに海から上が

って、海岸から離れる。 

海水浴や磯釣りは危険

なので行わない。注意

報が解除されるまで海

に入ったり海岸に近付

いたりしない。 

㻔注㻕䠍㻌 㻌 䛂津波䛾高䛥䛃䛸䛿䚸津波䛻䜘䛳䛶潮位䛜高䛟䛺䛳䛯時点䛻䛚䛡䜛潮位䛸䚸䛭䛾時点䛻津波䛜䛺

かったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 

   ２ 沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来に間に合わな

い場合がある。 

   ３ 津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新する場合がある。 

   ４ 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報の解除を行う。このうち、津波

の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さが

津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行

う場合がある。 

 

イ  津波予報 

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報で発表す

る。 

 発表基準 発表内容 

津
波
予
報

 

津波が予想されないとき（地震情報に含めて発

表） 

津波の心配なしの旨を発表 

0.2ｍ未満の海面変動が予想されたとき（津波に

関するその他の情報に含めて発表） 

高いところでも0.2ｍ未満の海面変動の

ため被害の心配はなく、特段の防災対応

の必要がない旨を発表 

津波警報等の解除後も海面変動が継続するとき

（津波に関するその他の情報に含めて発表） 

津波に伴う海面変動が観測されており、

今後も継続する可能性が高いため、海に

入っての作業や釣り、海水浴などに関し

ては十分な留意が必要である旨を発表 

 

    

３ 地震・津波に関する情報の種類と内容 
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((1)  地震に関する情報 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 ・震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を

観測した地域名（全国を約190地域に区

分）と地震の揺れの発現時刻を速報 

震源に関する情報 ・震度３以上 

（津波警報または注意報を発表し

た場合は発表しない） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を発表 

「津波の心配がない」または「若干の

海面活動があるかもしれないが被害の

心配はない」旨を付加 

震源・震度に関する

情報 

以下のいずれかを満たした場合 

・震度３以上 

・津波警報または注意報発表時 

・若干の海面変動が予想される場

合 

・緊急地震速報（警報）を発表し

た場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、震度３以上の地域名と

市町村名を発表 

震度５弱以上と考えられる地域で、震

度を入手していない地点がある場合

は、その市町村名を発表 

各地の震度に関する

情報 

・震度１以上 震度１以上を観測した地点のほか、地

震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を発表 

震度５弱以上と考えられる地域で、震

度を入手していない地点がある場合

は、その市町村名を発表 

その他の情報 ・顕著な地震の震源要素を更新し

た場合や地震が多発した場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせ

や地震が多発した場合の震度１以上を

観測した地震回数情報等を発表 

推計震度分布図 ・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに、

１km四方ごとの推計した震度（震度４

以上）を図情報として発表 

遠地地震に関する情

報 

国外で発生した地震について以下

のいずれかを満たした場合等 

・マグニチュード7.0以上 

・都市部など著しい被害が発生す

る可能性がある地域で規模の大き

な地震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）や

その規模（マグニチュード）を概ね30

分以内に発表 

 

日本や国外への津波の影響に関して記

述して発表 

(2)  地震活動に関する解説情報等 

地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び管区・地方気象台等

が関係地方公共団体、報道機関等に提供し、ホームページなどでも発表している資料 

ア 地震解説資料 

担当区域で津波警報・注意報が発表された時や震度４以上の地震が観測された時等に防災等
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にに係る活動の利用に資するよう地震津波情報や関連資料を編集した資料 

イ 管内地震活動図及び週間地震概況 

地震及び津波に係る災害予想図の作成、その他防災に係る関係者の活動を支援するために管

区・地方気象台等で月毎または週毎に作成する地震活動状況等に関する資料、気象庁本庁及び

管区気象台は週毎の資料を作成し（週間地震概況）、毎週金曜日に発表 

 

(3)  津波に関する情報 

       津波警報等が発表された場合には、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなどの津波情

報が発表される。 

 情報の種類 発表内容 

津
波
情
報

 

津波到達予想時刻・予想される津波の高

さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想され

る津波の高さを５段階の数値（メートル単位）

または２種類の定性的表現で発表 

〔発表される津波の高さの値は、２の(2)の（発

表基準・解説・発表される津波の高さ等）参照〕 

各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関

する情報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発

表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（※１） 

沖合の津波観測に関する情報 沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の

観測値から推定される沿岸での津波の到達時刻

や高さを津波予報区単位で発表（※２） 

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表 

（※１）津波観測に関する情報の発表内容について 

 ・ 沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点における最大波の観

測時刻と高さを発表する。 

 ・ 最大波の観測値については、観測された津波の高さが低い段階で数値を発表することによ

り避難を鈍らせるおそれがあるため、当該津波予報区において大津波警報または津波警報が

発表中であり観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、

津波が到達中であることを伝える。 

発表中の津波警報等 発表基準 発表内容 

大津波警報（特別警報） 観測された津波の高さ＞1 ｍ  数値で発表 

観測された津波の高さ≦１ｍ  「観測中」と発表 

津波警報 観測された津波の高さ≧0.2ｍ  数値で発表 

観測された津波の高さ＜0.2ｍ  「観測中」と発表 

津波注意報 （すべて数値で発表） 数値で発表（津波の高さがごく小さ

い場合は「微弱」と表現） 

（※２）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

・ 沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点における最大波の観測時

刻と高さを観測点ごとに、及びこれら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値（第１波



地震・津波防災計画編 第３章 災害応急対策計画 

 ���
第３－２節 地震・津波情報伝達計画

のの到達時刻、最大波の到達時刻と高さ）を津波予報区単位で発表する。 

・ 最大波の観測値及び推定値については、観測された津波の高さや推定される津波の高さが

低い段階で数値を発表することにより避難を鈍らせるおそれがあるため、当該津波予報区に

おいて大津波警報または津波警報が発表中であり沿岸で推定される津波の高さが低い間は、

数値ではなく「観測中」（沖合での観測値）または「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で

発表して、津波が到達中であることを伝える。 

・ ただし、沿岸からの距離が100km を超えるような沖合の観測点では、予報区との対応付け

が困難となるため、沿岸での推定値は発表しない。また、観測値についても、より沿岸に近

く予報区との対応付けができている他の観測点で観測値や推定値が数値で発表されるまで

は「観測中」と発表する。 

発表中の津波警報等 発表基準 発表内容 

大津波警報（特別警報） 沿岸で推定される津波の高さ＞３ 

ｍ  

沖合での観測値、沿岸での推定値と

も数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ≦３ｍ 沖合での観測値を「観測中」、沿岸

での推定値は「推定中」と発表 

津波警報 沿岸で推定される津波の高さ＞１ｍ 沖合での観測値、沿岸での推定値と

も数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ≦１ｍ 沖合での観測値を「観測中」、沿岸

での推定値は「推定中」と発表 

津波注意報 （すべて数値で発表） 沖合での観測値、沿岸での推定値と

も数値で発表 

 

沿岸からの距離が100kmを超えるような沖合の観測点（推定値を発表しない観測点）での最大波の観

測値の発表基準は、以下のとおりである。 

全国の警報等の発表状況 発表基準 発表内容 

 いずれかの津波予報区で大

津波警報（特別警報）または

津波警報が発表中 

より沿岸に近い他の沖合の観測点（沿岸

から100ｋｍ以内にある沖合の観測点）にお

いて数値の発表基準に達した場合 

沖合での観測値を数値

で発表 

上記以外 
沖合での観測値を「観

測中」と発表 

津波注意報のみ発表中 （すべて数値で発表） 
沖合での観測値を数値

で発表 

※ 津波情報の留意事項等 

① 津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報・津波到達予想時刻は、津波予報区

のなかで最も早く津波が到達する時刻である。同じ予報区のなかでも場所によっては、この時

刻よりも数十分、場合によっては１時間以上遅れて津波が襲ってくることがある。 

・ 津波の高さは、一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから、局所的

に予想される津波の高さより高くなる場合がある。 

② 各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報 

・ 津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくなる場合があ

る。 
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③③ 津波観測に関する情報 

・ 津波による潮位変化（第１波の到達）が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間

以上かかることがある。 

・ 場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達しているおそ

れがある。 

④ 沖合の津波観測に関する情報 

・ 津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸ではさらに高くなる。 

・ 津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿岸に津波

が到達するまで５分とかからない場合もある。また、地震の発生場所によっては、情報の発

表が津波の到達に間に合わない場合もある。 

４ 地震、津波に関する情報に用いる地域名称及び津波予報区 

(1)  緊急地震速報において予想される震度の発表に用いる地域 
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((2) 津波予報区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 幕別町内における震度観測点 

地�域�名�称� 震度観測点名称� 観測点所在地� 所� 属�

十勝総合振興

局中部�

幕別町本町� 幕別町本町���番地㸦役場㸧� 北海道庁�

幕別町忠類錦町� 幕別町忠類錦町���番地㸯㸦忠類総合支所㸧� 北海道庁�

幕別町忠類明和� 幕別町忠類明和���番地� 気�象�庁�

６ 異常現象を発見した場合の通報 

災害ࡢ発生ࡣࡓࡲ異常現象発見時ࡢ情報関ࡿࡍ措置ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ本章�第㸱節�災害情報等ࡢ収

集ࠊ伝達計画ࠖࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡼ�

７ 気象庁震度階級関連解説表 

気象庁震度階級関連解説表については、「資料編 資料２－７ 気象庁による雨・風・地震・津波等

の区分表」を参照 

気象庁震度階級関連解説表 

●人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 

●木造建物（住宅）の状況 

●鉄筋コンクリート造建物の状況 

●地盤・斜面等の状況 

●ライフライン・インフラ等への影響 
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第第３節 災害情報等の収集、伝達計画 

� 地震・津波災害時ࡿࡅ࠾災害情報等ࡢ収集ࠊ伝達ࡢ࡚࠸ࡘ計画ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 災害情報等の収集及び伝達体制の整備 

(1)  町は、迅速な緊急地震速報の伝達のため、その伝達体制及び通信施設、設備の充実を図るよう

努めることとし、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）などで受信した緊急地震速報を防災

行政無線等により住民等への伝達に努めるものとする。 

�2��� 道ࠊ幕別町及ࡧ防災関係機関ࠊࡣ要配慮者ࡶ配慮࠸ࡍࡸࡾࢃࡓࡋ情報伝達ࠊ要配慮者ࠊ

災害ࡾࡼ孤立化ࡿࡍ危険ࡿ࠶ࡢ地域ࡢ被災者ࠊ都市部ࡿࡅ࠾帰宅困難者等情報入手ࡀ困難࡞

被災者等対ࠊࡶ࡚ࡋ確実情報伝達࡛࠺ࡼࡿࡁ必要࡞体制ࡢ整備ࢆ図ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ�

� ࢆ無線系㸦個別受信機ࡢ市町村防災行政無線等特ࠊ࡚ࡋ情報伝達手段ࡢ被災者等ࠊࡓࡲ

含ࡴ㸧ࡢ整備ࢆ図ࠊࡶࡿ北海道防災情報システム、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲ

Ｔ），テレビ、ラジオ、（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を

含む。）、ワンセグ等、要配慮者ࡶ配慮ࡓࡋ多様࡞手段ࡢ整備努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�

�3��� 道ࠊ幕別町及ࡧ防災関係機関ࡀࢀࡒࢀࡑࠊࡣ有ࡿࡍ情報組織ࠊ情報収集手段ࠊ通信࣮࣡ࢺࢵࢿ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ交換相互ࠊࡋ収集ࢆ災害情報等࡞迅速࣭的確ࠊࡋ活用全面的ࢆ等ࢡ

� 収集・伝達手段のࡢ情報ࡢࡵࡓ࠺行ࢆ収集࣭連絡࡞正確ࡘ迅速ࡢ情報ࡿࡅ࠾被災地ࠊࡓࡲ

多重化・多様化努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�

２ 災害情報等の内容及び通報の時期 

(1)  災害対策本部の設置 

ア 町が本部を設置したときは、本部の設置状況及びその他の情報等について、道及び関係する

防災関係機関へ通報する。 

イ 防災関係機関は、前事項の通報を受けたときは、災害情報について密接な相互連絡を図るた

め、必要に応じて当該対策本部に連絡要員を派遣するものとする。�

�2��� 道ࡢ通報�

町及ࡧ防災関係機関ࠊࡣ災害発生後ࡢ情報等ࠊ࡚࠸ࡘ次ࡾࡼ総合振興局ࢆ通࡚ࡌ総務部危

機対策局危機対策課通報ࠋࡿࡍ�

� 災害ࡢ状況及ࡧ応急対策ࡢ概要࣭࣭࣭࣭発生後ࠊ速ࡸ�

� 災害対策本部ࡢ設置ࡢ有無࣭࣭࣭࣭࣭࣭災害対策本部ࢆ設置ࡓࡋ時直ࡕ�

�࢘ 被害ࡢ概要及ࡧ応急復旧ࡢ見通࣭࣭࣭ࡋ被害ࡢ全貌ࡀ判明ࡣࡓࡲࠊ࡛ࡲࡿࡍ応急復旧ࡀ完了

�随時࡛ࡲࡿࡍ

�࢚ 被害ࡢ確定報告࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭被害状況ࡀ確定ࡁࡓࡋ�

�3��� 町ࡢ報告�

� 町ࠊࡣ震度㸲以上ࢆ記録ࡓࡋ場合ࠊ被災状況ࢆ道報告ࠋࡿࡍ㸦但ࠊࡋ震度㸳強以上ࢆ記録

�㸧ࠋࡿࡍ報告ࡃ早ࡾ限࡞㸱㸮分以内࡛可能࡚ࡋ原則ࠊ国㸦消防庁㸧ࡧ道及ࢆ第㸯報ࠊ場合ࡓࡋ

� 消ࡁ続ࡁ引ࡶ࡚࠸ࡘ報告ࡢ第㸯報後ࠊࡣ࡚࠸ࡘ場合ࡓࡗ࠶ࡀ要請ࡽ消防庁長官ࠊ࠾࡞

防庁報告ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

� 町ࡣ���番通報ࡢ殺到状況時ࡢࡑࠊࡣ状況等ࢆ道及ࡧ国㸦消防庁㸧報告ࠋࡿࡍ�

�࢘ 町ࠊࡣ自ࡢࡽ対応力ࡣ࡛ࡳࡢ十分࡞災害対策ࢆ講࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡌ災害ࡀ発生ࡓࡋ
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把ࡀ詳細ࡢ被害ࠊࡋ留意特࠺ࡼࡿࡍ収集ࢆ情報ࡢࡵࡓࡿࡍ把握ࢆ規模ࡢࡑࡸ速ࠊࡣࡁ

握࡛࠸࡞ࡁ状況ࠊࡶ࡚ࡗ࠶迅速当該情報ࢆ道及ࡧ国㸦消防庁㸧報告࠺ࡼࡿࡍ努ࠋࡿࡵ�

３３ 現地情報連絡員（リエゾン）等の応援要請、受入れ体制 

(1)  道への依頼 

町の体制のみでは円滑な情報収集連絡の実施が困難な場合は、十勝総合振興局に応援を求める。 

(2)  北海道開発局への依頼 

「北海道地方における災害時の応援に関する申合せ」により北海道開発局（帯広開発建設部）

に現地情報連絡員（リエゾン）の派遣を依頼する。派遣基準は、大規模自然災害（地震、津波、

風水害、土砂災害、雪害、火山噴火等）が発生又は発生しそうな状況の場合で、北海道開発局（帯

広開発建設部）の判断で派遣される場合もある。 

(3)  応援隊の受入れ 

庶務班及び総務班は、北海道開発局（帯広開発建設部）の現地情報連絡員（リエゾン）又は道

からの応援職員の派遣が決定した場合は、円滑な派遣体制が行えるように作業スペースの確保等

の受入れ体制の整備に努めるものとする。 

 

４ 災害情報等の連絡体制 

(1)  防災関係機関は、災害情報等の連絡等について必要な組織、連絡窓口及び連絡責任者を定めて

おくものとする。 

(2)  町及び道は、孤立した地域との連絡手段の確保を図る。 

５ 通報手段の確保 

(1)  一般加入電話による通報 

(2)  電気通信事業者の提供する通信手段による通報 

(3)  電気通信事業法及び契約約款に定める非常、緊急通話又は非常、緊急電報による通報 

(4)  非常通信協議会の提供する通信手段による通報 

(5)  北海道総合行政情報ネットワークによる通報 

(6)  衛星通信による通報 

町は、衛星可搬端末を設備し通信手段の多様化、多重化に努める。 

道は、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合、通信が途絶の恐れがあり、緊急に現地と

各種情報連絡が必要な場合には、小型可搬地球局による通信連絡体制を確保する。 

(7)  防災関係機関所有の通信による通報 

防災関係機関は、公衆通信設備以外の独自通信施設の利用により、町の通信の確保に協力する。 

６ 通信施設の整備の強化 

防災関係機関は、地震・津波災害時において円滑な災害情報の収集及び伝達が実施できるよう通信施
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設設の整備強化を図るものとする。 

町は、非常災害時の通信の確保を図るため、通信回線の複線化や代替回線の準備、非常用電源設備な

どの整備を推進するとともに、無線設備や非常用電源設備の保守点検の実施と的確な操作の徹底、専門

的な知見・技術をもとに耐震性のある堅固な場所への設置等を図るものとする。 

７ 被害状況報告 

地震・津波災害が発生した場合、町長は、別に定める「災害情報等報告取扱要領」に基づき十勝総合

振興局長に報告するものとする。 

ただし、町長は消防庁即報基準に該当する火災・災害等のうち、一定規模以上のもの（「直接即報基

準」に該当する火災・災害等）を覚知した場合、第一報については、直接消防庁にも報告するものとす

る。（直接即報基準は「資料編 資料２-６ 直接即報基準」による。） 

なお、消防庁長官から要請があった場合については、第一報後の報告についても、引き続き消防庁に

報告するものとする。 

また、町長は通信の途絶等により道知事（十勝総合振興局長）に報告することができない場合は、直

接、国（消防庁経由）に報告するものとする。�

○火災・災害等即報に関する情報の送付・連絡先  

【通常時の報告先】 

時間帯 平日（9:30～18：15） 平日（左記時間帯以外）・休日 

報告先 消防庁応急対策室 
消防庁宿直室 

（防庁防災・危機管理センター内） 

Ｎ Ｔ Ｔ 回線 電話 03-5353-7527 

FAX   03-5353-7537 

電話 03-5253-7777 

FAX   03-5253-7553 

地域衛星通信ネットワ

ーク 

（北海道総合行政情報

ネットワーク） 

衛星専用電話機(FAX)より 

電話 6-048-500-9049013 

FAX   6-048-500-9049033 

衛星専用電話機(FAX)より 

電話 6-048-500-9049102 

FAX   6-048-500-9049036 

�

８ 災害情報等報告取扱要領�

� 町長ࠊࡣ災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊ次定ࡾࡼࢁࡇࡿࡵ災害情報及ࡧ

被害状況報告㸦以下ࠕ災害情報等ࠖࠋ࠺࠸㸧ࢆ十勝総合振興局長報告ࠋࡿࡍ�

(1)�� 報告ࡢ対象�

災害情報等ࡢ報告ࡢ対象ࠊࡣ次掲ࠋࡿࡆ�

ア� 人的被害ࠊ住家被害ࡀ発生ࡢࡶࡓࡋ�

イ� 救助法ࡢ適用基準該当ࡢࡶࡿࡍ�

ウ� 災害対ࠊࡋ国及ࡧ道ࡢ財政援助等ࢆ要ࡿࡍ思ࡢࡶࡿࢀࢃ�

エ� 災害ࡀ当初軽微࡛ࠊࡶ࡚ࡗ࠶今後拡大ࡋ発展ࡿ࠶ࡢࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࡣࡓࡲࠊ広域的࡞災害࡛

本町ࡢ災害ࡀ軽微࡛ࡶ࡚ࡗ࠶十勝総合振興局管内全体ࡽ判断࡚ࡋ報告ࢆ要ࡿࡍ認ࡶࡿࡵ

�ࡢ

オ� 地震ࡀ発生ࠊࡋ震度㸲以上ࢆ記録ࡢࡶࡓࡋ�

カ� 災害ࡢ状況及ࡀࡽࢀࡑࡧ及ࡍࡰ社会的影響等ࠊ࡚ࡳࡽ報告ࡢ必要ࡿ࠶ࡀ認ࡢࡶࡿࡵ�

キ� �ࡢࡶࡿࡵ認必要他特ࡢࡑ
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((2)�� 報告ࡢ種類及ࡧ内容�

ア� 災害情報�

災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠕࠊࡣ様式㸱�㸱�㸯�災害情報ࠖࡾࡼ速

�ࠋࡿࡍ逐次報告ࢆ事項ࡓࡋ把握ࡌ応経過ࡢ災害ࠊ場合ࡢࡇࠋࡿࡍ報告ࡸ

イ� 被害状況報告�

被害状況報告ࠊࡣ次ࡢ区分ࡾࡼ行ࠊࡋࡔࡓࠋ࠺指定行政機関及ࡧ指定公共機関ࡢ維持管理

�ࡃ除ࡣ࡚࠸ࡘ㸧ࡃ除ࢆ施設等㸦住家ࡿࡍ

(ｱ)�� 速� � 報�

被害発生後直ࠕࡕ様式㸱�㸱�㸰�被害状況報告㸦速報࣭中間࣭最終㸧ࠖࡾࡼ報告ࡍ

�ࠋࡿ

(ｲ)�� 中間報告�

被害状況ࡀ判明次第ࠕࠊ様式㸱�㸱�㸰�被害状況報告㸦速報࣭中間࣭最終㸧ࠖࡾࡼ報

告ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍ報告内容変化ࢆ生ࡢࡑࠊࡣࡁࡓࡌ都度報告ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ報告ࡢ時期

等ࡣ特指示ࡓࡗ࠶ࡀ場合ࡢࡑࡣ指示ࠋࡿࡼ�

(ｳ)�� 最終報告�

応急措置ࡀ完了ࡓࡋ後ࠊ��日以内ࠕ様式㸱�㸱�㸱�被害状況報告集計表㸦中間࣭最終㸧ࠖ

�ࠋࡿࡍ報告ࡾࡼ

ウ� �報告ࡢ他ࡢࡑ

災害ࡢ報告ࡣ���及ࡧ�ࡿࡼ��法令等ࡢ定ࡵ従ࢀࡒࢀࡑࠊ࠸所要ࡢ報告ࢆ行ࠋ࠺�

(3)�� 報告ࡢ方法�

ア� 災害情報及ࡧ被害状況報告㸦速報及ࡧ中間報告㸧ࠊࡣ電話ࡣࡓࡲ無線等ࡾࡼ迅速行ࠋ࠺�

イ� 被害状況報告ࡕ࠺ࡢ最終報告ࡣ文書ࡾࡼ報告ࠋࡿࡍ�

(4)�� 被害状況判定基準�

�ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ別表㸱�㸱�㸯�被害状況判定基準ࠖࠕ

(5)�� 被害状況報告ࡢ࡚ࡗࡓ࠶留意事項�

被害状況報告ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶役場内ࡢ関係各課及ࡧ関係機関被害内容࡚࠸ࡘ充分調整ࢆ図

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ

９ 動員計画 

災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ災害ࡢ発生ࡀ予想ࡿࢀࡉ場合ࠊ応急措置ࢆ迅速ࡘ的確実施ࡵࡓࡿࡍ

 ࠋࡿࡵ定次ࠊࡣ動員ࡢ要員࡞必要

����� 動員ࡢ配備ࠊ伝達系統方法�

本部職員等対ࡿࡍ伝達方法ࠊࡣ次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

� 勤務時間中ࡢ伝達系統及ࡧ伝達方法�
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� 本部長ࡢ指示ࠊࡾࡼ第㸯種非常配備体制ࡣ࠸ࡿ࠶第㸰種非常配備体制ࡽࡉࠊ緊急事態

�ࠋࡿࡍ指令ࢆ第㸱種非常配備体制ࡿࡏࡉ待機ࢆ本部全員࡚࠼備

� 各対策部長ࠊࡣ所属職員連絡࡚ࡋ指揮監督ࢆ行ࠊ࠸災害情報ࡢ収集ࠊ伝達ࠊ調査ࡢࡑ他

応急措置ࢆ実施ࡿࡍ体制ࢆ整備確立ࠋࡿࡍ�

��伝達系統ۑ

�

�

� 勤務時間外ࡢ伝達方法�

当直者ࠊࡣ次ࡢ情報ࢆ察知ࡣࡁࡓࡋ町民課長又ࡣ地地域振興課長連絡࡚ࡋ指示ࢆ仰ࠊࡂ必

要応࡚ࡌ関係部長ࠊ職員通知ࠋࡿࡍ�

�㺏��� 気象情報等ࡀ関係機関ࡽ通報ࡁࡿࢀࡉ�

�㺐��� 災害ࡀ発生ࠊࡋ緊急応急措置ࢆ実施ࡿࡍ必要ࡿ࠶ࡀ認ࡁࡿࡵ�

�㺑��� 異常現象ࡢ通報ࡁࡓࡗ࠶ࡀ�

�伝達系統ࡿࡼ�消防職員ۑ

�

�

����� 職員ࡢ非常登庁�

職員ࠊࡣ勤務時間外࡚࠸࠾登庁ࡢ指示ࢆ受ࡣࡓࡲࠊࡁࡓࡅ災害ࡀ発生ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡋ災害

ࡼ判断ࡢࡽ自ࡣࡓࡲࠊ࠼࠺ࡢ連絡長ࡢ所属ࠊࡣࡁࡓࡋ察知ࢆ情報ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡢ発生ࡢ

�ࠋࡿࡍ登庁ࡾ

����� 消防機関対ࡿࡍ伝達�

� 本部ࡀ設置ࡓࢀࡉ場合ࡢࡑࠊࡣ配備態勢ࡢ消防機関ࡢ伝達ࠊࡣ次ࡾࡼ行ࠋ࠺�

�伝達系統ࡢ�消防機関ۑ

� �

�

����� 住民等ࡢ緊急従事対ࡿࡍ伝達�

�

 

�

本 部 長 

 

（町 長） 

副本部長 

 

（副町長等） 

各対策部長 

 

（各部長） 

各 班 長 

 

（各課長等） 

班   員 

 

（職 員） 

消 防 職 員 

本 部 長 

 

（町 長） 

副本部長 

 

（副町長等） 

各対策部長 

 

（各部長） 

各 班 長 

 

（各課長等） 

班   員 

 

（職 員） 

本 部 長 消 防 長 消防署長 消防団長 分 団 長 

本 部 長 本部・忠類地域情報連絡室長 地域住民 
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�

����� 北海道知事�十十勝総合振興局長�対ࡿࡍ応援要請伝達�

�

 

図表３-３-１ 災害情報連絡系統図�

�  

� � � � �  

�

発   見   者 

幕  別  町  役  場 

（時間外は当直 

員が受理する。） 

東十勝消防事務組合 

 

幕 別 消 防 署 

幕別警察官駐在所 

札内警察官交番 

糠内警察官駐在所 

忠類警察官駐在所 

町長 ・ 副町長等 

 

関 係 部 課 長 

防災会議構成機関 

及び関係機関 

近隣市町村・団体 

 

関 係 職 員 

一    般    住    民 

十勝総合振興局 

 

帯 広 測 候 所 

䠄直接即報基準䛻該当䛩䜛䛸䛝䠅㻌

 

総務省消防庁 

北海道知事 十勝総合振興局長 本 部 長 総務対策部長 
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様式３-３-１ 災害情報 

ͤ� 災害ࡀ発生ࠊࡋ又ࡣ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊࡣ本様式ࡾࡼ速ࡸ報告ࠋࡇࡿࡍ��� 
災災   害   情� � � 報 

報 告 日 時 � 月� �日� 時現在 発 受 信 日 時� � � 月� � 日� � 時� � 分

発 信 機 関 
㸦総合振興局࣭市町村名等㸧 

 受 信 機 関 
㸦総合振興局࣭市町村名

等㸧 

 

発 信 者 
㸦職࣭氏名㸧 

 受 信 者 
㸦 職 ࣭ 氏 名 㸧 

 

発 生 場 所 
 

発 生 日 時 月� � 日� � 時� � 分 災害ࡢ原因 
 

 
気 
象 
等 
 ࡢ
状 
況 

雨� � 量 
 

河川水位 
 

潮位波高 
 

風� � 速 
 

 �他ࡢ�ࡑ

 

 ࣛ
 
 ࣇ

 ࣛ
 

 ࣥ
関 
係 
 ࡢ
状 
況 

道� � 路 
 

鉄� � 道 
 

電� � 話 
 

水� � 道 
㸦飲料水㸧 

 
電� � 気 

 
 �他ࡢ�ࡑ

 

���災害対策本 
部等ࡢ設置状況 

㸦名� � 称㸧 
㸦設置日時㸧� � � 月� � � 日� � � 時� � � 分設置 
㸦名� � 称㸧 
㸦設置日時㸧� � � 月� � � 日� � � 時� � � 分設置 

 
 
���災害救助法 

 適用状況ࡢ

地区名 被害棟数 罹災世帯 罹災人数 
    

㸦救助実施内容㸧 
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応 

 
急 

 
措 

 
置 

 
 ࡢ

 
状 

 
況 

 
 
 
 
 
���避難 

 状況ࡢ

 地� � 区� � 名 避� 難� 場� 所 人� � 数 日� � 時  
自 
主 
避 
難 

    

避 
難 
勧 
告 

    

避 
難 
指 
示 

    

���自 
衛隊派 
遣要請 
 状況ࡢ

 

 ࡢࡑ���
他派ࡢ
遣ࡢ状 

況 

 

���応急 
対策出 
動人員 

 

�㺏�出動人員 �㺐�主࡞活動状況 
市 町 村 職 員 ���������名  
消 防 職 員 ���������名  
消 防 団 員 ���������名  
  住民等� ���������名�他ࡢࡑ

計 ���������名  
 等㸧ࡋ見通ࡢ今後�� 他ࡢࡑ

 
��注㸧欄記入࠸࡞ࢀࡁࡋ場合ࠊࡣ適宜別葉記載ࡋ報告ࠋࡇࡿࡍ 



地震・津波防災計画編 第３章 災害応急対策計画 

 

第３－３節 災害情報等の収集、伝達計画 ��

様式３-３-２ 被害状況報告（速報・中間・最終） 
被被 害 状 況 報 告（ 速報 中間 最終 ） 
 月� � 日� � 時現在  

災害発生日時 月� � 日� � 時� � 分 災害ࡢ原因  

災害発生場所  
発 
 

信 

機関�市町村�名  受 
 

信 

機関�市町村�名  
職࣭氏名  職࣭氏名  
発信日時 月� � 日� � 時� � 分 受信日時 月� � 日� � 時� � 分 

項� � � � 目 件数等 被害金額�千円� 項� � � � 目 件数等 被害金額�千円� 

ձ 
人 
的 
被 
害 

死� � 者 人  ͤ個人別ࡢ氏名ࠊ 
性別ࠊ年令ࠊ原因 
 補足資料࡛報ࠊࡣ
告 

 
 
յ 
土 
 
 

木 
 
 

被 
 
 
 

害 

道 
工 
事 

河� � 川 箇所   
行方不明 人  海� � 岸 箇所   
重�傷�者 人  砂防設備 箇所   
軽�傷�者 人  地ࡾࡍ 箇所   

計 人  急傾斜地 箇所   
 
 
ղ 
住 
 
 
家 
 
 
被 
 
 
害 

全� � 壊 
棟   道� � 路 箇所   
世帯  橋� � 梁 箇所   
人  小� � 計 箇所   

半� � 壊 
棟   市町 

村工 
事 

河� � 川 箇所   
世帯  道� � 路 箇所   
人  橋� � 梁 箇所   

一部破損 
棟   小� � 計 箇所   
世帯  港� � 湾 箇所   
人  漁� � 港 箇所   

床上浸水 
棟   下�水�道 箇所   
世帯  公��� 園 箇所   
人  崖ࢀࡎࡃ 箇所   

床下浸水 
棟       
世帯  計 箇所   
人  

ն 
水 
 

産 
 

被 
 

害 

漁 
 
船 

沈没流出 隻   

計 
棟   破� � 損 隻   
世帯  小� 計 隻   
人  漁港施設 箇所   

ճ 
非 
住 
家 
被 
害 

全壊 公共建物 棟   共同利用施設 箇所   
   他施設 箇所ࡢࡑ   他 棟ࡢࡑ

半壊 公共建物 棟   漁具㸦網㸧 件   
   他 棟   水産製品 件ࡢࡑ

計 公共建物 棟   ࡢࡑ他 件   
    他 棟   計ࡢࡑ

 
մ 
農 
 

業 
 

被 
 

害 

農地 
田 流失㺃埋没等 KD    

շ 
林 
 
業 
 
被 
 
害 

道 
有 
林 

林� � 地 箇所   
冠水 KD   治山施設 箇所   

畑 流失㺃埋没等 KD   林� � 道 箇所   
冠水 KD   林�産�物 箇所   

農作 
物 

田 KD   ࡢ�ࡑ�他 箇所   
畑 KD   小����計 箇所   

農業用施設 箇所   一 
般 
民 
有 
林 

林� � 地 箇所   
共同利用施設 箇所   治山施設 箇所   

営農施設 箇所   林� � 道 箇所   
畜産被害 箇所   林�産�物 箇所   
   �他 箇所ࡢ�ࡑ   他 箇所ࡢࡑ

    小����計 箇所   
������計    計 箇所   
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項� � � � � 目 件数等 被害金額�千円� 項� � � � � 目 件数等 被害金額�千円� 

ո 
衛 
生 
被 
害 

水������道 箇所   ջ社会教育施設被害 箇所   
病 
院 

公�立 箇所   ռ社会福 
祉施設等 
被害 

公� 立 箇所   
個�人 箇所   法� 人 箇所   

清掃 
施設 

一般廃棄物処理 箇所   計 箇所   
    尿処理 箇所ࡋ

ս 
 ࡑ
 

 ࡢ
 

他 

鉄道不通 箇所   
火��葬��場 箇所   鉄道施設 箇所   

計 箇所   被害船舶�漁船除ࡃ� 隻   
չ 
商工 
被害 

商� � 業 件   空� � 港 箇所   
工� � 業 件   水� � 道 戸   
��他 件   電ࡢ�ࡑ � 話 回線   

計 件   電� � 気 戸   
պ公 
立文 
教施 
設被 
害 

小�学�校 箇所   ࢞� �    戸 ࢫ
中�学�校 箇所   ࢡࢵࣟࣈ塀等 箇所   
高� � 校 箇所   都市施設 箇所   

    他文教施設 箇所   計ࡢࡑ
計 箇所   被� 害� 総� 額  

公共施設被害市町村数 団体  
火災 

 
発生 

建� � 物 件  
罹災世帯数 世帯  危�険�物 件  
罹災災者数 人  ࡢ�ࡑ�他 件  

消防職員出動延人数 人  消防団員出動延人数 人  

災害対 
策本部 
 設置ࡢ
状況 

道㸦総総合振興局㸧 

市町村名 名� � � � � � 称 設置日時 廃止日時 
    

災害救 
助法適 
用市町 
村名 

 

補足資料㸦ͤ別葉࡛報告㸧 
�  災害発生場所ۑ
�  災害発生年月日ۑ
�  種類概況ࡢ災害ۑ
�  注意࠸取扱ࡁࡘ原因㸧Ѝ個人情報ࠊ被災場所ࠊ職業ࠊ住所ࠊ年令ࠊ性別ࠊ氏名ࡢ人的被害㸦個人別ۑ
�  状況ࡢ応急対策ۑ
� � ࣭避難ࡢ勧告࣭指示ࡢ状況 
� � ࣭避難所ࡢ設置状況 
� � ࣭他ࡢ地方公共団体ࡢ応援要請ࠊ応援活動ࡢ状況 
� � ࣭消防ࠊ水防ࠊ救急࣭救助等消防機関ࡢ活動状況 
� � ࣭自衛隊ࡢ派遣要請ࠊ出動状況 
� � ࣭災害ࡢࢸࣥࣛ࣎活動状況� �  
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様式３-３-３ 被害状況報告集計表（中間・最終） 
被被害状況（中間・最終）報告集計表 

災害࣭事故名   

総合振興局  平成� � 年�����月� � 日� � 時現在  

項� � � 目 件数等 被害金額�千円� 項� � � 目 件数等 被害金額�千円� 

ձ 
人 
的 
被 
害 

死� � 者 人  ͤ個人別ࡢ氏名ࠊ 
性別ࠊ年令ࠊ原因 
 別紙࡛整理報ࠊࡣ
告 

 
 

յ 
土 
 
 

木 
 
 

被 
 
 
 

害 

道 
工 
事 

河� � 川 箇所   
行方不明 人  海� � 岸 箇所   
重�傷�者 人  砂防設備 箇所   
軽�傷�者 人  地ࡾࡍ 箇所   

計 人  急傾斜地 箇所   
 
 

ղ 
住 
 
 
家 
 
 
被 
 
 
害 

全� � 壊 
棟   道� � 路 箇所   
世帯  橋� � 梁 箇所   
人  小� � 計 箇所   

半� � 壊 
棟   市町 

村工 
事 

河� � 川 箇所   
世帯  道� � 路 箇所   
人  橋� � 梁 箇所   

一部破損 
棟   小� � 計 箇所   
世帯  港� � 湾 箇所   
人  漁� � 港 箇所   

床上浸水 
棟   下�水�道 箇所   
世帯  公��� 園 箇所   
人  崖ࢀࡎࡃ 箇所   

床下浸水 
棟       
世帯  計 箇所   
人  

ն 
水 
 

産 
 

被 
 

害 

漁 
 
船 

沈没流出 隻   

計 
棟   破� � 損 隻   
世帯  小� � 計 隻   
人  漁港施設 箇所   

ճ 
非 
住 
家 
被 
害 

全壊 公共建物 棟   共同利用施設 箇所   
   他施設 箇所ࡢࡑ   他 棟ࡢࡑ

半壊 公共建物 棟   漁具㸦網㸧 件   
   他 棟   水産製品 件ࡢࡑ

計 公共建物 棟   ࡢࡑ他 件   
    他 棟   計ࡢࡑ

 

մ 
農 
 

業 
 

被 
 

害 

農地 
田 流出㺃埋没 KD    

շ 
林 
 
業 
 
被 
 
害 

道 
有 
林 

林� � 地 箇所   
冠水 KD   治山施設 箇所   

畑 流出㺃埋没 KD   林� � 道 箇所   
冠水 KD   林�産�物 箇所   

農作 
物 

田 KD   ࡢ�ࡑ�他 箇所   
畑 KD   小����計 箇所   

農業用施設 箇所   一 
般 
民 
有 
林 

林� � 地 箇所   
共同利用施設 箇所   治山施設 箇所   

営農施設 箇所   林� � 道 箇所   
畜産被害 箇所   林�産�物 箇所   
   �他 箇所ࡢ�ࡑ   他 箇所ࡢࡑ

    小����計 箇所   
������計    計 箇所   
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��������������������������������������������������������������������������������������� 
項� � � � � 目 件数等 被害金額�千円� 項� � � � � 目 件数等 被害金額�千円�  

ո 
衛 
生 
被 
害 

水������道 箇所   ջ社会教育施設被害 箇所   
病 
院 

公�立 箇所    ռ社会福 
祉施設等 
設害 

公� 立 箇所   
個�人 箇所   法� 人 箇所   

清掃 
施設 

一般廃棄物処理 箇所   計 箇所   
    尿処理 箇所ࡋ

ս 
 ࡑ
 

 ࡢ
 

他 

鉄道不通 箇所  㸫 
火��葬��場 箇所   鉄道施設 箇所   

計 箇所   被害船舶�漁船除ࡃ� 隻   
չ 
商工 
被害 

商� � 業 件   空� � 港 箇所   
工� � 業 件   水� � 道 戸   
��他 件   電ࡢ�ࡑ � 話 回線   

計 件   電� � 気 戸   
պ公 
立文 
教施 
設被 
害 

小�学�校 箇所   ࢞� �    戸 ࢫ
中�学�校 箇所   ࢡࢵࣟࣈ塀等 箇所   
高� � 校 箇所   都市施設 箇所   

    他文教施設 箇所   計ࡢࡑ
計 箇所   被� 害� 総� 額  

公共施設被害市町村数 団体  火災 
 

発生 

建� � 物 件  
罹災世帯数 世帯  危�険�物 件  

罹災者数 人  ࡢ�ࡑ�他 件  
消防職員出動延人数 人  消防団員出動延人数 人  

災害対 
策本部 
 設置ࡢ
状� 況 

道㸦総総合振興局㸧 

市町村名 名� � � � � � 称 設置日時 廃止日時 
    

災害救 
助法適 
用市町 
村� 名 

 

補足資料㸦ͤ別葉࡛報告㸧 
�  災害発生場所ۑ
�  災害発生年月日ۑ
�  種類概況ࡢ災害ۑ
�  注意࠸取扱ࡁࡘ原因㸧Ѝ個人情報ࠊ被災場所ࠊ職業ࠊ住所ࠊ年令ࠊ性別ࠊ氏名ࡢ人的被害㸦個人別ۑ
�  状況ࡢ応急対策ۑ
� � ࣭避難ࡢ勧告࣭指示ࡢ状況 
� � ࣭避難所ࡢ設置状況 
� � ࣭他ࡢ地方公共団体ࡢ応援要請ࠊ応援活動ࡢ状況 
� � ࣭消防ࠊ水防ࠊ救急࣭救助等消防機関ࡢ活動状況 
� � ࣭自衛隊ࡢ派遣要請ࠊ出動状況 
� � ࣭災害ࡢࢸࣥࣛ࣎活動状況� �  
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別表３-３-１ 被害状況判定基準 

＜人的被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

死  者 

 当該災害が原因で死亡した死体を確認したもの、または死体を確認することができないが死亡したこと

が確実なもの。 

(1) 当該災害により負傷し、死亡した者は当該災害による死亡者とする。 

(2) 本町の者が隣接市町村に滞在中、当該災害によって死亡した場合は、隣接市町村の死亡者として

取扱う。（行方不明、重・軽傷についても同じ。） 

(3) 氏名、性別、年齢、職業、住所、原因を調査し町と警察の調査が一致すること。 

行方不明 
 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのあるもの。 

(1) 死者欄の(2)(3)を参照。 

重 傷 者 

 災害のため負傷し、１月以上医師の治療（（入院、通院、自宅治療等）を受け、または受ける必要のある

もの。 

(1) 死者欄の(2)(3)を参照。 

軽 傷 者 

 災害のため負傷し、１月未満の医師の治療（入院、通院、自宅治療等）を受け、または受ける必要のあ

るもの。 

(１) 死者欄の(2)(3)を参照。 

＜住家被害＞ 
被害区分 判 断 基 準 

住  家 

 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 

(1) 物置、倉庫等を改造して、居住している場合は、住家とみなす。 

(2) 商品倉庫等の一部を管理人宿舎として使用している場合で商品倉庫、管理人宿舎ともに半壊した場

合、住家の半壊１、商工被害１として計上すること。 

(3) 住家は社宅、公宅（指定行政機関及び指定公共機関のもの）を問わず全てを住家とする。 

世  帯 

生活を一つにしている実際の生活単位。寄宿舎、下宿その他これ等に類する施設に宿泊するもので

共同生活を営んでいる者は、原則としてその寄宿舎等を１世帯とする。 

(1) 同一家屋内に親子夫婦が生活の実態を別々にしている場合は２世帯とする。 

全  壊 

 住家がその居住のため基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失し

たもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、

住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の７０％以上に達した程度のも

のまたは住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害

割合が50％以上に達した程度のもの。 

(1) 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価とし、家財道具の被害は含まない。 

半  壊 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが補

修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延面積の20％以上

70％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、そ

の損害割合が20％以上50％未満のもの。 

(1) 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価に減損耗率を乗じた額とし、家財道具の被害

は含まない。 

一部破損 

 全壊、半壊、床上浸水及び床下浸水に該当しない場合であって建物の一部が破損した状態で、居住

するためには、補修を要する程度のもの。 

(1) 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価に減損耗率を乗じた額とし、家財道具の被害

は含まない。 

床上浸水 

 住家が床上まで浸水または土砂等が床上まで堆積したため、一時的に居住することができない状態と

なったもの。 

(1) 被害額の算出は、床上浸水によって家屋（畳、建具を含む）が破損した部分の破損額とし、家財道具

の被害、土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まない。 

床下浸水 

 住家が床上浸水に達しないもの。 

(1) 被害額の算出は、床下浸水によって家屋が破損した部分の損害額とし、土砂及び汚物等の除去に

要する経費は含まない。 

 

 

＜非住家被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

非 住 家 
 非住家とは住家以外の建物でこの報告中他の被害項目に属さないものとする。これらの施設に人が居

住しているときは、当該部分は住家とする。 
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(1) 公共建物とは役場庁舎、集会施設等の公用または公共の用に供する建物をいう。 なお、指定行政

機関及び指定地方公共機関の管理する建物は含まない。 

(2) その他は、公共建物以外の神社、仏閣、土土蔵䚸物置等をいう。 

(3) 土蔵、物置とは、生活の主体をなす主家に附随する建物の意味であって、営業用の倉庫等はその

倉庫の用途に従ってその他の項目で取扱う。 

(4) 被害額の算出は、住家に準ずる。 

＜農業被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

農  地 

 農地被害は、耕土の流失、土砂の流入、埋没、沈下、隆起又はき裂により耕作に適さなくなった状態を

いう。 

(1) 流失とは、その田畑の筆における耕土の厚さ10％以上が流失した状態をいう。 

(2) 埋没とは、その筆における流入土砂の平均の厚さが、粒径１㎜以下にあっては２㎝、粒径0.25㎜以

下の土砂にあっては５㎝以上、土砂が堆積した状態をいう。 

(3) 埋没等の等とは、地震による土地の隆起、陥没または干ばつ等をいう。 

(4) 被害額の算出は農地の原形復旧に要する費用または、農耕を維持するための最少限度の復旧に要

する費用とし、農作物の被害は算入しない。 

農 作 物 

 農作物が農地の流失、埋没等及び浸冠水、倒伏によって生じた被害をいう。 

(1) 浸冠水とは、水、土砂等によって相当期間（24時間以上）作物等が地面に倒れている状態をいう。 

(2) 倒伏とは、風のため相当期間（24時間以上）作物等が地面に倒れている状態をいう。 

(3) 被害額の算出は、災害を受けなかったとしたなら得たであろう金額を推定積算する。 

農業用施設 
 頭首工、ため池、水路、揚水機、堤防、農業用道路、橋梁、その他農地保全施設の被害をいう。 

㻔㻝㻕㻌被害額䛾算出䛿䚸復旧䛻要䛩䜛経費䜢計上䛩䜛䛣䛸䚹㻌

共同利用 

施  設 

 農業協同組合または同連合会の所有する倉庫、農産物加工施設、共同作業場、産地市場施設、種苗

施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、家畜診療施設等及び農家の共同所有に係る営農施設の被害を

いう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

営農施設 

 農家個人所有に係る農舎、サイロ倉庫、尿溜、堆肥舎、農業機械類、温室、育苗施設等の被害をい

う。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

畜産被害 施設以外の畜産被害で、家畜、畜舎等の被害をいう。 

そ の 他  上記以外の農業被害、果樹（果実を含まない。）草地、畜産物等の被害をいう。 

＜土木被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

河  川 

河川の維持管理上必要な堤防、護岸、水制、床止めまたは沿岸を保全するため防護することを必要

とする河岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

砂防設備 
 砂防法第１条

1
に規定する砂防設備、同法第３条

2
の規定によって同法が準用される砂防の施設または

天然の河岸等で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。 

道  路 
 道路法に基づき道路管理者が維持管理する、道路法第２条

3
の道路が損壊し、復旧工事を要する程度

の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は復旧に要する経費を計上すること。 

橋  梁 

 道路法䛻基䛵䛝道路管理者が維持管理する道路法第䠎条䛾道路䜢形成䛩䜛橋が流失または損壊し復

旧工事を要する程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は復旧に要する経費を計上すること。 

地すべり 

防止施設 

地すべり等防止法第2条第3項
6
に規定する地すべり防止施設で復旧工事を必要とする程度の被害を

いう。 

(1) 被害額の算出は復旧に要する経費を計上すること。 

������������������������������

1
�砂防法第１条：この法律において砂防設備と称するは国土交通大臣の指定したる土地において治水上砂防のため施設する

ものをいい砂防工事と称するは砂防設備のために施行する作業をいう。�������������
2
�砂防法第３条：この法律に指定したる事項は政令の定むるところに従い国土交通大臣の指定したる土地の範囲外において

治水上砂防のため施設するものに準用することを得。�
3
�道路法第２条：この法律において、「道路」とは、一般交通の用に供する道で、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター

等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含

むものとする。 
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急傾斜地崩 

壊防止施設 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項
77
に規定する急傾斜地に規定する急傾斜

崩壊防止施設で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること 

下水道 
 下水道法に規定する公共下水道、流域下水道、都市下水路の被害をいう。 

㻔㻝㻕㻌被害額䛾算出䛿䚸復旧䛻要䛩䜛経費䜢計上䛩䜛䛣䛸䚹㻌

公 園 

 都市公園法施行令第31条各号に掲げる施設（主務大臣の指定するもの（植栽・いけがき）を除く。）で、

都市公園法第2条第1項に規定する都市公園に設けられたものの被害をいう。 

㻔㻝㻕㻌被害額䛾算出䛿䚸復旧䛻要䛩䜛経費䜢計上䛩䜛䛣䛸䚹 

＜林業被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

林  地 
新生崩壊地、拡大崩壊地、地すべり等の被害をいう。 

㻔㻝㻕㻌被害額䛾算出䛿䚸復旧䛻要䛩䜛経費䜢計上䛩䜛䛣䛸䚹 

治山施設 
既設の治山施設等の被害をいう。 

㻔㻝㻕㻌被害額䛾算出䛿䚸復旧䛻要䛩䜛経費䜢計上䛩䜛䛣䛸䚹 

林  道 
林業経営基盤整備の施設道路の被害をいう。 

㻔㻝㻕㻌被害額䛾算出䛿䚸復旧䛻要䛩䜛経費䜢計上䛩䜛䛣䛸䚹 

林 産 物 
素材、製材、薪炭原木、薪、木炭、特用林産物等の被害をいう。 

㻔㻝㻕㻌被害額䛾算出䛿䚸被害䜢受䛡䛺䛛䛳䛯䛸䛧䛯䛺䜙䜀得䛯䛷䛒䜝䛖金額䜢推定積算䛩䜛䛣䛸䚹 

そ の 他 
苗畑､造林地､製材工場施設､炭窯､その他施設（飯場､作業路を含む。）等の被害をいう。 

㻔㻝㻕㻌被害額䛾算出䛿䚸再取得価額又䛿復旧額䛸䛩䜛䚹 

＜衛生被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

水  道 
水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設䚸送水施設及び配水施設の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

病  院 
病院、診療所等の被害をいう。 

㻔㻝㻕㻌被害額䛾算出䛿䚸復旧䛻要䛩䜛経費䜢計上䛩䜛䛣䛸䚹 

清掃施設 
ごみ処理施設、し尿処理施設の被害をいう。 

㻔㻝㻕㻌被害額䛾算出䛿䚸復旧䛻要䛩䜛経費䜢計上䛩䜛䛣䛸䚹 

火 葬 場 
火葬場の被害をいう。 

㻔㻝㻕㻌被害額䛾算出䛿䚸復旧䛻要䛩䜛経費䜢計上䛩䜛䛣䛸䚹 

＜商工被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

商  業 
商品、原材料等の被害をいう。 

㻔㻝㻕㻌被害額䛾算出䛿䚸被害䜢受䛡䛺䛛䛳䛯䛸䛧䛯䛺䜙䜀得䛯䛷䛒䜝䛖金額䜢推定積算䛩䜛䛣䛸䚹 

工  業 

原材料、製品、生産機械器具等の被害をいう。 

㻔㻝㻕㻌 被害額䛾算出䛿䚸被害䜢受䛡䛺䛛䛳䛯䛸䛧䛯䛺䜙䜀得䛯䛷䛒䜝䛖金額及䜃再取得価額又䛿復旧額䛸

する。 

＜公立文教施設被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

公立文教施設 

公立の小・中・高校䚸中等教育学校䚸大学䚸特別支援学校、幼稚園等の被害をいう。䠄私学関係䛿䛭䛾

他の項目で扱う。） 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

＜社会教育施設被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

社会教育施設 
図書館、公民館䚸博物館䚸文化会館等の施設の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

＜社会福祉施設等被害＞ 

被害区分 判 断 基 準 

社会福祉施設

等 

老人福祉施設、身体障䛜䛔者（児）福祉施設、知的障䛜䛔者（児）福祉施設、児童母子福祉施設、生

活保護施設、介護老人保健施設、精神障がい者社会復帰施設の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

������������������������������

6 � 地すべり等防止法第2条第3項：この法律において「地すべり防止施設」とは、地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、

ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。 
7 � 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項：急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の

急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。 
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＜そ の 他＞ 

被害区分 判 断 基 準 

鉄道不通 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害をいう。 

鉄道施設 
線路、鉄橋、駅舎等施設の被害をいう。 

㻔㻔㻝㻕㻌被害額䛾算出䛿䚸復旧䛻要䛩䜛経費䜢計上䛩䜛䛣䛸䚹 

空   港 
空港整備法第2条第1項第3号の規定による空港をいう。 

㻔㻝㻕㻌被害額䛾算出䛿䚸復旧䛻要䛩䜛経費䜢計上䛩䜛䛣䛸䚹 

水道（戸数） 上水道、簡易水道で断水している戸数のうち、ピーク時の戸数をいう。 

電話（回線数） 災害により通信不能となった電話の回線数をいう。 

電気（戸数） 災害により停電した戸数のうちピーク時の停電戸数をいう。 

ガス（戸数） 一般ガス事業または簡易ガス事業で供給停止となっているピーク時の戸数をいう。 

ブロック塀等 
倒壊したブロック塀または石塀の箇所数をいう。 

㻔㻝㻕㻌被害額䛾算出䛿䚸復旧䛻要䛩䜛経費䜢計上䛩䜛䛣䛸䚹 

都市施設 
街路等の都市施設の被害をいう。 

㻔㻝㻕㻌被害額䛾算出䛿䚸復旧䛻要䛩䜛経費䜢計上䛩䜛䛣䛸䚹 

その他 上記の項目以外のもので特に報告を要すると思われるもの。 
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第第４節 災害広報計画 

災害時ࡢ誤ࡓࡗ情報等ࡿࡼ社会的混乱ࢆ防止ࠊࡋ町民ࡢ不安解消ࢆ図ࠊࡶࡿ被災地ࡸ隣接

地域住民ࡢ適切࡞判断行動ࢆ支援ࡢࡑࠊࡋ安全ࢆ確保ࠊࡵࡓࡿࡍ正確࡞情報ࡢ速࡞ࡸ提供並ࡧ

本計画ࠊࡣ࡚࠸ࡘ計画࠺行ࢆ対応࡞迅速ࡘ的確意見等ࡧ要望及ࠊࡏࢃ合࠸問ࡢࡽ住民等

定ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡵ活動際ࠊࡣ࡚ࡋ要配慮者対ࠊ࡚ࡋ十分配慮࠺ࡼࡿࡍ努ࠋࡿࡵ�

１ 災害情報等の収集方法 

����� 広報渉外班派遣ࡿࡼ災害現場ࡢ取材及ࡧ記録写真ࡢ収集�

����� 一般住民及ࡧ報道機関ࡢࡑ他関係機関取材ࡿࡼ資料ࡢ収集�

(3) 災害現場における住民懇談会等による一般住民及び罹災者の意見、要望、相談等を公聴し収集�

�4��� �収集ࡢ資料ࡿࡼ派遣ࡢ職員ࡓࡌ応状況ࡢ他災害ࡢࡑ

２ 災害情報等の発表方法 

����� 発表責任者�

� 災害情報等ࡢ発表及ࡧ広報ࡣ本部長㸦町長㸧ࡢ承認ࢆ得࡚広報渉外部長ࠋࡿࡓ࠶ࢀࡇࡀ�

����� 住民対ࡿࡍ広報ࡢ方法及ࡧ内容�

� 一般住民及ࡧ被災者対ࡿࡍ広報活動ࠊࡣ災害ࡢ状況ࢆ見極ࡽࡀ࡞ࡵ次ࡢ方法ࡾࡼ行࠺も

のとし、あらゆる広報媒体を充実・強化するほか、迅速かつ適切な広報に努めるほか、誤報

等による混乱の防止に万全を期するものとするࠋ�

�ࠋࡿࡍついては、多様な手段を活用するなど、十分配慮伝達ࡢ要配慮者ࠊࡓࡲ

�㺏��� 新聞ࣅࣞࢸࠊ࢜ࢪࣛࠊ等ࡢ利用�

�㺐��� 広報紙ࠊ町ࠊࢪ࣮࣒࣮࣌࣍郵便局、ࡢࢩࣛࢳ利用�

�㺑��� 広報車ࠊ防災行政無線ࠊ消防署ࡢ屋外放送施設ࡢ利用�

�㺒��� �道ࡢ駅忠類設置ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㺀道ࡢ駅情報提供端末㺁ࡿࡼ道路防災情報ࡢ利用�

�㺓��� 町内ࡢࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥ利用㸦ࠕ資料編�資料㸯㸴�㸰�災害時ࡿࡅ࠾協力要請

関ࡿࡍ協定書㸦町内ࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥ㸧ࠖࡿࡼ㸧�

� 広報事項ࡣ次ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ広報事項ࠊࡣ࡚࠸ࡘ事前本部長ࡢ承認ࢆ得ࠋࡿ�

�㺏��� 災害ࡢ状況関ࡿࡍ情報࣭応急対策関ࡿࡍ情報�

�㺐��� 二次災害防止関ࡿࡍ事項�

�㺑��� 避難場所ࠊ避難経路ࠊ避難方法等関ࡿࡍ情報�

�㺒��� 医療機関等ࡢ生活関連情報�

�㺓��� �復旧情報ࡢ交通施設等公共施設等ࡸࣥࣛࣇࣛ

�㺔��� 交通規制等ࡢ状況関ࡿࡍ情報�
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�㺕��� �情報ࡿࡍ関施策ࡿ࠸࡚ࡌ講ࡀ機関ࡢࢀࡒࢀࡑ

�㺖��� 安否情報�

�㺗��� �情報ࡿࢀࡽࡵ認他必要ࡢࡑ

����� 報道機関対ࡿࡍ情報発表等ࡢ方法及ࡧ内容�

� 収集ࡓࡋ被害状況ࠊ災害情報等ࡣ状況応ࡌ報道機関対ࡋ次ࡢ事項ࢆ発表ࠋࡿࡍ�

�㺏��� 災害ࡢ種別ࠊ名称及ࡧ発生日時�

�㺐��� 災害発生ࡢ場所ࡣࡓࡲ被害激甚地域�

�㺑��� 被害状況�

㹟� 交通࣭通信状況㸦不通箇所ࠊ開通見込ࡳ日時ࠊ通信途絶区域等㸧�

㹠� 火災状況㸦発生箇所࣭避難状況等㸧�

㹡� 道路࣭橋梁等土木施設状況㸦被災状況࣭復旧状況等㸧�

㹢� 電気ࠊ上下水道ࢫ࢞ࠊ等公益事業施設㸦被害状況ࠊ復旧状況ࠊ注意事項等㸧�

㹣� �危険性等㸧ࡢ情報㸦二次災害ࡢ被災地ࡓࡋ他判明ࡢࡑ

�㺒��� 応急対策ࡢ状況�

㹟� 避難࡚࠸ࡘ㸦避難勧告ࠊ指示ࡢ状況ࠊ避難所ࡢ位置ࠊ経路等㸧�

㹠� 医療救護所ࡢ開設状況�

㹡� 給食࣭給水実施状況㸦供給日時ࠊ場所ࠊ量ࠊ対象者等㸧�

㹢� 衣料࣭生活必需品等供給状況㸦供給日時ࠊ場所ࠊ量ࠊ対象者等㸧�

�㺓��� 災害対策�連絡�本部ࡢ設置ࡣࡓࡲ廃止�

�㺔��� 住民ࡢ責務等民生ࡢ安定及ࡧ社会秩序ࡵࡓࡢ必要ࡿࡍ事項�

� 災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡢࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊࡣ新聞ࣅࣞࢸࠊ࢜ࢪࣛࠊ放送等各報道機

関ࡀ行࠺独自ࡢ取材活動対࡚ࡋ情報ࠊ資料ࢆ提供ࡋ協力ࠋࡿࡍ�

����� 本部職員対ࡿࡍ周知�

� 本部情報連絡室庶務班、、忠類地域情報連絡室庶務班及び札内地域情報連絡室庶務班ࠊࡣ災害状

況ࡢ推移ࢆ本部職員周知ࡋ各部対࡚ࡋ措置ࡁࡍ事項及ࡧ伝達方法ࢆ連絡ࠋࡿࡍ�

����� 各関係機関対ࡿࡍ周知�

広報渉外部広報渉外班ࠊࡣ必要応࡚ࡌ防災関係機関ࠊ公共的団体及ࡧ重要࡞施設ࡢ管理者等

�ࠋࡿࡍ提供ࢆ災害情報࡚ࡋ対

３ 防災関係機関の広報  

防災関係機関は、相互に連携し、それぞれの広報計画に基づき、住民への広報を実施する。  

特に、住民生活に直結した機関(道路、交通、電気、上下水道、ガス、通信等)は、応急対策活動と
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ここれに伴う復旧状況を住民に広報するとともに、町災害対策本部に対し情報の提供を行う。�

４ 被災者相談所の開設 

本部長㸦町長㸧ࠊࡣ必要認ࠊࡣࡁࡿࡵ町役場内被災者相談所ࢆ開設ࠊࡋ被災者ࡢ相談応ࡎ

�ࠋࡿࡓ࠶ࡀ民生対策部保健班ࠊࡣ事務ࡢࡑࠊࡋࡢࡶࡿ

�

�
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第第５節 避難対策計画 

� 地震・津波災害時࡚࠸࠾住民ࡢ生命及ࡧ身体ࡢ安全ࠊ保護ࢆ図ࡵࡓࡿ実施ࡿࡍ避難措置関ࡍ

�ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ計画ࡿ

十視点ࡢ男女双方ࠊ等࠸違ࡢࢬ࣮ࢽࡢ男女ࠊࡶࡿࡍ十分配慮ࡶ࡚࠸ࡘ要配慮者ࠊ際ࡢࡑ

分配慮ࠋࡿࡍ�

１ 町民の自主避難 

(1)  避難路の安全性の確認 

避難者は、任意に避難経路の安全性を確認した上で避難する。 

(2)  要配慮者の避難 

自主防災組織は、民生委員、児童委員、ボランティア等と協力し、要配慮者の避難を介助する。 

(3)  避難における留意点 

避難時は、原則、車を避け徒歩により避難する。また、服装は動きやすい服装とし、携帯品は

緊急の場合は貴重品のみとし、時間的余裕のある場合には、食料（１日分程度）及び身の回り品

等とする。 

２ 避難実施責任者 

� 避難ࡢࡵࡓࡢ立退ࡁ勧告ࡣࡓࡲࠊ指示ࢆ行࠺責任者ࠊࡣ基本法ࡢࡑ他ࡢ法律ࠊࡾࡼ次࠺ࡼࡢ定

�ࠋࡿࡵ

実施事項� 実施責任者� 根拠法令� 対象災害�

避難ࡢ勧告� 町長� 災害対策基本法第��条�

水防法第29条 

災害全般�

� � �ࠌ

避難ࡢ指示� 町長� 災害対策基本法第��条�

水防法第29条 

災害全般�

� �ࠌ

知事ࡢࡑࡣࡓࡲ命ࢆ受

�職員ࡓࡅ

地ࡾࡍ等防止法第��条
1
�

災害対策基本法第��条�

災害対策基本法第��条�

水防法第29条 

地ࡾࡍ�

災害全般�

� � �ࠌ

�ࠌ

警察官� 警察官職務執行法第�条
2
�

災害対策基本法第��条�

災害全般�

�ࠌ

������������������������������

1
�地すべり等防止法第25条 都道府県知事又はその命䛨た職員は、地すべりにより著しい危険が切迫していると認められると

きは、必要と認める区域内の居住者に対し避難のために立ち退くべきことを指示することができる。この場合においては、都

道府県知事又はその命じた職員は、直ちに、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。 
2
�警察官職務執行法第４条：警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天

災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合にお

いては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合において

は、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又

はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを

命じ、又は自らその措置をとることができる。 
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��� 

自衛官� 自衛隊法第��条
33
� 災害全般�

避難場所ࡢ開設ࠊ避難

者の収容�

町長� � 災害全般�

(1)  知事ࠊࡣ災害ࡢ発生ࡾࡼ町ࡢࡑࡀ全部ࡣࡓࡲ大部分ࡢ事務ࢆ行ࡁࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀࡇ࠺

�ࠋ࠺行࡚ࡗࢃ代町長ࠊࢆ事務ࡢ町長ࡿࡅ࠾前表ࠊࡣ

避難ࠊ࡚ࡋ期待ࢆࡇࡿࡍ尊重ࢆ勧告ࠖࡢ避難ࠕࡢࡑࡀ住民ࡢ地域ࡢࡑࠊࡣ勧告ࠖࡢ避難ࠕ  (2)

切迫目前ࡀ危険ࡢ被害ࠊࡣ指示ࠖࡢ避難ࠕࠋ࠺言ࢆ行為ࡍ促ࡣࡓࡲࡵ勧ࢆࡁ退ࡕ立ࡢࡵࡓࡢ

ࡏ退ࡕ立ࡵࡓࡢ避難ࢆ住民ࠊࡃ強ࡀ拘束力ࡶࡾࡼ勧告ࠖࡢ避難ࠕࠊࢀࡽࡏ発場合等ࡿ࠸࡚ࡋ

�ࠋ࠺言ࢆࡢࡶࡢࡵࡓࡿ

３ 避難の勧告・指示等 

町は、避難勧告又は指示を行う際に、北海道開発局、帯広測候所又は道に必要な助言を求めることが

できるよう連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど必

要な準備を整えておくものとする。 

����� 町長及ࡧ水防管理者（町長）ࡢ行࠺措置�

� 避難準備情報ࡢ発令�

要配慮者等ࠊ特避難行動時間ࢆ要ࡿࡍ者ࡀ避難行動ࢆ開始࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ段階࡛࠶

避難行動ࡢ避難場所ࡀ要配慮者等ࠊ࡚࠸࠾場合ࡓࡗࡲ高ࡀ可能性ࡿࡍ発生ࡢ人的被害ࠊࡾ

ࡼࡿࡁ開始࡛ࢆ避難準備ࠊ用意等ࡢ非常用持出品ࠊ連絡ࡢ家族等ࡀ者ࡢ以外ࢀࡑࠊࡋ開始ࢆ

�ࠋࡿࡍ発令ࢆ避難準備情報ࠊ࠺

� 勧告ࡣࡓࡲ指示㸦災害対策基本法第��条㸧�

(ｱ)  災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合、必要と認める地域の居住者、滞在者

その他の者に対し、避難の勧告（指示）、立退先の指示を行うとともに、避難所の開設、

避難者の収容等を行う。また、避難の指示等ができない場合は、警察官にその指示を要請

するものとする。�

(ｲ)  警戒巡視等によって得られる情報の収集並びに過去の災害事例等を勘案した状況の分

析を行い、その結果、住民の生命、身体に被害が及ぶおそれがあると判断される状況に至

ったときは、直ちに避難の勧告・指示を行う。 

また、避難の勧告・指示は、災害の状況及び地域の実情に応じ、防災行政無線、テレビ、

ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）等

のあらゆる手段を活用して、地域の住民に迅速かつ的確に伝達する。 

(ｳ)  津波警報など津波の発生予報が発せられた場合、必要と認める地域の居住者に対し、直

ちに高台などの安全な場所へ避難するため、避難の勧告・指示を行う。 

また、避難の勧告・指示は、防災行政無線など、あらゆる伝達手段を活用して、対象地

域の住民等に迅速かつ的確に伝達する。 

�࢘ 道㸦十勝総合振興局㸧対ࡿࡍ報告�

�㺏��� �町長等ࡀ避難ࡢ勧告ࠊ指示ࢆ発令ࠊࡣࡁࡓࡋ本部情報連絡室長はその状況（発令理

由）、発令者ࠊ発令日時ࠊ避難ࡢ対象区域ࠊ避難先ࢆ記録ࠊࡶࡿࡍ十勝総合振興

������������������������������

3
�自衛隊法第94条：警察官職務執行法第４条並びに第６条第１項、第３項及び第４項の規定は、警察官がその場にいない場

合に限り、第83条第２項䚸第83条の２又は第83条の３の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について

準用する。 
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局局対ࡢࡑࡋ旨報告ࠋࡿࡍ㸦町長以外ࡢ者ࡀ発令ࡣࡁࡓࡋ町長経由㸧�

�㺐��� 避難所の開設、避難者の収容等を行っࠊࡣࡁࡓ知事㸦十勝総合振興局長㸧ࡢࡑ旨

報告ࠋࡿࡍ�

㹟�避難所開設ࡢ日時ࠊ場所及ࡧ施設名�

㹠�開設期間ࡢ見込ࡳ�

㹡�収容状況ࠊ収容人員�

㹢�炊ࡁ出ࡋ等ࡢ状況�

�㺑��� 避難ࡢ必要ࠊࡣࡁࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ直ࡕ十勝総合振興局報告ࠋࡿࡍ�

����� 知事ࡢࡑࡣࡓࡲ命ࢆ受ࡓࡅ職員ࡢ行࠺措置�

ア 指示 

洪水又は高潮のはん濫若しくは地すべりにより著しい危険が切迫していると認められると

き、又はその可能性が大きいと判断されるときは、避難のため立退きが必要であると認められ

る区域の居住者に対し立退きの指示をすることができる。また、知事は洪水、高潮、地すべり

以外の災害の場合においても、町長が行う避難、立退きの指示について必要な指示を行うこと

ができる。災害救助法が適用された場合、避難所の開設、避難者の収容等については町長に委

任する。�

イ 指示の代行 

知事は、災害発生により町長が避難の勧告及び指示に関する措置ができない場合は当該町長

に代わって実施する。 

ウ 報告 

十勝総合振興局長は、町長から避難の勧告、指示、立退先の指示及び避難所の開設等につい

て報告を受けた場合は、町長と情報の交換に努めるとともに、速やかに知事にその内容を報告

しなければならない。また、町長から遠距離、その他の理由により必要な輸送手段の確保の要

請があった場合は、輸送計画の定めるところにより関係機関に協力要請する。 

����� 警察官ࡢ行࠺措置�

� 指示�

(ｱ)  (1)のイの(ｱ)により町長から要請があったとき、又は町長が避難の指示ができないと認

めるときは、避難の指示、立退先指示等を行う。 

(ｲ)  災害による危険が急迫したときには、警察官はその場の危害を避けるため、その場にい

る者を避難させることができる。 

� 報告ࠊ通知�

警察官ࡢࡀ�ｱ�ࡢ措置ࢆ講ࡓࡌ場合ࡢࡑࠊࡣ旨ࢆ町長通知ࠋࡿࡍ通知ࢆ受ࡓࡅ町長ࠊࡣ

十勝総合振興局ࢆ通࡚ࡌ知事報告ࠋࡿࡍまた、アの(ｲ)の措置を講じた場合には、所属の公

安委員会にその旨報告するものとする。 

�

����� 自衛官�
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� 避難等ࡢ措置�

自衛隊法第��条ࡾࡼ災害派遣ࢆ命ࡓࢀࡽࡐ部隊等ࡢ自衛官ࠊࡣ災災害が発生し、又はまさに

発生しようとしている場合において、町長又は町職員及び警察官ࡢࡑࡀ場࠸࡞࠸場合限ࡾ

次ࡢ措置ࡿࢆことができるࠋ�

(ｱ)  住民等の避難等の措置等（警察官職務執行法第４条） 

(ｲ)  他人の土地等への立入（警察官職務執行法第６条第１項） 

(ｳ)  警戒区域の設定等(基本法第63条第３項) 

(ｴ)  他人の土地等の一時使用等及び被災工作物等の除去等(基本法第64条第８項) 

(ｵ)  住民等への応急措置業務従事命令(基本法第65条第３項) 

� 報告ࠊ通知�

自衛官ࡢࡀ措置ࢆ実施ࡓࡋ場合ࡢࡑࠊࡣ旨ࢆ町長通知ࠋࡿࡍ通知ࢆ受ࡓࡅ町長ࠊࡣ十

勝総合振興局ࢆ通࡚ࡌ知事報告ࠋࡿࡍ�

(5)�� 避難ࡢ勧告࣭指示ࡢ時期及び発令基準 

� 発令時ࡢ状況� 判断基準� 住民求ࡿࡵ行動�

避難勧告� 通常ࡢ避難行動

避ࡀ者ࡿࡁ࡛ࡀ

難行動ࢆ開始ࡋ

࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞

ࠊࡾ࠶段階࡛࠸

人的被害ࡢ発生

明ࡀ可能性ࡿࡍ

ࡓࡗࡲ高ࡽ

状況�

�ձ�火災ࡀ随所発生ࠊࡋ炎上拡大ࡢ危険࠶ࡀ

��ࡁࡿ

�ղ�避難経路ࢆ断ࡿࢀࡓ危険ࡁࡿ࠶ࡢ�

�ճ�爆発火災ࡀ発生ࠊࡋ再爆発ࡢ危険圏内࠶

�ࡁࡿ

�մ�酸素欠乏ࡣࡓࡲ有毒ࠊࢫ࢞危険物等ࡀ多量

ࡉ予測ࡀ人的被害ࡾࡓࢃ広域ࠊࡋ流出

�ࡁࡿࢀ

�յ�地盤沈下ࠊ余震ࡿࡼ建物ࡢ倒壊等ࡾࡼ

人的被害ࡀ予想ࡁࡿࢀࡉ��

ն�水道ࠊࢫ࢞ࠊ電気等ࣥࣛࣇࣛࡢ施設ࡢ

被害ࡀ著ࠊࡃࡋ被災地域࡛ࡢ避難生活ࡀ困

難ࡁ࡞�

�շ�本部長ࡀ必要認ࡁࡓࡵ�

通常ࡢ行動ࡿࡁ࡛ࡀ

者ࠊࡣ計画ࡓࢀࡉ避

難場所等ࡢ避難行

動ࢆ開始�

避難指示� ࣭前兆現象ࡢ発

生ࠊࡸ現在ࡢ切

迫ࡓࡋ状況

ࡢ人的被害ࠊࡽ

発生ࡿࡍ危険性

࠸高非常ࡀ

判断ࡓࢀࡉ状況�

࣭人的被害ࡢ発

生ࡓࡋ状況�

ձ 上記ࡢ避難勧告基準࡛ࠊ特危険ࡀ切迫ࡋ

 ࡁࡓࡋ判断ࡿ࠸࡚
ղ 本部長ࡀ必要認ࡁࡓࡵ 

 

࣭避難勧告等ࡢ発令

後࡛避難中ࡢ住民

避難行動࡞確実ࠊࡣ

�完了ࡕ直ࢆ

࣭未ࡔ避難࡞࠸࡚ࡋ

ࡕ直ࠊࡣ対象住民࠸

ࡿ移避難行動

ࡲ࠸ࡢࡑࠊࡶ

ࢆ生命ࡣ場合࠸࡞ࡀ

守ࡿ最低限ࡢ行動�

����� 要配慮者ࡢ状況把握�

町ࠊࡣ災害発生直後直ࡕ民生委員ࠊ社会福祉協議会ࠊ公区ࠊ道ࠊ消防ࠊ警察等関係機関ࡢ
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協力ࢆ得࡚ࠊ要要配慮者ࡢ安否ࠊ保健福祉ࡢࢫࣅ࣮ࢧ要否等࡚࠸ࡘ迅速ࡘ的確࡞把握努ࡵ

�ࠋࡿ

４ 避難勧告・指示の伝達方法 

����� 伝達事項�

� 避難先�

� 避難経路�

�࢘ 避難ࡢ理由及ࡧ内容㸦発令日時ࠊ避難対象地域࡞㸧�

�࢚ 注意事項�

�㺏��� 携行品ࡣ限ࠋࡿࡍࡅࡔࡢࡶࡓࢀࡽ㸦食糧ࠊ水筒ࣜࢳࠊࣝ࢜ࢱࠊ紙ࠊ着替ࠊ࠼救急薬品ࠊ

懐中電灯ࠊ携帯ࣛ࢜ࢪ等㸧�

�㺐��� 服装ࡣ軽装ࠊࡋ帽子ࠊ頭巾ࠊ雨合羽ࠊ防寒用具ࢆ携行ࠋࡿࡍ�

�㺑��� 避難後ࡢ戸締ࠋࡿࡍࢆࡾࡲ�

�㺒��� 火気注意ࠊࡋ火災ࡀ発生ࠋࡿࡍ࠺ࡼ࠸࡞ࡋ�

����� 伝達方法�

� 防災行政無線、緊急速報メール、ソーシャルメディア、ワンセグ放送及び町の広報車、幕別

消防署の広報車または屋外放送設備等を活用して、対象地域の住民に迅速、かつ、的確に伝達

するよう、伝達手段の多重化・多様化に努めるものとする。なお、津波の伝達については、津

波到達想定区域に防災行政無線の外部スピーカーを整備し、情報の伝達漏れが無いように努め

る。�

� 放送局㸦㹌㹆㹉ࠊ民間放送局㸧対ࠊࡋ勧告ࠊ指示ࢆ行ࡓࡗ旨ࢆ連絡ࠊࡋ関係住民連絡ࡍ

�ࠋࡿࡍ依頼࠺ࡼࡿࡍ放送ࠊࡋ提示ࢆ事項ࡁ

�࢘ 水防信号については、「資料編 資料２－１ 防災に関するサイレン信号等」に定める危険

信号により伝達する。�

�࢚ 電話等ࡾࡼ地区別情報等連絡責任者である公区長を通じて周知するほかࠊ官公署ࠊ会社等

�ࠋࡿࡍ通報

�࢜ 北海道防災対策支援࣒ࢸࢫࢩ及び幕別町防災情報登録メールࡾࡼ情報伝達ࠋࡿࡍ�

�࢝ 避難ࢆ勧告ࠊ指示ࡓࡋ時ࠊࡀ夜間ࠊ停電時ࠊ風雨ࡀ激࠸ࡋ場合等ࠊ全家庭対ࡿࡍ完全周知

�ࠋࡿࡍ伝達個別ࡋ編成ࢆ消防団員等࡛組ࠊࡣࡁࡿࢀࡉ予想ࡿ࠶困難࡛ࡀ

キ 要配慮者に配慮した伝達方法は、「第２章 第９節 要配慮者対策計画」に定める。 

５ 避難誘導 

����� 避難誘導�

ア� 避難誘導ࠊࡣ町職員ࠊ消防職員ࠊ消防団員及ࡧ警察官等指示権者の命を受けた職員があたる。

避難立退きに当たって、避難誘導者は円滑な立退きについて適宜指導する。その際、自力避難

の困難な避難行動要支援者に関しては、避難行動要支援者名簿（「第２章 第９節 要配慮者対

策計画」参照）の作成及び避難支援等関係者への情報提供により、事前に支援体制を整備し、
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危危険が切迫する前に避難できるよう十分配慮する。 

イ 津波発生時の避難については、徒歩によることを原則とするが、各地域において津波到達時

間、避難場所までの距離、要配慮者の存在、避難路の状況等を踏まえて、やむを得ず自動車に

より避難せざるを得ない場合は、町は、避難者が自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあ

らかじめ検討するものとする。検討に当たっては、警察と十分調整しつつ、自動車避難に伴う

危険性の軽減方策とともに、自動車による避難には限界量があることを認識し、限界量以下に

抑制するよう各地域で合意形成を図るものとする。 

ウ 町職員、消防職員、消防団員、警察官など避難誘導・支援にあたる者の危険を回避するため、

津波到達時間などを考慮した避難誘導・支援に係る行動ルールや退避の判断基準を定め、住民

等に周知するものとし、避難誘導・支援の訓練を実施することにより、避難誘導等の活動にお

ける問題点を検証し、行動ルール等を必要に応じて見直すものとする。 

����� 避難ࡢ順位�

避難ࡿࡏࡉ場合ࠊࡣ避難行動要支援者ࢆ優先的避難ࠋࡿࡏࡉ�

����� 移送の方法 

� 小規模࡞場合�

避難ࠊ立ࡕ退ࠊࡣࡁ避難者ࡀ各個行ࢆࡇ࠺原則ࠊࡀࡿࡍ避難者ࡀ自力ࡿࡼ避難ࡲࠊ

建設対策部ࠊࡣ場合ࡿࢀࡽࡵ認ࡀ必要ࡢ集団移送ࡿࡼ車両ࠊ場合等࡞不可能ࡀࡁ退ࡕ立ࡣࡓ

車両班ࡀ行ࠋ࠺�

� 大規模࡞場合�

被災地ࡀ広域࡛大規模࡞避難ࠊ立ࡕ退ࡁ移送ࢆ要ࠊࡋ町࡚࠸࠾措置࡛࠸࡞ࡁ場合ࠊ町長ࡣ

道対࡚ࡋ支援ࡢ応援ࢆ求ࠋࡿࡵ�

����� 避難誘導ࡿࡍ際ࡢ留意事項�

� 誘導員ࠊࡣ避難場所ࠊ経路及ࡧ方向ࢆ的確指示ࠋࡿࡍ�

� 誘導経路ࡿࡁ࡛ࠊࡣ限ࡾ危険࡞橋ࠊ堤防ࡢࡑࠊ他災害発生ࡿ࠶ࡢࢀࡑ࠾ࡢ場所ࢆ避ࠊࡅ安全

�ࠋࡿࡍ選定ࢆ経路࡞

�࢘ 危険地域ࠊࡣ非常線ࢆ張ࠊࡿ状況ࡾࡼ誘導員ࢆ配置ࠋࡿࡍ�

�࢚ 浸水地ࠊࡣ࡚ࡗ࠶舟艇ࣉ࣮ࣟࡣࡓࡲ等ࢆ使用ࠊࡋ安全ࢆ期ࠋࡿࡍ�

�࢜ 誘導中ࠊࡣ水没ࠊ感電等ࡢ事故防止努ࠋࡿࡵ�

�࢝ 夜間ࠊࡣ࡚࠸࠾特危険ࢆ防止ࠊࡵࡓࡿࡍ投光器等ࡢ照明具ࢆ最大限活用ࠋࡿࡍ�

６ 避難路及び避難場所等の安全確保  

住民等の避難に当たっては、町の職員、警察官、その他避難措置の実施者は、避難路、避難場所等の

安全確保のため支障となるものの排除を行うものとする。 

７ 避難所の設置 

����� 指定緊急避難場所�

災害の危険が切迫した場合における住民等の安全な避難先として、緊急に一時避難できる場所
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ととして、指定緊急避難場所を開設する。 

����� 指定避難所�

� 家屋ࡢ倒壊ࠊ火災等࡚ࡗࡼ住居ࢆ失ࡣࡓࡲࠊ࠸浸水等࡚ࡗࡼ居住ࡀࡇࡿࡍ不可能認ࡵ

�ࠋࡿࡍ開設ࢆ避難所ࠊ࡚ࡋ施設ࡿࡍ収容ࢆ者ࡿࢀࡽ

����� 福祉避難施設�

� 保健福祉ࡀࢫࣅ࣮ࢧ必要࡞要配慮者対ࠊࡋ多目的࣮ࣜࣇࣜࣂࠊࣞࢺ化等ࡿ࠸࡚ࢀࡉ公共

施設等ࠊࢆ福祉避難所࡚ࡋ開設ࠋࡿࡍ�

����� 避難所ࡢ開設及ࡧ管理�

ア 施設管理者、避難所担当職員又は避難者リーダーは、施設の被害状況を目視し、施設の外観、

内部、及び周辺の道路状況、土砂災害に対する安全性、火災発生状況等について、安全性の確

認するとともに、ライフラインの被害状況について確認する。 

イ 町は発災時に必要に応じ、大雨、洪水及び土砂災害等の危険性を十分配慮し指定緊急避難場

所及び指定避難所を開設するとともに、住民等に対し周知徹底を図るものとする。また、必要

があれば、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、管理者の同意を得て避難所とし

て開設する。さらに、要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものを含め、民間賃貸住

宅、旅館、ホテル等を避難所として借り上げる等、多様な避難所の確保に努めるものとする。 

ウ� 避難所ࢆ開設ࠊࡣࡁࡓࡋ直ࡕ連絡員ࢆ派遣࡚ࡋ駐在ࠊࡏࡉ管理ࠊࡓࡲࠋࡿࡏࡽࡓ࠶連

絡員ࡣ本部ࡢ情報連絡ࢆ行ࠋ࠺�

エ 避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や道路の途絶による孤立が

続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの適否を検討するものとす

る。 

８ 避難所の運営 

� 避難所ࡢ運営ࠊࡣ関係機関ࡢ協力ࡶࡢ適切行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

����� 避難者ࡢ把握�

避難所ࡢ管理責任者㸦以下ࠕ管理責任者ࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊࡣ避難者名簿ࢆ作成ࠊࡋ収容人員ࢆ調

査ࠊࡋ避難者ࡢ傷病等ࡢ有無ࠊ給水ࠊ給食ࠊ生活必需品ࡢ必要数量ࢆ把握ࠊࡋ総務対策部総務班

�ࠋࡿࡍ報告

����� 避難所ࡢ運営�

ア 町は、各避難所の適切な運営管理を行うものとする。この際、避難場所における情報の伝

達、食料、水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自主防災組織等の協力が得られ

るように努めるとともに、必要に応じ、他の市町村やボランティア団体等に対して協力を求

めるものとする。 

イ 町は、避難所ごとにそこに収容されている避難者に係る情報の早期把握及び避難所で生活

せず食事のみ受け取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努め、国等への報告を行うも

のとする。 

ウ 町は、避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努めるものとす

る。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じるも

のとする。また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の

有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必

要性、ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措
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置置を講じるよう努めるものとする。また、必要に応じ、避難所における家庭動物のためのス

ペースの確保に努めるものとする。  

エ 町は、避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女

双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や

生理用品、女性用下着の女性による配布、避難所における安全性の確保など女性や子育て家

庭のニーズに配慮した避難所の運営に努めるものとする。 

オ 町は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等にかんがみ、必要に応じ

て旅館やホテル等への移動を避難者に促すものとする。 

カ 町は、災害の規模等にかんがみて必要に応じ、避難者の健全な住生活の早期確保のために、

応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及び空家等利用可能な既存住宅のあっ

せん及び活用等により、避難所の早期解消に努めることを基本とする。 

�3��� 要配慮者ࡢ配慮�

避難所ࡢ収容及ࡧ避難所ࡢ運営管理ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶要配慮者ࡢ態様合ࠊࡏࢃ次掲ࡿࡆ事

項十分配慮ࠊࡋ住民ࢸࣥࣛ࣎ࡸ等ࡢ協力ࢆ得ࠊࡘࡘ計画的生活環境ࡢ整備ࢆ図ࠋࡿ�

� 高ࠊ供給等ࡢ障害者用携帯便器等ࡸ車椅子ࠊ解消ࡢ段差ࠊ設置ࡢࣞࢺ洋式仮設ࡸࣉ࣮ࣟࢫ

齢者ࠊ障害者等配慮ࡓࡋ設備ࠊ機器等ࡢ整備ࢆ図ࠋࡿ�

� 介護用品ࠊ育児用品等要配慮者ࡢ態様応ࡓࡌ生活必需品ࡢ調達確保努ࠋࡿࡵ�

�࢘ 災害発生後࡛ࡿࡁ限ࡾ速ࠊࡸ全࡚ࡢ避難施設ࢆ対象要配慮者対策把握調査ࢆ行ࠊ࠸次

�ࠋࡿࡵ努࠺ࡼࡿࡁ開始࡛ࡀ提供ࡢࢫࣅ࣮ࢧ保健福祉࡞組織的࣭継続的࡞࠺ࡼࡢ

�㺏��� �派遣ࡢ㸦移動介護従事者㸧等࣮ࣃࣝ࣊ࢻ࢞ࠊ㸦訪問介護員㸧࣮ࣃ࣒࣮ࣝ࣊࣍

�㺐��� 入浴ࢫࣅ࣮ࢧ等在宅福祉ࡢࢫࣅ࣮ࢧ実施�

�㺑��� 病院ࡸ社会福祉施設等ࡢ受入ࢸࣥࣛ࣎ࠊࢀ家庭ࡢ受入ࢀ委託ࠊ里親ࡢ委託等�

�㺒���  要配慮者ࡢ心身両面ࡢ健康状態特段ࡢ配慮ࢆ行ࠊࢣࣝࢱ࣓ࣥࠊ࠸保健師等ࡿࡼ

巡回健康相談等ࢆ実施�

�㺓��� 文字放送࣑ࣜࢩࢡࣇࠊࣅࣞࢸ等ࡢ設置ࠊ手話通訳者ࡢ派遣等要配慮者対ࡿࡍ情報提

供体制ࡢ確保�

㸦4㸧� 避難所整備ࡀ必要࡞書類�

総務対策部総務班ࠊࡣ次ࡢ書類帳簿等ࢆ整備ࡋ保存ࠋࡿࡍ㹙資料編� 資料㸳�㸴�避難所開設

伴࠺様式㹛ࠋࡿࡼ�

� 避難所受付簿㸦町内会単位㸧�

� 避難者ࢻ࣮࢝㸦世帯別単位㸧�

�࢘ 避難者名簿㸦個人単位㸧�

�࢚ 避難所状況報告書�

�࢜ 避難所運営記録�

�࢝ 物資࣭食糧管理ࡢ記録�



地震・津波防災計画編 第３章 災害応急対策計画 

�

第３－５節 避難対策計画 

��� 

�࢟ 災害避難所取材者受付簿�

�ࢡ 災害ࢸࣥࣛ࣎受付ࢻ࣮࢝�

ࣨ� 避難所外泊届�

�ࢥ �飼育者名簿ࢺࢵ࣌

�ࢧ 避難所生活ࡢ心得�

�ࢩ �他必要書類ࡢࡑ

９９ 警戒区域の設定 

災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࠊ࡚࠸࠾住民ࡢ生命ࡣࡓࡲ身体対ࡿࡍ危険ࢆ防

止ࠊࡵࡓࡿࡍ特必要ࡿ࠶ࡀ認ࡁࡿࡵ警戒区域ࢆ設定ࠋࡿࡍ�

����� 実施責任者�

� 町長ࠊ町職員㸦基本法第��条㸧�

� 消防職員ࠊ消防団員㸦消防法第��条㸧火災現場、水害を除く災害�

�࢘ 警察官㸦上記法࡛各実施者ࡀ現場࠸࡞࠸場合ࡣࡓࡲࠊ依頼ࡓࢀࡉ場合であり、この場合、  

警察官は直ちに警戒区域を設定した旨を町長へ通知することとする。㸧�

�࢚ 自衛隊法第��条第㸰項ࡢ規定ࡾࡼ災害派遣ࢆ命ࡓࢀࡽࡐ部隊等ࡢ自衛官㸦基本法第��条第

㸱項㹼町長ࡢࡑࡣࡓࡲ職務ࢆ行࠺者ࡢࡑࡀ場࠸࡞࠸場合限ࡿ。この場合、自衛官は直ちに

警戒区域を設定した旨を市町村長へ通知することとする。㸧�

����� 実施方法�

� 警戒区域ࡢ表示�

関係機関ࡀ警戒区域ࢆ設定ࡓࡋ場合ࠊ非常線ࢆ張ࡢࡑࠊࡾ区域ࡢ立入ࢆࡾ制限ࠊ禁止ࡲࠊ

�ࠋࡿࡌ命ࢆ退去ࡽ区域ࡢࡑࡣࡓ

� 警戒区域ࡢ通知�

警戒区域ࡢ設定ࢆ行ࡓࡗ場合ࠊࡣ直ࡢࡑࠊࡕ旨ࢆ町長通知ࠋࡿࡍ� �

ウ パトロール等の実施 

町長等は、住民等の退去の確認を行うとともに、可能な限り防犯・防火のためのパ トロー

ルを実施することとする。 

(3)  知事による代行(基本法第73条)  

知事は、災害が発生した場合、当該災害により市町村がその全部又は大部分の事務を行うこと

ができなくなったときは、町長に代わって警戒区域を設定することとする。 

10 広域一時滞在 

(1)   道内における広域一時滞在  

ア 町長が、地震・津波による災害発生により、被災住民について、道内の他の市町村における

一時的な滞在（以下、「道内広域一時滞在」という。）の必要があると認める町長（以下、「協
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議議元町長」という。）となる場合は、道内の他の市町村長（以下、「協議先市町村長」という。）

に被災住民の受け入れについて、協議を行う。 

なお、協議元町長は、適当な協議の相手方を見つけられない場合等は、知事に助言を求める

ものとする。 

イ 道内広域一時滞在の協議をしようとするときは、協議元町長は、あらかじめ知事に報告する。

ただし、あらかじめ報告することが困難なときは協議開始後、速やかに、報告するものとする。  

ウ 協議元町長又は知事より、道内広域一時滞在の協議を受けた場合、協議先市町村長は、被災

住民を受入れないことについて正当な理由がある場合を除き、公共施設等を提供し、被災住民

を受け入れるものとし、受入決定をしたときは、速やかに、協議元町長に通知するとともに、

直ちに被災住民への支援に関係する機関等に通知する。 

なお、協議先市町村長は必要に応じて、知事に助言を求めるものとする。  

エ 協議元町長は、協議先市町村長より受入決定の通知を受けたときはその内容を公示し、及び

被災住民への支援に関係する機関等に通知するとともに知事に報告する。  

オ 協議元町長は、道内広域一時滞在の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を

協議先市町村長に通知する。併せてその内容を公示し、及び被災住民への支援に関係する機関

等に通知するとともに知事に報告する。  

カ  協議先市町村長は、協議元町長より道内広域一時滞在の必要がなくなった旨の通知を受けた

ときは、速やかに、その旨を被災住民への支援に関係する機関等に通知する。 

キ 知事は、災害の発生により町が必要な事務を行えなくなった場合、被災住民について道内広

域一時滞在の必要があると認めるときは、町長の実施すべき措置を代わって実施する。  

また、町が必要な事務を遂行できる状況になったと認めるときは、速やかに事務を町長に引

き継ぎを行うものとする。 

なお、上記の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示するとともに、代行

を終了したときは代行した事務の措置について、町長に通知する。 

(2)  道外への広域一時滞在  

ア 町長が、災害発生により、被災住民について、道外の他の市町村における一時的な滞在（以

下、｢道外広域一時滞在｣という。）の必要があると認める町長（以下、｢協議元町長｣という。）

となる場合は、知事に対し協議を行い、知事が道外の当該市町村を含む都府県知事（以下、｢協

議先知事｣という。）に対し、被災住民の受け入れについて協議することを求めるものとする。  

イ 道外広域一時滞在の協議をしようとするときは、知事は、あらかじめ内閣総理大臣に報告す

る。 

ただし、あらかじめ報告することが困難なときは協議開始後、速やかに、報告するものとす

る。  

ウ 協議元町長より要求があったときは、知事は、協議先知事との協議を行う。また、知事は、

必要に応じて内閣総理大臣に助言を求めるものとする。  

エ 知事は、協議先知事より受入れ決定の通知を受けたときは、速やかに災害発生市町村長に通

知するとともに内閣総理大臣に報告する。  

オ 協議元町長は、知事より受入決定の通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、被

災住民への支援に関係する機関等に通知する。  

カ 協議元町長は、道外広域一時滞在の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を

知事に報告し、及び公示するとともに被災住民への支援に関係する機関等に通知する。 
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ままた、知事は、前段の報告を受けたときは、速やかに、協議先知事に通知し、内閣総理大臣

に報告する。  

キ 知事は、道外広域一時滞在の必要がなくなったと認めるときは、速やかにその旨を協議先知

事、被災住民への支援に関係する機関等に通知し、公示するとともに内閣総理大臣に報告する。  

ク 知事は、災害の発生により町が必要な事務を行えなくなった場合、被災住民について道外広

域一時滞在の必要があると認めるときは、町長より要求がない場合にあっても、協議先知事と

の協議を実施する。  

(3)  広域一時滞在避難者への対応  

町は、広域一時滞在により居住地以外の市町村に避難した被災住民に必要な情報や物資等を確

実に送り届けられるよう、被災住民の所在地等の情報を共有するなど、避難先市町村との連携に

配慮するものとする。  
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第３－６節 救助救出計画

第第６節 救助救出計画 

� 地震・津波災害࡚ࡗࡼ生命ࠊ身体ࡢ危険࡞状態ࡓࡗ࡞者ࡢ救助救出関ࡿࡍ計画ࠊࡣ本計

画定ࠋࡿࡵ�

１ 救助救出実施責任者 

� 町長㸦救助法ࡢ適用ࢆ受ࠊࡅ知事ࡢ委任ࢆ受ࡓࡅ場合ࢆ含ࠋࡴ㸧ࠊࡣ警察官ࠊ消防機関ࡢ協力

本章�第ࠕࠊࡣ場合ࡢ困難ࡀ実施ࡢ救助救出࡛ࡳࡢ本部ࠊࡾ࠶甚大࡛ࡀ災害ࠊࡀ࠺行ࢆ得࡚救出ࢆ

30節�自衛隊派遣要請及ࡧ活動計画ࠖ定ࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵ十勝総合振興局長自衛隊ࡢ派遣

要請ࢆ依頼ࠋࡿࡍ�

２ 救助救出を必要とする者 

� 災害ࡵࡓࡢ現生命身体ࡀ危険࡞状態ࡿ࠶者及ࡧ生死不明ࡢ状態࡛ࡡࡴ࠾࠾ࠊ次該当ࡍ

�ࠋࡿࡍࡁࡿ

����� 火災ࡢ際ࠊ火中取ࡾ残ࡓࢀࡉ場合�

����� 地震等ࡾࡼ倒壊家屋ࡢ下敷ࡓࡗ࡞ࡁ場合�

����� 地震ࡾࡼ道路ࠊ橋等ࡀ破損ࠊࡋ孤立地点取ࡾ残ࡓࢀࡉ場合�

����� 山崩ࠊࢀ地ࡾࡍ等ࡾࡼ生埋ࡓࡗ࡞ࡵ場合及ࡧ鉄道ࠊ自動車等ࡢ大事故ࡀ発生ࡓࡋ場合�

３ 発見者の通報 

� 救助࣭救出ࢆ要ࡿࡍ者ࢆ発見ࡓࡋ者ࡣࡓࡲ死傷者ࢆ伴࠺災害ࢆ発見ࡓࡋ者ࠊࡣ直ࡕ幕別町役

場ࠊ警察署ࡣࡓࡲ消防署等通報ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

４ 救助救出要員等 

� 本部設置中ࡢ救助࣭救出活動ࠊࡣ町及ࡧ消防機関ࡀ警察地域住民協力࡚ࡋ作業ࡿࡓ࠶

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ報告本部࡚ࡋ作成ࢆ名簿ࡢ住民ࡓࢀࡉ救護ࠊࡶ

５ 負傷者等の措置 

� 救助࣭救出ࡓࡋ者ࡀ負傷等ࡵࡓࡢ緊急手当ࢆ施ࡍ必要ࠊࡣࡁࡿ࠶ࡀ保健班等ࡾࡼ所要ࡢ

措置ࢆ施ࡓࡋ上ࠊ直ࡕ医療機関又は日本赤十字社北海道支部の救護所に収容する。�

６ 関係機関への応援要請 

����� 特多数ࡢ死傷者ࡿ࠶ࡀ場合ࠊ࡚࠸࠾本部及ࡧ消防機関ࡣ࡛ࡳࡢ救助࣭救出ࡀ困難࡞場

合ࠊࡣ医師会࣭警察ࠊ近隣消防機関協力ࢆ依頼ࠊࡶࡿࡍ必要応࡚ࡌ防災ࣉࢥࣜ࣊

�ࠋࡿࡍࢆ依頼ࡢ派遣要請ࡢ自衛隊ࡧ要請及ࡢ࣮ࢱ

����� 救助࣭救出要ࡿࡍ機材ࠊ舟艇ࡢࡑ他特殊機械類ࢆ必要ࠊࡣࡁࡿࡍ防災関係機関応

援ࢆ要請ࠋࡿࡍ�

(3)  町は、町の救助力が不足すると判断した場合には、隣接市町村、北海道等の応援を求める

ものとする。 

７ 救助救出活動 
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第３－６節 救助救出計画

((1)  被災地域における救助救出活動 

     町及び北海道警察は、職員の安全確保を図りつつ、緊密な連携のもとに被災地域を巡回し、

救助救出を要する者を発見した場合は、資機材を有効活用するとともに、救助関係機関及び住

民の協力を得て、被災者の救助救出活動を実施する。 

特に、発災当初の72時間は、救命・救助活動において極めて重要な時間帯であることを踏ま

え、人命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分するものとする。  

(2)  現地対策本部の設置 

大規模災害ࡀ発生ࠊࡋ被災者ࡢ救助࣭救出等ࡢ応急対策ࢆ迅速ࡘ適切実施ࡵࡓࡿࡍ必

要認ࡿࢀࡽࡵ場合ࠕࠊࡣ本章�第㸯節� 応急活動体制ࠖࡢ定ࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵ現地災害対

策本部ࢆ設置ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�
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第第７節 地震火災等対策計画 

大地震ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊࡣ建築物等ࡢ倒壊ࠊࡵࡌࡣࢆ火災ࡢ同時多発ࡸ市街地ࡢ延焼拡大࡞

�ࠋࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ発生ࡀ人的࣭物的被害࡞多大ࠊࡾࡼ

ࡵ努防止ࡢ延焼拡大ࡧ初期消火及ࡾ限࡞可能ࠊࡣ自主防災組織等ࡸ地元住民ࡢ被災地ࠊࡵࡓࡢࡇ

�ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ計画ࡿࡍ関消火活動ࡿࡅ࠾大規模地震ࡢ幕別消防署ࡧ幕別町及ࠊࡶࡿ

１ 消防活動体制の整備 

� 町は、その地域における地震災害を防ぎょし、これらの被害を軽減するため、消防部隊の編成及び

運用、応急消防活動その他消防活動の実施体制について、十分に検討を行い、整備しておくものとす

る。 

２ 火災発生、被害拡大危険区域の把握 

� 地震ࡿࡼ火災発生及ࡧ拡大ࢆ防止ࡡࡴ࠾࠾ࠊࡵࡌࡽ࠶ࠊࡵࡓࡿࡍ次掲ࡿࡆ危険区域ࢆ把握ࠊࡋ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ資実施࡞円滑ࡢ災害応急活動ࠊࡋ作成ࢆ被害想定࡚ࡌ応必要ࡓࡲ

����� 住宅密集地域ࡢ火災危険区域�

����� 崖崩ࠊࢀ崩壊危険箇所�

����� 特殊火災危険区域㸦危険物ࠊࢫ࢞ࠊ火薬ࠊ毒劇物等施設㸧�

(4)  津波等による浸水危険区域 

３ 相互応援協力の推進 

� 消防活動ࡀ円滑行ࠊ࠺ࡼࡿࢀࢃ次掲ࡿࡆ応援協定ࠊࡾࡼ必要応ࡌ相互応援協力ࢆ行ࡶ࠺

�ࠋࡿࡍࡢ

����� 消防相互応援�

����� 広域航空消防応援�

����� 緊急消防援助隊ࡿࡼ応援�

４ 地震火災対策計画の作成 

� 大地震時ࡿࡅ࠾火災防御活動及ࡧ住民救出活動ࡢ適切ࡘ効果的࡞実施ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ必要応ࠊࡌ

�ࠋࡿࡍ作成ࢆ地震火災対策計画ࡵࡌࡽ࠶

����� 消防職員等ࡢ確保�

� 大規模地震発生時ࠊࡣ住宅密集地域ࡿࡅ࠾火災ࡢ多発伴ࠊ࠸集中的消火活動ࡣ困難࡛࠶

招ࡢ団員ࡧ消防職員及ࡽࡉࠊࢀࡽ࠼考ࡶࡇࡿ࡞搬出不能ࠊࢀࡉ破壊ࡀ消防設備ࠊࡓࡲࠊࡾ

集ࡶ困難ࠊ࡞ࡿ࡞消防能力ࡀ低下ࡽࢀࡇࡵࡌࡽ࠶ࠊࡽ࡞ࡇࡿࡍ対ࡿࡍ維持ࠊ確保

�ࠋࡿࡎ講ࢆ措置ࡢ

����� 消防水利ࡢ確保�

� 地震時ࠊࡣ水道施設ࡢ停止ࡸ水道管ࡢ破損等ࠊࡾࡼ消火栓ࡀ使用不能ࡀࡇࡿ࡞考ࡽ࠼

消防水ࡿࡼ方策࡞河川等多角的ࠊ他ࡢ配置ࡢ防火水槽࣭耐震性貯水槽࣭配水池ࠊࡽࡇࡿࢀ
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利ࡢ確保努ࠋࡿࡵ�

����� 応急救出活動�

� 大規模地震発生時ࡢ混乱ࡓࡋ状況下ࡿࡅ࠾救出活動ࠊࡣ非常困難࡛ࠊࡵࡓࡿ࠶倒壊ࡓࡋ家

屋内࡛ࡢ住民ࠊ特高齢者ࠊ障害者等ࡢ要要配慮者ࡢ救護方法࡚࠸ࡘ検討ࡃ࠾࡚ࡋ�

����� 初期消火ࡢ徹底�

� ��住民対ࠊࡣ࡚ࡋ平素ࡽ地震発生時ࡢ火気ࡢ取締ࡾ初期消火ࡢ重要性ࢆ十分認識ࡏࡉ

�ࠋࡿ図ࢆ徹底ࡢ事前啓発ࠊࡵࡓࡿ

� 時間到着ࡢ消防機関ࡾࡼ寸断等ࡢ道路交通網等ࡢ࡛ࡲ被災地ࠊࡣ࡚ࡗ࠶発生直後ࠊࡓࡲ

�ࠋࡿࡵ努延焼防止ࡧ初期消火及ࡾ限࡞可能ࠊࡣ自主防災組織ࡸ住民ࡢ被災地ࠊࡽࡇࡿࡍ要ࢆ

５ 地震火災応急対策 

����� 情報通信�

� 大規模࡞火事災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࡢ情報ࡢ収集及ࡧ通信等

�ࠋࡿࡍ実施ࡾࡼ次ࠊࡣ

� 情報通信連絡系統�� 大規模࡞地震火災ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合

�ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ図表㸱�㸵�㸯�地震火災等情報通信連絡系統図ࠖࠕࠊࡣ連絡系統ࡢ

� 実施事項��

�㺏��� 関係機関ࠊࡣ災害発生時直ࡕ災害情報連絡ࡢࡵࡓࡢ通信手段ࢆ確保ࠋࡿࡍ�

�㺐��� 関係機関ࠊࡣ災害情報ࡢ収集努ࠊࡶࡿࡵ把握ࡓࡋ情報ࢆ迅速他ࡢ関係機関

連絡ࠋࡿࡍ�

�㺑��� 関係機関ࠊࡣ相互緊密࡞情報交換ࢆ行ࠊ࠸情報ࡢ確認ࠊ共有化ࠊ応急対策ࡢ調整等ࢆ

行ࠋ࠺�

����� 災害広報�

� 災害応急対策ࡢ実施ࠊࡾࡓ࠶正確࡞情報ࢆ迅速提供ࡾࡼࡇࡿࡍ混乱ࡢ防止ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ

被災者ࡢ家族ࠊ地域住民等対࡚ࡋ行࠺災害広報ࠕࠊࡣ本章�第㸲節�災害広報計画ࠖ定ࡿࡵ

�ࠋࡿࡍ実施ࡾࡼ次ࠊ

� 被災者ࡢ家族等ࡢ広報�

�� 関係機関ࠊࡣ被災者ࡢ家族等ࡢࡽ問࠸合ࡏࢃ等対応ࡿࡍ体制ࢆ整備ࠊࡿࡍ被災者ࡢ

家族等役立ࡘ次ࡢ情報ࢆ正確ࡵࡁ細ࠊࡃ適切提供ࠋࡿࡍ�

�㺏��� 災害ࡢ状況��

�㺐��� 被災者等ࡢ安否情報�

�㺑��� 医療機関等ࡢ情報�

�㺒��� 関係機関ࡢ実施ࡿࡍ応急対策ࡢ概要�

�㺓��� �事項࡞他必要ࡢࡑ
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� 地域住民等ࡢ広報�

� 関係機関ࠊࡣ報道機関ࢆ通ࡣࡓࡲࠊࡌ広報車ࡢ利用等ࠊࡾࡼ次ࡢ事項ࡢ広報ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

�㺏��� 災害ࡢ状況��

�㺐��� 被災者ࡢ安否情報�

�㺑��� 医療機関等ࡢ情報�

�㺒��� 関係機関ࡢ実施ࡿࡍ応急対策ࡢ概要��

�㺓��� 避難ࡢ必要性等ࠊ地域与ࡿ࠼影響�

�㺔��� �事項࡞他必要ࡢࡑ

����� 応急活動体制�

� 幕別町ࡢ災害対策組織��

� 町長ࠊࡣ大規模࡞火事災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࡢࡑࠊ状況応࡚ࡌ

応急活動体制ࢆ整備ࡢࡑࠊࡋ地域係ࡿ災害応急対策ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

� 防災関係機関ࡢ災害対策組織��

� 関係機関ࡢ長ࠊࡣ大規模࡞火事災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊ災害ࡢ状

況応࡚ࡌ応急活動体制ࢆ整備ࠊࡋ関係機関連携ࡢࡑࠊࡽࡀ࡞ࡾࢆ所管係ࡿ災害応急対

策ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

�࢘ 災害㸦事故㸧対策現地合同本部ࡢ設置�

� 関係機関ࡣ円滑ࠊ迅速࡞応急対策ࡢ実施ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ必要応࡚ࡌ協議ࠊ࠼࠺ࡢ現地合同本

部ࢆ設置ࠊࡋ災害応急対策ࢆ行ࠋ࠺�

����� 避難措置�

� 幕別町及ࡧ関係機関ࠊࡣ人命ࡢ安全ࢆ確保ࠕࠊࡵࡓࡿࡍ本章�第㸴節�救助救出計画ࠖࠊࡾࡼ

必要࡞避難措置ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 救助救出及ࡧ医療救護活動等�

� 幕別町及ࡧ関係機関ࠕࠊࡣ本章�第㸴節�救助救出計画ࠖ及ࠕࡧ本章�第118節�医療救護計画ࠖࡢ

�ࠋࡿࡍ実施ࢆ医療救護活動ࡧ救助救出及ࡢ被災者ࠊࡾࡼ

����� 行方不明者ࡢ捜索及ࡧ死体ࡢ収容等�

� ࠊ捜索ࡢ行方不明者ࠊࡾࡼ収容処理埋葬計画ࠖࡢ死体ࡧ捜索及ࡢ本章�第26節�行方不明者ࠕ

死体ࡢ収容ࠊ埋葬等ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 消防活動�

� 大規模࡞火事災害時ࡿࡅ࠾消防活動ࠊࡣ次ࡾࡼ実施ࠋࡿࡍ�

� 現場活動情報等ࡢ連絡調整ࢆ行ࠊ࠸速ࡸ火災ࡢ状況ࢆ把握ࠋࡿࡍ�

� 避難場所ࠊ避難通路ࡢ確保及ࡧ重要ࡘ危険度ࡢ高࠸箇所࣭地域ࢆ優先ࡽࡀ࡞ࡋ活動ࢆ実
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施ࠋࡿࡍ�

�࢘ 消火ࠊ飛火警戒等ࠊࡣ近隣住民ࠊ自主防災組織等ࡢ協力ࢆ得࡚ࠊ効果的࡞活動ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 交通規制��

� 帯広警察署及ࡧ関係機関ࠊࡣ災害ࡢ拡大防止及ࡧ交通ࡢ確保ࠕࠊࡵࡓࡢ本章�第110節�交通応

急対策計画ࠖࠊࡾࡼ必要࡞交通規制ࢆ行ࠋ࠺�

����� 自衛隊派遣依頼��

� 災害ࡢ規模ࡸ収集ࡓࡋ被害情報ࡽ判断ࠊࡋ必要ࡿ࠶ࡀ場合ࠕࠊࡣ本章�第29節�自衛隊派遣

要請及ࡧ派遣活動計画ࠖࠊࡾࡼ知事㸦十勝総合振興局長㸧自衛隊ࡢ災害派遣ࢆ依頼ࠋࡿࡍ 

����� 広域応援�

� 幕別町及ࡧ幕別消防署ࠊࡣ災害ࡢ規模ࢀࡒࢀࡑࠊࡾࡼ単独࡛ࡣ十分࡞災害応急対策ࢆ実施

他都府ࠊ市町村ࡢ他ࠊ消防機関ࡢ他ࠊࡾࡼ本章�第28節�広域応援計画ࠖࠕࠊࡣ場合࠸࡞ࡁ࡛

県及ࡧ国応援ࢆ要請ࠋࡿࡍ 

����� 災害復旧�

� 大規模࡞火事災害ࠊࡾࡼ地域ࡢ壊滅ࡣࡓࡲࠊ社会経済活動ࡢ甚大࡞被害ࡀ生ࡓࡌ場合ࠊ

幕別町及ࡧ道ࠊࡣ被災ࡢ状況ࠊ地域ࡢ特性ࠊ被災者ࡢ意向等ࢆ勘案ࠊࡋ関係機関ࡢ密接࡞連

携ࡢ下ࠕࠊ第㸲章�災害復旧計画ࠖࠊࡾࡼ迅速ࡘ円滑復旧ࢆ推進ࠋࡿࡍ�

� 町長㹙担当ࠊࡣ建設対策部土木班ࠋࡿࡍ㹛ࠊࡣ地震ࡾࡼ急傾斜地ࡅࡀࡢ崩ࢀ等ࡢ災害ࡀ

予想ࡿࢀࡉ地域ࡢ実情ࢆ調査ࠊࡋ災害防止ࢆ図ࠊࡓࡲࠋࡿ必要応ࠊ࡚ࡌ特別巡視等ࢆ行ࠋ࠺�

図表３-７-１ 地震火災等情報通信連絡系統図 

 

 発 見 者 等 

北海道警察本部 

十勝総合振興

局（地域政策課） 

北海道（総務部） 

国（総務省消防庁） 

（情報交換） 

幕 別 町 

幕別消防署 帯広警察署 
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第第８節 津波災害応急対策計画 

津波警報等が発表され、又は津波発生のおそれがある場合の警戒並びに津波が発生した場合の応急

対策に関する計画は、次のとおりである。 

 

１ 津波警戒体制の確立 

町は、札幌管区気象台の発表する津波警報等によるほか、強い地震（震度４程度以上）を感じたと

き又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときには、津波来襲に備え警戒体制

をとる。 

また、町は忠類晩成地区にいる者に対し、その場からの退避、テレビ、ラジオの聴取等警戒体制を

とるよう周知するとともに、水門等の閉鎖、安全な場所からの海面監視、近隣自治体との連携情報収

集等警戒に当たる。 

 

２ 町民等の避難・安全の確保 

津波警報が発表された場合、若しくは海面監視により異常現象を発見した場合、町長及び道は、津波

来襲時に備え、次の対策を実施する。 

(1)  町長は、津波到来地区町民等に対して、直ちに退避・避難するよう勧告・指示を行う。 

また、津波来襲が切迫している場合には、自宅周辺の建築物上層階等の高所に緊急避難するよ

う伝達する。 

(2)  知事は、町が災害の発生により、避難の勧告及び指示を行うことができない場合、避難のため

の勧告及び指示に関する措置の全部又は一部を町長に代わって実施する。 

�
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第第９節 災害警備計画 

地震・津波災害時において、地域住民の生命、身体及び財産を保護し、公共の安全と秩序を維持す

るために必要な警戒、警備に関する帯広警察署㸦以下ࠕ警察署ࠖࠋ࠺࠸㸧の諸活動についての計画

 ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡿࡼ北海道地域防災計画ࠊࡣ

１ 災害に関する警察の任務 

警察ࠊࡣ地震・津波ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊࡣ災害ࡢ警報ࡢ伝達及ࡧ災害

情報ࢆ収集ࠊࡋ住民ࡢ避難誘導及ࡧ救助ࠊ犯罪ࡢ予防ࠊ交通ࡢ規制等ࡢ応急対策ࢆ実施࡚ࡋ住民ࡢ

生命ࠊ身体及ࡧ財産ࢆ保護ࠊࡋ被災地域ࡿࡅ࠾社会秩序ࡢ維持ࢆࡇࡿࡓ࠶任務ࠋࡿࡍ�

２ 災害の警報の伝達に関する事項 

����� 警察ࡀ行࠺災害関ࡿࡍ警報ࡢ伝達等ࠊࡣ次ࡾࡼ行ࠋ࠺�

� 役場ࡢࡽ関係機関ࠊ住民ࡢ連絡ࠕࠊࡣ本章�第㸰節�地震・津波情報伝達計画ࠖࠋࡿࡼ�

����� 警察官ࡣ基本法第��条第㸯項ࡢ規定基࡙ࠊࡁ災害ࡀ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ異常࡞現象ࢆ発見

�ࠋࡿࡍ通報町長ࡸ速ࠊࡣࡁࡓࡅ受ࢆ通報ࡢ旨ࡓࡋ

�

�

�

�

３ 事前措置に関する事項 

����� 町長㹙担当ࠊࡣ総務対策部総務班ࠋࡿࡍ㹛ࡀ基本法第��条ࡢ規定基࡙ࠊࡁ警察官ࡢ出動ࢆ

求ࠊࡵ応急措置ࡢ実施必要࡞準備ࢆ要請ࡿࡍ場合ࠊࡣ次ࡢ事項ࢆ記載ࡓࡋ文書㸦緊急ࢆ要ࡿࡍ

場合ࡣ電話等࡛要請ࡢࡑࠊࡋ後速ࡸ文書ࢆ提出ࠋࡿࡍ㸧ࡾࡼ警察署長対࡚ࡋ行ࠋ࠺�

� 派遣ࢆ要請ࡿࡍ理由�

� 派遣ࢆ要請ࡿࡍ職員ࡢ職種別及ࡧ人員数�

�࢘ 派遣ࢆ必要ࡿࡍ期間�

�࢚ �必要事項ࡢ࡚࠸ࡘ他派遣ࡢࡑ

����� 町長ࡢ要請ࡾࡼ行࠺事前措置�

警察署長ࠊࡣ町長ࡢࡽ要請ࡾࡼ基本法第��条ࡢ規定基࡙ࡁ事前措置࡚࠸ࡘ指示ࢆ行ࡗ

�ࠋ࠺行ࢆ事後処理ࡢ該当措置ࡀ町長ࠊࡣ場合ࡢࡇࠋࡿࡍ通知町長ࢆ旨ࡢࡑࡕ直ࠊࡣࡁࡓ

４ 避難に関する事項 

住民の避難に当たっては、町、消防機関等と協力し、安全な経路を選定して誘導するとともに、被災

後の無人化した住宅街、商店街等におけるパトロールを行い、犯罪の予防及び取締り等に当たるものと

する。 

帯広警察署 

幕別駐在所 

札内交番 

糠内駐在所 

忠類駐在所 

連絡責任者 

町民課長 

 役場からの関係機関、住民への連絡

は、「本章 災害応急対策計画 第２節 

地震䞉津波情報伝達計画」に定める。 
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５５ 応急措置に関する事項 

����� 警戒区域設定権等�

� 警察署長ࠊࡣ警察官ࡀ基本法第��条第㸰項ࡢ規定基࡙ࡁ警戒区域ࡢ設定ࢆ行ࡓࡗ場合ࠊࡣ直

�ࠋࡿࡍ通知町長ࢆ旨ࡢࡑࡕ

����� 応急公用負担等�

警察署長ࠊࡣ警察官ࡀ基本法第��条第㸵項及ࡧ同法第��条第㸰項ࡢ規定基࡙ࠊࡁ応急公用負

担㸦人的物的公用負担㸧ࢆ行ࡓࡗ場合ࠊࡣ直ࡢࡑࡕ旨ࢆ町長通知ࠋࡿࡍ�

６ 救助救出に関する事項 

警察署長ࠊࡣ町長協力ࡋ被災者ࡢ救出並ࡧ負傷者及ࡧ病気ࡓࡗ者ࡢ応急的救護ࡣࡓࡲ死

体ࡢ見分努ࡶࡿࡵ状況応ࠊ࡚ࡌ町長ࡢ行࠺死体ࡢ捜索等災害活動協力ࠋࡿࡍ�

７ 災害時における災害情報の収集に関する事項 

警察署長ࠊࡣ町長ࡢࡑ他ࡢ関係機関緊密連絡ࠊ࡚ࡋ災害警備活動上必要࡞災害関ࡿࡍ情報

�ࠋࡿࡍ収集ࢆ

８ 災害時における広報に関する事項 

警察署長ࠊࡣ地震、津波が発生し、又は発生のおそれがある場合は、関係機関と密接な連携を図る

とともに、災害の種別、規模及び態様に応じ、住民の避難、犯罪予防、交通規制等の措置について迅

速な広報に努めるものとする。�

９ 災害時における通信計画に関する事項 

� 警察署長ࠊࡣ災害ࡀ発生ࠊࡋ孤立ࡀ予想ࡿࢀࡉ地域ࡢࡑࠊ他必要認ࡿࡵ地域対࡚ࡋ移動無線局ࠊ

携帯無線機等ࢆ配備ࡿࡍ計画ࠊ࡚࠸ࡘ町長打合ࢆࡏ行ࠋ࠺�

10 災害時における交通規制に関する事項 

�本章�第10節ࠕ 交通応急対策計画ࠖࠋࡿࡼ�

�
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第第10節 交通応急対策計画 

地震・津波の発生に伴うࡿࡅ࠾道路交通等ࡢ混乱ࢆ防止ࠊࡋ消防ࠊ避難ࠊ救助ࠊ救護等ࡢ応急

対策活動ࢆ迅速実施ࡢࡵࡓࡿࡍ交通ࡢ確保ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 実施機関 

����� 北海道公安委員会㸦帯広警察署㸧�

����� 北海道開発局㸦帯広開発建設部㸧�

����� 北海道�

����� 幕別町及ࡧ幕別消防署�

����� 自衛隊�

�����  (一社)北海道警備業協会�

２ 交通応急対策の実施 

����� 北海道公安委員会㸦帯広警察署㸧�

� 災害ࡀ発生ࡉࡲࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋ場合ࠊ࡚࠸࠾道路ࡿࡅ࠾危険ࢆ防止

災害応急対策上緊急輸ࠊࡓࡲࠊࡁࡿࡵ認ࡿ࠶ࡀ必要ࡵࡓࡿ図ࢆ円滑化安全ࡢ交通ࠊࡋ

送ࢆ行ࡵࡓ࠺必要ࡿ࠶ࡀ認ࠊࡣࡁࡿࢀࡽࡵ区域及ࡧ道路ࡢ区間ࢆ指定࡚ࡋ緊急車両以外ࡢ

車両ࡢ道路ࡿࡅ࠾通行ࢆ禁止ࡣࡓࡲࠊࡋ制限ࠋࡿࡍ�

� 通行禁止区域等ࠊ࡚࠸࠾車両ࡢࡑ他ࡢ物件ࡀ緊急通行車両ࡢ妨害ࡾࡼࡇࡿ࡞災害応

急対策ࡢ実施著࠸ࡋ支障ࡿ࠶ࡀ認ࠊࡣࡁࡿࢀࡽࡵ当該車両ࡢࡑ他ࡢ物件ࡢ占有者ࠊ所有

者ࠊ管理者対ࠊࡋ当該車両ࡢࡑ他ࡢ物件ࡢ移動等ࡢ措置ࢆࡇࡿࢆ命ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡎ�

�࢘ 現場ࡀ相手方ࡢ命令ࡢࡑࡣࡓࡲࠊࡁ࠸࡞ࡽࢆ当該措置ࡀ者ࡓࢀࡽࡐ命ࢆ措置ࡿࡼ

ࡀࡇࡿࢆ措置ࡢࡑࡽ自ࠊࡣࡁ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡎ命ࢆࡇࡿࢆ当該措置ࡵࡓ࠸࡞࠸

�ࠋࡿࡁ࡛

破ࢆ物件ࡢ他ࡢࡑ車両࡚࠸࠾限度࠸࡞得ࢆࡴࡸࡵࡓࡿࢆ当該措置ࠊ࡚࠸࠾場合ࡢࡇ

損ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

������ 北海道開発局㸦帯広開発建設部㸧�

一般国道㸦指定区間内㸧ࡢ路線係ࡿ道路ࡢ構造ࡢ保全交通ࡢ危険ࢆ防止ࠊࡵࡓࡿࡍ障害物

ࡿࡍ制限ࡣ又ࠊࡋ禁止ࢆ通行ࡢ車両等ࠊࡣࡁࡿࢀࡽࡵ認必要ࠊࡋࡢࡶࡿࡵ努除去ࡢ

�ࠋࡿ図ࢆ確保ࡢ交通ࠊࡋ指示的確ࢆ迂回路等ࡶ

����� 北海道�

ア� 道ࡀ管理ࡿ࠸࡚ࡋ道路ࡀ災害ࡿࡼ被害ࢆ受ࡓࡅ場合ࠊ速ࡸ被害状況ࡸ危険箇所等ࢆ把

握ࠊࡶࡿࡍ障害物ࡢ除去努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�

イ� 交通ࡢ危険ࢆ防止ࠊࡵࡓࡿࡍ必要認ࠊࡣࡁࡿࡵ車両等ࡢ通行ࢆ禁止ࡣࡓࡲࠊ制限すると

ともに迂回路等を的確に指示し、関係機関との連絡を密にしながらࠊࡋ交通ࡢ確保努ࠋࡿࡵ�

    ウ 道が管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努めるものとするとともに、ガソリン

等について、町長等の要請に基づき斡旋及び調達を行うものとする。�
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����� 幕別町及ࡧ幕別消防署�

� 町ࡀ管理ࡿ࠸࡚ࡋ道路࡛災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊࡣ道路ࡢ警戒努ࠊࡶࡿࡵ交通ࡢ危険

ࢆ迂回路等ࡶࡿࡍ制限ࡣࡓࡲࠊࡋ禁止ࢆ通行ࡢࡑࠊࡣࡁࡿࡵ認必要ࡵࡓࡿࡍ防止ࢆ

的確指示ࠊࡋ関係機関ࡢ連絡ࢆ密ࠊࡋ交通ࡢ確保努ࠋࡿࡵ�

� � ままた、町が管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努めるものとする。 

� 消防吏員ࠊࡣ警察官ࡢࡑࡀ場࠸࡞࠸場合限ࠊࡾ通行禁止区域等ࠊ࡚࠸࠾車両ࡢࡑ他ࡢ

物件ࡀ緊急通行車両ࡢ妨害ࡾࡼࡇࡿ࡞災害応急対策ࡢ実施著࠸ࡋ支障ࡿ࠶ࡀ認ࡵ

物ࡢ他ࡢࡑ当該車両ࠊࡋ対管理者ࠊ所有者ࠊ占有者ࡢ物件ࡢ他ࡢࡑ当該車両ࠊࡣࡁࡿࢀࡽ

件ࡢ移動等ࡢ措置ࢆࡇࡿࢆ命ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡎ�

�࢘ 消防吏員ࡿࡼࠊࡣ措置ࢆ命ࡓࢀࡽࡐ者ࡀ当該措置ࡢࡑࠊࡣࡓࡲࠊࡁ࠸࡞ࡽࢆ命令ࡢ

相手方ࡀ現場ࡵࡓ࠸࡞࠸当該措置ࢆࡇࡿࢆ命ࠊࡣࡁ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡎ自ࡢࡑࡽ措

置ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࢆ�

破ࢆ物件ࡢ他ࡢࡑ車両࡚࠸࠾限度࠸࡞得ࢆࡴࡸࡵࡓࡿࢆ当該措置ࠊ࡚࠸࠾場合ࡢࡇ

損ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

����� 自衛隊�

� 災害派遣ࢆ命ࡓࢀࡽࡐ部隊等ࡢ自衛官ࠊࡣ町長及ࡧ警察官等ࡢࡑࡀ場࠸࡞࠸時次ࡢ措置ࢆ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ

� 自衛隊緊急通行車両ࡢ円滑࡞通行ࢆ確保ࡵࡓࡿࡍ必要࡞措置ࢆ命ࡣࡓࡲࠊࡌ自ࡽ当該措置ࢆ

実施すること。 

� 警戒区域ࡢ設定並ࢀࡑࡧ基࡙ࡃ立入制限࣭禁止及ࡧ退去を命ずること。�

�࢘ 現場ࡢ被災工作物等ࡢ除去等を実施すること。 

����� �一般社団法人北海道警備業協会�

一般社団法人北海道警備業協会及ࡧ支部ࠊࡣ災害時ࡿࡅ࠾交通誘導業務及ࡧ避難所ࡢ警備

支援ࡢ関係機関ࡾࡼ協定ࠖ等ࡿࡍ関交通誘導業務ࡿࡅ࠾災害時ࠕ知事と締結したࠊ࡚࠸ࡘ

��࠺行ࢆ

３ 道路の交通規制 

����� 道路交通網ࡢ把握�

災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊ道路管理者及ࡧ公安委員会㸦帯広警察署㸧ࠊࡣ相互綿密࡞連携ࢆ図ࡿ

ࠊ࡚࠸ࡘ状況ࡢ交通ࡧ道路及ࡢ被災地内中心ࢆ事項ࡢ次ࠊ得࡚ࢆ協力ࡢ関係機関ࠊࡶ

�ࠋࡿࡍ把握ࢆ実態ࡢࡑ

� 損壊ࡣࡓࡲࠊࡋ通行不能ࡓࡗ࡞路線名及ࡧ区間�

� 迂回路ࢆ設定ࡋ得ࡿ場合ࡢࡑࡣ路線名㺂分岐点及ࡧ合流点�

�࢘ 緊急通行ࡢ禁止ࡣࡓࡲ制限ࢆ実施ࡿࡍ必要ࡢ有無�

����� 交通規制ࡢ実施�

道路管理者及ࡧ公安委員会㸦帯広警察署㸧ࠊࡣ次ࡢ方法ࡾࡼ交通規制ࢆ実施ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

� 交通規制ࢆ実施ࠊࡣࡁࡿࡍ道路標識等ࢆ設置ࠋࡿࡍ�



地震・津波防災計画編 第３章 災害応急対策計画 

�

第３－10節 交通応急対策計画 

����

� 緊急ࢆ要ࠊࡋ道路標識等ࢆ設置ࡣࡓࡲࠊࡁ࠸࡞ࡀࡲ࠸ࡿࡍ道路標識等ࢆ設置࡚ࡋ行ࡇ࠺

�ࠋ࠺行ࢆࢀࡇࡾࡼ指示ࡢ現場警察官等ࠊࡣࡁ࡞困難ࡀ

����� 関係機関ࡢ連携�

道路管理者及ࡧ公安委員会（（帯広警察署）ࠊࡀ交通規制ࡾࡼ通行ࡢ禁止制限ࢆ行ࡓࡗ場合

�ࠋࡿ図ࢆ徹底ࡢ広報࡚ࡌ通ࢆ広報媒体ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡶࡿࡍ連絡関係機関ࡣ

４ 緊急輸送のための交通規制 

� 災害ࡀ発生ࠊࡋ災害応急対策従事ࡿࡍ者ࡣࡓࡲ災害応急対策必要࡞物資ࡢ緊急輸送ࡢࡑࠊ他応

急措置ࢆ実施ࡢࡵࡓࡿࡍ緊急輸送ࢆ確保ࡿࡍ必要ࡿ࠶ࡀ認ࠊࡣࡁࡿࡵ区域ࡣࡓࡲ道路ࡢ区間ࢆ指

定ࠊࡋ緊急通行車両以外ࡢ車両の通行ࢆ禁止ࡣࡓࡲࠊࡋ制限ࠋࡿࡍ�

����� 通� � 知�

公安委員会（帯広警察署）ࠊࡣ緊急輸送ࡢࡵࡓࡢ交通規制ࠊࡵࡌࡽ࠶ࠊࡣࡁࡿࡍ࠺ࡼࡋࢆ

当該道路ࡢ管理者対ࠊࡋ禁止又ࡣ制限ࡢ対象ࠊ区域ࠊ区間ࠊ期間及ࡧ理由ࢆ通知ࠋࡿࡍ�

�ࠋࡿࡍ通知ࡕ規制後直ࠊࡣ場合࠸࡞ࡁ通知࡛ࡵࡌࡽ࠶ࠊࡋ要ࢆ緊急ࠊ࠾࡞

����� 緊急通行車両ࡢ確認手続ࡁ�

� 車両ࡢ確認�

十勝総合振興局長ࡣࡓࡲ帯広警察署長ࠊࡣ車両ࡢ使用者等ࡢ申出ࡾࡼ当該車両ࠊࡀ応急対

策必要࡞物資ࡢ輸送等ࡢ緊急通行車両࡛ࡢࡇࡿ࠶確認ࢆ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

� 確認場所�

緊急通行車両ࡢ確認ࠊࡣ十勝総合振興局ࡣࡓࡲ警察本部ࠊ方面本部ࠊ警察署及ࡧ交通検問所

࡛行ࠋ࠺�

�࢘ 証明書及ࡧ標章ࡢ交付�

緊急通行車両࡛ࡿ࠶確認ࠊࡣ࡚࠸ࡘࡢࡶࡓࡋ各車両ࠕࡈ本章�第11節�輸送計画ࠖ

基࡙ࠕࠊ࡚࠸緊急通行車両確認証明書ࠖࠕࠊ標章ࠖࢆ交付ࠊࡋ当該車両ࡢ前面標章ࢆ掲示ࡉ

�ࠋࡿࡏ

�࢚ 緊急通行車両�

�㺏��� 緊急通行車両ࠊࡣ基本法規定ࡿࡍ災害応急対策ࢆ実施ࡵࡓࡿࡍ使用ࡿࢀࡉ車両࡛次

�ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺行࡚࠸ࡘ事項ࡢ

㹟��� 警報ࡢ発令及ࡧ伝達並ࡧ避難ࡢ勧告ࡣࡓࡲ指示関ࡿࡍ事項�

㹠㸬� 消防ࠊ水防ࡢࡑ他ࡢ応急措置関ࡿࡍ事項�

㹡��� 被災者ࡢ救難ࠊ救助ࡢࡑ他保護関ࡿࡍ事項�

㹢㸬� 災害ࢆ受ࡓࡅ児童及ࡧ生徒ࡢ応急ࡢ教育関ࡿࡍ事項�

㹣㸬� 施設及ࡧ設備ࡢ応急ࡢ復旧関ࡿࡍ事項�

㹤㸬� 清掃ࠊ防疫ࡢࡑ他ࡢ保健衛生関ࡿࡍ事項�
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㹥㸬� 犯罪ࡢ予防ࠊ交通ࡢ規制ࡢࡑ他災害地ࡿࡅ࠾社会秩序ࡢ維持関ࡿࡍ事項�

㹦㸬� 緊急輸送ࡢ確保関ࡿࡍ事項�

㹧㸬� �拡拡大の防止のための措置に関する事項ࡣࡓࡲ防御ࡢ発生ࡢ他災害ࡢࡑ

�㺐��� �緊急通行車両ࠊࡣ指定行政機関等ࡀ保有ࠊࡣࡃࡋࡶࠊࡋ指定行政機関等ࡢ契約࡞

関ࡢ他災害時ࡣࡓࡲ車両ࡿࢀࡉ使用専用ࡵࡓࡢ活動ࡢ常時指定行政機関等ࡾࡼ

係機関࣭団体等ࡽ調達ࡿࡍ車両࡛ࠋࡿ࠶�

オ 事前届出制度の普及等 

  道、町及び地方行政機関は、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付さ

れるよう、輸送協定を締結した民間事業者等に対し、緊急通行車両標章交付のための事前届

出制度の周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普及を図るものと

する。 

����� 通行禁止ࡣࡓࡲ制限ࡽ除外ࡿࡍ車両�

� 公安委員会（帯広警察署）ࠊࡣ業務ࡢ性質上ࠊ住民ࡢ日常生活欠࠸࡞ࡁ࡛ࡢࡇࡃ車両等ࠊ

公益上ࡣࡓࡲ社会生活上通行ࢆࡴࡸࡀࡇࡿࡏࡉ得࠸࡞認ࡿࢀࡽࡵ車両ࠊࡣ࡚࠸ࡘ緊急通行

車両ࡢ通行支障ࢆ及࠸࡞ࡉࡤ限ࠊࡾ規制対象除外車両࡚ࡋ通行ࢆ認ࠋࡿࡵ�

� 確認手続ࡁ�

�㺏��� 公安委員会㸦帯広警察署㸧ࠊࡣ車両ࡢ使用者等ࡢ申ࡋ出ࡾࡼ当該車両ࠊࡀ規制対象除

外車両࡛ࡢࡇࡿ࠶確認ࢆ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

�㺐��� 確認場所�

規制対象除外車両ࡢ確認ࠊࡣ警察本部ࠊ方面本部ࠊ警察署及ࡧ交通検問所࡛行ࠋ࠺�

�㺑��� 証明書及ࡧ標章ࡢ交付�

規制対象除外車両࡛ࡿ࠶確認ࠊࡣ࡚࠸ࡘࡢࡶࡓࡋ各車両ࠕࡈ様式㸱�10�㸰�規

制対象除外車両通行証明書ࠖࠕࠊ様式㸱�10�㸯�規制対象外車両標章ࠖࢆ交付ࠊࡋ当該車

両ࡢ前面標章ࢆ掲示ࠋࡿࡏࡉ�

� 規制対象除外車両等 

�㺏��� 傷病者ࡢ救護ࡣࡓࡲ医師ࡢ緊急患者ࡢ診断ࠊ治療ࡵࡓࡢ現使用中ࡢ車両�

�㺐��� 報道機関ࡢ緊急取材ࡵࡓࡢ使用中ࡢ車両�

�㺑��� 他ࡢ都道府県公安委員会ࡣࡓࡲ知事ࡢ標章及ࡧ証明書ࡢ交付ࢆ受ࡘࠊࡅ当該目的ࡢ

�ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ使用中ࡵࡓ

�㺒��� 次掲ࡿࡆ車両ࡕ࠺ࡢ規制対象除外車両ࠊ࡚ࡋ標章ࡢ交付ࢆ受ࠊࡘࠊࡅ当該目的

�ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ使用中ࡵࡓࡢ

㹟㸬� 道路維持作業用自動車�

㹠㸬� 通学通園ࢫࣂ�

㹡㸬� 郵便物ࡢ収集ࡣࡓࡲ配達ࡵࡓࡢ使用ࡿࡍ車両�
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㹢㸬� 電報ࡢ配達ࡵࡓࡢ使用ࡿࡍ車両�

㹣㸬� 廃棄物ࡢ収集使用ࡿࡍ車両�

ｆｆ． 伝染病患者の収容または予防のため使用する車両 

㹥㸬� �車両ࡿࢀࡽࡵ認ࡿ࠶ࡀ必要ࡿࡏࡉ通行特ࠊ社会生活上ࡣࡓࡲ他公益上ࡢࡑ

５ 緊急輸送道路ネットワーク計画 

緊急輸送道路は、地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な道路であり、

耐震性を有し、地震時にネットワークとして機能することが重要である。 

このため、北海道開発局、北海道等の道路管理者と北海道警察等の防災関係機関からなる北海道緊急

輸送道路ネットワーク計画等策定協議会では、緊急輸送を確保するため必要な「緊急輸送道路」を定め、

緊急輸送道路のネットワーク化を図る北海道緊急輸送道路ネットワーク計画を策定している。 

各道路管理者は、この計画に基づき緊急輸送道路の整備を計画的に推進することとしている。北海道

緊急輸送道路ネットワーク計画の概要は、次のとおりである。 

(1)  計画内容 

ア 対象地域 

道内全域 

イ 対象道路 

既設道路及び概ね平成27年度までに供用予定の道路を基本としながら、必要に応じて河川管

理用道路等を含めている。 

(2)  緊急輸送道路の区分 

緊急輸送道路ネットワークは、災害発生後の利用特性により、次のとおり区分している。 

ア 第１次緊急輸送道路ネットワーク 

道庁所在地(札幌市)、地方中心都市及び重要港湾、空港、総合病院、自衛隊、警察、消防等

を連絡する道路 

イ 第２次緊急輸送道路ネットワーク 

第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点(行政機関、公共機関、主要駅、港湾、

ヘリポート、災害医療拠点、備蓄集積拠点、広域避難地等）を連絡する道路 

ウ 第３次緊急輸送道路ネットワーク 

第１次及び第２次緊急輸送道路とその他の防災拠点を連絡する道路�

エ 地域緊急輸送道路 

北海道緊急輸送路ネットワーク計画策定協議会において指定されている路線とは別に、幕別

町管内での災害応急避難活動を円滑に行うため、主要となる道路を地域緊急輸送道路として指

定する。 

※ 緊急輸送の指定路線は「資料編 資料７－２ 緊急輸送ネットワーク指定路線」による。 
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様式３-110-１ 規制対象外車両標章 

�

�

�

�

�

�

�

� �

 

備考  １ 色彩は、記号を黄色及び緑、及び「除外」の文字を青色、「登録（車両）番号」、「有効期限」、「年」、「月」及び

「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を表示する部分を白色、地を銀色とする。 

２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。 

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

�

様式３-10-２ 規制対象外車両通行証明書 

 第  号 

 年   月   日 

規 制 対 象 外 車 両 通 行 証 明 書 

 

知� � � 事� � � � � � � � � � � � � 印 

公安委員会� � � � � � � � � � � � � 印 

番号標に表示さ

れている番号 
 

通 行 目 的  

使用者 

住所 
 

（     ）   局       番 

氏名 
 

 

通 行 日 時 
 

 

通 行 経 路 
出 発 地 目 的 地 

  

備     考 
 

 

備考：用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 

15

21

登録(車両)番号

有効期限 年　 　　 月　　  　日　

除 外
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第第11節 輸 送 計 画 

地震・津波災害時࡚࠸࠾災害応急対策ࠊ復旧対策等ࡢ万全ࢆ期ࡵࡓࡿࡍ住民ࡢ避難ࠊ災害応急対

策要員ࡢ移送及ࡧ救援若しくは救助のための資機材ࠊ物資ࡢ輸送㸦以下ࠕ災害時輸送ࠖࠋ࠺࠸㸧ࢆ

迅速確実行ࡢࡵࡓ࠺方法࣭範囲等ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 実施責任者 

����� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ建設対策部土木班ࠋࡿࡍ㹛�

����� 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ町長ࡀ知事ࡢ委任ࢆ受࡚ࡅ行ࠋ࠺�

２ 災害時輸送の方法 

����� �車両等ࡿࡼ輸送�

� 災害時輸送ࡣ町有車両等ࢆ使用ࠊࡋ不足ࡿࡍ場合ࡣ日本通運ओ帯広支店ओ等応援ࢆ要請ࠊࡋ

�ࠋࡿࡆ上ࡾ借ࢆ車両ࡢ民間ࡣࡓࡲ

� ※町有車両の状況は、「資料編 資料７－１ 町保有車両一覧表」を参照 

����� 鉄道輸送�

� 道路ࡢ被害等ࡾࡼ自動車輸送ࡀ困難࡞場合ࡣࡓࡲࠊ遠隔地࡚࠸࠾物資ࠊ資材等ࢆ確保ࡓࡋ

場合࡛ࠊ鉄道ࡿࡼ輸送ࡀ適当࡛ࡿ࠶認ࠊࡣࡁࡓࡵ北海道旅客鉄道株式会社及ࡧ日本貨物鉄

道株式会社ࡢ協力ࢆ要請ࠊࡋ輸送ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 人力輸送�

� 災害ࡢ状況ࡾࡼ車両ࡿࡼ輸送ࡀ不可能࡞事態ࡀ生ࠊࡣࡁࡓࡌ労務者ࡿࡼ人力輸送ࠊࢆ

�ࠋ࠺行ࢆ輸送ࡿࡼ雪上車等ࡣࡓࡲ

����� 空中輸送�

� 地上輸送ࡀ࡚ࡍࡢ不可能࡞事態ࢆ生ࡓࡌ場合ࡣࡓࡲࠊ山間ࡁ地࡛࡞緊急輸送ࡢ必要࠶ࡀ

�ࠋ࠺行ࢆ要請ࡢ航空機輸送ࡋ対自衛隊࡚ࡌ通ࢆ道ࠊࡣ場合ࡿ

３ 輸送拠点の確保 

����� 物資輸送拠点�

次ࡢ施設ࢆ物資輸送拠点ࡀࡿࡍ災害ࡢ状況ࠊࡾࡼ࡞別確保ࠋࡿࡍ�

物資輸送拠点� 幕別町民会館ࠊ札内ࠊ࣮ࢱࣥࢭࢶ࣮࣏ࢫ道ࡢ駅忠類�

�

�

�

�

�
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�

����災害対策用ࡢࢺ࣮࣏ࣜ࣊確保�

㸺࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊離着陸可能地点㸼�

所 在 地 施 設 名 広 さ 著名地点からの方向及び距離 

緑町 幕別小学校ググラウンド 130×160ｍ 幕別駅から南東７００ｍ 

緑町 幕別中学校グラウンド 200×200ｍ 幕別駅から南東７００ｍ 

寿町 幕別運動公園 70×280ｍ 役場から600ｍ 

札内文京町 札内中学校グラウンド 140×140ｍ 札内駅から南西１㎞ 

札内文京町 札内南小学校グラウンド 110×170ｍ 札内駅から南西１㎞ 

札内暁町 スマイルﾊﾟｰｸ 300×300m 国道北側 

札内西町 札内川河川敷 170×550ｍ 国道から南へ５０ｍ 

字糠内 糠内小学校グラウンド 160×110ｍ 小学校校舎南側 

駒畠 集団研修施設こまはた 110×150ｍ 集団研修施設䛣䜎䛿䛯南側 

忠類白銀町 忠類小学校グラウンド 180×120ｍ 小学校校舎隣接 

忠類栄町 忠類野球場 370×100ｍ 中学校校舎隣接 

忠類東宝 白銀台ｽｷｰ場駐車場 53×95ｍ 忠類総合支所から南に300ｍ 

�等ࠖ参照ࢺ࣮࣏ࣜ࣊ࡧ設定基準及ࢺ࣮࣏ࣜ࣊資料編�資料㸶�㸰�臨時ࠕͤ

４ 緊急輸送の対象及び優先順位 

緊急輸送活動ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶被害ࡢ状況ࠊ緊急度ࠊ重要度࡚ࡗࡼ判断ࠊࡋձ人命救助ࠊղ被害ࡢ

拡大防止ࠊճ災害応急対策ࡢ円滑࡞実施配慮࡚ࡋ推進ࠊࡋࡢࡶࡿࡍ原則࡚ࡋ次ࡢ優先順位ࡶࢆ

�ࠋࡿࡍ実施࡚ࡗ

第�段階ࡢ活動� 第�段階ࡢ活動� 第�段階ࡢ活動�

࣭� 人命救助�

࣭� 被害ࡢ拡大防止�

࣭� �復旧ࣥࣛࣇࣛ

࣭� 交通規制�

࣭� 㸦第�段階ࡢ続行㸧�

࣭� 食料࣭水等ࡢ輸送�

࣭� 被災者ࡢ救出搬送�

࣭� 応急復旧�

࣭� 㸦第ࠊ��段階ࡢ続行㸧�

࣭� 災害復旧�

࣭� 生活必需品物資輸送�

 

５ 災害時における緊急輸送車両の交通確保等 

����� 緊急輸送道路ࡢ指定�

「本章 第８節 交通応急対策計画 ５ 緊急輸送道路ネットワーク計画」による。 

����� 緊急輸送道路等ࡢ確保�

� 災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊ道路管理者及ࡧ公安委員会㸦帯広警察署㸧ࡣ相互綿密࡞連携ࢆ図ࡿ

ࡢ町内ࡃ早ࡕ࠸ࠊࡽࡀ࡞得ࢆ協力ࡃ基࡙協定ࡢ幕別町建設業協会ࡸ協力ࡢ関係機関ࠊࡶ

道路ࠊ橋梁等ࡢ被害及ࡧ道路上ࡢ障害物ࡢ状況ࢆ把握ࠊࡶࡿࡍ緊急輸送道路ࢆ優先ࡋ交通

�ࠋࡿ図ࢆ確保ࡢ

����� 緊急輸送道路等ࡢ応急対策活動�

� 町内ࡢ国道ࠊ道道等幕別町以外ࡢ道路管理者属ࡿࡍ道路ࡀ損壊等ࡾࡼ通行支障ࡍࡓࡁࢆ

場合ࡸࡳࡍࠊࡣ当該道路管理者通報ࡋ応急復旧ࡢ実施ࢆ要請ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ事態ࡀ緊急ࢆ

要ࡿࡍ場合ࠊࡣ当該道路管理者連携ࡸࡳࡍࠊࡋ緊急輸送等ࡢ確保ࢆ図ࡢࡵࡓࡿ必要࡞対策

基協定ࡢ幕別町建設業協会ࠊ場合ࡓࡋ被災ࡀ橋梁等ࠊ道路ࡿࡍ管理ࡀ幕別町ࠊࡓࡲࠋ࠺行ࢆ
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�ࠋ࠺行ࢆ応急復旧優先ࢆ指定路線ࠊࡽࡀ࡞得ࢆ協力ࡃ࡙

((4)  緊急輸送業務に従事する車両の表示�

町長ࠊࡣ基本法第��条ࡢ規定基࡙ࠊࡁ十勝総合振興局及ࡧ公安委員会ࡀ災害緊急輸送ࢆ行࠺

車両以外ࡢ通行ࢆ禁止ࡓࡋ場合ࠊࡣ各部㸦班㸧࡚࠸࠾使用ࡿࡍ車両ࠊࡁࡘ帯広警察署ࢆ通ࡌ

公安委員会ࡽ標章及ࡧ証明書㸦ࠕ様式㸱�11�㸯�緊急通行車両確認証明書ࠖࡢ交付ࢆ受ࡅ輸送

�ࠋࡿࡓ࠶

�ࠋࡿࡼ本章�第10節�交通応急対策計画ࠖࠕࠊࡣ交通規制等ࡢ緊急通行車両ࠊ࠾࡞

町は、緊急通行車両標章を円滑に交付されるよう、輸送協定を締結した民間事業者等に対し、

事前届出制度の周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的に行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考  １ 色彩は、記号を黄色及び緑、及び「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」、「有効期限」、「年」、「月」及び

「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を表示する部分を白色、地を銀色とする。 

２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。 

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

 

 

６ 救助法の適用と実施 

救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章�第32節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧�

 

７ 輸送状況の記録 

輸送ࢆ実施ࡓࡋ場合ࠊࡣ次ࡢ様式ࡾࡼ記録ࠋࡿࡍࡢࡶࡃ࠾࡚ࡋ�

� � � ����� 緊急通行車両確認証明書㸦様式㸱�11�㸯㸧�

� � � ����� 輸送記録簿㸦様式㸱�11�㸰㸧�

 

 

 

 

㸰㸯�

㸯㸳�
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８８ 緊急輸送要請体制 

����� 要請伝達系統�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����� 要請内容�

� 災害ࡢ状況及ࡧ応援ࢆ要ࡿࡍ理由�

� 応援ࢆ必要ࡿࡍ車両種類ࠊ大ࠊࡉࡁ車両数及ࡧ人員�

�࢘ 応援ࢆ必要ࡿࡍ場所�

�࢚ 応援ࢆ必要ࡿࡍ機関及ࡧ活動内容�

�࢜ 連絡責任者及ࡧ現場責任者� � �

����� 輸送体制�

一般社団法人十勝地区ࢡࢵࣛࢺ協会ࡢ輸送体制ࠊ隊編成等ࠊࡣ協会作成ࠕࡢ緊急救護輸送実施

業務要綱ࠖࠋࡿࡼ�

� 緊急救護輸送ࡢ要請ࢆ受ࡓࡅ場合ࡢ措置�

北海道本部ࡣࡓࡲ自治体等ࡽ緊急救急輸送ࡢ要請ࢆ受ࡓࡅ場合ࠊࡣ地方本部ࡣ機ࢆ失ࠊࡎࡏ

次ࡢ措置ࢆ講ࡌ緊急救援輸送ࢆ開始ࠋࡿࡍ�

�㺏��� 受領報告及ࡧ対策室対ࡿࡍ指示�

�㺐��� 輸送隊ࡢ班編成�

�㺑��� 緊急救護輸送車両ࡢ確認申請等�

�㺒��� 現地事務所ࡢ開設�

�㺓��� 輸送終了報告�

要 請 車 両
連 絡 要 請 確 認

車 両
確 認

�������

十 �勝 �地 �区

㸦 災 害 対 策 地 方 本 部 㸧

�������

ࢺ ࣛ ࢵ ࢡ 協 会

運 輸 局
北 海 道

協 ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ �会
北 海 道 㺢㺵㺍㺖

帯 �広 �警 �察 �署

報
告

通
知

報
告

㸦 輸 送 小 隊 㸧
事 ����業 ����者

指
示

㸦 輸 送 隊 㸧
各 ����地 ����区

十 勝総 合振 興局

報
告

連
絡

防 災 関 係 機 関

�������

㸦 総 務 課 㸧

㸦 幕 別 町 㸧

帯 広 陸 運 支 局

㸦 輸 送 課 㸧

報
告

北 �海 �道 �警 �察

釧 路 方 面 本 部
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様式３-111-１ 緊急通行車両確認証明書 

 第  号 

 年   月   日 

緊 急 通 行 車 両 確 認 証 明 書 

 

知� � � 事� � � � � � � � � � � � � 印 

公安委員会� � � � � � � � � � � � � 印 

番号標に表示さ

れている番号 
 

輸送の用途（緊急

輸送を行う車両に

あっては、輸送人

員または品名） 

 

使用者 

住所 
 

（     ）   局       番 

氏名 
 

 

輸 送 日 時 
 

 

通 行 経 路 
出 発 地 目 的 地 

  

備     考 
 

 

備考：用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 

様式３�11�２ 輸送記録簿�

輸� 送� 記� 録� 簿�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 幕� 別� 町�

輸送�

月日�
目的�

輸� 送�

区� 間�

�距離��

借 上 等� � � � � � � 修� � � � � � � � � 繕�
燃

 
 

料

 
 

費

 

実

 

支

 

出

 

額

 

備

 
 

 
 

 

考

 

使用車両�

金額�

故障車両等�
修繕�

月日�

修繕�

費�

故障�

�ࡢ

概要�
種類� 台数�

名称�

番号�

所有者�

氏� 名�

� � � � � 円�� � � 円�� 円� 円��

�

計� � � � � � � � � � � � � �

� 注㸸㸯� �ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ種類名㸧ࡢ救助ࡣ目的㸦又ࡿࡓ主ࠊࡣ目的ࠖ欄ࠕ
������㸰� 都道府県又ࡣ市町村ࡢ車両等ࡿࡼ場合ࠕࠊࡣ備考ࠖ欄車両番号ࢆ記入ࠋࡇࡿࡍ�
������㸱� 借上車両ࡿࡼ場合ࠊࡣ有償無償ࢆ問ࡎࢃ記入ࠋࡇࡿࡍ�

㸲� 借上等ࠕࡢ金額ࠖ欄ࠊࡣ輸送費又ࡣ車両等ࡢ借上費ࢆ記入ࠋࡇࡿࡍ�
������㸳� �ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ故障箇所ࡧ原因及ࡢ故障ࠊࡣ概要ࠖ欄ࡢ故障ࠕ
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第第12節 ヘリコプター等活用計画 

� 地震・津波災害時ࡣ陸上ࡢ道路交通ࡢ寸断ࡀ予想ࠊࡽࡇࡿࢀࡉ被災状況関ࡿࡍ情報収集ࠊ

救助活動ࠊ負傷者ࡢ緊急搬送ࠊ緊急物資ࡢ輸送ࠊ人員搬送等ࡢ緊急ࡢ応急対策ࢱࣉࢥࣜ࣊ࠊࡵࡓࡢ

࣮等ࡢ広域的ࡘ機動的࡞活用計画ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 基本方針 

町ࠊࡣ町内࡚࠸࠾災害ࡀ発生ࠊࡋ迅速ࡘ的確࡞災害応急対策ࡢ実施ࡵࡓࡢ必要ࡿ࠶ࡀ場合ࠊࡣ

�資料編ࠕ 資料㸯㸳-㸱� 北海道消防防災࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊応援協定ࠖࡢ定ࡾࡼࡵ広域的࣭機動的活

動࡛ࡿࡁ消防防災ࡢ࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊有効活用ࢆ図ࠋࡿ 

２ 実施責任者 

消防防災ࡢ࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊出動要請ࠊࡣ本部長㸦町長㸧ࡀ行ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶ࠺緊急ࡢ際࡛ࠊ本

部長ࡀ不在等ࡢ場合ࠊࡣ本部長ࡢ職務代理者ࡀ行ࠋ࠺�

３ 実施方法 

����� 要請ࡢ要件�

本部長ࠊࡣ町内災害ࡀ発生ࡣࡓࡲࠊࡋ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合࡛ࠊ次ࡢ各号ࢀࡎ࠸ࡢ

該当ࡿࡍ場合ࠊࡣ消防防災ࡢ࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊出動ࢆ要請ࠋࡿࡍ�

� 町ࡢ消防力࡚ࡗࡼ災害防止ࡀ著ࡃࡋ困難࡞場合�

� 災害ࡀ隣接ࡿࡍ市町村拡大ࡣࡓࡲࠊࡋ影響ࢆ与ࡿ࠶ࡢࢀࡑ࠾ࡿ࠼場合�

�࢘ �場合ࡓࢀࡽࡵ認有効ࡶ最ࡀ活動ࡿࡼ࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊他消防防災ࡢࡑ

����� 要請方法�

本部長ࡢࡽ知事㸦総務部危機対策局危機対策課防災航空室㸧対ࡿࡍ要請ࠊࡣ電話等ࡾࡼ

次ࡢ事項ࢆ明࡚ࡋࡽ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

� 災害ࡢ種類�

� 災害発生ࡢ日時及ࡧ場所並ࡧ災害ࡢ状況�

�࢘ 災害現場ࡢ気象状況�

�࢚ 災害現場ࡢ最高責任者ࡢ職࣭氏名及ࡧ災害現場ࡢ連絡方法�

�࢜ 消防防災ࡀ࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊離着陸ࡿࡍ場所及ࡧ地上支援体制�

�࢝ 応援要ࡿࡍ資機材ࡢ品目及ࡧ数量�

�࢟ �事項࡞他必要ࡢࡑ

(3)  要請先 

北海道総務部危機対策局危機対策課防災航空室 

・ＴＥＬ 011-782-3233 ・ＦＡＸ 011-782-3234 
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・・総合行政情報ネットワーク電話 6-210-39-897、898  

�4��� 町ࡢ受入体制等 

� 道連携࡚ࡋ適切ࢆࢺ࣮࣏ࣜ࣊࡞選定ࠊࡋ必要࡞人員ࡢ配置ࠊ散水ࠊ危険防止ࡢࡵࡓࡢ適切

�ࠋ࠺行ࢆ措置࡞

� 連絡責任者࡛ࢺ࣮࣏ࣜ࣊ࡣ待機ࠊࡋ必要応࡚ࡌ機長等ࡢ連絡ࠋࡿࡓ࠶�

�࢘ �ࠋࡿࡼ本章�第11節�輸送計画ࠖࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ開設ࡢࢺ࣮࣏ࣜ࣊

�࢚ �資料編ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ整備方法ࡢࢺ࣮࣏ࣜ࣊ 資料㸶�㸯�臨時ࢺ࣮࣏ࣜ࣊設定基準及ࣜ࣊ࡧ

�ࠋࡿࡼ等ࠖࢺ࣮࣏

(5)  報告 

町長は、災害が収束した場合には、知事（総務部危機対策局危機対策課防災航空室）に報告

するものとする。�

４ 消防防災ヘリコプターの活動内容 

消防防災ࠊࡣ࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊次掲ࡿࡆ活動࡛ࡢ࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊ࠊ特性ࢆ十分活用ࠊࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ

�ࠋࡿࡍ運行場合ࡿࢀࡽࡵ認ࡀ必要性ࡢࡑ

����� 災害応急対策活動�

� 被災状況調査ࡢ࡞情報収集活動�

� 救援物資ࠊ人員ࠊ資機材等ࡢ搬送�

����� 救急࣭救助活動�

� 疾病者ࠊ医師等ࡢ搬送�

� 被災者ࡢ救助࣭救出�

����� 火災防御活動�

� 空中消火�

� 消火資機材ࠊ人員等ࡢ搬送�

����� �他ࡢࡑ

�場合ࡿࡵ認有効ࡀ活用ࡢ等࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊

５ 応援ヘリコプター等の活動 

道は、所管ヘリコプターで対応できない時は、道の広域応援計画に基づき、必要に応じ他県及

び関係機関からの応援ヘリコプター等の要請を行う。また、大規模災害時には、全国各地から消

防機関をはじめ、自衛隊、海上保安庁、警察、北海道開発局などから多数のヘリコプター等の航

空機が被災地に派遣され、様々な災害対策活動が行われることとなるため、「北海道ヘリコプタ

ー等運用調整会議」において、ヘリコプター等を保有する防災関係機関の相互連携を図り、安全

かつ効果的な災害応急対策等の活動を行うものとする。 
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第第13節 食料供給計画�

地震・津波災害ࡿࡅ࠾被災者並ࡧ災害応急対策従事ࡿ࠸࡚ࡋ者対ࡿࡍ主要食料及ࡧ副食調

味料ࡢ供給ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 主要食料供給計画�

����� 実施責任者�

� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ総務対策部総務班ࠋࡿࡍ㹛�

� 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ知事ࡢ委任ࢆ受ࡿ࠸࡚ࡅ町長ࡀ実施ࠋࡿࡍ�

����� 供給対策�

� 被災者対ࠊࡋ炊ࡁ出ࡿࡼࡋ給食ࢆ行࠺必要ࡿ࠶ࡀ場合�

� 被災者ࡾࡼ供給機関ࡀ通常ࡢ供給ࢆ行ࡢࡑࠊࡵࡓ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇ࠺機関ࢆ通࡛࠸࡞ࡌ供給

�場合ࡿ࠶ࡀ必要࠺行ࢆ

�࢘ 災害地ࡿࡅ࠾救助作業ࠊ急迫ࡓࡋ災害ࡢ防止及ࡧ緊急復旧作業従事ࡿࡍ者対࡚ࡋ供給

�場合ࡿ࠶ࡀ必要࠺行ࢆ

����� 供給ࡢ方法及ࡧ手続等�

� 町長ࠊࡣ災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡢࡑࡣࡓࡲࠊ場合࡛ࠊ炊ࡁ出ࡋ等ࡢ給食必要࡞応

急用米穀等ࢆ現地࡛確保࡛ࡢࡑࠊࡣࡁ࠸࡞ࡁ確保ࡣ十勝総合振興局長ࢆ通࡚ࡌ知事要請ࠋࡿࡍ�

����� 主要食料ࡢ主࡞要請先�

� 供給ࡢ主࡞要請先ࠊࡣ別途定ࠋࡿࡵ㸦ࠕ資料編�資料�����災害時ࡿࡅ࠾幕別町商工会幕別

町間ࡢ協力関ࡿࡍ協定書ࠖ参照㸧�

２ 副食調味料供給計画 

����� 実施責任者�

� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ総務対策部総務班ࠋࡿࡍ㹛�

����� 調達方法�

� 副食ࠊ調味料等ࡢ調達ࠊࡣ必要応࡚ࡌ町内ࡢ業者ࡽ納入ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍ町内ࡿࡅ࠾調達ࡀ

不可能ࡣࡁ࡞十勝総合振興局ࢆ経由ࠊ࡚ࡋ知事対ࡢࡑ࡚ࡋ斡旋ࢆ要請ࠋࡿࡍ�

３ 炊き出し計画 

����� 実施責任者�

� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ総務対策部総務班ࠋࡿࡍ㹛ࡀ行ࠊࡀ࠺必要応࡚ࡌ各団体ࡢ協力

�ࠋࡿࡍ実施࡚ࡵ求ࢆ

����� 協力団体�

� 住民組織㸦公区㸧並ࡧ諸団体等ࠋࡿࡍ�

����� 炊ࡁ出ࡢࡋ対象者�

� 避難所収容ࡓࢀࡉ者�
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� 住家被害ࢆ受࡚ࡅ炊事࠸࡞ࡁ࡛ࡢ者�

�࢘ 災害応急対策従事ࡿ࠸࡚ࡋ者�

����� 炊ࡁ出ࡋ施設等ࡢ状況�

� 町内ࡿࡅ࠾主࡞炊ࡁ出ࡋ施設ࠕࠊࡣ資料編� 資料㸳�㸰�避難所ࠖ掲ࡿࡆ避難所記載ࢀࡉ

�ࠋࡿࡵ求ࢆ協力ࡢ施設࡞可能ࡋ出ࡁ炊ࡢ町内ࡣ場合ࡢ不足ࠊࡋࡇࡿࡍ利用ࢆ施設ࡿ࠸࡚

����� 業者ࡢࡽ購入�

町ࠊࡣ直接炊ࡁ出ࡀࡇࡿࡍࡋ困難࡞場合࡛ࠊ米飯提供業者注文ࡀࡇࡿࡍ実情即ࡿࡍ

認ࡣࡁࡿࡵ炊ࡁ出ࡢࡋ基準ࢆ明示ࠊࡋ米飯提供業者ࡽ購入ࠊࡋ供給ࠋࡿࡍ�

����� 炊ࡁ出ࡋ給与状況ࡢ記録�

炊ࡁ出ࢆࡋ実施ࡓࡋ場合ࠕࠊࡣ様式㸱�113�㸯�炊ࡁ出ࡋ給与状況ࠖ記録ࠋࡿࡍࡢࡶࡃ࠾࡚ࡋ�

４ 要配慮者対策 

� 要配慮者ࠊࡣ࡚࠸ࡘ要配慮者ࡢ状況応ࠊ࡚ࡌ食料等ࢆ調達ࠋࡿࡍ�

５ 救助法の適用と実施 

� 救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章�第32節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧�

�

様式３�13�１ 炊き出し給与状況�

炊� �ࡁ 出� �ࡋ 給� 与� 状� 況�

����������������������������������������������������������������������������幕� 別� 町�

炊ࡁ出ࡋ�

場ࡢ名称�

月� � 日� 月� � 日� �

�

� 㸱日間小計� �

�

�
㸲 日 以 降� � � � � �

小� � � 計�

合

 
 

計

 

実
支
出
額

 

備

 
 

考

 

朝� 昼� 夜� 朝� 昼� 夜� � � 朝� 昼� 夜� � � 朝� 昼� 夜�

� � � � � � � � � � � � � �� � � � � �

計� � � � � � � � � � � � � �� � � � � �

����注㸸ࠕ備考ࠖ欄ࠊࡣ給食内容ࢆ記入ࠋࡇࡿࡍ�
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第第14節 給水計画�

地震発生に伴う水道施設の損壊により飲料水ࡢ供給ࡀ困難ࡓࡗ࡞場合ࠊ住民最小限度ࡢ飲料水

 ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ応急給水ࡢࡵࡓࡿࡍ供給ࢆ

１ 実施責任 

町は、給水活動を迅速かつ円滑に実施するための応急給水体制を確立し、地域住民の生活用水及び医

療機関等の医療用水を確認するとともに、給水施設等の応急復旧を実施する。 

(1)  実施責任者�

ア 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ建設対策部上下水道班ࠋࡿࡍ㹛�

イ 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ知事ࡢ委任ࢆ受࡚ࡅ町長ࡀ行ࠋ࠺ 

(2)  個人備蓄の推進 

町は、飲料水をはじめとする生活用水を災害発生後３日間分程度、個人において準備しておく

よう、住民に広報していくものとする。（飲料水は１人１日３リットル） 

(3)   生活用水の確保 

災害時の生活用水の水源として、緊急貯水槽（耐震性貯水槽）と配水池の貯留水を主体とし、

不足する場合は、井戸水、自然水(川、ため池等の水)プール、受水槽、防火水槽等の水を浄化（ろ

過、滅菌）して供給するものとする。 

(4)   給水資機材の確保 

町は災害時に使用できる応急給水資機材の確保に努め、保有状況を常時把握し、給水人口に応

じ、給水車、散水車及び消防タンク車を所有機関から調達して、給水に当たるものとする。 

２ 給水方法 

� 建設対策部上下水道班ࠊࡣ十勝総合振興局保健環境部ࡢ指示基࡙ࡁ関係機関協力ࢆ求ࠊࡵ被災

地域ࡢ給水ࢆ行ࠋ࠺�

����� 水道施設被害ࡿ࠶ࡀ場合�

� 緊急貯水槽の臨時給水栓及び給水車等ࠊ࡚ࡗࡼ飲料水ࢆ供給ࠋࡿࡍ�

����� 水道施設ࡕ࠺ࡢ給配水管ࡳࡢ被害ࡓࡗ࠶ࡀ場合�

� 被災地域ࡣ直ࡕ断水ࠊࡋ関係町民被害状況ࢆ周知徹底ࠊࡏࡉ緊急貯水槽の臨時給水栓及び

配水池から給水車ࠊ給水用資機材ࡾࡼ給水ࠋࡿࡍ�

����� 水源ࢆ含ࡴ水道施設全部ࡀ被災ࡓࡋ場合�

� 湧水ࠊ表流水ࢁࢆ過器ࢁࡾࡼ水ࠊࡋ消毒薬㸦次亜塩素酸࣒࢘ࣜࢺࢼ等㸧࡛滅菌処理࡚ࡋ給水

�ࠋࡿࡅ受ࢆ提供ࡢ飲料水࡚ࡋ要請近隣市町村ࠊࡿࡍ

����� 給水ࡢ基準�

災害発生後ࠊࡣ㸯人㸯日㸱ࣜࢆࣝࢺࢵ目標ࡓࡋ給水ࢆ行ࠊ࠸順次㸯人㸯日��ࣜࢆࣝࢺࢵ目標

�ࠋࡿࡍ増量

ࡃ࠾࡚ࡋ備蓄࡚࠸࠾個人ࠊ災害発生後㸱日間分程度ࢆ生活用水ࡿࡍࡵࡌࡣࢆ飲料水ࠊࡓࡲ
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�ࠋࡃ࠸࡚ࡋ広報住民ࠊ࠺ࡼ

㸦給� 水� 目� 標㸧�

災害発生ࡢࡽ期間� 目� 標� 水� 量� 水量ࡢ根拠�

災害発生ࡽ㸱日� 㸱ࣜࣝࢺࢵ㸭人࣭日� 生命維持最小限必要࡞水量�

災害発生ࡽ��日� �㸭人࣭日ࣝࢺࢵࣜ�� 炊事ࠊ洗面࡞ࣞࢺࠊ最低生活水準ࢆ維

持ࡵࡓࡿࡍ必要࡞水量�

災害発生ࡽ��日� �㸭人࣭日ࣝࢺࢵࣜ��� 通常ࡢ生活࡛ࡣ不便࡛ࠊࡀࡿ࠶生活可能࡞

必要水量�

災害発生ࡽ��日� �㸭人࣭日ࣝࢺࢵࣜ��� �水量࡞必要生活ࡢ通常ࡰ

�

㸦給水輸送可能車両等等㸧�

車両等管理部署� 台� 数� 容� 量�
単位�

㸦ਁ㸧�
備� � 考�

幕別消防署� �台� ������� ਁ� 給水タンク車 

幕別消防札内支署� �台� ������� ਁ� 給水タンク車�

水道課� �台� ������� ਁ� 給水車 

〃 1基 2,000 ㍑ 給水タンク�

〃 1基 1,000 ㍑ 給水タンク�

３ 給水施設の応急復旧 

主要給配水管ࡢ応急復旧ࢆ行ࠊ࠸共同࡛使用ࡿࡍ大口径ࡢ給水栓ࢆ取付ࠊࡅ被災者飲料水ࢆ供給

�ࠋࡿࡍ

４ 救助法の適用と実施 

� 救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章�第32節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧�

５ 給水の記録 

給水ࢆ実施ࡓࡋ場合ࠕࠊࡣ様式㸱�14�㸯�飲料水ࡢ供給簿ࠖ記録ࠋࡿࡍࡢࡶࡃ࠾࡚ࡋ�

６ 農村部の営農用水及び簡易水道に係る給水計画 

農村部の営農用水及び簡易水道に係る給水計画は上記の計画に準ずる。 

７ 応援の要請 

町長は、自らの飲料水の供給を実施することが困難な場合は、他市町村又は道へ飲料水の供給又はこ

れに要する要因及び給水資機材の応援を要請するものとする。�
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�

様式３�114�１ 飲料水の供給簿�

供

 

給

 

月

 

日

 

対

 

象

 

人

 

員

 

給� 水� 用� 機� 械� 器� 具� 燃

 

料

  

費

 

実

 

支

 

出

 

額

 

備

 
 

 

考

 

名

 

称

 

借� � � � � � � 上� 修� � � � 繕� � � � 費�

数� 量� 所有者� 金� 額� 修繕月日� 修繕費� 修繕ࡢ概要�

� � � � � � � � �
� � �

��注㸸㸯� 供給簿ࠊࡣ借上料ࡢ有無ࡢ別ࢆ問ࡎࢃ作成ࠊࡋࡢࡶࡿࡍ有償ࡿࡼ場合ࠕࡳࡢ金額ࠖ欄額

�ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ

������㸰� �ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ修繕箇所࡞主ࡧ原因及ࡢ修繕ࠊࡣ概要ࠖ欄ࡢ修繕ࠕ

�
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第第15節 衣料、生活必需物資供給計画�

地震・津波災害時ࡿࡅ࠾被災者対ࡿࡍ被服、寝具、ࡢࡑ他生活必需品ࡢ給与並びに物資の供給

確保関ࡿࡍ事項ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 実施責任者 

����� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ総務対策部総務班ࠋࡿࡍ㹛が行うものとし、物資の調達が困難な

ときは、知事に斡旋及び調達を要請するものとする。�

����� 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ町長ࡀ知事ࡢ委任ࡾࡼ実施ࠋࡿࡍ�

２ 実施の方法及び対象者 

町長ࠊࡣ災害ࡾࡼ日常生活必要࡞衣料ࠊ生活必需品等ࢆ失ࡓࡗ者対ࠊࡋ被害状況及ࡧ世帯構成

人員応ࠊ࡚ࡌ一時的急場ࡄࡢࡋࢆ程度ࡢ衣料ࠊ生活必需品等ࢆ給与ࡣࡓࡲ貸与ࠋࡿࡍ�

ア 災害により住家が全半壊、全半焼、流失または床上浸水の被害を受け、生活上必要な家財等

が喪失又はき損し、日常生活を営むことが困難な者 

イ 災害により被服、寝具その他生活必需物資を亡失し、日常生活を営むことが困難と思われる

者 

３ 衣料、生活必需物資の調達 

(1)  物資購入及び配分計画 

   救助法の適用の有無にかかわらず、総務対策部総務班が世帯構成員別被害状況を把握の上、配

分計画を樹立し、これに基づき物資を購入する。�

(2)  給与または貸与物資の種類 

被災者給与ࡣࡓࡲ貸与ࡿࡍ救援物資ࡢ品目ࡡࡴ࠾࠾ࠊࡣ次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

� 寝具㸦毛布ࠊ布団等㸧�

� 外衣㸦洋服ࠊ作業服ࠊ子供服等㸧�

�࢘ 肌着㸦ࢶࣥࣃࠊࢶࣕࢩ等㸧�

�࢚ 身回品㸦ࠊࣝ࢜ࢱ手拭ࠊ靴下ࠊ傘等㸧�

�࢜ 炊事道具㸦鍋ࠊ炊飯器ࠊ包丁ࢫ࢞ࠊ器具等㸧�

�࢝ 食器㸦茶碗࠾ࠊ椀ࠊ皿ࠊ箸等㸧�

�࢟ 日用品㸦石鹸ࡾࡕࠊ紙ࠊ歯ࠊࢩࣛࣈ歯磨粉等㸧�

�ࢡ 光熱材料㸦ࠊࢡࢯ࣮ࣟࠊࢳࢵ࣐木炭ࠊ灯油等㸧�

�ࢣ �ࡢࡶࡿࢀࡽࡵ認࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡃ欠他日常生活ࡢࡑ

(3)  調達方法 
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アア 必要な物資については、調達までの時間等を考慮し、応急的に対応できるだけの一定数量は、

町において備蓄保管するものとする。 

イ 日赤北海道支部は、毛布及び日用品セットを備蓄しており、必要に応じ日赤北海道支部長に要

請する。商工会、農業協同組合の協力により必要量を迅速に確保するものとする。 

ウ 調達にあたっては、あらかじめ町内の業者と協議し、緊急時に速やかな対応が可能となるよう

調達先を定め、災害に備えるものとする。 

エ 要配慮者（高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等）に対する生活必需品の調達については、十

分に配慮するものとし、社会福祉施設に対しては、要配慮者に配慮した物資の備蓄を促進するよ

う啓発するものとする。 

オ 町内で調達困難な場合は、近隣市町又は道に依頼し調達する。 

 

※「資料編 資料１４-２ 災害時における幕別町商工会と幕別町間の協力に関する協定書」参照 

�

４ 給与及び貸与の方法 

本部長（総務対策部総務班）は、調達物資の受払状況を明確にし、給与又は貸与については前項の配

分計画に基づき行うものとする。 

５ 義援金品の取扱い 

町に送付された義援金品の取扱いは、民生対策部福祉班が担当し、受付の記録、保管、被災者への配

分等は、状況に応じて適正かつ正確に行うものとする。 

６ 救助法の適用と実施 

救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章�第32節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧�

７ 物資の給与状況の記録 

物資を供給した場合は、「様式３-15-１ 物資の給与状況」に記録しておかなければならない。なお、

救助法による救援物資とは、明確に区分して処理する。�
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様式３-115-１ 物資の給与状況 

物� 資� �ࡢ 給� 与� 状� 況�

幕� 別� 町�

住家被害�

程度区分�
世帯主氏名�

基礎ࡓࡗ࡞�

世帯構成人員�

給与�

月日�

物資給与ࡢ品名�
実支出額� 備考�

布団� 毛布� � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

�

� � � � � � � � � �

計�

全壊� 世帯� � � � � � � � �

半壊� 世帯� � � � � � � �

��災害救助物資࡚ࡋ上記ࡾ࠾ࡢ給与ࡇࡓࡋ相違ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶�

年� � 月� � 日�

給与責任者�

氏� � � 名� � � � � � � � � 印�

�

注㸸㸯� 住家ࡢ被害程度全壊㸦焼㸧ࠊ流失ࠊ埋没ࠊ半壊㸦焼㸧ࠊ床上浸水ࡢ別ࢆ記入ࠋࡇࡿࡍ�

㸰� 受領年月日ࡢࡑࠊ世帯対࡚ࡋ最後給与ࡓࢀࡉ物資ࡢ受領年月日ࢆ記入ࠋࡇࡿࡍ�

㸱� ��ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ数量品名ࠖ欄ࡢ物資給与ࠕ

�
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第第16節 石油類燃料供給計画 

� 災害時の石油類燃料（ＬＰＧを含む）の供給については、本計画の定めるところによる。 

 
１ 実施責任者 

(1)  本部長（町長）［担当は、総務対策部総務班とする。］が行う。 

町長は、町が管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努めるものとする。 

また、災害対策上重要な施設、避難所、医療機関及び社会福祉施設における暖房用燃料の確保

に努めるものとする。 

(2)  救助法が適用された場合は、町長が知事の委任により実施する。 

２ 石油類燃料の確保 

(1)  町内で調達できる石油類燃料の調達先及び集積場所等の状況を把握しておくものとする。 

(2)  町内で石油類燃料の確保が困難な場合は、「災害時における石油類燃料の供給等に関する協

定」に基づき、帯広地方石油業協同組合及び同支部に協力を要請する。  

(3)  地域内において調達が不能になったときは、道に協力を求めることができる。 

(4)  ＬＰＧについては、「災害等の発生における幕別町と北海道エルピーガス災害対策協議会の応

急・復旧活動の支援に関する協定」に基づき、北海道エルピーガス災害対策協議会に協力を要請

する。 

�

（参考） 

※「資料編 資料14-４ 災害時における石油類燃料の供給等に関する協定」 

※「資料編 資料14-５ 災害等の発生における幕別町と北海道エルピーガス災害対策協議会の応急・

復旧活動の支援に関する協定」�

�
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第第17節 生活関連施設対策計画 

� 地震・津波ࡢ発生伴ࠊ࠸生活密着ࡓࡋ施設㸦上水道ࠊ下水道ࠊ電気ࠊࢫ࢞ࠊ通信及ࡧ放送施設

等㸧ࡀ被災ࠊࡋ水ࠊ電気ࢫ࢞ࠊ等ࡢ供給ࡀ停止ࡓࡋ場合ࠊࡣ生活ࡢ維持重大࡞支障ࢆ生ࠋࡿࡎ 

 ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ࡚࠸ࡘ応急復旧ࡢ施設ࡢࡽࢀࡇ

１ 上水道 （農村部の営農用水及び簡易水道も下記計画に準ずる） 

����� 応急復旧�

大規模災害等ࡾࡼ長期間断水ࠊࡣࡇࡿ࡞生活ࡢ維持重大࡞支障ࡀ生ࡓࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡎ

ࡌࡽ࠶ࢆ計画ࡢ࡚࠸ࡘ応急復旧等ࡢ施設ࡓࡋ地震・津波災害により被災ࠊࡣ水道事業者ࠊࡵ

水道ࡿࡍ対住民ࠊࡋ応急復旧ࡸ速࡚ࡌ講ࢆ対策ࡢ次ࠊࡣ࡚ࡋ際災害ࠊࡃ࠾࡚ࡵ定ࡵ

水ࡢ供給努ࠋࡿࡵ�

ア 復旧対策基本方針 

取水、導水及び浄水施設の機能の確保を図り、浄水場から主要給水所に至る送・配水幹線の

復旧を最優先とし、断水区域を最小限とするよう配水調整を行いながら復旧を進め、順次断水

区域の解消に努める。 

イ 復旧対策内容 

(ｱ)  浄水場・配水場については、被災箇所発見のための点検、受電施設の復旧、ポンプ回り

配管及び薬品注入管の漏洩部分の復旧に万全を期する。 

(ｲ)  配水管・吸水管の被災箇所の発見を行い、復旧作業を進める。 

ａ 復旧作業 

復旧作業は、幕別町指定給水装置工事事業者の協力を得て行う。 

ｂ 資機材 

復旧に要する資機材は原則として工事業者が措置するが、一部不足するものについて

は建設対策部水道班が調達する。 

ｃ 施設パトロール 

通信が途絶し、情報が入りづらい場合においては、パトロールにより施設の点検を行

い、迅速な被害状況の把握に努め被害の拡大を防止する。 

ウ 配水調整 

(ｱ)  被害を受けていない配水管の配水ブロック等を解除することにより、配水管を最大限利

用し、断水区域をできる限り縮小する。 

(ｲ)  他の水源から供給が可能な地区においては、暫定配水を受けて対応する。 

エ 応急給水 

建設対策部水道班は、保健環境部の指示に基づき関係機関に協力を求め、被災地域への給水

を行う。 
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((ｱ)  水道施設に被害がある場合 

緊急貯水槽の臨時給水栓及び給水車等によって、飲料水を供給する。 

(ｲ)  水道施設のうち給配水管のみに被害があった場合 

被災地域は直ちに断水し、関係町民に被害状況を周知徹底させ、緊急貯水槽の臨時給水

栓及び配水池から給水車、給水用資機材により給水する。 

(ｳ)  水源を含む水道施設全部が被災した場合 

湧水、表流水をろ過器によりろ水し、消毒薬（次亜鉛素酸ナトリウム等）で滅菌処理し

て給水するほか、近隣市町村に要請して飲料水の提供を受ける。 

(ｴ)  給水の基準 

給水基準については、「本章 第14節 給水計画」による。 

オ 応援体制 

災害に際して必要な応急対策を実施するため、関係機関及び自衛隊への応援派遣要請は、総

務班が次により行うものとする。 

(ｱ)  関係機関への派遣要請手続 

日本水道協会北海道地方支部道東地区協議会（以下「協議会」という。）災害時相互応

援に関する協定に基づき、協議会区長に応援派遣を要請するものとする。 

応援を要請するときは、次の事項を明らかにして、とりあえず口頭、電話又は電信、無

線等により行い、後日、様式により速やかに、要請先まで提出する。 

ａ 災害の状況 

ｂ 必要とする資機材、物資等の品目及び数量 

ｃ 必要とする職員の職種別人員 

ｄ 応援場所への経路 

ｅ 応援の期間 

ｆ 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

(ｲ)  自衛隊への派遣要請手続 

ａ 派遣要請基準 

災害に際して、応急対策の実施が水道班の組織を動員、あるいはその他の手段をもっ

てしても不可能又は困難であると認められる場合は自衛隊派遣を要請するものとする。 

ｂ 派遣要請要領 

管理者は、自衛隊の派遣の必要があると判断される場合には、派遣要請書を市長に提

出するものとする。また、この場合で口頭又は電話等により要請した場合は、事後、速

やかに派遣要請書を提出するものとする。 

ｃ 派遣要請書の記載事項 

(a) 災害の状況及び自衛隊の派遣を必要とする理由 

(b) 派遣を必要とする期間 
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((c）派遣を希望する人員、車両等の概数 

(d) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(e) 派遣部隊との連絡方法その他参考となる事項 

ｄ 自衛隊受入に関し留意すべき事項 

自衛隊の派遣が決定した場合、次の点に留意して、派遣部隊の任務が十分に達成でき

るように努めるものとする。 

(a) 派遣を要請した現地には、必ず責任者を立会させ、作業に支障を来たさないよう

自衛隊現地指揮官と協議決定すること。 

(b) 応急復旧に必要な資機材等については、上下水道部で準備し、自衛隊の活動が速

やかに開始されるよう留意すること。 

(c）自衛隊の活動に対して、付近住民の積極的な協力を促すなど配慮すること。 

ｅ 撤収要請 

管理者は、災害による応急対策が終了し、自衛隊の派遣の必要がなくなった場合、速

やかに町長に自衛隊撤収要請の連絡を行うものとする。 

ｆ 応援受入れ体制 

災害時における応急給水作業、応急復旧作業等を迅速かつ適切に遂行するため、応援

受け入れ体制に関する指針（第103 回支部理事会決定 施行期日昭和55 年８月１日）に

基づき、次の事項について留意し、速やかに応援受け入れ体制を確立するものとする。 

(a) 応援隊の基地及び宿泊施設の確保 

(b) 応援活動用資機材の取り出し等準備 

(c) 指揮者、誘導者等職員の配備 

(d) 応援隊の作業及び役割分担 

(e) 応援期間及び経費その他協議を必要とする事項 

ｇ 相互応援体制 

日本水道協会北海道地方支部災害時相互応援に関する指針に基づき応援活動を行う

ものとする。 

������ 広� 報�

水道事業者ࠊࡣ地震・津波により水道施設被害ࢆ生ࡓࡌ場合ࡢࡑࠊ被害状況及ࡧ復旧見込ࡳ

等࡚࠸ࡘ広報ࢆ実施ࠊࡋ住民ࡢ不安解消ࢆ図ࠊࡶࡿ応急復旧ࡢ࡛ࡲ対応ࡢ࡚࠸ࡘ周知

�ࠋࡿ図ࢆ

２ 下水道 

����� 応急復旧�

市街地࡛ࡢ内水ࡿࡼ浸水ࠊࡣ家屋等財産損害ࢆ与ࠊࡃ࡞࡛ࡾࡤࡿ࠼人命ࡶࢆ脅ࡢࡶࡍ

計画ࡢ࡚࠸ࡘ応急復旧等ࡢ施設ࡓࡋ地震・津波災害により被災ࠊࡣ下水道管理者ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛

�ࠋ࠺行ࢆ応急復旧ࡸ速࡚ࡌ講ࢆ対策ࡢ次ࠊࡣ࡚ࡋ際災害ࠊࡃ࠾࡚ࡵ定ࡵࡌࡽ࠶ࢆ
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アア 被害調査 

排水機能の支障や２次災害の発生を考慮し、管渠に当たっては幹線管渠の流下状況、軟弱地

盤地帯の管渠の調査及びマンホール、ポンプ室、伏越室等の工作物の調査を速やかに行う。 

イ 応急対策 

(ｱ)  管渠 

下水道管渠に対しては、汚水・雨水の流下に支障のないよう迅速に応急措置を講ずると

ともに、本復旧の方針を立てる。枝線の被害は、本復旧を前提とし、幹線の被害は、被害

の場所・程度に応じて応急あるいは本復旧を行う。 

(ｲ)  処理場及び中継ポンプ場 

停電のため処理場、中継ポンプ場の機能が停止した場合は、自家発電機によるポンプ運

転を行い、機能停止による排水不能の事態が起こらないようにする。 

(ｳ)  復旧作業 

復旧作業は、幕別町排水設備指定工事業者の協力を得て行う。 

������ 広� 報�

下水道管理者ࠊࡣ地震・津波により下水道施設被害ࢆ生ࡓࡌ場合ࡢࡑࠊ被害状況及ࡧ復旧見

込ࡳ等࡚࠸ࡘ広報ࢆ実施ࠊࡋ住民ࡢ生活排水関ࡿࡍ不安解消努ࠋࡿࡵ�

３ 電 気 

(1) � 応急復旧体制ࡢ確立 

電気事業者㸦北海道電力ओ帯広支店㸧ࠊࡣ地震・津波災害により被災した施設の応急復旧につ

いての計画をあらかじめ定めておくほか、被害状況ࢆ早急把握ࠊࡋ施設に被害（停電）があっ

た場合は、次の対策を講じてࠊ早期復旧体制ࢆ確立ࠋࡿࡍ�

ア 非常災害対策帯広支店支部の設置 

(ｱ)  災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、迅速かつ適切な予防、復旧対策

を講ずるため、「非常事態対策組織帯広支店支部運営マニュアル」に基づき「非常災害対

策帯広支店支部」を設置し、非常態勢を発令する。 

(ｲ)  非常災害対策帯広支店支部を設置したときは、町、他関係行政機関に速やかに通知する

ものとする。 

(ｳ)  対策会議 

非常災害対策帯広支店支部は、気象情報、非常態勢、被害復旧の状況、復旧の順位及び

報道・広報対策等を協議するため、対策会議を開催する。 
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イイ  非常態勢区分 

区  分 発   令   の   基   準 

警戒態勢 非常災害が生ずるおそれのある場合 

非常態勢 相当の被害の発生が予想される場合または発生した場合 

 

ウ  応急復旧要員の動員 

(ｱ)  応急復旧に従事する要員をあらかじめ定めておき、非常態勢発令後、速やかに対応でき

るよう態勢を確立する。 

(ｲ)  社外者（工事会社）の応援態勢を確立しておく。 

(ｳ)  他地域からの救援隊員の応援を依頼した場合、収容場所等受入態勢については、町災害

対策本部の協力を得る等、万全を期するものとする。 

������ 応急復旧対策�

ア  復旧順位 

各設備の復旧順位は原則として下記によるものとするが、災害状況、各設備の被害状況、各

施設の被害復旧の難易度を勘案して、供給上復旧効果の大きいものから行うものとする。 

(ｱ)  変電設備 

ａ 主要幹線の復旧に関する送電用変電所 

ｂ 市街地に送・配電する送電系統の中間変電所 

ｃ 重要施設に配電する配電用変電所 

(ｲ)  送電設備 

ａ 全回線送電不能の主要線路 

ｂ 全回線送電不能のその他の線路 

ｃ 一部回線送電不能の主要線路 

ｄ 一部回線送電不能のその他の線路 

(ｳ)  配電設備 

原則として、人命に関わる施設、対策の中枢である官公署、報道機関、収容避難場所等

の施設について優先的に復旧計画を立てるが、災害状況、施設復旧の難易度等を考慮し、

復旧効果の大きいものから行う。 

ａ 病院、交通・通信・報道機関、水道、ガス、官公署等の公共機関、避難場所、その他

重要施設への供給回線 

ｂ その他の回線 
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イイ 危険予防措置 

社会活動の混乱防止、住民生活の安定のため、災害時においても原則として送電を継続する

が、円滑な防災活動を実施するため、警察、消防機関等から送電停止の要請があった場合には、

適切な措置を講ずるものとする。 

(3)  広 報 

電気事業者は、地震・津波により電力施設に被害があった場合は、感電事故、漏電による出火

の防止及び電力施設の被害状況（停電の状況）、復旧見込み等についてテレビ・ラジオなどの報

道機関や広報車を通じて広報し、住民の不安解消に努める。�

４ ガ ス 

��� � �施設応急復旧対策ࢫ࢞

� 町ࡀ実施ࡿࡍ対策�

�㺏��� 町道ࡢ被害状況ࡢ把握�

�㺐��� 掘削工事ࢆ伴࠺場合ࠊࡣ他ࡢ占用物件ࡢ情報ࢆ提供ࠊࡋ㸰者以上ࡢ応急工事ࡿ࠶ࡀ場合

�実施ࡢ調整ࡢࡵࡓ࠸࡞ࡋ混雑ࡀ工事現場ࠊࡣ

�㺑��� 住民ࡢ広報活動�

� �対策ࡿࡍ実施ࡀ事業者ࢫ࢞

�㺏��� �緊急措置ࡧ早期発見及ࡢ損傷箇所ࠊ点検ࡢ施設ࢫ࢞

㹟� 被害ࠊ࠸行迅速ࢆ収集ࡢ各種情報ࠊࡶ࠺行ࡽ重要地点ࢆ巡回点検ࡢ施設ࢫ࢞

�ࠋࡿࡍ把握早期ࢆ規模ࡢ

㹠� 被害ࡀ大規模࡞地域ࠊࡣ࡚ࡗ࠶供給所ࠊ整圧所及ࡧ導管設置ࡿ࠶࡚ࡋ遮断弁ࢆ利用

�ࠋ࠺行ࢆ応急復旧活動ࠊ後ࡓࡋ停止ࢆ供給ࡢࢫ࢞ࡢ㸧ࢡࢵࣟࣈ一部地域㸦ࡣ全域又ࠊࡋ

�㺐��� 二次災害ࡢ発生ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ場合ࠊࡣ町協力࡚ࡋ住民避難措置ࢆ行ࠋ࠺�

�㺑��� 復旧人員ࡢ確保�

当該ࢫ࢞事業者ࡣ࡛ࡅࡔ復旧࡛࠸࡞ࡁ判断ࡓࡋ場合ࡣ直ࡕ他ࢫ࢞事業者応援ࢆ

要請ࠋࡿࡍ�

�㺒��� 復旧資機㸦器㸧材ࡢ調達�

�㺓�� �受入側ࠊࡣ࡚ࡗ࠶応援ࢫ࢞事業者ࡢ受入体制ࡢ整備ࠊ応援側ࠊࡣ࡚ࡗ࠶適時ࠊ適切

�ࠋ࠺行ࢆ整備ࡢ応援体制࡞

�㺔��� 復旧状況ࢫ࢞ࠊ使用上ࡢ注意等必要࡞事項ࢆ住民広報ࡶࡿࡍ関係機関㸦町࣭警

察࣭消防等㸧報告ࠋࡿࡍ�

�࢘ 住民ࡀ実施ࡿࡍ対策�

�通報ࡢ際ࡓࡋ感知ࢆ臭ࢫ࢞ࡣࡓࡲ発見ࡢ施設損壊ࢫ࢞

����� �施設応急供給計画ࢫ࢞
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����

 

避難ࠊ病院ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶復旧ࠋࡿࡍ実施ࢆ応急供給計画ࠊࡋ立案ࢆ復旧計画ࠊࡣ事業者ࢫ࢞

所等重要施設ࡢ早期復旧ࢆ実施ࡈࢡࢵࣟࣈࠊࡶࡿࡍ応急復旧ࢆ実施ࠊࡋ工事完了ࣟࣈ

供給再開ࡢ早期ࠊ࠸行ࢆ等࠼切替ࡢ範囲࡛供給系統࡞可能ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ再開ࢆ順次供給ࡽࢡࢵ

�ࠋࡿࡵ努

((3)  広 報 

ガス事業者は、地震・津波によりガス施設に被害のあった場合は、ガス施設の被害状況及び復

旧見込み等について広報を実施し、住民の不安解消に努める。�

５ 通 信 

����� 応急復旧�

東日本電信電話ओ北海道支店ࠊओ㺒㺥㺃㺡㺆 㺡࣭㺆࣭㺢㺼㺘㺱北海道支社ࡢ࡞電気通信事業者ࠊࡣ地震・

津波災害発生時ࡢ通信ࢆ確保ࠊࡵࡓࡿࡍ施設ࡢ被害調査ࠊ点検ࢆ実施ࠊࡶࡿࡍ被害ࡗ࠶ࡀ

実ࢆ応急復旧ࡸ速ࠊ࡚࠸࠾場合࡞࠺ࡼࡿࡍ途絶ࡀ通信ࡾࡼ発生ࡢ異常状態ࡣࡓࡲ場合ࡓ

施ࡢ࡞ࡿࡍ対策ࢆ講ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡌ 

����� 広報 
通信ࢆ管理ࡿࡍ機関ࠊࡣ地震・津波ࡾࡼ通信施設被害ࡓࡗ࠶ࡢ場合࡞࢜ࢪࣛࠊࣅࣞࢸࠊ

ࠊࡶࡿࡍ広報࡚࠸ࡘ通信状況等ࡢ電話等ࠊ被害状況ࡢ通信施設ࠊ得࡚ࢆ協力ࡢ報道機関ࡢ

被災地ࡢ電話ࡢ自粛࡚࠸ࡘ理解協力ࢆ求࡞ࡿࡵ住民ࡢ不安解消努ࠋࡿࡵ 

６ 放 送 

㹌㹆㹉ࡢ࡞放送機関ࠊࡣ地震・津波災害発生時ࠊ被災地及ࡧ被災住民対ࡿࡍ迅速ࡘ的確࡞情報

ࡸ速ࠊ場合ࡓࡗ࠶ࡀ被害施設ࠊࡶࡿࡍ実施ࢆ点検ࠊ被害状況調査ࡢ施設ࠊࡵࡓࡿࡍ提供ࢆ

応急復旧ࢆ実施ࠊ࡞ࡿࡍ放送ࡀ途絶࠺ࡼ࠸࡞ࡢࡇࡿ࠼対策ࢆ講ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡌ 
 



地震・津波防災計画編 第３章 災害応急対策計画 

�

第３－18節 医療救護計画 

����

第第18節 医療救護計画�

地震・津波災害ࡢࡑࡾࡼ地域ࡢ医療機関ࡢ機能ࡀ失ࡣࡓࡲࠊࢀࢃ著ࡃࡋ不足ࡣࡃࡋࡶࠊࡋ医療機

関ࡀ混乱ࡓࡋ場合ࡿࡅ࠾応急医療又ࡣ助産ࡢ実施ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 実施責任者 

����� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ民生対策部保健班ࠋࡿࡍ㹛�

����� 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ知事ࡢ委任ࢆ受࡚ࡅ町長ࡀ行ࠋ࠺�

����� 上記ࠊࡣ（一社）十勝医師会（以下「十勝医師会」という。）等緊密࡞連絡協議ࡶࡢ実

施ࠋࡿࡍ�

２ 医療及び助産の対象者並びにその把握 

����� 対象者�

� 医療及ࡧ助産ࡢ対象者ࠊࡣ医療ࢆ必要ࡿࡍ状態ࠊࡎࡽࢃࡶࡿ࠶災害ࡵࡓࡢ医療ࡢ途

�ࠋ者ࡓࡗ失ࢆ途ࡢ助産ࡵࡓࡢ災害ࠊ分娩者࡛ࡢ発生日前後㸵日以内ࡢ災害ࡧ者及ࡓࡗ失ࢆ

����� 対象者ࡢ把握�

� 対象者ࡢ把握ࠊࡣ所管ࡢ如何ࢆ問ࠊࡎࢃ公区長ࡸ避難所責任者等ࢆ通ࡿࡁ࡛࡚ࡌ限ࡾ正確ࡘ

迅速把握ࡋ本部長報告ࠋࡿࡍ�

報告ࢆ受ࡓࡅ本部長ࠊࡣ直ࡕ救護関ࡋ医師ࠊ助産師等ࡢ派遣要請ࠊ救護所ࡢ開設ࠊ患者ࡢ

救急輸送ࠊ通信連絡ࡢ確保ࠊ医療資機材ࡢ確保ࠊ手配等必要࡞措置ࢆ講࠺ࡼࡿࡎ関係部班指

示ࠋࡿࡍ�

３ 救護班及び救急医療班の編成 

町長ࠊࡣ災害ࡾࡼ医療ࢆ必要ࡿࡍ場合ࠊ民生対策部保健班ࢆ主体ࠊ救護班を編成し応急救護

十勝医ࠊࡣ場合等ࡿ࠼超ࢆ診療能力ࡢࡑࡣࡓࡲࠊ場合࡞困難ࡀ編成ࡢ民生対策部保健班でࠋࡿࡓ࠶

師会等救急医療班ࡢ編成及ࡧ派遣ࢆ要請ࠊࡋ応急医療ࠋࡿࡓ࠶救急医療班ࡢ編成基準ࠊࡣ十勝医

師会等ࡢ定ࠋࡿࡼࢁࡇࡿࡵ�

また、災害急性期には必要に応じ知事に対して、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び災害派遣精

神医療チーム（ＤＰＡＴ）の出動要請を行うものとする。 

町は、被災者のニーズ等に的確に対応した健康管理を行うため、保健師等による保健指導及び栄養

指導を実施する。�

４ 関係機関の応援 

(1)   町長は、災害規模に応じて次の関係機関への応援要請を行う。 

ア 十勝医師会 

イ 医療班の支援（日本赤十字社救護班、国立・道立病院等） 

ウ  患者の移送（自衛隊） 

エ 町内医療機関 

オ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ） 



地震・津波防災計画編 第３章 災害応急対策計画 

�

第３－18節 医療救護計画 

����

カカ 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ） 

なお、十勝医師会への要請は、「資料編 資料６-３ 災害時の医療救護活動に関する協定書」及び

「同編 資料６-４ 災害時の医療救護活動に関する協定書実施細則」による。 

(2)  要請する場合には、次の項目を通知する。 

ア 災害発生の日時、場所、原因及び状況 

イ 出動の時期及び場所 

ウ 出動を要する人員及び資機材 

エ その他必要な事項�

５ 医薬品等の確保 

医療ࠊ助産必要࡞医薬品及ࡧ衛生機材及び暖房用燃料等の確保は、救護班または救急医療班が町

内医薬品等の取扱業者から調達するものとしࠊ町内࡛ࡣ調達࡛࠸࡞ࡁ場合ࠊ災害ࡢ状況等ࡾࡼ隣接

市町村長及ࡧ知事調達ࢆ申請ࠋࡿࡍ�

なお、町内の医薬品等の調達先は、「資料編 資料６-２ 医療衛生材料調達先一覧表」による。 

６ 患者の移送 

傷病患者ࡢ移送ࠊࡣ現地࡛ࡢ応急措置ࡢ後ࠊ災害拠点病院、救急指定病院又は最寄ࡢࡾ病院移送

�ࠋࡿࡍ

７ 救助法の適用と実施 

救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章�第32節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧�

８ 関係医療機関の状況 

� �ࠋࡾ࠾ࡢ資料編�資料㸴�㸯�医療機関一覧表ࠖࠕ

９ 保健班の活動状況の記録 

保健班ࡢ活動状況等࡚࠸ࡘ次ࡾࡼ記録ࠋࡿࡍࡢࡶࡃ࠾࡚ࡋ�

����� 保健班活動状況㸦様式㸱�18�㸯㸧�

����� 病院診療所医療実施状況㸦様式㸱�18�㸰㸧�

����� 助産台帳㸦様式㸱�18�㸱㸧�
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様式３-118-１ 保健班活動状況 

保� 健� 班� 活� 動� 状� 況�

医師名� � � � � � � � � � 印�

月� 日� 市 町 村 名� � � � � � � � 患� 者� 数� 措 置 ࡢ 概 要� � � � � � � 死体検案数� 修�繕�費� 備� � 考�

� � 人� � 人� 円� �

�

� � � � � � �

計� � � � � � �

�� 注㸸� �ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ活動期間ࠊ編成ࡢ班備考ࠖ欄ࠕ

�

�

様式３-18-２ 病院診療所医療実施状況 

病�院�診�療�所�医�療�実�施�状�況�

幕� 別� 町�

診療機関名� 患者氏名� 診療期間� 病� � 名�
診 療 区 分� � � � � � 診療報酬点数�

金� 額� 備� 考�
入院� 通院� 入院� 通院�

� � 月�日�� � � 点� 点� 円��

�

� � � � � � � � � �

計� � � � � � � � � �

�� 注㸸� �ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ印ۑ該当欄ࡣ診療区分ࠖ欄ࠕ

�

�
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様式３-118-３ 助産台帳 

助� � � 産� � � 台� � � 帳�

� � � � � � � � � � � 幕� 別� 町�

分 娩 者 氏 名� � � � � � � 分 娩 日 時� � � � � � � 助 産 機 関 名� � � � � � � 分 娩 期 間� � � � � � � 金� � � � 額� 備� � � 考�

� � �
月� 日㹼月� 日� 円��

�

� � � � � �

計� � � � � �

�
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第第19節 防 疫 計 画 

被災後ࠊ復旧ࡢ࡛ࡲ間ࡿࡅ࠾被災者ࡢ健康ࡢ確保ࢆ目的ࠊ࡚ࡋ被災者ࡢ健康上状態ࡢ把握࣭健

康相談等ࡢ保健活動ࠊ感染症ࡢ発生予防措置࣭ࢇࡲ延防止措置ࠊ食品衛生指導ࠊ食生活ࡢ状況ࡢ把握

及ࡧ栄養改善対策等ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 実施責任者 

����� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ民生対策部衛生班及ࡧ保健班ࠋࡿࡍ㹛�

����� 災害ࡿࡼ被害ࡀ甚大࡛ࠊ町࡛ࡳࡢ防疫ࡢ実施ࡀ不可能ࡣࡓࡲ困難ࠊࡣࡁ࡞知事ࡢ応援ࢆ求

�ࠋࡿࡍ実施ࡵ

２ 防疫実施組織 

� 災害防疫実施ࡢࡵࡓࡢ各種作業実施組織ࠊ࡚ࡋ町長ࡣ次ࡢ班等ࢆ編成ࠋࡿࡍ�

����� 防疫班ࡢ編成�

� 民生対策部衛生班ࡳࡎࡡࠊࡣ族ࠊ昆虫等ࡢ駆除及ࡧ消毒等ࡢ防疫実施ࠊࡵࡓࡢ民生対策部保健

班連携࡚ࡋ防疫班ࢆ編成ࠋࡿࡍ�

� �ࠋࡿࡍ編成࡚ࡗࡶࢆ作業員㸰㹼㸱名ࠊ事務職員㸯名ࠊ衛生技術者㸯名ࡡࡴ࠾࠾ࡣ防疫班ࠊࡓࡲ

�注�� 民生対策部衛生班ࡢ活動範囲ࡣ主要箇所ࡢ外部消毒ࢆ主ࠊࡋ家屋内部ࡢ消毒ࡢࡑ他ࡣ被

災家族࡛処理ࠋࡿࡍ�

３ 感染症の予防 

����� 防疫ࡢ措置�

町長ࠊࡣ次ࡢ事項ࠕ࡚࠸ࡘ感染症ࡢ予防及ࡧ感染症ࡢ患者対ࡿࡍ医療関ࡿࡍ法律㸦平成

��年法律第���号ࠋ以下ࠕ感染症予防法ࠖࠋ࠺࠸㸧基࡙ࠊࡁ必要ࡿ࠶ࡀ認ࡿࡵ場合及ࡧ知事

�ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺行࡚ࡵ定ࢆ期間ࡧ範囲及ࠊࡣ場合ࡓࡗ࠶ࡀ指示命令ࡢ

� 感染症の病原体に汚染された場所の消毒関ࡿࡍ指示㸦感染症予防法第��条第�項㸧�

� �指示㸦感染症予防法第��条第�項㸧ࡿࡍ関駆除ࡢ昆虫等ࠊ族ࡳࡎࡡ

�࢘ 生活用水ࡢ供給関ࡿࡍ指示㸦感染症予防法第��条第�項㸧�

�࢚ 物件係ࡿ措置関ࡿࡍ指示㸦感染症予防法第��条第�項㸧�

�࢜ 公共ࡢ場所ࡢ清潔方法関ࡿࡍ指示�

�࢝ 臨時予防接種関ࡿࡍ指示㸦予防接種法第�条第�項及ࡧ第�条㸧�

����� 検病調査及ࡧ保健指導等�

� 避難所ࠊ࡚࠸࠾検病調査ࡀ必要࡞場合ࠊࡣ北海道ࡢ検病調査班連携ࠊࡋ少１ࡶࡃ࡞日�

回以上ࠊ検病調査ࢆ行ࠋ࠺�

� 町ࠊࡣ町内ࡢ衛生組織ࡢࡑࠊ他関係機関ࡢ協力ࢆ得࡚防疫情報ࡢ早期把握努ࠋࡿࡵ�

�࢘ 検病調査ࡢ結果ࠊ必要ࡿ࠶ࡀ場合ࠊ当該者対ࡋ医療機関受診指導等ࡢ保健指導ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

�
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����� 臨時予防接種�

被災地ࡢ伝染病発生ࢆ予防ࡵࡓࡿࡍ必要ࠊࡣࡁࡿ࠶ࡀ知事ࡢ指示ࢆ受ࡅ予防接種ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 清潔方法�

家屋周辺ࡢ清潔方法ࠊࡣ各個人࡚࠸࠾実施ࠊࡋࡢࡶࡿࡍ町長ࡣࡓࡲ知事ࡢ指示ࠊࡾࡼ町

内ࡿࡅ࠾道路溝渠ࠊ公園等ࡢ公共ࡢ場所ࢆ中心実施ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡏࡉ�

� �ࡈ �ࡳ

� 収集ࠊࡳࡈࡓࡋ汚染物ࡢࡑ他ࡢ汚物ࡣ焼却ࠊ埋立等衛生的処分ࡢࡇࠋࡿࡏࡉ場合ࡢ取扱࠸

�ࠋࡿࡼࢁࡇࡿࡍ規定法律㸦昭和��年法律第���号㸧ࡿࡍ関清掃ࡧ処理及ࡢ廃棄物ࡣ

� �ࡋ 尿�

� 不ࡾࡼ方法ࡢ等ࡿࡏࡉ利用ࢆ下水道終末処理施設ࡣࡓࡲ尿処理施設ࡋࡾ限ࡿࡁ࡛ࠊࡣ尿ࡋ

衛生࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞処分ࠋࡿࡍ�

����� 消毒方法�

町長ࠊࡣ感染症予防法第��条第�項ࡢ規定基࡙ࡃ知事ࡢ指示ࠊࡣࡁࡓࡗ࠶ࡀ感染症予防法

施行規則第��条及ࡧ平成��年�月��日ࠊ健医感発第��条ࠕ一類感染症ࠊ二類感染症ࠊ三類感染症

ࡸ速ࠊ上࡛ࡓࡋ確保ࢆ所要量ࡢ薬剤ࡁ基࡙規定ࡢ࡚ࠖ࠸ࡘࡁ手引ࡿࡍ関消毒࣭滅菌ࡢ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ実施ࢆࢀࡇ

����� �駆除ࡢ昆虫等ࠊ族ࡳࡎࡡ

町長ࠊࡣ感染症予防法第��条第�項ࡢ規定基࡙ࡃ知事ࡢ命令ࠊࡣࡁࡓࡗ࠶ࡀ感染症予防法

施行規則第��条ࡢ規定基࡙ࡁ薬剤ࡢ所要量ࢆ確保ࠊࡋ速ࢆࢀࡇࡸ実施ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

����� 生活用水ࡢ供給�

町長ࠊࡣ感染症予防法第��条第�項ࡢ規定基࡙ࡃ知事ࡢ指示ࡢࡑࠊࡣࡁࡓࡗ࠶ࡀ期間中継

続࡚ࡋ容器ࡾࡼ搬送ࢁࡣࡓࡲࠊ水機ࢁࡾࡼ過給水等実情応ࠊࡌ特配水器具等ࡣ衛生的

処理࡚ࡋ実施ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ供給量ࡣ�日�人当ࡾࡓ約��ࣜࡀࡇࡿࡍࣝࢺࢵ望ࠋ࠸ࡋࡲ�

����� 一般飲用井戸等ࡢ管理等�

飲用水飲用井戸等ࢆ利用ࡿ࠸࡚ࡋ場合ࠊ࡚࠸࠾町長ࡣ当該井戸等ࡢ設置者等対ࠊࡋ北海

道飲用井戸等衛生対策要領基࡙ࡃ水質検査及ࡧ汚染ࡀ判明ࡓࡋ場合ࡢ措置࡚࠸ࡘ十分指導

徹底ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

４４ 避難所等の防疫指導 

� 町長ࠊࡣ避難所等ࡢ応急施設࡚࠸ࡘ次ࡾࡼ防疫指導等ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 健康調査等�

避難所等ࡢ管理者連携ࠊࡋ避難者ࡢ健康状況ࢆ適宣把握ࠊࡶࡿࡍ必要応࡚ࡌ医療機

関受診等ࡢ保健指導等ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

����� 清潔方法ࠊ消毒方法ࡢ実施�

十勝総合振興局保健環境部保健行政室ࡢ指導ࠊࡶࡢ避難所等ࡢ清潔方法ࢆ指導ࠊࡶࡿࡍ

避難者衣服等ࡢ日光消毒ࢆ行࠺ࡼ࠺指導ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ必要ࡣࡁࡿ࠶ࡀ消毒液等ࢺࠊࡾࡼ
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第㸱㸫��節�防疫計画

�ࠋࡿࡍ指導࠺ࡼࡿࡍ実施ࢆ消毒ࡢ洗濯場等ࠊ炊事場ࠊࣞ

����� 集団給食�

� 給食従事者ࠊࡣ原則࡚ࡋ健康診断ࢆ終了ࡓࡋ者ࢆ専従ࠊࡓࡲࠋࡿࡏࡉ配膳等ࡢ衛生保持及ࡧ

残廃物ࠊ塵芥等ࡢ衛生的処理ࠊࡶ࡚࠸ࡘ十分指導徹底ࠋࡿࡏࡉ�

����� 飲料水ࡢ管理�

飲料水ࠊࡣ水質検査ࢆ実施ࠊࡶࡿࡍ使用ࡢ都度消毒ࠋࡿࡏࡉ�

５５ 防疫用資器材の調達 

防疫を行うに当たり、町が保有する消毒器等の防疫用資器材が不足した場合は、十勝総合振興局保健

環境部保健行政室又は隣接市町村より借用するものとする。 

６ 家畜・畜舎等の防疫 

(1)  実施責任者 

被災地の家畜防疫は知事が行うものとする。［担当は、十勝家畜保健衛生所長］ 

(2)  家畜防疫の実施 

家畜ࡢ防疫ࠊࡣ࡚࠸ࡘ十勝家畜保健衛生所ࠊ十勝農業共済組合等協力࡚ࡋ実施ࡢࡶࡿࡍ

�ࠋ࠺行࡚ࡗࡼ指示ࡢ十勝家畜保健衛生所長ࡣ対策࡞具体的ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍ

(3)  家畜の救護 

十勝総合振興局長は、町、農業共済組合、家畜診療獣医師等と協力し、家畜救護に当たるもの

とする。�
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第第20節 廃棄物等処理計画 

地震・津波災害時における被災地のごみ収集、し尿のくみ取り、死亡獣畜の処理等（以下「廃棄物

等の処理」という。）の業務については、本計画の定めるところによる。ただし、住居またはその周

辺に運ばれた土石、竹木等の除去については、本章第27節「障害物除去計画」による。 

１ 実施責任者 

(1)  ごみ及びし尿処理 

ア 本部長（町長）［担当は、民生対策部衛生班とする。］ 

イ 町長は、災害による被害が甚大で、町のみで処理することが困難な場合は、隣接市町村また

は道に応援を求め実施する。 

(2)  死亡獣畜（牛、馬、豚、めん羊、やぎ等の死んだもの）の処理は、所有者が行う。所有者が判

明しないとき、または所有者において処理することが困難なときは、町長が実施する。 

２ 廃棄物等の処理方法 

(1)  ごみ処理班 

ア ごみの収集及び死亡獣畜の処理等の作業を効果的に実施するため、ごみ処理班を編成する。 

イ ごみ処理班の班長には町民課長を、班員には町民課長が指示する者をもってあてる。 

(2)  ごみの収集処分の方法 

 町長は、被害が甚大な場合、一時的にがれき等を保管する場所（仮置場）を設置することがで

きる。処理は、計画的に一般廃棄物処分場（くりりんセンター・）南十勝環境衛生センター）に

搬入し、処理する。なお、これが困難な場合は、民間業者等の処分場に処理を委任する。 

(3)  し尿の収集方法 

   アア 収 集 

(ｱ) 被災地域の完全収集にあたるものとするが、被災地域での処理能力が及ばない場合は、

一時的に便槽内量の2～3 割程度の収集を全戸に実施し、各戸の便所の使用を早急に可能に

するものとする。 

(ｲ) 避難が実施された場合には、避難所及び被災地区を重点的に収集にあたるものとし、状

況により、応急仮設便所を設置するものとする。 

イ 処 理 

終末処理施設（中島処理場）を使用して完全処理に努めるものとするが、災害の状況により

施設処理能力を超過するなど完全処理が不可能な場合は、一時貯留し、後日、処理施設で処理

するものとする。 

３ 野外仮設共同トイレの設置 

 トイレが倒壊、いっ水等の被害を受けた場合、必要に応じ野外に共同トイレを設置する。 

共同トイレは、必要箇所に最小限度の仮設トイレを設ける。この場合恒久対策の障害にならぬよ

う配慮する。 
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４４ 死亡獣畜の処理 

(1)   死亡獣畜の処理は、所有者が行うものとする。 

(2)   所有者が判明しないとき、又は所有者が実施することが困難なときは、町長が実施するもの

とする。 

(3)   死亡獣畜の処理は、死亡獣畜取扱場において、行うものとする。 

(4)   死亡獣畜取扱場が使用できない場合又は運搬することが困難な場合は、十勝総合振興局保健

環境部長の指導を受け、指導を受け臨機の措置を講ずるものとする。 

５ 清掃等施設状況 

(1) ごみ処理・ごみ埋立 

（十勝環境複合事務組合） 
施  設  名 所 在 地 処理区分 処理方法 処理能力 

くりりんセンター 

（37-3550） 

帯広市西24条 

北４丁目１番地 

可燃物 焼却 330ｔ/D 

不燃物 

大型ごみ 
破砕 110ｔ/5h 

一般廃棄物最終処理場 
池田町字美加登 

279-10 

焼却灰 

破砕物 
埋立 311,200㎥ 

（南十勝複合事務組合） 

施  設  名 所 在 地 処理区分 処理方法 処理能力 

南十勝環境衛生センター 

（01558-5-2810） 
広尾町紋別760番地3 

可燃物 焼却 28ｔ/D 

不燃物 

大型ごみ 
破砕 10ｔ/5h 

南十勝廃棄物処理センター 
大樹町字萌和 

394番地2 

焼却灰 

破砕物 
埋立 101,960㎥ 

 

(2) し尿処理場 

（十勝環境複合事務組合） 
名  称 所 在 地 処理区分 処理能力 

中島処理場 

（37-3040） 
帯広市西23条北４丁目 加湿消化 210ｋｌ/D 

 

(3) 死亡獣畜処理場 

名  称 所 在 地 処理能力 管理主体 

一般廃棄物最終処理場 

（69-4121） 

中札内村元札内 

東２線51-27 
15ｔ/D 十勝農協連 
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第第21節 飼養動物対策計画 

地震・津波災害時ࡿࡅ࠾被災地ࡢ飼養動物ࡢ取扱ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࠸本計画定ࠋࡿࡵ�

 

１ 実施責任者 

����� 町長ࠊࡣ被災地ࡿࡅ࠾逸走犬等ࡢ管理ࢆ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

����� 町長ࠊࡣ被災地ࡢ逸走犬等ࡢ保護࣭収容関ࠊ࡚ࡋ道ࡸ近隣市町村ࠊ資機材ࡢ斡旋ࡸ人員ࡢ

派遣等ࠊ必要応࡚ࡌ所要ࡢ応援要請措置ࢆ講ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡎ�

２ 飼養動物の取扱い 

����� 動物ࡢ飼࠸主ࠊࡣ動物ࡢ愛護及ࡧ管理関ࡿࡍ法律㸦昭和��年法律第���号㸧及ࡧ北海道動物ࡢ

愛護及ࡧ管理関ࡿࡍ条例㸦平成��年条例第�号ࠊ以下㺀条例㺁ࠋ࠺࠸㸧基࡙ࠊࡁ災害発生時

�ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺扱ࡾ取適正ࡋ保持ࢆ安全ࡧ健康及ࡢ動物ࠊࡶ࡚࠸࠾

����� 災害時ࡿࡅ࠾動物ࡢ避難ࠊࡣ条例第�条第�項第�号ࡢ規定ࠊࡾࡼ動物ࡢ飼࠸主ࡀ自己責任

�ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺行࡚࠸࠾

����� 災害発生時ࠊ࡚࠸࠾町ࠊࡣ関係団体ࡢ協力ࢆ得࡚ࠊ逸走犬等ࢆ保護࣭収容࡞ࡿࡍ適切࡞処

置ࢆ講ࠊࡶࡿࡎ住民等対ࠊࡋ逸走犬等ࡢ収容࡚࠸ࡘ周知ࢆ図ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ�

�
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第第22節 文教対策計画 

学校施設ࡢ被災ࠊࡾࡼ児童生徒等ࡢ安全ࡢ確保ࠊࡸ通常ࡢ教育活動支障ࡓࡋࡓࡁࢆ場合ࡢ応急

対策ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ�

１ 実施責任者 

����� 町立小࣭中学校ࡿࡅ࠾応急教育及ࡧ町立文教施設ࡢ応急復旧対策ࠊࡣ本部長㸦町長㸧及ࡧ教

育委員会㹙担当ࠊࡣ文教対策部学校教育班ࠋࡿࡍ㹛ࡀ行ࠋ࠺�

����� 学童保育所ࡢ応急対策ࠊࡣ本部長㸦町長㸧及ࡧこども課㹙担当ࠊࡣ民生対策部福祉支援班ࡍ

�ࠋ࠺行ࡀ㹛ࠋࡿ

����� 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ知事ࡢ委任ࢆ受࡚ࡅ町長ࡀ行ࠋ࠺�

����� 道立高校ࡿࡅ࠾教育ࡢ確保ࠊࡣ࡚࠸ࡘ知事及ࡧ道教育委員会ࡀ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

����� 私立高校࣭幼稚園ࡿࡅ࠾教育ࡢ確保ࠊࡣ࡚࠸ࡘ当該学校運営法人ࡀ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

����� 学校ࡢࡈ災害発生伴࠺適切࡞措置ࠊࡣ学校長ࡀ具体的࡞応急計画ࢆ立࡚࡚行ࠋ࠺�

２ 応急教育対策 

��� � 休校措置�

� � � ���災害が発生し、または発生が予想される気象条件となったときは、学校長は自らの判断により、

または教育委員会の指示により、必要に応じて休校措置をとる。 

� 授業開始後ࡢ措置�

児童生徒ࡢ下校ࠊࡣ࡚࠸ࡘ帰宅途中ࡢ注意事項ࢆ十分徹底ࠊࡶࡿࡏࡉ低学年ࡗ࠶

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࢆ措置࡞࠺添ࡁ付地区別ࡀ教師ࡣ࡚

� 登校前ࡢ措置�

� 休校措置ࢆ登校前決定ࠊࡣࡁࡓࡋ直ࡢࡑࡕ旨ࢆ電話ࠊ防災行政無線等ࡢࡑࠊ他確実࡞

方法࡛各児童ࠊ生徒徹底ࠋࡿࡏࡉ�

����� 学校施設ࡢ確保�

� 授業実施ࡢࡵࡓࡢ校舎等ࡢ施設ࡢ確保ࠊࡣ災害ࡢ規模ࠊ被害ࡢ程度ࡡࡴ࠾࠾ࠊ࡚ࡗࡼ次ࡢ方

法ࠋࡿࡼ�

ア 応急復旧 

被害の程度により、応急復旧ができる場合は、即時修理をし、施設の確保に努めるものとす

る。 

イ� 校舎ࡢ一部ࡀ使用࡛࠸࡞ࡁ場合�

利用可能࡞特別教室ࠊ屋内体育館等ࢆ利用࠾࡞ࠊࡋ不足ࠊࡣࡁࡿࡍ二部授業等ࡢ方法ࢆ

�ࠋࡿ

ウ� 校舎ࡢ全部ࡣࡓࡲ大部分ࡀ使用࡛࠸࡞ࡁ場合�
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最寄ࡢࡾ学校ࡣࡓࡲ公共施設ࢆ利用ࠋࡿࡍ利用ࡿࡍ施設ࠊࡣࡁ࠸࡞ࡀ応急仮校舎ࢆ建設ࡍ

�ࠋࡿࡍ要請ࢆ斡旋ࡢ施設ࡋ対北海道教育委員会࡚ࡌ通ࢆ十勝教育局ࡣࡓࡲࠊࡌ講ࢆ対策ࡢ等ࡿ

����� 教育ࡢ要領�

災害ࡢ状況応ࠊࡌ計画ࢆ立࡚ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ授業ࡢ確保努ࠋࡿࡵ特授業ࡢ実施ࡀ不可能࡞

場合ࡶ࡚ࡗ࠶家庭学習ࡢ方法等࡚࠸ࡘ指導ࠊࡋ学力ࡢ低下ࢆ防࠺ࡼࡄ努ࠋࡿࡵ�

災災害復旧については、教育活動に支障のない限り可能な協力をするものとする。 

�ࠋࡿࡍ留意点ࡢ次ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶実施ࡢ授業ࡿࡼ特別教育計画ࠊ࠾࡞

� 教科書ࠊ学用品等ࡢ損失状況ࢆ考慮ࠊࡋ学習ࡢ内容ࠊ方法ࡀ児童生徒ࡢ過度ࡢ負担࡞ࡽ࡞

�ࠋࡿࡍ配慮࠺ࡼ࠸

� 授業等ࡢ場所ࡀ公民館等ࡢ学校以外ࡢ施設ࢆ利用ࡿࡍ場合ࠊࡣ授業ࡢ効率化ࠊ児童生徒ࡢ安

全確保留意ࠋࡿࡍ�

�࢘ 通学道路ࡢࡑࠊ他ࡢ被害状況応ࠊࡌ通学ࡢ安全࡚࠸ࡘ注意࠺ࡼࡿࡍ指導ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ集

団登下校ࡢ際ࠊࡣ地域住民ࠊ関係機関ࠊ団体ࠊ保護者ࡢ協力ࢆ得ࠋࡿࡍ࠺ࡼࡿ�

�࢚ 学校避難所ࡀ開設ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ特児童生徒ࡢ指導࣭管理注意ࠊࡶࡿࡍ避難

収容ࡀ授業ࡢ支障࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞留意ࠋࡿࡍ�

�࢜ 教育活動ࡢ実施当ࠊࡣ࡚ࡗࡓ被災ࡿࡼ精神的࡞打撃࡚ࡗࡼ児童生徒生࠸ࡍࡸࡌ心理

的࡞障害十分配慮ࠊࡋ児童ࠊ生徒ࡢ心ࢆࢣࡢ図ࠋࡿ�

����� 教職員ࡢ確保�

教育委員会ࠊࡣ教職員ࡢ被災状況ࢆ把握ࠊࡶࡿࡍ北海道教育委員会緊密࡞連絡ࡾࢆ

教職員ࡢ確保努ࡵ教育活動に支障を来たさないようにする。�

３ 教科書及び学用品の調達並びに支給 

����� 支給対象者�

� 住家ࡀ全焼ࠊ全壊ࠊ流失ࠊ半焼ࠊ半壊等ࡢ被害ࢆ受ࡓࡅ世帯ࡢ児童࣭生徒࡛教科書ࠊ学用品ࢆ

滅失ࡣࡓࡲ毀損ࡓࡋ者対࡚ࡋ支給ࠋࡿࡍ�

����� 支給品名�

� 教科書�

� 文房具�

�࢘ 通学用品�

����� 調達方法�

� 教科書ࡢ調達�

� 被災学校別ࠊ学年別ࠊ使用教科書別ࡢࡑ数量ࢆ速ࡸ調査ࠊࡋ北海道教育委員会報告

市町ࡢ他ࡧ学校及ࡢ他ࡢ町内ࠊࡓࡲࠋࡿࡅ受ࢆ供給࡚ࡋ連絡教科書供給書店ࠊࡶࡿࡍ

村対ࠊࡋ使用済ࡳ教科書ࡢ供与ࢆ依頼ࠋࡿࡍ�

� 学用品ࡢ調達�
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� 北海道教育委員会ࡢ指示ࡾࡼ調達ࠋࡿࡍ�

����� 支給方法�

� 教育委員会ࠊࡣ学校長緊密࡞連絡ࢆ保ࠊࡕ支給ࡢ対象ࡿ࡞児童࣭生徒ࢆ調査把握ࠊࡋ各学

校長ࢆ通࡚ࡌ対象者支給ࠋࡿࡍ�

����� 救助法ࡀ適用࠸࡞ࢀࡉ場合�

� 被災ࡢ状況ࠊࡾࡼ救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合準࡚ࡌ行ࠋ࠺�

４４ 学校給食対策 

����� 給食施設ࡀ被災ࡾࡂࡿࡁ࡛ࠊࡣࡁࡓࡋ給食ࡢ継続ࡀ図ࢀࡽる࠺ࡼ応急措置ࢆ講ࠋࡿࡎ�

����� 給食用物資ࡀ被災ࠊࡣࡁࡓࡋ関係機関連絡ࡢ上ࡕࡔࡓࠊ緊急配送ࢆ行ࡢࡑࠊࡋࡢࡶ࠺

他ࡢ物資ࡣ࡚࠸ࡘ応急調達努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�

����� 衛生管理ࡣ特留意ࠊࡋ食中毒ࡢ࡞事故防止努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�

５ 衛生管理対策 

学校ࡀ被災者収容施設࡚ࡋ使用ࡿࢀࡉ場合ࠊࡣ次ࡢ点留意࡚ࡋ衛生管理ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍࢆ�

����� 校舎内ࠊ特水飲場ࡣࣞࢺࠊ常清潔࡚ࡋ消毒万全ࢆ期ࡇࡿࡍ�

����� 校舎ࡢ一部被災者ࢆ収容࡚ࡋ授業ࢆ継続ࡿࡍ場合ࠊ収容場所ࡢ間ࢆ隔絶ࡇࡿࡍ�

����� 収容施設࡚ࡋ使用ࡀ終ࠊࡣࡁࡓࡗࢃ校舎全体ࡢ清掃及ࡧ消毒ࢆ行ࠋ࠺�

����� 必要応ࠊ࡚ࡌ教職員࣭児童生徒ࡢ伝染病予防接種ࡸ健康診断ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

６ 文化財保全対策 

文化財㸦有形文化財ࠊ無形文化財ࠊ民族資料ࠊ記念物࡞㸧ࡢࡑࠊࡣ所有者並ࡧ管理者ࡀ常保

全ࠊ保護ࠊࡾࡓ࠶災害ࡀ発生ࡢࡑࠊࡣࡁࡓࡋ被害状況応ࠊࡌ適切࡞措置ࢆ講ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡎ�

７ 救助法の適用と実施   

� 救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章�第32節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧�

８ 学用品の給与状況記録 

学用品ࡢ給与ࢆ実施ࠕࠊࡣࡁࡓࡋ様式㸱�22�㸯�学用品ࡢ給与状況ࠖ記録ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�
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様式３-222-１ 学用品の給与状況 

学� 用� 品� �ࡢ 給� 与� 状� 況�

����������������������������������������������������������������������������幕� 別� 町�

学� 校� 名� 学年�

児� 童�

生� 徒�

氏� 名�

保護者�

氏� 名�

給与�

月日�

給� 与� �ࡢ 内� 訳�
実支�

出額�
備考�教� �科� �書� �他学用品ࡢࡑ

国語� 算数� � 鉛筆� �

� � � � 月日�� � � � � 円��

�

� � � � � � � � � � � �

計�
小学校� 人�� � � � � � � � 円��

中学校� 人�� � � � � � � � 円��

学用品ࢆ上記ࡾ࠾ࡢ給与ࡇࡓࡋ相違ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶�

年� � 月� � 日�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 給与責任者㸦学校長㸧�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 氏� � � 名� � � � � � � � � � � � 印�

� 注㸸㸯� �ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ給与年月日ࡓࡋ給与最後࡚ࡋ対児童生徒ࡢࡑࠊࡣ給与月日ࠖ欄ࠕ

      㸰� �ࠋࡇࡿࡍ記入ࢆ数量ࠊࡣ内訳ࠖ欄ࡢ給与品ࠕ
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第第23節 住宅対策計画 

地震・津波災害ࡾࡼ住宅ࢆ失ࡣࡓࡲࠊ࠸破損ࡵࡓࡢ居住ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ世帯対ࡿࡍ住宅対策

�ࠋࡿࡵ定計画ࡢࡇࠊࡣ

１ 実施責任者�

����� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ建設対策部都市施設班ࠋࡿࡍ㹛�

����� 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࡢ応急仮設住宅ࡢ設置ࡣ原則࡚ࡋ知事ࡀ行ࠊࡋࡔࡓࠋ࠺救助法第��

条第㸯項ࡢ規定ࡾࡼ委任ࡓࢀࡉ場合ࡣ町長ࡀ実施ࠋࡿࡍ�

２ 避難所 

町長は、災害により住家が被害を受け居住の場所を失った者を収容保護するため、本章第５節の「避

難対策計画」に定めるところにより、避難所を開設するものとする。 

３ 公営住宅等のあっせん 

町は、災害時における被災者用の住宅として利用可能な公営住宅、民間賃貸住宅及び空家等の把握に

努め、災害時にあっせんできるよう、あらかじめ体制を整備するものとする。 

４ 応急仮設住宅 

����� 入居対象者�

� 次ࡢ条件該当ࡿࡍ者ࠋࡿࡍ�

� 住宅ࡀ全壊ࠊ全焼ࡣࡓࡲ流失ࡓࡋ者࡛ࡇࡿ࠶�

� 居住ࡿࡍ住家࠸࡞ࡀ者࡛ࡇࡿ࠶�

�࢘ 自ࡢࡽ資力࡛ࡣ住宅ࢆ確保࡛࠸࡞ࡁ経済的弱者࡛ࠊ次該当ࡿࡍ者�

�㺏��� 生活保護法ࡢ被保護者及ࡧ要保護者�

�㺐��� 特定ࡢ資産࠸࡞ࡢ失業者ࠊ寡婦ࡾࡦࠊ親世帯ࠊ老人ࠊ病弱者ࠊ身体障害者ࠊ勤労者ࠊ

小企業者等�

����� 入居者ࡢ選定�

応急仮設住宅ࡢ入居者ࡢ選定ࠊࡣ࡚࠸ࡘ町長>担当ࠊࡣ建設対策部都市施設班@ࡀ行ࠋ࠺�

����� 応急仮設住宅ࡢ建設�

原則ࠊ࡚ࡋ応急仮設住宅ࡢ設置ࡣ知事ࡀ行ࠋ࠺�

����� 建設戸数�

町長ࡢ要請基࡙ࠊࡁ知事ࡣ戸数ࢆ決定ࠋࡿࡍ�

����� 建設予定場所�

� 原則࡚ࡋ町有地ࠊࡣࡁ࠸ࡓࡀࡾࡼࢀࡇࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ適当࡞公有地ࡣࡓࡲ私有地ࡍ

�ࠋࡿ
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� 道道及び町は、災害時に応急仮設住宅の設置が速やかに行われるよう、建設可能用地や建設可能

戸数について、あらかじめ把握するものとする。 

����� 規模ࠊ構造ࠊ存続期間及ࡧ費用�

� 応急仮設住宅ࡢ標準規模ࠊࡣ㸯戸ࡁࡘ����平方࣓࣮ࢆࣝࢺ基準ࠋࡿࡍ構造ࠊࡣ原則ࡋ

࡚軽量鉄骨組立方式６ࡿࡼ連戸以下ࡢ連続建࡚ࡣࡃࡋࡶ共同建࡚ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ被害ࡢ程

度ࡢࡑ他必要認ࡓࡵ場合ࡣ㸯戸建࡚ࡣࡓࡲࠊ木造住宅ࡾࡼ実施ࠋࡿࡍ�

� 応急仮設住宅ࡢ存続期間ࡢࡑࠊࡣ建築工事完了後ࠊ㸱月以内࡛ࠊࡀࡿ࠶特定行政庁ࡢ許可ࢆ

受ࠊ࡚ࡅ㸰年以内ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ�

基法律ࡿࡍ関特別措置ࡢࡵࡓࡿ図ࢆ保全等ࡢ権利利益ࡢ被害者ࡢ特定非常災害ࠊࡋࡔࡓ

࡛ࡀࡇࡿࡍ延長ࢆ期間ࡽࡉࠊࡣ࡚࠸ࡘ応急仮設住宅ࡿ係ࡢࡶࡓࢀࡉ政令࡛指定ࠊࡁ࡙

�ࠋࡿࡁ

�࢘ 費用ࡣ災害救助法及ࡧ関係法令ࡢ定ࠋࡿࡼࢁࡇࡿࡵ�

����� 維持管理�

救助法ࡀ適用ࠊࢀࡉ道ࡀ設置ࡿࡍ応急仮設住宅ࡢ管理࡚࠸ࡘは、知事から委任を受け町が管

理する。救助法ࡀ適用࠸࡞ࢀࡉ場合ࠊ町ࡀ設置ࠊࡣࡢࡶࡿࡍ町ࡀ管理ࠋࡿࡍ�

(8)  運営管理 

応急仮設住宅の運営管理に当たっては、安心・安全の確保、孤独死や引きこもりなどを防止す

るための心のケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を

推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮するものとする。 

また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮するものとする。�

５ 住宅の応急修理 

����� 応急修理ࢆ受ࡿࡅ者�

� 住宅ࡀ半壊ࡣࡓࡲ半焼ࠊࡋ当面日常生活ࢆ営࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡴ者�

� 自ࡢࡽ資力࡛応急修理࠸࡞ࡁ࡛ࡀ者�

����� 応急修理実施ࡢ方法�

� 応急修理ࠊࡣ応急仮設住宅ࡢ建設準࡚ࡌ行ࠋ࠺�

����� 修理ࡢ範囲と費用 

� ア 応急処理ࠊࡣ居室ࠊ炊事場及ࣞࢺࡧ等日常生活欠࠸࡞ࡁ࡛ࡢࡇࡃ部分࡛必要最小限

�ࠋࡿࡍ

 イ 費用は、救助法及び関係法令の定めるところによる。�

６ 災害公営住宅 

町長ࠊࡣ必要ࡾࡼ災害ࡵࡓࡢ住家ࡀ半壊ࡣࡓࡲ半焼ࡓࡋ被災者ࡢ一時的࡞居住ࡢ安定ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ

空ࡿ࠸࡚࠸町営住宅ࢆ災害公営住宅࡚ࡋ利用ࠋࡿࡍ�

７ 資材等の斡旋、調達 
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� � �施施工及び資材の調達は、原則として町の指名登録から選定して行うものとする。この場合において、

町は、建築資材等の調達が困難な場合は、道に斡旋を依頼するものとする。 

８ 救助法の適用と実施 

� 救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章�第32節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧�

９ 応急仮設住宅及び住宅応急修理の記録 

応急仮設住宅の建設及ࡧ住宅応急修理ࢆ実施ࡓࡋ場合ࠊࡣ次ࡾࡼ記録ࠋࡿࡍࡢࡶࡃ࠾࡚ࡋ�

����� 応急仮設住宅台帳㸦様式㸱�23�㸯㸧�

����� 住宅応急修理記録簿㸦様式㸱�23�㸰㸧�

10 住宅の応急復旧活動の推進 

町は、必要に応じて、住宅工事事業者等と連携して、被災しながらも応急対策をすれば居住を継続で

きる住宅の応急修繕を推進するものとする。 

�

様式３-23-１ 応急仮設住宅台帳 

応� 急� 仮� 設� 住� 宅� 台� 帳�

��������������������������������������������������������������������������� 幕� 別� 町�

応急仮設住

宅番号�

世帯主

氏� 名�
家族数� 所在地�

構造

区分�
面積�

敷地

区分�

着工

月日�

竣工

月日�

入居

月日�

実支

出額�
備考�

� � � � � � � �月日� �月日� �月日� � 円� �

�

� � � � � � � � � � � �

計� 世帯� � � � � � � � � � �

� 注㸸㸯� 図࡞簡単ࡓࡋࡽ明ࢆ設置個所ࠊࡋ番号ࡓࡋ付応急仮設住宅ࡣ応急仮設住宅番号ࠖ欄ࠕ

面ࢆ作成ࡋ添付ࡇࡿࡍ�

㸰� �ࡇࡿࡍ記入ࢆ人員数ࡓࡵ含ࢆ世帯主ࡿࡅ࠾入居時ࠊࡣ家族数ࠖ欄ࠕ

㸱� �ࡇࡿࡍ記入ࢆ住所ࡢ建設場所ࡢ応急仮設住宅ࠊࡣ所在地ࠖ欄ࠕ

㸲� �ࡇࡿࡍ記入ࢆ式組立住宅ࣉࣃࠊ住宅ࣈࣁࣞࣉࠊ木造住宅ࠊࡣ構造区分ࠖ欄ࠕ

㸳� �ࡇࡿࡍࡽ明ࢆ別ࡢ有無償ࠊࡋ公私有別ࠊࡣ敷地区分ࠖ欄ࠕ

㸴� �ࡇࡃ࠾࡚ࡋࡽ明ࢆ経過ࡿࡅ࠾入居後ࠊࡣ備考ࠖ欄ࠕ
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�

様式３-223-２ 住宅応急修理記録簿�

住� 宅� 応� 急� 修� 理� 記� 録� 簿�

幕� 別� 町�

世 帯 主 氏 名� � � � � � � 修理箇所概要� 完� 了� 月� 日� 実� 支� 出� 額� 備� � � � � 考�

� � ��������月日� ������������円� �

�

� � � � �

計� � � 世帯� � � � �

�
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第第24節 被災建築物安全対策計画 

 被災建築物による二次災害を防止するため、地震により被災した建築物等の当面の使用の可否を判

定し、所有者等に知らせる応急危険度判定の実施に関する計画は、本計画に定める。 

１ 応急危険度判定の活動体制 

町は、建築関係団体の協力を得て、応急危険度判定士による被災建築物の応急危険度判定を実施す

る。 

２ 応急危険度判定士の確保 

町は、道及び関係機関と相互に綿密な連携と協力を図り、応急危険度判定士の活動が円滑に行われ

るよう実施体制の整備を行う。 

３ 応急危険度判定士の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 応急危険度判定の基本的事項 

(1)  判定対象物建築物 

原則として、すべての被災建築物を対象とするが、被害の状況により判定対象を限定すること

ができる。 

(2)  判定開始時期、調査方法 

地震発生後、できる限り早い時期に、主として目視により被災建築物の危険性について、木造、

鉄骨造、鉄筋コンクリート造の構造種別ごとに調査表により行う。 

(3)  判定の内容、判定結果の表示 

必要な措置

北
　
　
　
海
　
　
　
道

(社）北海道建築士会

　など建築関係団体

幕　別　町
（災害対策本部）

判
　
定
　
士

派遣要請 派遣要請

判定結果の報告

判定チーム編成被害状況報告

判定士の派遣要請

被災現場

判 定 活 動
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被災建築物の構造区駆体等の危険性を調査し、「危険」、「要注意」、「調査済」の３段階で

判定を行い、３色の判定ステッカー（赤「危険」、黄「要注意」、緑「調査済」）に対処方法等

の所要事項を記入し、当該建築物の出入口等の見やすい場所に貼付する。 

なお、３段階の判定の内容については、次のとおりである。 

危 険：建築物の損傷が著しく、倒壊などの危険性が高い場合であり、使用及び立入りができない。 

要注意：建築物の損傷は認められるが、注意事項に留意することにより立入りが可能である。 

調査済：建築物の損傷が少ない場合である。 

((4)  判定の効力 

行政機関による情報の提供である。 

(5)  判定の変更 

応急危険度判定は、応急的な調査であること。また、余震などで被害が進んだ場合、または適切な

応急補強が行われた場合には、判定結果が変更されることがある。 

５ 石綿飛散防災対策 

被災建築物からの石綿の飛散による二次被害を防災するため、道は、町と連携し、「災害時における

石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」に基づき、建築物等の被災状況の把握、建築物等の所有者等に

対する応急措置の指導等を実施する。 
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第第25節 被災宅地安全対策計画 

 本町において災害対策本部が設置されることとなる規模の地震・津波災害により、宅地が大規模か

つ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険判定士（以下「判定士」という。）を活用して、被災宅地

危険度判定（以下「危険度判定」という。）を実施し、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、二

次災害を軽減、防止し、住民の安全を図る。 

１ 危険度判定の実施の決定 

町長〔担当は、建設対策部都市施設班とする。〕は、判定士を活用し、被災宅地の危険度判定を実

施する。 

なお、町長は、危険度判定の実施を決定した場合、危険度判定実施本部を設置するとともに、知事

に判定士の派遣等の支援要請を行う。 

２ 判定対象宅地 

  対象宅地は、宅地造成等規制法第２条第１号に規定する、宅地（農地、採草放牧地及び森林並びに道

路、公園、河川その他公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地）のうち、住居であ

る建築物の敷地及び危険度判定実施本部長が危険度判定の必要を認める建築物の敷地並びにこれらに被

害を及ぼすおそれのある土地を対象とする。 

３ 判定士の業務 

判定士は次により被災宅地の危険度判定を行い、判定結果を表示する。 

(1)  「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」に基づき、宅地ごとに調査票へ記入し判定を行う。 

(2)  宅地の被害程度に応じ、「危険宅地」、「要注意宅地」、「調査済宅地」の３区分に判定する。 

(3)  判定結果は、当該宅地の見やすい場所（擁壁、のり面等）に判定ステッカーを表示する。 

 

区  分 表 示 方 法 

危 険 宅 地 赤のステッカーを表示する。 

要注意宅地 黄のステッカーを表示する。 

調査済宅地 青のステッカーを表示する。 

 

４ 危険度判定実施本部の業務 

危険度判定実施本部は、建設対策部に置き、次の業務を行う。 

(1) 宅地に係る被害情報の収集 

(2) 判定実施計画の作成 

(3) 宅地判定士・判定調整員の受入れ及び組織編成 

(4) 判定の実施及び判定結果の現地表示並びに住民対応 
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((5) 判定結果の調整及び集計並びに関係機関への報告 

５ 事前準備 

町は、災害の発生に備え、道と連絡体制を整備するとともに、道と協力して危険度判定に使用する資

機材を備蓄するものとする。 

 

 

被災宅地危険度判定実施の流れ図 
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第第26節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画 

地震・津波災害࡚ࡗࡼ現行方不明ࡢ状態ࡘࠊࡾ࠶周囲ࡢ事情ࡾࡼ既死亡ࡓࡋ推定ࡉ

 ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ実施ࡢ埋葬ࠊ収容処理ࡢ遺体ࡧ捜索及ࡢ者ࡿࢀ

１ 実施責任者 

����� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ民生対策部保健班ࠋࡿࡍ㹛�

����� 救助法適用後ࠊࡣ知事ࡢ委任ࢆ受࡚ࡅ町長ࡀ実施ࠊࡀࡿࡍ遺体処理ࠊࡕ࠺ࡢ洗浄等ࡢ処置及ࡧ

検案ࠊࡣ࡚࠸ࡘ知事ࡢ委託ࢆ受ࡓࡅ日本赤十字社北海道支部ࡀ行ࠋ࠺�

民間協力団体ࡣ࠸ࡿ࠶自衛隊ࠊ消防機関ࠊ警察署ࠊࡶ場合࡛࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ適用ࡀ救助法ࠊࡓࡲ

等ࡢ協力ࢆ得࡚実施ࠋࡿࡍ�

２ 行方不明者の捜索 

(1)  捜索の対象 

 災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、周囲の状況により既に死亡していると推定され

る者。 

�2��� 実施ࡢ方法�

� 行方不明者ࡢ捜索ࠊࡣ町長ࡀ警察署協力ࠊࡋ消防機関及ࡧ地域住民ࡢ協力ࢆ得࡚捜索班ࢆ編

成ࠊࡋ必要࡞車両ࠊ舟艇ࡢࡑ他機械器具ࢆ活用࡚ࡋ実施ࠋࡿࡍ�

�3��� 捜索要請�

� 町࡚࠸࠾被災ࠊࡋ行方不明者ࡀ流失等ࡾࡼ他市町村漂着ࡿ࠸࡚ࡋ考ࡿࢀࡽ࠼場合ࠊࡣ

関係市町村対ࠊࡋ次ࡢ事項ࢆ明示࡚ࡋ捜索ࢆ要請ࠋࡿࡍ�

� 行方不明者ࡀ漂着ࡣࡓࡲ埋没ࡿ࠸࡚ࡋ思ࡿࢀࢃ場所�

� 行方不明者数並ࡧ氏名ࠊ性別ࠊ年齢ࠊ容ࠊ࠺ࡰ特徴及ࡧ着衣等�

３ 変死体の届け出 

� 変死体ࠊࡣ直ࡕ警察署届ࡅ出ࡢࡑࠊࡋࡢࡶࡿ検視後処理ࠋࡿࡓ࠶�

４ 遺体の収容処理方法 

����� 実�施�者�

� 遺体ࡢ身元ࡀ判明ࡿ࠸࡚ࡋ場合ࠊࡣ原則࡚ࡋ遺族ࠊ親族連絡࠼࠺ࡢ引渡ࠋࡍ�

� 災害ࡿࡼ社会混乱ࠊࡵࡓࡢ遺族等ࡀ遺体ࡢ処理ࢆ行࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇ࠺場合ࠊࡣ町長ࡀ行ࠋ࠺�

����� 遺体ࡢ収容処理�

� 遺体ࡢ識別ࠊࡵࡓࡢ遺体ࡢ洗浄ࠊ縫合ࠊ消毒ࡓࡲࠊࡋࢆ遺体ࡢ撮影ࡾࡼ身元確認ࡢ措置ࢆ

�ࠋࡿ

� 遺体ࡢ身元識別ࡵࡓࡢ相当ࡢ時間ࢆ必要ࡣࡓࡲࠊࡋ死亡者ࡀ多数ࡵࡓࡢ短時間埋葬࡛ࡀ

�ࠋࡿࡍ保存࡛ࡲࡿࡍࢆ処理ࡢ埋葬ࠊࡋ安置場所ࡢ特定ࢆ遺体ࠊࡣ場合࠸࡞ࡁ
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�࢘ 遺遺体ࠊࡣ死因ࡢࡑ他ࡢ医学的検査ࢆ行ࠋ࠺�

(3)  安置場所の確保 

町は、遺体安置場所の確保について、発災時はもとより、日頃から警察との連携を図り、事前

の確保に努めるものとする。 

遺体安置場所は、「別表５-22-１ 遺体安置所」とするが、死亡者多数の場合は、町内の寺院、

公共建物または公園等遺体の収容に適当な場所を決定し安置する。 

なお、遺体安置所の選定にあたっては、次の点に留意して決定する。 

・ 屋内施設であること 

・ １次避難所や医療救護所など他の用途と競合しない施設 

・ 検視・検案も確保可能な一定の広さを有する施設 

・ 身元不明者の一時保存場所として使用可能な施設 

・ 水、通信等のライフライン及び交通手段の確保についても、可能な限り考慮する。 

５ 遺体の埋葬 

� 災害ࡢ際ࠊ死亡ࡓࡋ者࡛町長ࡀ必要認ࡿࡵ場合ࠊ応急的遺体ࢆ埋葬ࠋࡿࡍ�

� 埋葬ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶次ࡢ点留意ࠋࡿࡍ�

����� 事故死ࡢ遺体ࠊࡣ警察機関ࡽ引継ࢆࡂ受ࡓࡅ後埋葬ࠋࡿࡍ�

����� 身元不明ࡢ遺体ࠊࡣ警察ࡢࡑ他関係機関連絡ࡢࡑ࡚ࡋ調査ࡶࡿࡓ࠶埋葬࡚ࡗࡓ࠶

�ࠋࡿࡍ火葬ࡣࡓࡲ土葬ࠊࡣ

����� 被災地以外漂着ࡓࡋ遺体ࡕ࠺ࡢ身元ࡀ判明ࡢࡢࡶ࠸࡞ࡋ埋葬ࠊࡣ行旅死亡人扱ࠋࡿࡍ࠸�

(4)  町長は、埋葬の実施が自らできないと認められるときは、関係機関の協力を得て行うものとす

る。 

６ 平常時の規制の適用除外措置 

市町村及び墓地・納骨堂・火葬場の管理者は、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、公衆衛生

上の危害の発生を防止するため緊急の特に必要があると認められるものとして当該災害が政令で指

定されたときは、埋葬及び火葬に関する各種証明・許可証が同一の市町村で発行されない場合等に対

応し、厚生労働大臣が、その定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23年法律第 48号）

第５条及び第 14条に規定する手続の特例を定めることができることに留意する。 

７ 行方不明者の捜索、遺体の収容及び埋葬のための費用及び期間 

� 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合準࡚ࡌ行ࠋ࠺�

８ 火葬場の状況 

火葬場名� 所� 在� 地�

幕 別 町 葬 斎 場� 幕別町字豊岡㸱番地���

南十勝複合事務組合火葬場� 広尾郡大樹町字開進���番地��
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９９ 救助法の適用と実施 

� 救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章�第32節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧 

10 遺体の捜索等の記録 

遺体捜索ࠊ遺体処理及ࡧ埋葬ࡓࡋ場合ࠊࡣ次ࡾࡼ記録ࠋࡿࡍࡢࡶࡃ࠾࡚ࡋ�

����� 遺体捜索状況㸦様式㸱�26�㸯㸧�

����� 遺体処理台帳㸦様式㸱�26�㸰㸧�

����� 埋葬台帳㸦様式㸱�26�㸱㸧�

 

 

別表５-26-１ 遺体安置所 

地域 遺体安置所 

幕別地区 

施設名 幕別南コミュニティセンター（ホール） 

住 所 幕別町新町１３９番地３ 

面 積 ４９３．００㎡ 

管 理 幕別町総務部総務課 

電 話 ０１５５－５４－５１２７ 

札内地区 

施設名 幕別町働く婦人の家（ホール） 

住 所 幕別町札内中央町３９５番地１ 

面 積 １８０．００㎡ 

管 理 幕別町総務部総務課 

電 話 ０１５５－５４－６６０８（総務課管財係） 

忠類地区 

施設名 忠類ふれあいセンター福寿（多目的ホール） 

住 所 幕別町忠類白銀町３８４番地１０ 

面 積 １８０．００㎡ 

管 理 幕別町忠類総合支所 保健福祉課 

電 話 ０１５５８－８－２９１０ 

 

 

�
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様式３-226-１ 遺体捜索状況�

遺 体� 捜� 索� 状� 況�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 幕� 別� 町�

年�月�日� 捜索地区� 捜索死体�
捜� 索� 用� 機� 械� 器� 具�

金� � 額� 備� 考�
名� � 称� 数� 量� 所有者管理者名�

� � � � � � 円��

�

� � � � � � � �

�� 注㸸� 捜索用機械器具ࠊࡣ借上費ࡢ有償無償ࡢ別ࢆ問ࡎࢃ記入ࠊࡋࡢࡶࡿࡍ有償ࡿࡼ場合ࠊࡳࡢ

�ࠋࡇࡿࡍ記入金額欄ࢆ借上費ࡢࡑ

�

�

様式３-26-２ 遺体処理台帳�

遺  体� � 処� � 理� � 台� � 帳�

幕� 別� 町�

処� 理�

年月日�

遺体発見�

日時及ࡧ�

場� � 所�

死亡者�

�

氏��名�

遺� � ��族� 洗浄等ࡢ処理� 遺体ࡢ�

一� 時�

保� 存�

検案�

料�

実支�

出額�
備考�

氏名�
死亡者ࡢ

関係�
品名� 数量� 金額�

� � � � � � � 円��� 円� 円��

�

� � � � � � � � � � � �

計�
�

人�
� � � � � � � � �

�

�
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様式３-226-３ 埋葬台帳�

埋� � � 葬� � � 台� � � 帳�

幕� 別� 町�

死� 亡�

�

年月日�

埋� 葬�

年月日�

死� 亡� 者� 埋葬ࢆ行ࡓࡗ者� 埋� � � � 葬� � � � 費�

備�考�

氏名� 年齢�
死亡者�

�関係ࡢ
氏名�

棺�

�付属品ࢆ含ࡴ��

埋葬又ࡣ�

火 葬 料� � � � �
骨箱� 計�

� � � � � � 円� � 円� � 円� � 円� ��

�

� � � � � � � � � � �

計�
�

人�
� � � � � � � �

�� 注㸸㸯� 埋葬ࢆ行ࡓࡗ者ࡀ町長࡛ࠊࡣࡁࡿ࠶遺族ࡢ氏名ࢆ㺀備考㺁欄記入ࠋࡇࡿࡍ�

� � � �㸰� 町長ࡀ棺ࠊ骨箱等ࢆ現物࡛給与ࡢࡑࠊࡣࡁࡓࡋ旨ࢆ㺀備考㺁欄記入ࠋࡇࡿࡍ�

�������㸱� 埋葬ࢆ行ࡓࡗ者埋葬費ࢆ支給ࡢࡑࠊࡣࡁࡓࡋ旨及ࡧ金額ࢆ㺀備考㺁欄記入ࠋࡇࡿࡍ�
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��� 

第第27節 障害物除去計画 

地震・津波ࡿࡼ山崩ࡢࡑࢀ他ࡢ災害ࠊ࡚ࡗࡼ道路ࠊ住居等ࡢࡑࡣࡓࡲ周辺運ࡓࢀࡤ土砂ࠊ流

木等࡛住民ࡢ生活著࠸ࡋ障害ࢆ及ࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋࡰ除去ࠊࡋ被災者ࡢ日常生活支障࠺ࡼ࠸࡞ࡢ処

理ࡢࡵࡓࡿࡍ対策ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 実施責任者�

����� 本部長㸦町長㸧㹙担当ࠊࡣ建設対策部土木班ࠋࡿࡍ㹛�

����� 救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࠊࡣ町長ࡀ知事ࡢ委任ࢆ受࡚ࡅ行ࡢࡑࠊ࠸他道路及ࡧ河川等支障ࢆ

及ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋࡰ除去ࠊࡣ道路法及ࡧ河川法定ࡢࢀࡒࢀࡑࡿࡵ管理者ࡀ行ࠋ࠺�

２ 障害物除去対策 

� 災害時ࡿࡅ࠾障害物ࡢ除去ࠊࡣ次掲ࡿࡆ場合行ࠋ࠺�

����� 住民ࡢ生命ࠊ財産等ࢆ保護ࠊࡵࡓࡿࡍ速ࡸ障害物を排除ࡿࡍ必要ࡁࡿ࠶ࡀ�

����� 交通安全輸送ࡢ確保必要ࡁ࡞�

����� 河川ࡿࡅ࠾障害物ࡢ除去ࠊࡀ河川ࡢ流路ࢆ良ࠊࡋࡃ溢水ࢆ防止ࡣࡓࡲࠊࡋ護岸等ࡢ決壊ࢆ防

止ࡵࡓࡿࡍ必要ࡁ࡞�

����� �ࡁࡿࡍ必要ࢆ除去ࡽ他公共的立場ࡢࡑ

３ 障害物の除去の方法 

����� 実施責任者ࠊࡣ自ࡢࡽ応急対策機器ࢆ使用ࡣࡓࡲࠊࡋ状況応࡚ࡌ自衛隊及ࡧ建設業者ࡢ協力ࠊ

応援ࢆ得࡚ࠊ速ࡸ障害物ࢆ除去ࠋࡿࡍ�

����� 障害物ࡢ除去ࡢ方法ࠊࡣ原形回復࡛ࡃ࡞応急的࡞除去限ࠋࡿ�

４ 除去した障害物の集積場所 

����� 除去した障害物は、それぞれの実施機関において付近の遊休地を利用し集積するものとする。�

����� 北海道財務局、道および町は、相互に連携しつつ、公共用地等の有効活用に配慮するものとす

る。�

５ 放置車両の除去 

� �  放置車両の除去については、本章第10節「交通応急対策計画」の定めるところによる。 

６ 救助法の適用と実施 

� 救助法ࡢ基準ࠋࡿࡼ㸦ࠕ本章�第32節�災害救助法ࡢ適用実施ࠖ参照㸧�

７ 障害物除去状況の記録 

障害物ࢆ除去ࡓࡋ場合ࠕࠊࡣ様式㸱�27�㸯�障害物除去ࡢ状況ࠖ記録ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

�
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�

�

様式３-227-１ 障害物除去の状況�

�

障� 害� 物� 除� 去� �ࡢ 状� 況�

幕� 別� 町�

住 家 被 害� � � � � � �

程 度 区 分� � � � � � �
氏������名�

除� ��去� ���

要ࡓ�ࡋ��期�間�
実�支�出�額�

除去要ࡁࡍ�

状�態ࡢ��概�要�
備� � �考�

� � 月� 日㹼月� 日� 円�� �

�

� � � � � �

計�

半壊�� �� 世帯� � � � �

床上浸水� 世帯� � � � �

�

�
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��� 

第第28節 広域応援計画 

地震等による大規模災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊ町単独࡛ࡣ十分࡞応急࣭復旧活動ࢆ実施ࡀࡇࡿࡍ困難

ࡓ࠶応援要請ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ࡚࠸ࡘ応援要請ࡢ他市町村ࡧ道及ࠊ場合ࡓࡋ判断

被災ࠊࡣ場合ࡓࡋ被災ࡀ市町村ࡢ他ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ十分配慮࠺ࡼ࠸࡞ࡌ生ࡀ不備受入体制ࠊࡣ࡚ࡗ

地被害状況等ࡢ情報収集ࢆ積極的行ࠊࡶ࠺速ࡸ応援体制ࢆ整ࠋࡿ࠼ 

なお、広域応援のうち、広域一時滞在については、「本章 第５節 避難対策計画 ８ （広域一

時避難）」による。�

１ 「災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」に基づく要請 

基本法第��条第㸯項及ࡧ第��条第㸯項ࡢ規定基࡙ࠊࡁ道及ࡧ市町村相互ࡢ応援ࢆ円滑遂行ࡿࡍ

�㺀資料編ࡓࡋ締結ࡵࡓ 資料㸯㸳�㸯� 災害時等ࡿࡅ࠾北海道及ࡧ市町村相互ࡢ応援関ࡿࡍ協定㺁

�ࠋࡿࡍ応援要請ࠊࡁ基࡙

また、町は他の市町村等の応援が円滑に行われるよう、日頃から災害対策上必要な資料の交換を行

うほか、他の市町村の応援の受入体制を確立しておくものとする。 

����� 応援要請ࡢ区分及ࡧ連絡系統図�

� 第㸯要請㸦十勝総合振興局ࡢ市町村ࡢ要請㸧� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

注㸸� 十勝総合振興局ࡢ連絡࠸࡞ࢀࡀ場合又ࡣ十勝総合振興局ࢆ経由࠸࡞ࡀࡲ࠸ࡿࡍ場合ࠊࡣ

直接市町村間࡛応援要請及ࡧ応援ࡢ可否関ࡿࡍ通報ࢆ行ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺事後ࠊ十勝総

合振興局ࡢࡑ旨ࢆ連絡ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

連絡

通
報

要
請

要
請

応援
幕別町

㸦総務対策部総務班㸧
管�内�市�町�村

㸦防災担当課㸧

㸦地域政策部地域政策課㸧

7(/���������

道防災無線ࠉ��������

通
報

����内線��������ࠉ/)7

道防災無線����������

北海道㸦本庁㸧

㸦総務部危機対策局
危機対策課㸧

7(/��������������
道防災無線

������������

十勝総合振興局
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��� 

� 第㸰要請㸦他振振興局ࡢ市町村ࡢ要請㸧� �

� � � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 

注㸸� 十勝総合振興局ࡢ連絡࠸࡞ࢀࡀ場合又ࡣ十勝総合振興局ࢆ経由࠸࡞ࡀࡲ࠸ࡿࡍ場

合ࠊࡣ直接市町村間ࠊ又ࡣ本庁ࢆ経由࡚ࡋ応援要請及ࡧ応援ࡢ可否関ࡿࡍ通報ࢆ行ࡍࡢࡶ࠺

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ連絡ࢆ旨ࡢࡑ十勝総合振興局ࠊ事後ࠊ࠾࡞ࠋࡿ

 

��� � �࢘ 第㸱要請� 要請市町村ࡀ北海道知事対࡚ࡋ行࠺応援要請�

� � � � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

応援

要請 北海道㸦本庁㸧 要請

㸦総務部危機対策局
危機対策課㸧

7(/��������������

通報 道防災無線 通報

���������

通
報

要
請

他ࡢ振興局

㸦地域政策部地域政策課㸧

管内市町村

㸦防災担当課㸧

道防災無線�����������

道防災無線ࠉ��������

十勝総合振興局

通
報

要
請

幕別町

㸦総務対策部総務班㸧

7(/����������内線����

㸦地域政策部地域政策課㸧

7(/���������

応
援

通
報

道防災無線�����������

北海道㸦本庁㸧

㸦総務部危機対策局
危機対策課㸧

������������ࠉ/)7

幕ࠉࠉ別ࠉࠉ町
㸦総務対策部総務班㸧

����内線���������ࠉ/)7

道防災無線

道防災無線ࠉ��������

十勝総合振興局

㸦地域政策部地域政策課㸧

����ࠉ/)7���

������������

要
請

指示
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����� 応援ࡢ種類�

要請ࡾࡼ受ࡿࢀࡽࡅ応援ࡢ種類ࠊࡣ࡚࠸ࡘ次ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ�

� 食食料ࠊ飲料水及ࡧ生活必需物資並ࡢࡽࢀࡇࡧ供給必要࡞資機材ࡢ提供及ࢇࡏࡗ࠶ࡧ�

� 被災者ࡢ救出ࠊ医療及ࡧ防疫並ࡧ施設ࡢ応急措置等必要࡞資機材ࠊ物資ࡢ提供及ࡗ࠶ࡧ

 ࢇࡏ

�࢘ 避難、救護及び救出活動等必要࡞車両等ࡢ提供及ࢇࡏࡗ࠶ࡧ�

�࢚ 避難、救援、救護、救助活動及び応急措置等必要࡞職員ࡢ派遣�

�࢜ 被災者ࡢ一時収容ࡢࡵࡓࡢ施設ࡢ提供及ࢇࡏࡗ࠶ࡧ�

�࢝ �事項ࡓࡗ࠶ࡢ要請他特ࡢࡑ

２ 他の都道府県の市町村に対する応援要請等 

(1)   町長は、基本法第67条第１項の規定に基づき、道外の関係市町と締結した｢資料編 資料１５-

４ 災害時相互応援に関する協定｣に基づき、幕別町が被災した時は、当該協定市町に対し応援

要請するものとする。 

(2)   町長は、(1)の協定に基づき、当該協定市町長から応援を求められた場合、または協定市町と

連絡ができない場合に自主的応援活動が必要と認める場合は、応援活動を実施するものとする。 

(3)   町長は、知事が内閣総理大臣より他の都道府県の災害発生市町村長の応援を求められたことに

ともない、知事から当該災害発生市町村長の応援について求められた場合、必要と認める事項に

ついて応援協力に努める。 

３ 「北海道広域消防相互応援協定」に基づく要請 

����� 大規模災害ࡀ発生ࠊࡋ被災地域の消防機関単独࡛ࡣ十分被災者ࡢ救援等ࡢ災害応急対策ࢆ実

施࡛࠸࡞ࡁ場合ࠊࡣ道等応援ࢆ要請ࠊࡿࡍ㺀資料編 資料１５-２ 北海道広域消防相互応

援協定㺁基࡙ࠊࡁ他ࡢ消防機関応援ࢆ要請ࠋࡿࡍ�

� ࡢ他都府県ࠊ㸧࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊広域航空消防応援㸦࡚ࡋ対道࡚ࡌ通ࢆ町長ࠊࡌ応必要ࠊࡓࡲ

緊急消防救助隊ࡿࡼ応援ࢆ要請࠺ࡼࡿࡍ依頼ࠋࡿࡍ�

����� 他ࡢ消防機関等ࡢ応援ࡀ円滑行ࠊ࠺ࡼࡿࢀࢃ日頃ࡽ災害対策上必要࡞資料ࡢ交換ࢆ行࠺

�ࠋࡃ࠸࡚ࡋ確立ࢆ応援受入体制ࡢ消防機関等ࡢ他ࠊ

(3)  緊急消防援助隊を充実強化するとともに実践的な訓練等を通じて、人命救助等の支援体制の整

備に努めるものとする。 
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第３－29節 自衛隊派遣要請及び派遣活動計画 

��� 

第第29節 自衛隊派遣要請及び派遣活動計画 

� 大規模࡞災害ࡀ発生ࠊࡋ町ࡢ力ࠊࡣ࡛ࡅࡔ救助必要࡞人員ࠊ設備等ࢆ確保ࡀࡇࡿࡍ困難と予想

適ࠊ࠸行ࢆ派遣要請ࡢ自衛隊ࡃ基࡙自衛隊法第��条ࠊࡵࡓࡢ保護ࡢ財産ࡣ人命又ࠊࡣ場合ࡿࢀࡉ

切࡞救助活動等ࡢ活動計画ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 災害派遣要請基準�

(1) 人命救助のための応援を必要とするとき 

(2) 災害が発生し、又は災害の発生が予想され、緊急措置に応援を必要とするとき 

(3) 救助物資の輸送のため応援を必要とするとき 

(4) 主要道路の応急復旧に応援を必要とするとき 

(5) 応急措置のための医療、防疫、給水及び通信などの応援を必要とするとき 

２ 災害派遣要請の要領等 

����� 依頼方法�

� 町長ࠊࡣ自衛隊ࡢ災害派遣ࡢ必要ࡿ࠶ࡀ認ࠊࡣࡁࡿࡵ次ࡢ事項ࢆ明ࡓࡋࡽ文書㸦ࠕ様

式㸱�29�㸯�自衛隊災害派遣要請依頼࡚࠸ࡘ 㸧࡚ࠖࡗࡶࢆ知事㸦十勝総合振興局長㸧依頼ࠋࡿࡍ

�ࠋࡿࡍ提出ࢆ文書ࡸ後速ࡢࡑࠊࡋ電話等࡛依頼ࡣ場合ࡿࡍ要ࢆ緊急ࠊࡋࡔࡓ

� この場合において、町長は、必要に応じてその旨及び当該町の地域に係る災害の状況を要請先

である指定部隊等の長に通知するものとする。 

また、緊急を要する場合は、口頭又は電話等により依頼し、速やかに文書を提出するものとす

る。 

� 災害ࡢ状況及ࡧ派遣ࢆ依頼ࡿࡍ事由�

� 派遣ࢆ必要ࡿࡍ期間�

�࢘ 派遣ࢆ希望ࡿࡍ区域及ࡧ活動内容�

�࢚ 派遣部隊ࡀ展開࡛ࡿࡁ場所�

�࢜ 派遣部隊ࡢ連絡方法ࡢࡑ他参考事項㸦作業用資材ࠊ宿舎ࡢ準備状況ࠊ現地ࡢ連絡責任者等㸧�

����� 担当部及ࡧ依頼先�

� 災害派遣要請依頼ࠊࡣ総務対策部総務班ࡀ行ࠊ࠸連絡及ࡧ関係書類ࡢ提出先ࠊࡣ十勝総合振興

局地域政策部地域政策課主査㸦防災㸧ࠋࡿࡍ�

(3)   町長は、人命の緊急救助に関し、要請権者に依頼するいとまがないとき、または通信の途絶等

により要請権者との連絡が不能である場合等は、直接指定部隊等の長に通知することができる。た

だし、この場合、速やかに要請権者に連絡し、上記(1)の手続きを行う。 

３ 災害派遣部隊の受入体制 

����� 受入ࢀ準備ࡢ確立㹙担当ࠊࡣ広報渉外部広報渉外班ࠋࡿࡍ㹛�
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� 知事㸦十十勝総合振興局長㸧ࡽ災害派遣ࡢ通知ࢆ受ࠊࡣࡁࡓࡅ次ࡾࡼ措置ࠋࡿࡍ�

� 連絡職員ࡢ指名�

� 派遣部隊及ࡧ十勝総合振興局ࡢ連絡職員ࢆ指名ࠊࡋ連絡ࠋࡿࡏࡽࡓ࠶�

� 事前準備�

� 応援ࢆ求ࡿࡵ作業ࡢ内容ࠊ所要人員ࠊ機材等ࡢ確保ࡢࡑ他࡚࠸ࡘ計画ࢆ立࡚ࠊ派遣部隊ࡢ

到着同時作業࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ準備ࠋࡿࡍ�

�࢘ 宿泊所等ࡢ準備�

� 派遣部隊ࡢ宿泊所及ࡧ車両ࠊ機材等ࡢ保管場所ࡢ準備等ࠊ受入ࡵࡓࡢࢀ必要࡞措置ࠋࡿࢆ�

����� 派遣部隊到着後ࡢ措置�

� 派遣部隊ࡢ作業計画等ࡢ協議㹙担当ࠊࡣ建設対策部土木班ࠋࡿࡍ㹛�

� 派遣部隊ࡀ到着ࠊࡣࡁࡓࡋ目的地誘導ࠊࡶࡿࡍ責任者応援作業計画等࡚࠸ࡘ

協議ࠊࡋ調整࠼࠺ࡢ必要࡞措置ࠋࡿࢆ�

� 知事㸦十勝総合振興局長㸧ࡢ報告㹙担当ࠊࡣ総務対策部総務班ࠋࡿࡍ㹛�

� 派遣部隊到着後及ࡧ必要応ࠊ࡚ࡌ次ࡢ事項ࢆ知事㸦十勝総合振興局長㸧報告ࠋࡿࡍ�

�㺏��� 派遣部隊ࡢ長ࡢ官職氏名�

�㺐��� 隊員数�

�㺑��� 到着日時�

�㺒��� 従事ࡿ࠸࡚ࡋ作業ࡢ内容及ࡧ進捗状況�

�㺓��� �事項ࡿ࡞他参考ࡢࡑ

４ 派遣活動 

� � 災害派遣時における自衛隊の支援活動は、次のとおりである。 

(1)  被害状況の把握 

車両、航空機等状況に適した手段による偵察 

(2)  避難援助 

避難者の誘導、輸送等 

(3)  遭難者の捜索、救助 

死者、行方不明者、負傷者等の捜索、救助（ただし、緊急を要し、かつ他に適当な手段がない

場合、他の救援作業等に優先して実施する。） 

(4)  水防活動 

堤防護岸等の決壊に対する土のう作成積込み及び運搬 

(5)  消防活動 

利用可能な消防車、防火器具による消防機関への協力 
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((6)  道路または水路等交通路上の障害物の排除 

施設の損壊または障害物がある場合の啓開除去等（ただし、放置すれば人命、財産の保護に影

響があると考えられる場合） 

(7)  応急医療、防疫、病害虫駆除等の支援 

大規模な伝染病等の発生に伴う応急防疫等（薬剤等は町で準備） 

(8)  通信支援 

自衛隊の通信連絡に支障のない限度において支援 

(9)  人員及び物資の緊急輸送 

緊急を要し他に適当な手段がない場合、緊急患者、医師、その他救難活動に必要な人員及び救

援物資の緊急輸送（航空機による輸送は特に緊急を要する場合に限る。） 

(10) 炊飯及び給水支援 

緊急を要し、適当に手段がない場合 

(11) 救援物資の無償貸与または譲与 

「防衛庁の管理に属する物品の無償貸与及び譲与等に関する総理府令」（昭和33年総理府令1

号）による。（ただし、譲与は町・道、その他の公共機関の救助が受けられず、当該物品の譲与

を受けなければ、生命身体が危険であると認められる場合に限る。） 

(12) 交通規制の支援 

自衛隊車両の交通が輻輳する地点における自衛隊車両を対象とする。 

(13) 危険物の保安及び除去 

能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去 

(14) 予防派遣 

風水害等を未然に防止するため緊急を要し、かつ、他に適当な手段がない場合 

(15) その他 

知事が必要と認め、自衛隊の能力で対処可能なものについて関係部隊の長と協議して決定する。 

５ 経費負担等 

(1)  自衛隊ࡢ派遣要ࡿࡍ費用ࡣ自衛隊࡚࠸࠾負担ࠊࡀࡿࡍ自衛隊ࡀ防災活動要ࡿࡍ次ࡢ費用

�ࠋࡿࡍ負担࡚࠸࠾町ࠊࡣ

ア� 資材費及ࡧ機器借上料�

イ� 電話料及ࡢࡑࡧ施設費�

ウ� 電気料�

エ� 水道料�

オ� 汲取料�

�2�� �ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ定ࠊ上ࡢ協議࡚࠸࠾関係機関ࡧ自衛隊及ࠊࡣ࡚࠸ࡘ他必要経費ࡢࡑ�

�3�� �派遣部隊ࠊࡣ関係機関ࡣࡓࡲ民間ࡽ宿泊࣭給食ࡢ施設ࠊ設備等ࡢ提供ࢆ受ࡓࡅ場合ࡇࠊࡣ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ利用ࢆࢀ
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６６ 派遣部隊の撤収要請�

� 町長㹙担当ࠊࡣ総務対策部総務班ࠋࡿࡍ㹛ࠊࡣ災害派遣ࡢ目的ࢆ達成ࡢࡑࡣࡓࡲࠊࡁࡓࡋ必要

依頼ࡢ様式㸱�29�㸰�自衛隊災害派遣部隊撤収要請ࠕ文書㸦ࡸ速ࠊࡣࡁࡿࡵ認ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ

�ࠋࡿࡍ要請知事㸦十勝総合振興局長㸧࡚ࡗࡶࢆ㸧࡚ࠖ࠸ࡘ

�ࠋࡿࡍ提出ࢆ後文書ࡢࡑࠊࡋ電話等࡛要請ࠊࡣࡁࡿࡍ要ࢆ日時報告ࡿࡼ文書ࠊࡋࡔࡓ

７ 自衛隊との連携強化 

� � (1)  連絡体制の確立 

町長は、災害時に自衛隊との相互連絡が迅速に行えるよう、予め要請（通報）手順、連絡調整

窓口、連絡方法を定めるなど、情報収集・連絡体制の確立に努めるものとする。 

(2)  連絡調整 

町長は、災害時に自衛隊の救援活動が適切かつ効率的に行われるよう、災害派遣を要請した指

定部隊等の長と密接な連絡調整を行うものとする。 

８ 災害派遣時の権限 

災害派遣時の自衛官の権限行使は、自衛隊法及び基本法並びにこれらに基づく政令、総理府令及び訓

令の規定によるものとし、警察官等職権を行う者がその場にいない場合に限り、次の措置を行うことが

できる。この場合において、当該措置をとったときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。 

(1)  住民等の避難等の措置等（警察官職務執行法第４条，自衛隊法第94条）   

(2)  他人の土地等への立入り（警察官職務執行法第６条第１項，自衛隊法第94条）�

(3)  警戒区域の設定等（基本法第63条第３項） 

(4)  他人の土地等の一時使用等及び被災工作物等の除去等（基本法第64条第８項）�

(5)  住民等への応急措置業務従事命令（基本法第65条第３項） 

(6)  自衛隊用緊急運行車両の通行の確保のための車両等の移動等の措置命令等（基本法第76条の３

第３項） 

 

�



地震・津波防災計画編 第３章 災害応急対策計画 

�

第３－29節 自衛隊派遣要請及び派遣活動計画 

��� 

様式３-229-１ 自衛隊災害派遣要請依頼について 

 

幕 総 務 第   号 

平成  年  月  日 

十勝総合振興局長 様 

幕別町長              印 

 

自衛隊災害派遣要請依頼について 

 

このことについて、次のとおり派遣要請を依頼します。 

 

記 

�

㸯� 災害ࡢ状況及ࡧ派遣ࢆ依頼ࡿࡍ事由�

�

㸰� 派遣ࢆ必要ࡿࡍ期間�

�

㸱� 派遣ࢆ希望ࡿࡍ区域及ࡧ活動内容�

�

㸲� 派遣部隊ࡀ展開࡛ࡿࡁ場所�

�

㸳� 派遣部隊ࡢ連絡方法ࡢࡑ他参考ࡿ࡞事項�

�

 

�

 

 

（    部    課    係） 

 



地震・津波防災計画編 第３章 災害応急対策計画 

�

第３－29節 自衛隊派遣要請及び派遣活動計画 

��� 

様式３-229-２ 自衛隊災害派遣部隊撤収の依頼について 

幕 総 務 第   号 

平成  年  月  日 

十勝総合振興局長 様 

                                                          幕別町長        印 

 

自衛隊災害派遣部隊撤収要請の依頼について 

 

平成  年  月  日付け幕総務第  号で依頼した災害派遣要請については、次の日時をもって撤収要請

を依頼します。 

記 

 

撤収要請日時   平成   年   月   日   時   分 

 

（  部  課  係） 
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第第30節 防災ボランティアとの連携計画 

地震・津波による大規模な災害が発生したとき、災害応急対策を迅速・的確に実施するため、日本

赤十字社北海道支部及び各種ボランティア団体・ＮＰＯࡢ連携ࠊࡣ࡚࠸ࡘ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ ボランティア団体等の協力 

� 町及ࡧ防災関係機関等ࠊࡣ日本赤十字社北海道支部ࡣࡓࡲ各種ࢸࣥࣛ࣎団体・ＮＰＯࡢࡽ協

力ࡢ申入ࢀ等ࠊࡾࡼ災害応急対策ࡢ実施࡚࠸ࡘ協力ࢆ受ࠋࡿࡅ�

２ ボランティアの受け入れ 

� 町及ࡧ関係団体ࠊࡣ相互協力ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡋ対ࡿࡍ被災地ࡢࢬ࣮ࢽࡢ把握努ࠊࡶࡿࡵ

�ࠋࡿࡵ努࠺ࡼࡿࡍ確保ࢆ受入体制ࡢࡑ調整等ࠊࢀ入ࡅ受ࡢࢸࣥࣛ࣎

町及ࡧ関係団体ࡢࢸࣥࣛ࣎ࠊࡣ受ࡅ入ࠊ࡚ࡗࡓ࠶ࢀ高齢者介護等ࡢࢸࣥࣛ࣎技能等ࡀ効

果的活࠺ࡼࡿࢀࡉ配慮ࠊࡶࡿࡍ必要応ࢸ࡚ࣥࣛ࣎ࡌ活動ࡢ拠点ࢆ提供࣎ࠊ࡞ࡿࡍ

�ࠋࡿࡵ努支援࠺ࡼࡿࢀࡽ図ࡀ実施࡞円滑ࡢ活動ࢸࣥࣛ

３ ボランティア団体等の活動  

� �ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ次ࡡࡴ࠾࠾ࠊࡣ内容ࡢ活動ࡿࡍ依頼団体・ＮＰＯࢸࣥࣛ࣎

����� 一般ࢸࣥࣛ࣎�

� 災害࣭安否࣭生活情報ࡢ収集࣭伝達�

� 炊ࡁ出ࡢࡑࠊࡋ他ࡢ災害援助活動�

�࢘ 高齢者ࠊ障がい者等ࡢ介護及ࡧ看護補助�

�࢚ 清掃及ࡧ防疫ࡢ補助�

�࢜ 災害応急対策物資ࠊ資材ࡢ輸送及ࡧ配分�

�࢝ 応急復旧現場ࡿࡅ࠾危険ࢆ伴࠸࡞ࢃ軽易࡞作業�

����� 専門ࢸࣥࣛ࣎�

� 被災者対ࡸࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡿࡍ相談活動�

� 外国人通訳ࡸ手話通訳ࠊ視覚障害ࢸࣥࣛ࣎等ࡢ災害弱者対応�

�࢘ 医療活動ࡸ住宅危険度判定࡞専門分野࡛ࡢ活動�

エ 被災建築物の応急危険度判定 

４ ボランティア活動の環境整備  

� 町ࠊࡣ日本赤十字社北海道支部ࠊ幕別町社会福祉協議会及ࢸࣥࣛ࣎ࡧ団体等ࡢ連携ࢆ図ࠊࡾ

災害時ࢸ࡚ࣥࣛ࣎࠸࠾活動ࡀ円滑行ࡢࡑࠊ࠺ࡼࡿࢀࢃ活動環境ࡢ整備ࢆ図ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ町

活動ࢸࣥࣛ࣎ࠊ体制࠺行ࢆ調整ࡢ活動ࢸࣥࣛ࣎ࡿࡅ࠾災害時ࠊ研修制度ࠊ登録ࡢ平常時ࡣ

��ࠋࡿࡵ努確保等ࡢ拠点ࡢ

� �
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＜ボランティア受入体系図＞ 
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指示 要請 要請

�࣭幕別町社会福祉協議会
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団体࣭企業ࢸࣥࣛ࣎
�࣭日本赤十字社北海道支部

指示
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第第31節 災害義援金等募集（配分）計画 

� 大規模࡞災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊ町ࠊ道ࠊ日本赤十字社北海道支部ࠊ道社会福祉協議会及ࠊࡧ道共同

募金会等関係機関連携ࢆ図ࠊࡽࡀ࡞ࡾ国民ࠊ企業等ࡽ寄託ࡓࢀࡉ義援金品ࢆ迅速ࡘ確実被災

者配分ࡢࡵࡓࡿࡍ計画ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 義援金品の募集 

����� 義援金ࡢ募集�

� 町ࠊࡣ道ࠊ日本赤十字社北海道支部ࠊ道社会福祉協議会及ࠊࡧ道共同募金会等関係機関相互

実ࢆ広報活動࡚ࡌ通ࢆ報道機関ࠊ࡚ࡵ定ࢆ募集期間等ࠊ先ࡾ送ࠊ募集方法ࠊࡽࡀ࡞ࡾ図ࢆ連携

施ࠋࡿࡍ�

����� 義援物資ࡢ募集�

義援物資ࠊࡣ࡚࠸ࡘ道ࠊ関係機関等ࡢ協力ࢆ得ࠊࡽࡀ࡞受入ࢆࢀ希望ࡢࡶࡿࡍ希望࠸࡞ࡋ

送ࠊ数量ࡸ種類ࡢ義援物資ࡿࡍ募集ࠊࡋ勘案ࢆ需要状況ࡢ被災地ࡶࡿࡍ把握十分ࢆࡢࡶ

�ࠋࡿࡍ実施ࢆ広報活動࡚ࡌ通ࢆ報道機関ࠊ࡚ࡵ定ࢆ募集期間等ࠊ先ࡾ

�ࠋࡿࡵ努改定ࡢࢺࢫࣜࡢ義援物資ࡿࡍ募集ࠊࡋ勘案ࢆ需要状況ࡢ現地ࠊࡓࡲ

２ 義援金品の引継ぎ及び配分�

����� 義援金ࡢ引継ࡂ及ࡧ配分�

� �寄託ࡓࢀࡉ義援金ࡣ北海道災害義援金募集㸦配分㸧委員会�㸦以下ࠕ委員会ࠖࠋ࠺࠸㸧確

実引ࡁ継ࠋࡄ委員会ࠊࡣ被災状況等ࢆ考慮ࠊ࠼࠺ࡢ対象者ࠊ配分内容ࠊ配分方法等ࡢ基準ࢆ定

�ࠋࡿࡍ配分適正࡚ࡌ通ࢆ町ࠊࡵ

����� 義援物資ࡢ引継ࡂ配分�

� 義援物資ࠊࡣ࡚࠸ࡘ町が引継ࠊࡂ町ࠊࡣ公区長ࢸࣥࣛ࣎ࠊ等ࡢ協力ࢆ得࡚ࠊ被災者ࢽࡢ

�ࠋࡿࡍ配分適正ࡘ迅速ࢆ義援物資ࠊ࠼ࡲ踏ࢆࢬ࣮

� �ࠋࡿࡍ十分配慮要配慮者ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶配分ࠊ࠾࡞

３ 義援金品の管理 

町ࠊࡣ義援金ࢆ委員会寄託ࡢ࡛ࡲࡿࡍ間及ࡧ委員会ࡽ寄託ࢀࡉ被災者配分ࡢ࡛ࡲࡿࡍ間ࡢ一

時保管場所ࢆ確保ࠊࡋ紛失等࠺ࡼ࠸࡞ࡢ適正管理ࠋࡿࡍ�

ࠊ損傷ࠊࡋ確保ࢆ一時保管場所ࡢ間ࡢ࡛ࡲࡿࡍ配分㺂被災者ࡶ࡚࠸ࡘ義援物資ࡓࢀࡉ寄託ࠊࡓࡲ

紛失等࠺ࡼ࠸࡞ࡢ適正管理ࠋࡿࡍ�

�

�

�

�

������������������������������

1�北海道災害義援金募集㸦配分㸧委員会ࡀ実施ࡿࡍ義援金募集㸦配分㸧業務ࠊࡣ災害救助法第��条基࡙ࡁ北海道知

事ࡽ救助又ࡣ応援ࡢ実施࡚࠸ࡘ委託ࢆ受ࡿ࠸࡚ࡅ日本赤十字社北海道支部ࡢࡑ協力団体ࡀ実施࡛ࡢࡶࡿࡍ

寄付ࡿࡍ規定所得税法第��条第�項第�号ࡣࡓࡲ法人税法第��条第㸱項第�号ࡣ義援金ࡓࢀࡉ寄託ࠊࡽࡇࡿ࠶

金該当ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ�
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第第32節 災害救助法の適用と実施 

� 救助法ࢆ適用ࠊࡋ同法基࡙ࡁ実施ࡿࡍ応急救助活動ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 実施体制 

� 救助法ࡿࡼ救助ࠊࡣ知事ࡀ行ࠋ࠺町長は、知事から救助の実施について、個別の災害ごとに救

助に関する事務の一部を委任された場合は、自らの判断責任において実施するものとする。�

２ 救助法の適用基準 

� 本町ࡿࡅ࠾救助法ࡿࡼ救助ࠊࡣ別表㸱�32�㸯掲ࡿࡆ災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊ࡚࠸࠾当該災害

�ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺行࡚ࡋ対者ࡿࡍ必要ࢆ救助現ࡾ

３ 救助法の適用手続き 

(1)  町長ࠊࡣ本町ࡢ地域係ࡿ災害関ࡢࡑࠊࡋ被害ࡀ前記ࡢ適用基準ࢀࡎ࠸ࡢ該当ࡲࠊࡋ

�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ報告十勝総合振興局長ࡕ直ࠊࡣࡁࡿ࠶ࡀおそれࡿࡍ該当ࡣࡓ

(2)  災害の事態が急迫し、知事による救助の実施を待ついとまがない場合は、町長は旧法の規定 

による救助を行い、その状況を直ちに十勝総合振興局長に報告し、その後の処置について指示を

受けなければならない。 

�

㸺手続ࡁ系統図㸼�

� � �

�

�

�

�

�

 

４ 救助に必要とされる措置 

����� 従事命令�

� 知事ࡣ救助ࢆ行ࡵࡓ࠺特必要認ࠊࡣࡁࡿࡵ次ࡢ者従事命令࡚ࡗࡶࢆ救助関ࡿࡍ業

務従事ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉ�

� 医師ࠊ歯科医師及ࡧ薬剤師� � � � � � � � � � 保健師ࠊ助産師ࡣࡓࡲ看護師�

�࢘ 土木技師ࡣࡓࡲ建築技師� � � � � � � � � � �࢚ 大工ࠊ左官ࡣࡓࡲ鳶職�

�࢜ 土木業者ࡣࡓࡲ建築業者及ࡢࡽࢀࡇࡧ従事者� �࢝ 地方鉄道事業者及ࡢࡑࡧ従事者�

市町村長 十勝総合振興局 知  事 

報 告 報 告 

通 知 

救助法の適

用 

救助法の適

用 

公� 示�

施行令第㸯条第㸯項第㸯号�

 場合ࡿࡍ該当

公� 示�

㸦十勝総合振興局長ࡢ委任以外㸧 

ͤ救助法施行令第㸯条第㸯項第

㸯号㸸幕別町内࡚࠸࠾��世帯

以上ࡢ住家ࡀ滅失ࠋࡁࡓࡋ�
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�࢟ 軌道経営者及ࡢࡑࡧ従事者� � � � � � � � � �ࢡ 自動車運送事業者及ࡢࡑࡧ従事者�

�ࢣ 船舶運送業者及ࡢࡑࡧ従事者� � � � � � � � �ࢥ 港湾運送業者及ࡢࡑࡧ従事者�

����� 救助命令�

� 知事ࡣ救助ࢆ行ࡵࡓ࠺特必要認ࠊࡣࡁࡿࡵ救助ࢆ要ࡿࡍ者及ࡢࡑࡧ近隣ࡢ者ࢆ救助

関ࡿࡍ業務協力ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉ�

����� 保管命令等�

� 知事ࡣ救助ࢆ行ࡵࡓ࠺特必要認ࠊࡣࡁࡿࡵ病院ࠊ診療所ࠊ旅館ࡢࡑ他ࡢ施設ࢆ管理ࠊࡋ

土地ࠊ家屋ࡣࡃࡋࡶ物資ࢆ使用ࠊࡋ物資ࡢ生産ࠊ集荷販売ࠊ配給ࠊ保管ࡣࡃࡋࡶ輸送業対ࠊࡋ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ収容ࢆ物資ࡣࡓࡲࠊࡌ命ࢆ保管ࡢ物資࠺取扱ࡢࡑ

����� 立入検査�

� 知事ࡣ前項ࡢ目的ࡵࡓࡢ必要ࠊࡣࡁࡿ࠶ࡀ職員施設ࠊ土地ࠊ家屋ࠊ物資ࡢ所在ࡿࡍ場所

ࡇࡿ取ࢆ報告࡞必要ࡽ者ࡓࡏࡉ保管ࢆ物資ࠊࡏࡉࢆ検査ࡾ立入場所ࡿࡏࡉ保管ࢆ物資ࡣࡓࡲ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀ

����� 従事命令ࡢ発令�

� 従事命令等ࢆ発ࠊࡋ救助ࢆ実施ࡿࡍ場合ࠕࠊࡣ各様式ࠖ指定ࡢ公用令書等㸦救助法施行令

定ࠋࡿࡵ㸧ࢆ交付࡚ࡋ行ࠋ࠺�

����� 関係機関ࡢ相互協力�

救助法ࠊ同法施行令及ࡧ同法施行規則ࡢ規定基࡙ࠊࡁ自治体ࡢ行࠺公用令書等࡚ࡗࡼ行࠺

職務相互協力࡚ࡋ行ࠋ࠺�

５５ 救助の実施 

����� 救助ࡢ実施種類�

� 知事ࠊࡣ救助法適用市町村に対しࠊ同法基࡙ࡁ次掲ࠊࡕ࠺ࡢࡢࡶࡿࡆ必要認ࡿࡵ救助ࢆ

実施ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

� 実施ࡢ救助ࡿࡆ掲次ࡿࢀࡉ判断ࡿࡁ対処࡛迅速ࡾࡼࡀ方ࡓࡋ実施ࡀ町長ࠊࡣ知事ࠊ࠾࡞

�ࠋࡿࡍ委託ࡾࡼ通知ࢆ事務ࡿࡍ関救助ࡈ災害ࡢ個別町長࡚࠸ࡘ

㸺救助ࡢ種類実施期間＞�

救助ࡢ種類� 実施期間� 実施者区分�

避難所ࡢ設置� �日以内� 市町村�

応急仮設住宅ࡢ供与� ��日以内着工�

建設工事完了後�ࣨ月以内�

ͤ特定行政庁ࡢ許可ࢆ受

�延長可能�年以内࡚ࡅ

対象者ࠊ対象箇所ࡢ選定㹼市町村

設置㹼道㸦ࠊࡋࡔࡓ委任ࡁࡓࡋ

�市町村㸧ࡣ

炊ࡁ出ࡢࡑࡋ他ࡿࡼ食品ࡢ給与� �日以内� 市町村�
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飲料水ࡢ供給� �日以内� 市町村�

被服ࠊ寝具ࡢࡑ他ࡢ生活必需品ࡢ給給

与ࡣࡓࡲ貸与�

��日以内� 市町村�

医療� ��日以内� 医療班㹼道࣭ 日赤道支部㸦ࠊࡋࡔࡓ

委任ࡣࡁࡓࡋ市町村㸧�

助産� 分娩ࡢ日ࡽ�日以内� 医療班㹼道࣭ 日赤道支部㸦ࠊࡋࡔࡓ

委任ࡣࡁࡓࡋ市町村㸧�

災害ࡓࡗ者ࡢ救出� �日以内� 市町村�

住宅ࡢ応急処理� �ࣨ月以内� 市町村�

学用品ࡢ給与� 教科書等� �ࣨ月以内�

文房具等� ��日以内�

市町村�

市町村�

埋葬� ��日以内� 市町村�

死体ࡢ捜索� ��日以内� 市町村�

死体ࡢ処理� ��日以内� 市町村・日赤道支部�

障害物ࡢ除去� ��日以内� 市町村�

生業資金ࡢ貸与� � 現在運用࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ�

（注）期間については、すべての災害発生日から起算することとし、厚生労働大臣の承認を得て実施期間を延長すること

ができる。 

����� 救助必要ࡿࡍ措置�

知事ࠊࡣ救助ࢆ行ࡵࡓ࠺必要ࡿࡍ場合ࡿࡅ࠾関係者対ࡿࡍ従事命令ࠊ協力ࠊ物資ࡢ収

用ࠊ立入検査等ࡢࡑࠊࢆ緊急ࡢ限度ࢀࡒࢀࡑ࡚࠸࠾救助法及ࡧ同施行令ࠊ規則並ࡧ細則ࡢ定

指定地方行ࡣ長又ࡢ指定行政機関ࡾࡼ�ࡢ第��条ࠊ�ࡢ同法第��条ࠊࡋࡢࡶࡿࡍ実施ࡾࡼࡵ

政機関ࡢ長ࡀ公用令書等࡚ࡗࡼ行࠺職務࡚࠸ࡘ相互協力ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆ�

６ 基本法と救助法の関連 

基本法ࡢ定ࡿࡼࢁࡇࡿࡵ災害ࠊ࡚࠸ࡘ救助法ࡀ適用ࡓࢀࡉ場合ࡿࡅ࠾救助事務ࡢ取扱࠸

�ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡽ明ࢆ責任ࡢࡑࡾࡼ適用時期等ࡢ救助法ࠊࡣ࡚࠸ࡘ
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様式３-332-１ 公用令書（従事・協力） 

 従事第   号 

公   用   令   書 

 

住 所 

氏 名 

 

 災害対策基本法第７１条の規定に基づき、次のとおり 従事・協力 を命ずる。 

     年  月  日 

処分権者  北海道知事              印 

 

従事すべき業務  

従事すべき場所  

従事すべき期間  

出頭すべき日時  

出頭すべき場所  

備       考  

 

（備考）用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 

�

様式３-32-２ 公用令書（物資の保管） 

 保管第  号 

公   用   令   書 

 

住 所 

氏 名 

 

災害対策基本法第７１条の規定に基づき、次のとおり、物資の保管を命ずる。 

     年  月  日 

処分権者  北海道知事              印 

 

保管すべき物資の種類 数 量 保管すべき場所 保管すべき期間 備 考 

     

     

     

     

     

 

（備考）用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 
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様式３-332-３� 公用令書㸦管理࣭使用࣭収用㸧�

 管理第  号 

公   用   令   書 

 

住 所 

氏 名 

 

 災害対策基本法第７１条の規定に基づき、次のとおり          を 管理・使用・収用を命じる。 

     年  月  日 

処分権者  北海道知事              印 

 

名 称 数量 所在場所 範 囲 期 間 引渡月日 引渡場所 備 考 

        

        

        

        

        

 

（備考）用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 

 

様式３-32-４ 公用変更令書 

 変更第  号 

公  用  変  更  令  書 

 

住 所 

氏 名 

 

 災害対策基本法第７１条の規定に基づく公用令書（  年  月  日第  号）にかかる処分を次のとおり変更した

ので、同法施行令第３４条第１項の規定により、これを交付する。 

     年  月  日 

処分権者  北海道知事              印 

 

変更した処分の内容 

 

 

 

 

 

（備考）用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 

 



地震・津波防災計画編 第３章 災害応急対策計画�

�

第３－32節 災害救助法の適用と実施 

��� 

様式３-332-５� 公用取消令書�

 取消第  号 

公  用  取  消  令  書 

 

住 所 

氏 名 

 

災害対策基本法第７１条の規定に基づく公用令書（  年  月  日第  号）にかかる処分を取消したので、同

法施行令第34条第１項
1
の規定により、これを交付する。 

 

     年  月  日 

処分権者  北海道知事              印 

 

 

 

（備考）用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 

������������������������������

1
�災害対策基本法施行令第34条第１項：都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関

の長は、基本法第８１条第１項（公用令書の交付）の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し、又

は取り消したときは、すみやかに公用変更令書又は公用取消令書を交付しなければならない。 
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別表㸱�332�㸯� 救助法ࡢ適用基準 

　１　住宅被害の判定基準
 町単独の  被害が相 　被害が全道に 　・滅失・・・全壊、全焼、流失
 場合  当広範囲 　　　住家が全部倒壊、流失、埋没、

 な場合 　世帯以上の住 　 焼失したもの又は損壊が甚だしく、
  （全道で 　家が滅失した 　 補修により再使用することが困難で
　2,500 世 　場合 　 具体的には、損壊、焼失又は流失
 帯以上） 　 した床部分の床面積が、その住家

　 の延床面積の70％以上に達したも
　 の、又は住家の主要な要素の経済
   的被害を住家全体に占める損害割
　 合で表し、50％以上に達した程度
　 のもの。
　・半壊、半焼・・・２世帯で滅失

　  　１世帯に換算
　15,000人 　 　 　幕別町の被害 　　　住家の損壊が甚だしいが、補修

以上 　状況が特に救 　 すれば元通りに再使用できる程度
　　　30,000人 　助を必要とす 　 のもので、具体的には損壊部分の

未満 　る状態にあると 　 床面積が、その住家の延床面積の
　認められたとき。 　 20～70％のもの、又は住家の主要

   な構成要素の経済的被害を住家全
   体に占める損害割合で表し、20％
   以上50％未満のもの。
　・床上浸水・・・３世帯で滅失

　  １世帯に換算
　　　床上浸水、土砂の堆積等により、
　 一時的に居住することができない状
   態となったもの。

２　世帯の判定
 （１） 生計を一にしている実際の生活

単位をいう。
 （２） 会社又は学生の寮等は、各々が

独立した生計を営んでいると認めら
れる場合、個々の生活実態に即し
判断する。

50 25

適 用 基 準 適　　　　　　　　　　　用

　わたり、12,000

住家滅失 住家滅失
世 帯 数 世 帯 数

被害

区分

町の

人口
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第第４章 災害復旧計画 

第１節 基 本 方 針 

� 応急復旧ࡢ実施ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶地域住民ࡢ生活手段ࡢ確保ࢆ最優先ࠊࡋ社会秩序ࡢ維持及ࡧ社会

活動ࡢ早期回復ࢆ図ࡵࡓࡿ迅速ࡘ適切࡞対策ࢆ講ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡌ�

� 復旧対策ࡢ実施ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶被災ࡢ状況ࢆ十分検討ࠊࡋ単ࡿ࡞被災施設等ࡢ原形復旧止ࠊࡎࡽࡲ

将来ࡢ災害備ࠊࡵࡓࡿ࠼必要࡞施設ࡢ新設及ࡧ改良等ࡢ措置ࢆ講ࡿࡌ等ࠊ適切࡞復旧対策ࢆ実施ࡍ

緊密相互ࡣ関係機関等ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶措置ࡢ援助等ࡿࡍ対復旧ࡢ被災者等ࠊࡓࡲࠋࡿࡍࡢࡶࡿ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ実施ࢆ対策࡞公平ࡘ適切ࠊࡋ把握ࢆ被害状況等迅速ࠊࡾࢆ連絡ࡿ࡞

第２節 公共施設等災害復旧計画 

１ 実施責任者 

� 幕別町長ࠊ指定地方行政機関ࡢ長ࡢࡑࠊ他ࡢ執行機関ࠊ指定公共機関ࠊ指定地方公共機関及ࡢࡑࡧ

他法令ࡢ規定ࡾࡼ災害復旧ࡢ実施࡚࠸ࡘ責任ࢆ有ࡿࡍ者ࡀ実施ࠋࡿࡍ�

２ 災害復旧事業計画の概要 

� 公共施設ࡢ災害復旧事業計画ࠊࡣ次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ�

����� 公共土木施設災害復旧事業計画�

� 河川公共土木施設災害復旧事業計画�

� 道路公共土木施設災害復旧事業計画�

�࢘ 砂防設備災害復旧事業計画�

�࢚ 林地荒廃防止施設災害復旧事業計画�

�࢜ 地ࡾࡍ防止施設災害復旧事業計画�

�࢝ 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧事業計画�

�࢟ 下水道災害復旧事業計画�

�ࢡ 公園災害復旧事業計画�

����� 農林水産業施設災害復旧事業計画�

����� 都市施設災害復旧事業計画�

����� 上水道災害復旧事業計画�

����� 住宅災害復旧事業計画�

����� 社会福祉施設災害復旧事業計画�

����� 学校教育施設災害復旧事業計画�

����� 公共医療施設ࠊ病院等災害復旧事業計画�
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����

����� 社会教育施設災害復旧事業計画�

����� �災害復旧事業計画ࡢ他ࡢࡑ

３３ 災害復旧予算措置 

災害復旧事業ࡢࡑࠊ他災害関係事業要ࡿࡍ費用ࠊࡣ別ࡢ法律定ࡿࡼࢁࡇࡿࡵ予算ࡢ範囲内

�ࠋࡿࡍ補助ࡣࡓࡲࠊࡋ負担ࢆ一部ࡣࡓࡲ全部ࡢࡑࡀ道ࡧ国及ࠊ࡚࠸࠾

４ 激甚災害に係る財政援助措置 

著ࡃࡋ激甚࡛ࡿ࠶災害ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊࡣ被害ࡢ状況ࢆ速ࡸ調査把握ࠊࡋ早期ࠕ激甚災害

ࡢ公共施設ࠊ࡚ࡋ措置࠺ࡼࡿࡅ受ࢆ指定ࡿࡼ法律ࠖࡿࡍ関財政援助等ࡢ特別ࡢࡵࡓࡿࡍ対処

災害復旧事業ࡀ円滑行࠺ࡼࡿࢀࢃ努ࠋࡿࡵ�

�
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第４－３節 災害応急金融計画

第第３節 災害応急金融計画 

� 地震・津波災害ࠊࡣ各種ࡢ被害ࡀ広範囲ࠊࡾࡓࢃ瞬間的発生ࢁࡇࡿࡍ特殊性ࠊࡾ࠶ࡀ公共

施設以外及ࡪ災害ࡢ規模ࡶ激甚ࡘ深刻࡛ࠋࡿ࠶ 

� ࡿࡎ講ࢆ措置ࡢ復興援助࡞早急ࠊࡋ確保ࢆ安定ࡢ民生ࠊ࡚ࡋ協力ࡣ防災関係機関ࡧ町及ࠊࡵࡓࡢࡇ

 ࠋࡿࡵ定本計画ࠊࡣ対策ࡢࡵࡓ

１ 実施計画 

� 災害時ࡢ応急的࡞金融計画ࡣ次ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ各種対策伴࠺支援制度ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ資

料編�第㸲章�災害援護ࠖࠋࡿࡼ�

����� 一般住宅復興資金ࡢ確保�

道ࠊࡣ住宅金融支援機構及ࡧ地元ࡢ金融機関等ࡢ協力ࢆ求ࠊࡵ生活ࡢ本拠࡛ࡿ࠶住家ࡢ被害ࢆ

復旧ࡢࡵࡓࡿࡍ資金ࡢ確保ࢆ援助ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ町ࡣ道協調࡚ࡋ融資対ࡿࡍ利子補給等ࡢ措置

�ࠋࡿࡎ講ࢆ

����� 中小企業等金融対策�

道ࠊࡣ災害貸付を適用し、信用保証協会ࠊ取扱金融機関連携、協調のもと、被災中小企業者

等に対する金融支援を実施する。�

����� 農林水産業等金融対策�

道ࠊࡣ天災資金ࡢ融資枠ࢆ確保ࠊࡋ町協調࡚ࡋ融資対ࡿࡍ利子補給措置ࢆ講ࠊࡶࡿࡌ

日本政策金融公庫等協力ࢆ求ࠊࡵ災害資金ࡢ融資枠ࢆ確保ࠋࡿࡍ�

����� 福祉関係資金ࡢ貸付等�

道ࠊࡣ町緊密࡞連絡ࠊࡶࡢ災害援護資金ࠊ生活福祉資金ࠊ母子及ࡧ寡婦福祉資金ࡢ貸付

�ࠋࡿࡍ実施積極的ࢆ

����� 被災者生活再建支援金�

� 道は、町と緊密な連絡のもとに、被災者生活再建支援法に基づく被災世帯に対する支援金の迅

速な支給を図る。 

 また、町は、被災者生活再建支援金の支給その他の支援措置が早期に実施されるよう、発災後

早期にり災証明書の交付体制を確立し、被災者にり災証明書を交付する。 

２ 財政政策 

����� 指定地方行政機関ࠊ金融機関等ࠊࡣ道及ࡧ町ࡀ実施ࡿࡍ公共施設ࡢ復旧並ࡧ一般住宅及ࡧ中

小企業等復旧対策要ࡿࡍ財政資金ࡢ確保対ࠊࡋ積極的協力ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

����� 道ࠊ町ࠊ防災関係機関及ࡧ金融機関等ࠊࡣ協力࡚ࡋ災害復旧関ࡿࡍ相談窓口ࢆ開設ࠊࡋ被災

者ࡢ復興活動ࢆ援助ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

３ 地震保険の活用 

地震保険は、地震等による被災者の生活安定に寄与することを目的とした公的保険制度であり、被

災者の住宅再建にとって有効な手段の一つであることから、道及び町は、その制度の普及促進にも努

めるものとする。 
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第５－１節 総 則 

����

第第５章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

第１節 総  則 

� 日本海溝࣭ࠊࡣ計画ࡢࡇ 千島海溝周辺海溝型地震係ࡿ地震防災対策ࡢ推進関ࡿࡍ特別措置法㸦平

成��年法律第��号ࠋ以下ࠕ日本海溝特措法ࠖࠋ࠺࠸㸧第㸴条第㸯項ࡢ規程基࡙ࠊࡁ日本海溝࣭千

島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域㸦以下ࠕ推進地域ࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊ࡚࠸ࡘ日本海溝࣭千島海

溝周辺海溝型地震関ࡋ地震防災上緊急整備ࡁࡍ施設等ࡢ整備関ࡿࡍ事項等ࢆ定ࠊࡵ当該推進

地域ࡿࡅ࠾地震防災対策ࡢ推進ࢆ図ࢆࡇࡿ目的ࠋࡿࡍ�

１ 推進地域 

� 日本海溝特措法第㸱条基࡙ࡁ指定ࡓࢀࡉ本道ࡢ推進地域ࡢ区域ࠊࡣ次表ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ�

�

表５-１-１ 本道の推進地域 

㸦平成��年㸲月㸱日࣭内閣府告示第㸳㸶号㸧�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

２ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱 

� 本推進地域指定伴࠺地震防災関ࠊࡋ町ࠊ道ࠊ指定地方行政機関ࠊ指定公共機関ࠊ指定地方公共

機関及ࡧ地域内ࡢ公共的団体ࡢࡑ他防災上重要࡞施設ࡢ管理者㸦以下ࠕ防災関係機関ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢ

処理ࡁࡍ事務又ࡣ業務ࡢ大綱ࠕࠊࡣ第㸯章�第㸱節�計画ࡢ基本方針ࠖࡢ>防災関係機関等ࡢ処理ࡍ

�ࠋࡿࡼࢁࡇࡿࡵ定@大綱ࡢ業務ࡣࡓࡲ事務ࡁ

函館市ࠊ釧路市ࠊ帯広市ࠊ苫小牧市ࠊ根室市ࠊ北斗市ࠊ厚真町ࢃࡴࠊ町ࠊ日高町ࠊ新冠町ࠊ�

浦河町ࠊ様似町ࡶࡾ࠼ࠊ町ࠊ新ࡔࡦ町ࠊ音更町ࠊ士幌町ࠊ上士幌町ࠊ鹿追町ࠊ新得町ࠊ清水町�

芽室町ࠊ中札内村ࠊ更別村ࠊ大樹町ࠊ広尾町ࠊ幕別町ࠊ池田町ࠊ豊頃町ࠊ本別町ࠊ足寄町ࠊ�

陸別町ࠊ浦幌町ࠊ釧路町ࠊ厚岸町ࠊ浜中町ࠊ標茶町ࠊ弟子屈町ࠊ鶴居村ࠊ白糠町ࠊ別海町ࠊ�

中標津町ࠊ標津町ࠊ羅臼町ࡢ㸲㸱市町村ࠋ�
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第５－２節 日本海溝・千島海溝周辺

海溝型地震の特性

第第２節 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の特性�

 
１ 想定される日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の概要 

� 日本海溝࣭千島海溝周辺࡛発生ࡿࡍ大規模࡞地震ࠊࡕ࠺ࡢ過去繰ࡾ返ࡋ発生ࠊࡽࡇࡿ࠸࡚ࡋ

近࠸将来発生ࡿࡍ可能性ࡀ高ࠊࡃ北海道著࠸ࡋ被害ࢆ生ࡿ࠶ࡢࢀࡑ࠾ࡿࡎ地震࡚ࡋ想定ࠊࡓࡋ色

丹島沖ࡢ地震ࠊ根室沖࣭釧路沖ࡢ地震ࠊ十勝沖࣭釧路沖ࡢ地震ࠊ㸳㸮㸮年間隔地震ࠊ三陸沖北部ࡢ地

震ࡢ㸳ࡢࡘ地震ࡶࢀࡎ࠸ࠊࡣ㹋㸶ࡢࢫࣛࢡ大地震࡛ࠊࡾ࠶津波被害ࡀ著ࠋ࠸ࡋ�

� 切ࡢ程度ࡿ࠶ࡣ㸳㸮㸮年間隔地震ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ࠸高ࡀ切迫性ࡣ地震ࡢ根室沖࣭釧路沖ࠊࡕ࠺ࡢࡇ

迫性ࢆ有ࡿ࠸࡚ࡋ可能性ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡿ࠶ࡀ�

２ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の特性 

� 想定ࡿࢀࡉ日本海溝࣭千島海溝周辺海溝型地震ࠊ࡚࠸ࡘ道ࡀ実施ࡓࡋ津波浸水予測・被害想定ࡢ

調査結果（H16～H18）等基࡙ࡃ被害ࡢ特性ࠊࡣ次ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ�

(1)  津波による被害 

ア 津波による被害が揺れによる被害よりも甚大である。本道では、５００年間隔地震による津

波被害が最大で、建物被害は構造物の効果がない場合で最大全壊棟数約4,500棟、人的被害は

冬期に避難意識の低い場合で、最大死者数約900人に及ぶ。 

イ 想定される地震の震源は陸域から遠く、津波が到達するまで比較的猶予があるため、迅速か

つ的確な避難行動の実現により、被害を大きく軽減させることができる。 

津波第一波のピークとなる津波到達時間は、いずれの想定地震でも20分以上と予測され、早

いところで30分前後の地域が多いと予測される。ただし、20cmの水位変動時点である津波影響

開始時間で見ると、十勝沖・釧路沖の地震や５００年間隔地震では、地域によって10分未満と

予測され、留意を要する。 

５００年間隔地震における津波による人的被害では、避難意識が低い場合には死者約900人

であるのに対して、いち早い避難行動が期待される避難意識が高い場合には死者約110人に減

少する。�

�2��� 揺ࢀ伴࠺被害�

揺ࢀ伴࠺本道࡛ࡢ被害ࠊࡣ十勝沖࣭釧路沖ࡢ地震ࡀ最大࡛ࠊ中央防災会議ࡢ被害想定（H18）

���全壊棟数約ࡣ࡛��棟ࠊ死者約��人ࡀ予測ࠊࡿ࠸࡚ࢀࡉ液状化ࡸ急傾斜地崩壊ࡿࡼ全壊

棟数ࡶ�����棟ࢆ超ࠋࡿ࠼�

�3��� 積雪࣭寒冷地ࡿࡼ被害ࡢ拡大�

地震ࡢ発生ࡀ冬期ࡢ場合ࠊࡣ避難路ࡢ凍結ࡾࡼ避難ࡀ困難ࠊࡾ࡞被害ࡀ拡大ࠊࡿࡍ

積雪ࡿࡼ屋根荷重ࡿࡼ建物被害ࡢ拡大ࠊ冬期ࡣ火気使用量ࡀ増大ࠊࡽࡇࡿࡍ地震時ࡢ出

火危険性ࡀ高ࠊࡃ火災被害ࡢ拡大ࡀ予測ࠋࡿࢀࡉ�

� 中央防災会議ࡢ被害想定࡛ࠊࡣ十勝沖࣭釧路沖ࡢ地震࡛ࠊ夏��時発生ࡓࡋ場合ࡢ焼失棟数ࡣ

約�����棟࡛ࡢࡿ࠶対ࠊࡋ冬��時発生ࡓࡋ場合ࡣ約������棟ࠋࡿ࡞�

(4)  孤立集落発生の可能性 

津波等により、沿岸部を中心に孤立集落が発生する可能性がある。内閣府の調査結果によると、

本道の推進地域に存する漁業集落約200のうち、津波浸水等により孤立する可能性のある集落は

約80に及んでいる。�
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�55��� 長周期地震動ࡿࡼ被害�

����年十勝沖地震ࡢ際ࠊ長周期地震動ࠊࡾࡼ苫小牧࡛火災ࡀ発生ࠋࡿ࠸࡚ࡋ日本海溝࣭千島

海溝周辺海溝型地震ࠊࡣ十勝沖地震同等ࢀࡑࡣ࠸ࡿ࠶以上震源域ࡀ大ࡢࡑࠊࡃࡁ地震動ࡣ長�

周期ࡢ成分ࡀ卓越ࠊࡋ継続時間ࡶ長ࡢࡶ࠸考ࠋࡿࢀࡽ࠼�

十勝平野ࡢ中࡛ࡶ帯広ࡸ十勝川河口部周辺ࠊࡣ࡛࡞厚࠸堆積層࡛覆ࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ地盤ࡢ固有

周期応ࡓࡌ周期ࡢ長周期地震動ࡢ振幅ࡣ大ࠊࡃࡁ継続時間ࡣ長ࠋࡿ࡞ࡃ�

ࡿࢀࡉ増幅ࡀ長周期地震動ࡽࡉࠊ࡚ࡗࡼ構造࡞不規則ࡢ地盤ࡸ位置関係ࡢ震源域ࠊࡓࡲ

�ࠋࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾
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第５－３節 災害対策本部等の設置等

 

第第３節 災害対策本部等の設置等  

１ 本部の設置 

� 町長ࠊࡣ日本海溝࣭千島海溝周辺海溝型地震又ࡣ当該地震判断ࡿ࠺ࢀࡉ規模ࡢ地震㸦以下本章

幕別町災ࡕ直ࠊࡁ基࡙基本法ࠊࡣࡁࡓࡋ判断ࡓࡋ発生ࡀ㸧ࠋ࠺࠸海溝型地震ࠖࠕࠊ࡚࠸࠾

害対策本部㸦以下ࠕ本部ࠖࠋ࠺࠸㸧ࢆ設置ࠊࡋ的確ࡘ円滑ࢆࢀࡇ運営ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

２ 本部の組織及び運営 

� 本部ࡢ組織及ࡧ運営ࠊࡣ基本法及ࡧ幕別町災害対策本部条例定ࠕࠊࡿࡼࢁࡇࡿࡵ第㸱章 
第㸯節 応急活動体制ࠖࠋࡿࡼ 

３ 災害応急対策要員の参集 

� 町内地震ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊࡣ災害応急対策ࢆ強力ࡘ迅速推進ࠊࡵࡓࡿࡍ法令及ࡧ防災関ࢃ

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࢆ活動体制ࡢ万全ࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵ定各種計画ࡿ

� 程度ࡢ発災ࠊࡶࡿ࠼備参集ࠊࡵ努積極的収集ࡢ情報等ࡢ地震発生後ࠊࡣ町職員ࠊࡓࡲ

ࡢࡶࡿࡵ努࠺ࡼࡿࡍ参集場所ࡓࢀࡽࡵ定ࡾࡼ判断ࡢ自己ࠊࡃ࡞ࡇࡘ待ࢆ動員命令ࠊࡋ勘案ࢆ

�ࠋࡿࡍ

� �ࠋࡿࡼ伝達計画ࠖࠊ収集ࡢ第㸱章�第㸱節�災害情報等ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ他ࡢࡑ

４ 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の防災組織及び動員体制 

� 指定地方行政機関ࠊ指定公共機関及ࡧ指定地方公共機関ࡿࡅ࠾海溝型地震発生時ࡢ防災組織及ࡧ

動員体制ࠊࡣ࡚࠸ࡘ各機関ࡢ定ࠋࡿࡼࢁࡇࡿࡵ�

�

�

�

�
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第第４節 地震発生時の応急対策等�

１ 地震発生時の応急対策 

����� 地震、津波情報ࡢ伝達�

� 海溝型地震発生時ࡢ地震及び津波関ࡿࡍ情報伝達計画ࠊࡣ࡚࠸ࡘ「第２章 第10節 津波災

害予防計画」及びࠕ第㸱章�第㸰節�地震・津波情報伝達計画ࠖ準ずࠋࡿ 

����� 災害情報等ࡢ収集࣭伝達�

� 情報ࡢ収集࣭伝達�

� 地震・津波ࡸ被害状況等ࡢ情報ࡢ収集࣭伝達ࠊࡣ࡚࠸ࡘ被災ࡢ状況ࡾࡼ通常使用࠸࡚ࡋ

全面的ࢆ通信機器等ࡧ情報組織及ࡿࡍ有ࡀࢀࡒࢀࡑࠊࡋ考慮ࢆࡇࡿࢀࡉ寸断ࡀ情報伝達網ࡿ

ࡿࡍ伝達ࡣ又ࠊࡋ収集ࢆ情報ࡿࡍ関措置ࡓࢀࡽ࡚ࡋ対ࡽࢀࡇࡧ状況及ࡢ災害ࠊࡋ活用

�ࠋࡿࡍࡇ

� 災害時ࡢ通信手段ࡢ確保ࡢࡑ他ࡢ災害情報等ࡢ収集ࠊ伝達ࠊࡣ࡚࠸ࡘ「第２章 第10節 津

波災害予防計画」及びࠕ第㸱章��第㸱節�災害情報等ࡢ収集ࠊ伝達計画ࠖࠋࡿࡼ�

� 避難ࡢࡵࡓࡢ勧告及ࡧ指示�

�㺏��� 町長�

① 町長は、津波警報が発表された場合又は海面監視により異常現象を発見した場合、忠

類晩成地域の住民等に対して、直ちに退避し、安全な場所に避難するよう勧告又は指示

を行う。地震発生後、報道機関から津波警報が放送されたときも、同様の措置をとるも

のとする。 

また、津波来襲が切迫している場合にあっては、必要に応じ最寄りの高所に緊急避難

するよう指示するものとする。 

② 町は、強い地震（震度４程度以上）を感じたとき、又は弱い揺れであっても長い時間

ゆっくりとした揺れを感じたときは、忠類晩成地域の住民等に対し、テレビ・ラジオの

聴取等警戒体制をとるよう周知するものとし、町長は、必要と認める場合には、直ちに

安全な場所に避難するよう勧告又は指示を行うものとする。 

③ 避難ࡢ勧告等ࠊࡣ災害ࡢ状況及ࡧ地域ࡢ実情応ࠊࡌ防災行政無線、北海道防災情報

システム、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、テレビ、ラジオ（コミュニティFM放送

を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等ࡿࡺࡽ࠶伝達手段

�ࠋࡿࡍ伝達的確ࡘ迅速住民等ࡢ対象地域ࠊ࡚ࡋ活用ࢆ

�㺐��� 知事�

� 知事ࠊࡣ地震発生時ࠊ当該災害ࡢ発生ࡾࡼ町長ࡀ避難ࡢࡵࡓࡢ勧告又ࡣ指示関ࡍ

�ࠋࡿࡍ実施ࢆ措置ࡢࡽࢀࡇ࡚ࡗࢃ代町長ࠊࡣ場合࠸࡞ࡁ࡛ࡀ措置ࡿ

�㺑��� 警察官�

� 町長ࡽ要請ࡁࡓࡗ࠶ࡀ又ࡣ町長ࡀ避難の指示を࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ認ࡁࡿࡵ

ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ通知町長ࢆ旨ࡢࡑࡕ直ࠊ場合ࡢࡑࠊࡋࡢࡶ࠺行ࢆ避難の指示等ࠊࡣ

通知ࢆ受ࡓࡅ町長ࡢࡑࠊࡣ旨ࢆ十勝総合振興局長報告ࠋࡿࡍ�

警察官は天災等により危険な事態が発生し、特に急を要する場合は、危害を受けるおそ

れのある者を避難させるものとする。 
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�㺒��� 災害派遣ࢆ命ࡓࢀࡽࡐ部部隊等の自衛官�

� 天災等ࡾࡼ危険࡞状態ࡀ発生ࠊࡋ特急ࢆ要ࡿࡍ場合ࠊ࡚࠸࠾警察官ࡢࡑࡀ場࠸

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡏࡉ避難ࢆ者ࡿ࠶ࡢࢀࡑ࠾ࡿࡅ受ࢆ危害ࠊࡣࡁ࠸࡞

�㺓��� 第㸱章��第㸳節�避難ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ伝達方法等ࡢ避難勧告等ࡢ地震発生時ࠊࡢࡇ

対策計画ࠖ及び「第３章 第８節 津波災害応急対策計画」に準ずるࠋ�

����� 施設ࡢ緊急点検࣭巡視�

� 町ࠊࡣ必要応ࠊ࡚ࡌ通信施設ࠊ公共施設等ࠊ特防災活動ࡢ拠点ࡿ࡞公共施設等及ࡧ避難

場所指定ࡿ࠸࡚ࢀࡉ施設ࡢ緊急点検࣭巡視等ࢆ実施ࠊࡋ当該施設ࡢ被災状況等ࡢ把握努ࡿࡵ

�ࠋࡿࡍࡢࡶ

����� 二次災害ࡢ防止�

� 町ࠊࡣ地震・津波ࡿࡼ危険物施設等ࡿࡅ࠾二次災害防止ࠊࡵࡓࡢ必要応࡚ࡌ施設ࡢ点

検࣭応急措置ࠊ関係機関ࡢ相互協力等ࢆ実施ࠋࡿࡍ�

� 町ࡣ道ࡢ指示ࢆ得ࠊࡽࡀ࡞土砂災害ࡢ防止ࡸ倒壊物ࡢ飛散ࡿࡼ被害ࡢ防止ࣥࣛࣇࣛࠊ

復旧時ࡿࡅ࠾火災警戒努ࠋࡿࡵ�

ウ 町は、津波に伴う物資等の散乱・漂流による輸送活動の支障、流出油等による火災発生等、

予想される二次災害の拡大を防止するための措置を講じることとする。 

エ� 二次災害防止係ࡿ活動ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶要員ࡢ安全確保配慮ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

オ� 同第24節�被災ࠊ第㸱章�第10節�交通応急対策計画ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ二次災害防止ࠊࡢࡇ

建築物安全対策計画ࠊ同第25節�被災宅地安全対策計画ࠖ準ずࠋࡿ�

���� 救助࣭救急࣭消火࣭医療活動�

� 海溝型地震࡛ࠊࡣ広域ࡘ甚大࡞被害ࡀ発生ࠊࡾ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ地域ࡢ災害状況ࠊࡣ࡚ࡗࡼ

被災地ࡢ応急活動時間ࢆ要ࡿࡍ可能性ࢆࡇࡿ࠶ࡀ踏ࠊ࠼ࡲ道ࠊ町ࡵࡌࡣࢆ防災関係機関

ࡾ限࡞可能ࡶ࡚࠸࠾事業所等ࠊ自主防災組織ࠊ住民ࠊࡾࡼࡶࡣࡢࡿࡍ対応࡚ࡆ挙ࢆ全力ࡀ

人命救助ࠊ出火防止及ࡧ初期消火ࠊ延焼防止努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ�

� 町ࠊ幕別消防署ࠊ帯広警察署等ࡿࡍࡵࡌࡣࢆ救助機関ࠊࡣ各機関相互ࡢ情報交換ࠊ担当区

域ࡢ割ࡾ振࡞ࡾ円滑࡞連携ࡢ下ࠊ迅速࡞救出活動ࢆ実施ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

�࢘ 道ࠊ町ࠊ日本赤十字社北海道支部ࠊ医療機関ࠊ医療関係団体等ࠊࡣ相互ࡢ連携ࡢ下ࠊ迅速

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ実施ࢆ医療救護活動࡞円滑ࡘ

�࢚ 町ࠊ幕別消防署ࠊࡣ必要応࡚ࡌ他ࡢ消防機関等ࡢ相互応援協力ࢆ得ࠊ࡚ࡋ࡞ࡿ消防力

�ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ実施ࢆ消防活動࡚ࡆ挙ࢆ全機能ࡢࡑࠊࡋ結集ࢆ

�࢜ 同第ࠊ第㸱章�第㸴節�救助救出計画ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ救助࣭救急࣭消火࣭医療活動ࠊࡢࡇ

㸵節�地震火災等対策計画及ࡧ同第18節�医療救護計画ࠖ準ずࠋࡿ�

����� 物資調達�

� 町ࠊࡣ発災後適切࡞時期ࠊ࡚࠸࠾町ࡀ所有ࡿࡍ公的備蓄量ࠊ幕別町商工会ࡢ協定等ࡾࡼ

調達可能࡞流通備蓄量ࠊ他ࡢ市町村ࡢ協定等ࡿࡼ調達量ࠊ࡚࠸ࡘ主࡞品目別確認ࡑࠊࡋ

�ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ供給要請道ࢆ不足分ࡢ

� 第㸰章�第５節�物資及び防災資機材等の整備・確保に関すࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ物資調達ࠊࡢࡇ
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るる計画ࠖࠕࠊ第㸱章�第13節�食料供給計画ࠊ同第14節�給水計画及ࡧ同15節�衣料ࠊ生活必需品等

物資供給計画ࠖ準ずࠋࡿ�

����� 輸送活動�

� 輸送活動ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ第㸱章�第11節�輸送計画ࠖࠋࡿࡼ�

����� 保健衛生࣭防疫活動�

� 保健衛生࣭防疫活動ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ第㸱章�第19節�防疫計画ࠊ同第20節�廃棄物等処理計画及

�ࠋࡿࡼ収容処理埋葬計画ࠖࡢ死体ࡧ捜索及ࡢ同第26節�行方不明者ࡧ

２ 資機材、人員等の配備手配 

����� 物資等ࡢ調達手配�

� 町ࠊࡣ地震発生後行࠺災害応急対策必要࡞物資ࠊ資機材㸦以下ࠕ物資等ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢ

確保ࢆ行ࠋ࠺�

� 町ࡣ道対࡚ࡋ町内ࡢ居住者、公私ࡢ団体㸦以下ࠕ居住者等ࠖࠋ࠺࠸㸧及び観光客ࡾࡘࠊ

客や࣮ࣂࣛࢻ等㸦以下ࠕ観光客等ࠖࠋ࠺࠸㸧対ࡿࡍ応急救護及ࡧ地震発生後ࡢ被災者救

護ࡵࡓࡢ必要࡞物資等ࡢ供給ࡢ要請ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍࢆ�

����� 災害応急対策等必要࡞資機材及ࡧ人員ࡢ配置�

� 防災関係機関ࠊࡣ地震ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊ࡚࠸࠾町防災計画㸦地震・津波防災計画編㸧定

ࡧ整備及ࠊ点検ࡢ資機材࡞必要ࠊࡵࡓࡿࡍ実施ࢆ応急復旧対策ࡢ施設等ࡧ災害応急対策及ࡿࡵ

配備等ࡢ準備ࢆ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

����� 機関ࡢࡈ具体的࡞措置内容ࠊࡣ機関ࡈ別定ࠋࡿࡵ�

３ 他機関に対する応援要請 

����� 町内࡛地震ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊ町職員ࡣ࡛ࡅࡔ対応ࡀ不十分ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿ࡞基本法ࡸ

ࢆ応援要請ࡢ防災活動࡚ࡋ対民間団体ࡸ道ࠊ近隣市町村ࠊࡁ基࡙協定等ࡓࡋ締結ࡵࡌࡽ࠶

行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺�

����� 災害応急対策ࢆ実施ࠊ࡚ࡗࡓ࠶ࡿࡍ行政機関ࡢ協力ࡀ必要認ࡓࢀࡽࡵ場合ࠊ必要事項ࢆ明

確ࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋ所定ࡢ手続࡚ࡗࡼࡁ災害対策本部ࡽ応援協力ࢆ要請ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

� 派遣活ࡧ同第29節�自衛隊派遣要請及ࡧ第㸱章�第28節�広域応援計画及ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ他ࡢࡑ

動画ࠖ準ずࠋࡿ�

(3)  町は、災害が発生し、他の市町村や国、都道府県等から応援部隊等を受け入れることになった

場合に備え、平常時から関係機関と協議し、活動拠点の確保等受け入れ体制を確保するように努

めるものとする。 

�
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第第５節 津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項 

町は、海溝型地震を含む地震による津波からの防護及び避難の確保について、本計画に定める。 

 

１ 津波からの防護のための施設の整備等 

町は、必要に応じ防災行政無線等の整備の方針及び計画を定めるものとする。このほか、津波から

の防護のための施設の整備等については、「第２章 第２節 地震・津波に強いまちづくり推進計画」

及び「第２章 第10節 津波災害予防計画」に準ずる。 

２ 津波に関する情報の伝達等 

津波に関する情報の伝達に関する基本的事項は、第４節の１の(1)及び(2)のとおりとするほか、次

の事項にも配慮する。 

(1)  町は、居住者等及び観光客等並びに防災関係機関に対し、津波に関する情報を正確かつ広範に   

伝達するものとする。また、外国人や聴覚障がい者、視覚障がい者等にも的確に伝わること等に

配慮するものとする。 

(2)  居住者等及び観光客等は、強い地震（震度４程度以上）を感じたとき、又は弱い揺れであって

も長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、自ら津波に対する警戒体制をとり、テレビ・ラ

ジオからの津波に関する情報の入手や道及び市町村等による津波に関する情報の伝達を受け、必

要に応じた迅速な避難行動に備えるよう努めるものとする。 

(3)  町は、道等から津波警報等の伝達を受けた場合は、速やかにその内容に応じた適切な措置を講

ずるとともに、居住者等及び観光客並びに防災関係機関に対し必要な情報を周知徹底するものと

し、休日・夜間等の勤務時間外や停電時の対応を含め、的確な伝達体制を整備するものとする。 

(4)  町及び防災関係機関は、管轄区域内の被害状況を迅速・確実に把握するための情報収集の経路

及びその方法を点検し、災害情報収集伝達訓練等を通じて円滑な情報伝達体制を整備するものと

する。 

３ 避難対策等 

(1)   避難対象地区の指定 

ア 町は過去の津波被害の履歴や道等が作成した津波浸水予測図における浸水する陸域の範囲

等を基本として、海溝型地震が発生した場合において、津波により避難が必要になることが想

定される地区（以下「避難対象地区」という。）を指定するものとする。 

イ 道は、あらゆる可能性により想定される津波の高さ、到達時間、浸水域を調査し、津波浸水

予想図を作成・公開するなどして、町による避難対象地区の指定をはじめとする避難対策を支

援、住民への浸水被害状況の周知などをするものとする。 

(2)  避難の確保 

ア 避難計画の作成 

町は、道の津波避難計画策定指針を参考に、これまでの津波対策を点検し、必要に応じて新

たに津波避難計画や地域防災計画（地震・津波防災計画編）の策定に取り組むとともに、主に

次の事項に留意して自主防災組織等の育成を通じて避難体制の確立に努めるものとする。 
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ままた、要配慮者を速やかに避難誘導するため、地域住民、自主防災組織、関係団体、福祉事

業者等の協力を得ながら、平常時より情報伝達体制の整備、要配慮者に関する情報の把握・共

有、要配慮者ごとの具体的な避難支援計画（個別プラン）の策定等の避難誘導体制の整備に努

めるものとする。 
町は、これら避難計画を作成するに当たり、関係地区住民にあらじめ十分周知するとともに、

各種防災施設の整備等の状況や防災訓練などによる検証を通じて避難計画の内容を見直して

いくものとする。 

(ｱ)  地区の範囲 

(ｲ)   想定される危険（浸水域）の範囲 

(ｳ)  津波からの避難場所（屋内、屋外の種別） 

(ｴ)  避難場所に至る経路 

(ｵ)  避難の勧告又は指示の伝達方法 

(ｶ)  避難場所にある設備、物資等及び避難場所において行われる救護の措置等 

(ｷ)  その他避難に関する注意事項（集団避難、防火、防犯、持出品、服装、車の使用禁止等） 

イ 町は、津波に関する被害想定や避難に関する情報等を視覚的に表したハザードマップを作成

し、住民への周知に努めるものとする。 

ウ 町は、避難場所として利用可能な道路盛土等の活用について検討し、活用できる場合には、

道路管理者等の協力を得つつ、避難路・避難階段の整備に努めるものとする。 

エ 避難対象地区の居住者等は、避難地、避難路、避難方法及び家族との連絡方法等を平常時か

ら確認しておき、津波が来襲した場合の備えに万全を期するよう努めるものとする。 

オ 避難の勧告・指示の発令 

町長は、次の点に留意し、発令基準を定め、第４節の１の(2)のイにより、適切に避難の勧

告及び指示を行うものとする。 

(ｱ)  道又は法令に基づく機関から津波警報の伝達を受けた場合及び報道機関の放送等によ

り津波警報の発表を認知した場合 

(ｲ)   強い地震（震度４程度以上）を感じたとき、又は弱い揺れであっても長い時間ゆっくり

とした揺れを感じたときで、必要と認めるとき 

(ｳ)   その他異常現象を発見した場合等、住民の生命、身体に被害が及ぶおそれがあると判断

される状況に至ったとき 

カ 避難場所の指定 

(ｱ)   町は、耐震性に配慮し、原則として要配慮者の保護のために必要に応じて行う屋内避難

に使用する建物を定めるものとする。 

(ｲ)   町は、高台への避難に相当な時間を要する平野部などにおける避難場所の指定に当たっ

ては、耐震性・耐浪性や浸水深に配慮したうえで建築物を避難場所に指定する人工高台の

整備等を進めるものとする。 

キ 避難場所の維持・運営 
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((ｱ)  町は、避難場所を開設した場合は、当該避難場所に必要な設備及び資機材の配備、食料

等生活必需品の調達、確保並びに職員の派遣を行うものとする。 

(ｲ)  町は、避難場所への津波警報等の情報の提供、特に冬期の暖房等の避難生活環境の確保

について配慮するものとする。 

(ｳ)  避難した居住者等は、自主防災組織等の単位ごとに互いに協力しつつ、避難場所の運営

に協力する。 

(3)  避難場所における救護 

避難場所での救護に当たっては、次の点に留意するものとする。 

ア 町が避難場所において避難者に対し実施する救護の内容は次のとおりとする。 

(ｱ)   収容施設への収容 

(ｲ)  飲料水、主要食糧及び毛布の供給 

(ｳ)   その他必要な措置 

イ  町はアに掲げる救護に必要な物資、資機材の調達及び確保を図るため、次の措置をとるもの

とする。 

(ｱ)   流通在庫の引き渡し等の要請 

(ｲ)   道に対し道及び他の市町村が備蓄している物資等の供給要請 

(ｳ)   その他必要な措置 

(4)   要配慮者の避難支援 

他人の支援を要する者に対しては、支援を行う者の避難に要する時間に配慮しつつ、次の点に

留意するものとする。 

ア 町は、あらかじめ避難行動要支援者名簿を作成し、避難行動要支援者の把握に努めるものと

する。 

イ 津波の発生のおそれにより、町長より避難の勧告又は指示が行われたときは、アに掲げる者

の避難場所までの避難支援は、原則として本人の親族又は本人が属する消防団・自主防災組織

があたるものとし、町は、自主防災組織を通じて避難支援に必要な資機材の提供その他の援助

を行うものとする。 

ウ 海溝型地震が発生した場合、町はアに掲げる者を収容する施設のうち自ら管理するものにつ

いて、収容者等に対し必要な救護を行うものとする。 

(5)   避難誘導等 

ア 地域の自主防災組織及び施設又は事業所の自衛消防組織は、避難の勧告又は指示があったと

きは、あらかじめ定めた避難計画及び町災害対策本部の指示に従い、住民、従業員、入場者等

の避難誘導のため必要な措置をとるものとする。 

イ 町は、あらかじめ関係事業者と協議して、外国人、出張者等に対する避難誘導等の対応につ

いて定めるものとする。 
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ウウ 町は、避難路の除雪・防雪・凍雪害防止のため必要な措置を講ずるものとする。 

エ 町は、災害救助法の適用となる避難対策について、適切な対応を行うものとする。 

(6)  意識の普及啓発等 

町は、居住者等が津波来襲時に的確な避難を行うことができるよう、津波避難に関する意識啓

発のための方策を実施するものとする。 

このほか、避難対策等については、「第２章 第８節 避難体制整備計画、同第９節 要配慮

者対策計画、同第１０節 津波災害予防計画、同第１６節 積雪・寒冷対策計画、第３章第５節 

避難対策計画、同第８節 津波災害応急対策計画、同９節 災害警備計画に準ずる。 

４ 消防機関等の活動 

(1)  町の措置 

町は、消防機関及び水防団が津波からの円滑な避難の確保等のために講ずる措置について、次

の事項を重点としてその対策を定めるものとする。 

ア 津波警報等の情報の的確な収集及び伝達 

イ 津波からの避難誘導 

ウ 自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する指導 

エ 救助・救急 

オ 緊急消防援助隊等応援部隊の進出・活動拠点の確保等 

(2)  水防管理団体等の措置 

海溝型地震が発生した場合は、水防管理団体等は、次のような措置をとるものとする。 

ア 所管区域内の監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知 

イ 水門、閘門及び防潮扉の操作又は操作の準備並びに人員の配置 

ウ 水防資機材の点検、整備、配備 

５ 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

(1)   水道 

水道事業の管理者等は、津波からの円滑な避難を確保するため、水道管の破損等による二次災

害を軽減させるための措置を実施するものとする。 

(2)  電気 

ア 電気事業の管理者等は、津波からの円滑な避難を確保するため、津波警報等の伝達や避難時

の照明の確保等が必要なことから、冬期においても確実に電力が供給できるよう、また、機能

が停止した場合でも早期に復旧できるよう、電力供給や早期復旧のための体制確保等必要な措

置を講じるとともに、火災等の二次災害の防止に必要な利用者によるブレーカーを切る操作等

の措置に関する広報を実施するものとする。 
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イイ 指定公共機関北海道電力株式会社が行う措置は、別に定めるところによる。 

(3)  ガス 

ア ガス事業の管理者等については、津波からの円滑な避難を確保するため、火災等の二次災害

防止のための利用者によるガス栓の閉止、液化石油ガスボンベの転倒防止等必要な措置に関す

る広報を実施するものとする。 

イ 指定地方公共機関北海道ガス株式会社などガス事業者が行う措置は、別に定めるところによ

る。 

(4) 通信 

ア 電気通信事業者は、津波警報等の情報を確実に伝達するために必要な通信を確保するため、

電源の確保（非常用電源を含む）、地震発生後の輻輳等の対策を実施するものとする。 

イ 指定公共機関東日本電信電話株式会社北海道支店、同株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北

海道支社が行う措置は、別に定めるところによる。 

(5)  放送 

ア 放送事業者は、放送が居住者等及び観光客等への情報の正確かつ迅速な伝達のために不可欠

なものであるため、津波に対する避難が必要な地域の居住者等及び観光客等に対しては、強い

揺れ（震度４程度以上）を感じたとき、又は弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れ

を感じたときは、津波警報が発表される前であっても津波に対する注意喚起に努めるとともに、

津波警報等の正確かつ迅速な報道に努めるものとする。 

イ 放送事業者は、道、町及び防災関係機関と協力して、被害に関する情報、交通に関する情報、

ライフラインに関する情報、津波に関する情報等、居住者等及び観光客等が津波からの円滑な

避難を行うために必要な情報の提供に努めるよう留意するものとする。 

ウ 放送事業者は、地震・津波等に伴う避難勧告・指示等について町から放送の依頼があった場

合には、放送を通じた避難勧告・指示等の情報伝達に努めるものとする。 

エ 放送事業者は、発災後も円滑に放送を継続し、津波警報等を報道できるようあらかじめ、必

要な要員の配置、施設等の緊急点検その他の被災防災措置を講ずるものとする。 

オ 指定公共機関日本放送協会札幌放送局が行う措置は、別に定めるところによる。 

カ 指定地方公共機関北海道放送株式会社、同札幌テレビ放送株式会社、同北海道テレビ株式会

社、同北海道文化放送株式会社、同株式会社テレビ北海道、同株式会社エフエム北海道、同株

式会社エフエムノースウェーブが行う措置は、別に定めるところによる。 

(6)  応急復旧等 

このほか、水道、電気、ガス、通信、放送に関する施設の応急復旧等については、「第３章 第

17節 生活関連施設対策計画」に準ずる。 

６ 交通対策 

(1)  道路 

ア 北海道公安委員会及び道路管理者は、津波の来襲により危険度が高いと予想される区間及び

避難路として使用が予定されている区間についての交通規制の内容を、住民の安全確保を最優
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先先するよう、相互に協議、連携し、広域的な整合性に配慮しつつ定めるとともに、事前の周知

措置を講ずるものとする。 

イ 道路管理者は、避難場所へのアクセス道路等について、除雪・防雪・凍雪害防止のため必要

な措置を講ずるものとする。 

(2)  交通応急対策等 

このほか、地震・津波の発生に伴う交通応急対策等については、「第３章 第８節 津波災害

応急対策計画、同第９節 災害警備計画及び同第10節 交通応急対策計画」に準ずる。 

７ 町自らが管理又は運営する施設に関する対策 

町が管理する晩成牧場の津波対策に対する管理上の措置はおおむね次のとおりである。 

(1)  津波情報等の入場者等への伝達 

ア 来場者が円滑な避難行動をとり得るよう適切な伝達方法を考慮すること。 

イ 避難地や避難経路、避難対象地区、交通規制状況その他必要な情報を併せて伝達するよう努

めること。 

(2)  入場者等の安全確保のための退避等の措置 

(3)  防災行政無線、テレビ・ラジオなど情報を入手するための機器の整備 

(4)  防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報 
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第第６節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画�

� 町ࠊࡣ海溝型地震ࢆ含ࡴ地震防災上ࠊ緊急整備ࡁࡍ施設等ࡢ整備ࠊࡣ࡚࠸ࡘ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 整備方針 

����� 地震防災上緊急整備ࡁࡍ施設等ࡢ整備ࡡࡴ࠾࠾ࠊࡣ࡚࠸ࡘ五箇年ࢆ目途࡚ࡋ行ࡢࡶ࠺

作ࢆ地震防災緊急事業五箇年計画ࡃ基࡙地震防災対策特別措置法ࠊࡣ事業計画࡞具体的ࠊࡋ

成ࠊࡋ推進ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

����� 町ࠊࡣ施設等ࡢ整備ࡢ推進ࠊ࡚࠸ࡘ地震防災緊急事業五箇年計画ࢆ基本ࡢࡑࠊ必要性及ࡧ

緊急度従ࠊ࠸年次計画ࢆ作成ࠊࡋ実施࡛࠺ࡼࡿࡁ努ࠋࡿࡵ 

����� 施設等ࡢ整備当ࢺࣇࢯࠊࡣ࡚ࡗࡓ対策ࢻ࣮ࣁ対策ࢆ組ࡳ合ࡓࡏࢃ効果的࡞対策ࡢ実施配

慮࡚ࡋ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺ 

��� � 施設等ࡢ整備ࢆ行࠺当ࠊࡣ࡚ࡗࡓ交通ࠊ通信ࡢࡑ他積雪寒冷地域ࡿࡅ࠾地震防災上必要࡞

機能ࡀ確保࠺ࡼࡿࢀࡉ配慮࡚ࡋ行ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺ 

����� 具体的࡞事業施行等当ࠊࡣ࡚ࡗࡓ施設全体ࡀ未完成࡛ࠊࡶ࡚ࡗ࠶一部ࡢ完成ࡾࡼ相応ࡢ効

果ࡀ発揮࠺ࡼࡿࢀࡉ整備ࡢ順序及ࡧ方法࡚࠸ࡘ考慮ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ�

２ 建築物の耐震化 

�1��� 町ࠊࡣ耐震改修促進計画࡚࠸࠾設定された建築物ࡢ耐震改修等ࡢ具体的࡞目標ࢆ設定ࠊࡋ既

存建築物ࡢ耐震診断࣭耐震改修ࢆ促進ࡿࡍ施策ࢆ積極的推進ࠋࡿࡍ�

�2��� 町ࠊࡣ防災拠点ࡸ学校࡞公共施設ࡢ耐震診断ࢆ速ࡸ行ࡢࡑࠊ࠸結果ࢆ公表ࠊࡶࡿࡍ

施設ࡢ耐震性ࡢ向上ࢆ図ࠋࡿ�

�3��� 防災関係機関及ࡧ多数ࡢ者ࡀ使用ࡿࡍ施設ࠊ並ࡧ学校及ࡧ医療機関等ࡢ応急対策上重要࡞施

設管理者ࠊࡣ耐震性ࡢ確保積極的努ࡿࡵとともに、避難所に指定されている施設については、

あらかじめ必要な諸機能の整備に努めるࠋ�

３ ライフライン施設等の耐震化 

����� 町及ࡧ防災関係機関ࠊࡣ主要࡞道路ࠊ鉄道等ࡢ基幹的࡞交通施設等ࡢ整備当ࠊ࡚ࡗࡓ耐震性

 ࠋࡿࡵ努充実ࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡸ耐震設計ࡓࡋ考慮ࢆ多重性࣭代替性ࡸ強化ࡢ

��� � 町及ࡧ防災関係機関ࠊࡣ主要࡞通信施設等ࡢ整備当ࠊ࡚ࡗࡓ耐震性ࡢ確保配慮ࠊࡋ耐震設

計ࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡸ充実努ࠋࡿࡵ 

����� 町及ࡧ防災関係機関及ࣥࣛࣇࣛࡧ事業者ࠊࡣ上下水道ࠊ工業用水道ࠊ電気ࠊࢫ࢞ࠊ電話等

ࡿ図ࢆ確保ࡢ機能ࡢ代替施設ࣥࣛࣇࣛࡢ営農飲雑用水等ࠊ灌漑用水ࡧ施設及ࣥࣛࣇࣛࡢ

 ࠋࡿࡵ努備蓄等ࡢ資機材ࠊ整備ࡢ復旧体制ࡢ震災後ࠊ耐震化ࡢ主要施設ࠊࡵࡓ

����� 町及ࡧ防災関係機関ࠊࡣ関係機関密接࡞連携ࣥࣛࣇࣛࠊࡘࡘࡾࢆ共同収容施設࡚ࡋ

 ࠋࡿࡵ努整備等ࡢ電線共同溝等ࠊ共同溝ࡢ
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�

第５－６節 地震防災上緊急に整備 

すべき施設等の整備計画 

����

４４ 長周期地震動への対応等 

����� 町ࠊࡣ国ࠊ関係機関ࡿࡼ長周期地震動関ࡿࡍ理論的研究及ࡧ長大構造物及ࡍࡰ影響対

 ࠋࡿ図ࢆ推進ࠊ検討ࡢ長周期地震動対策ࠊ࠼ࡲ踏ࢆ成果等ࡢ調査研究࡞専門的ࡿࡍ

����� ࡙ࡕࡲ࠸強第㸰章 第２節 地震ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ推進ࡢ耐震化ࡢ構造物等ࠊ建築物ࠊࡢࡇ

 ࠋࡿ準ず同第13節 建築物等災害予防計画ࠖࡧ推進計画及ࡾࡃ
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第５－７節 防災訓練計画 

����

第第７節 防災訓練計画�

� 町ࠊࡣ住民及ࡧ自主防災組織等ࡢ協調体制ࡢ強化ࢆ目的ࠊ࡚ࡋ海溝型地震ࢆ想定ࡓࡋ防災訓練

計画ࠊࡣ࡚࠸ࡘ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 町及び防災関係機関における防災訓練の実施 

����� 町及ࡧ防災関係機関ࠊࡣ地震防災対策推進計画ࡢ熟知ࠊ関係機関相互ࡢ連携ࠊ住民及ࡧ自主防

災組織等ࡢ協調体制ࡢ強化ࢆ目的ࠊ࡚ࡋ海溝型地震ࢆ想定ࡓࡋ防災訓練ࢆ実施ࡍࡢࡶࡿࡍ

 ࠋࡿ

����� ࡶ冬期ࡿࢀࡽ࠼考ࡍࡓࡁࢆ支障避難行動ࠊࡓࡲࠊ原則年1回以上実施ࠊࡣ防災訓練ࡢ���

訓練ࢆ行ࢆࡇ࠺配慮ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

(3)  (1)の防災訓練は、地震発生から津波来襲までの円滑な津波避難その他の災害応急対策を中心

とする。 

�4��� 町ࠊࡣ道ࠊ防災関係機関及び住民等の参加を得て行う防災総合訓練を実施するほか、町、防災

関係機関と連携して津波警報等伝達訓練など、地域の実情に合わせてࠊ次࡞࠺ࡼࡢ具体的ࡘ実

践的࡞訓練ࢆ行ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺ 

� 動員訓練及ࡧ本部運営訓練 

イ 津波警報等の情報訓練、伝達訓練 

ウ� 警備及ࡧ交通規制訓練 

エ� 要配慮者ࠊ滞留旅客等対ࡿࡍ避難誘導訓練 

オ� 災害ࡢ発生状況ࠊ避難勧告࣭指示ࠊ自主避難ࡿࡼ各避難場所等ࡢ避難者ࡢ人数等࠸ࡘ

 訓練ࡿࡍ伝達防災関係機関ࡧ道及的確ࡘ迅速ࠊ࡚

(5)  防災訓練の実施に当たっては、訓練にシナリオに緊急地震速報を取り入れるなど、地震発生時  

の対応行動の習熟を図るよう努めることとする。 

�6��� 防災訓練ࠊࡣ逐年ࡢࡑ訓練内容ࢆ高度ࡘ実践的࠺ࡼࡿࡍࡢࡶ࡞努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ 
� �第㸰章ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ実施ࡢ防災訓練ࠊࡢࡇ 災害予防計画� 第４節� 防災訓練計画ࠖ

準ずるࠋ 
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第５－８節 地震防災上必要な教育 

及び広報に関する計画 

����

第第８節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画�

� 町ࠊࡣ防災関係機関ࠊ地域ࡢ自主防災組織ࠊ事業所等ࡢ自衛消防組織等協力࡚ࡋ推進ࡿࡍ地震防

災上必要࡞教育及ࡧ広報等関ࡿࡍ計画ࠊࡣ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 職員に対する防災教育 

����� 町及ࡧ防災関係機関ࠊࡣ災害応急対策業務従事ࡿࡍ職員ࢆ中心ࠊ地震ࡀ発生ࡓࡋ場合࠾

 ࠋࡿとすࡢࡶ࠺行ࢆ防災教育࡞必要ࠊࡵࡓࡿ図ࢆ実施࡞円滑ࡢ災害応急対策ࡿࡅ

����� 職員対ࡿࡍ防災教育ࠊࡣ本部係ࡿ各班ࡢ所掌事務等ࢆ踏࠼ࡲ各部局ࠊ各機関ࡈ行ࡶ࠺

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡴ含ࢆ事項ࡢ次ࡶࡃ࡞少ࡣ内容ࡢࡑࠊࡋࡢ

� 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震伴࠸発生ࡿࡍ予想ࡿࢀࡉ地震動及び津波関ࡿࡍ知

識 

� 地震・津波関ࡿࡍ一般的࡞知識 

�࢘ 地震ࡀ発生ࡓࡋ場合具体的ࡁࡿ行動関ࡿࡍ知識 

�࢚ 職員等ࡀ果ࡁࡍࡓ役割 

�࢜ 地震防災対策࡚ࡋ現在講ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌ対策関ࡿࡍ知識 

�࢝ 今後地震対策࡚ࡋ取ࡾ組ࡴ必要ࡿ࠶ࡢ課題 

キ 家庭内での地震防災対策の内容 

ク 要配慮者に関する知識 

２ 住民等に対する教育・広報 

����� 教育࣭広報ࠊࡣ地域ࡢ実態等応࡚ࡌ地域単位ࠊ職場単位等࡛行ࡢࡑࠊࡋࡢࡶ࠺内容ࠊࡣ少

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡴ含ࢆ事項ࡢ次ࡶࡃ࡞

� 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震伴࠸発生ࡿࡍ予想ࡿࢀࡉ地震動及び津波関ࡿࡍ知

識 

� 地震・津波関ࡿࡍ一般的࡞知識 

�࢘ 地震ࡀ発生ࡓࡋ場合出火防止ࠊ近隣ࡢ人ࠎ協力࡚ࡋ行࠺救助活動ࠊ自動車運行ࡢ自粛等

防災上ࡁࡿ行動関ࡿࡍ知識 

�࢚ 正確࡞情報入手ࡢ方法 

�࢜ 防災関係機関ࡀ講ࡿࡎ災害応急対策等ࡢ内容 

�࢝ 各地域ࡿࡅ࠾避難対象地区ࠊ急傾斜地崩壊危険箇所等関ࡿࡍ知識 

�࢟ 各地域ࡿࡅ࠾避難地及ࡧ避難路関ࡿࡍ知識 

� � �  ク 避難生活に関する知識 

ケ� 平素住民ࡀ実施ࡿ࠺ࡋ応急手当ࠊ生活必需品ࡢ備蓄ࠊ家具ࡢ固定ࠊ出火防止等ࡢ対策ࡢ内容 
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第５－８節 地震防災上必要な教育 

及び広報に関する計画 
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ココ� 住宅ࡢ耐震診断必要࡞耐震改修ࡢ実施 

� � �  サ 要配慮者に関する知識 

(2)  町及び防災関係機関は、住民が緊急地震速報を受けたときの適切な対応行動を含め、緊急地震

速報について普及・啓発に努めるものとする。 

�3��� 教育࣭広報ࡢ方法ࠊ࡚ࡋ印刷物࢜ࢹࣅࠊ等ࡢ映像ࠊ各種集会ࡢ実施࡞地域ࡢ実情合ࠊࡏࢃ

実践的ࠊࡽࡀ࡞ࡋ留意ࡶࡇࡿ図ࢆ向上ࡢ地域防災力ࡋ促ࢆ自助努力ࠊࡾࡼ手法࡞具体的ࡾࡼ

 ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺行ࢆ教育࣭広報࡞

３ 児童・生徒等に対する教育・広報 

� 学校ࠊࡣ࡚࠸࠾児童生徒等対ࠊࡋ次ࡢ事項配慮࡚ࡋ学年等応ࡓࡌ実践的࡞教育ࢆ行ࡢࡶ࠺

 ࠋࡿࡍ

����� 過去ࡢ地震及び津波災害ࡢ実態 

����� 地震や津波ࡢ発生ࡳࡃࡋࡢ危険性 

����� 地震や津波対ࡿࡍ身ࡢ守ࡾ方心構࠼ 

����� 地域ࡿࡅ࠾地震・津波防災ࡢ取組ࡳ等 

４ 防災上重要な施設の管理者に対する教育・広報 

� 町ࠊࡣ防災上重要࡞施設ࡢ管理者対ࡿࡍ研修ࡢ実施配慮ࠊࡋࡢࡶࡿࡍ防災上重要࡞施設ࡢ管

理者ࠊࡣ道ࠊ町ࡀ実施ࡿࡍ研修参加࠺ࡼࡿࡍ努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ 

５ 自動車運転者に対する教育・広報 

� 町及ࡧ北海道公安委員会㸦帯広警察署㸧ࠊࡣ自動車運転者ࡁࡿࡀ措置ࠊ࡚࠸ࡘ教育࣭広報

努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ 

６ 相談窓口の設置等 

� 町ࠊࡣ地震防災対策ࡢ実施上ࡢ相談ࢆ受ࡵࡓࡿࡅ必要࡞窓口ࢆ設置ࡢࡑࠊࡶࡿࡍ旨ࠊ周知徹

底ࢆ図ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ 
�  同第３節ࡧ第㸰章 第１節 住民の心得及ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ広報ࡧ教育及࡞地震防災上必要ࠊࡢࡇ
地震・津波に関する防災知識の普及・啓発ࠖ準ずࠋࡿ 
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第５－９節 地域防災力向上に関する計画 
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第第９節 地域防災力の向上に関する計画�

� 海溝型地震࡛ࠊࡣ広域ࡘ甚大࡞被害ࡀ発生ࠊࡾ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ地域ࡢ被害状況ࠊࡣ࡚ࡗࡼ地震

発生直後ࡢ応急対策活動時間ࢆ要ࡿࡍ可能性ࠕࠊࡽࡇࡿ࠶ࡶ自ࡢࡽ身ࡢ安全ࡣ自ࡀࡽ守ࠖࡿ

自主ࠊ事業所ࠊ地域住民ࠊ࠼加ࡇࡿࡍ実践ࢆ防災対策࡞可能ࡽ住民自ࠊ࡚ࡗ立原点ࡢ防災࠺࠸

防災組織等ࡢ参加࣭連携ࡿࡼ地域防災力ࡢ向上ࠊࡣ࡚࠸ࡘ本計画定ࠋࡿࡵ 

１ 住民の防災対策 

����� 住民ࠊࡣ家庭又ࡣ職場等ࠊ࡚࠸࠾個人又ࡣ共同࡛ࠊ人命ࡢ安全ࢆ第一࡚ࡋ混乱ࡢ防止留

意ࠊࡘࡘࡋ地震災害ࡿࡼ被害ࡢ発生ࢆ最小限ࡵࡓࡿࡵ必要࡞措置ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࢆ 

����� 住民ࠊࡣ平常時ࡾࡼ地震・津波対すࡿ備ࢆ࠼心ࠊࡅࡀ地震防災関ࡿࢃ研修ࡸ訓練等ࡢ参

加ࢆ࡞通ࠊ࡚ࡌ実践的࡞災害対応能力ࢆ身࠺ࡼࡿࡅࡘ努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ 

����� 平常時及ࡧ地震発生時ࡢ住民ࡢ心得等ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ第㸰章 第１節 住民ࡢ心得ࠖࠋࡿࡼ 

２ 自主防災組織の育成等 

����� 住民ࠊࡣ地域ࡢ自主防災組織積極的参加ࠊࡋ地域ࡢ防災寄与࠺ࡼࡿࡍ努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ 

��� � 町ࠊࡣ地域ࡢࡈ自主防災組織ࡢ設置及ࡧ育成努ࠊࡵ地域住民ࡀ一致団結ࠊ࡚ࡋ初期消火活

動ࡢ実施ࠊ要配慮者ࡢ避難誘導等ࡢ防災活動ࡀ効果的行࠺ࡼࡿࢀࢃ協力体制ࡢ確立ࢆ図ࠋࡿ 

����� �第㸰章 第７節 第07節ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ育成等ࡢ自主防災組織ࠊࡢࡇ 自主防災組織ࡢ育成

等に関する計画ࠖ準ずࠋࡿ 

３ 事業所等の防災対策 

����� 事業所ࢆ営ࡴ企業ࠊࡣ災害時企業ࡢ果ࡍࡓ役割㸦従業員࣭顧客等ࡢ安全確保ࠊ二次災害ࡢ防

止ࠊ事業ࡢ継続ࠊ地域貢献ࠊ地域ࡢ共生㸧ࢆ十分認識ࠊࡋ防災体制ࡢ整備ࠊ防災訓練ࠊ事業

所ࡢ耐震化ࠊ予想被害ࡢࡽ復旧計画策定等ࢆ実施ࡢ࡞ࡿࡍ防災活動ࡢ推進努ࡍࡢࡶࡿࡵ

 ࠋࡿ

����� 基本計画࡛定ࡓࢀࡽࡵ区域ࠊ࡚࠸࠾法令定ࡿࡵ不特定多数ࡢ者ࡀ出入ࡿࡍࡾ施設ࠊ危険物

取扱施設等ࡢ施設又ࡣ事業ࢆ管理࣭運営ࡿࡍ事業者ࠊࡣ対策計画基࡙ࠊࡁ町ࠊ防災関係機関及

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ実施ࢆ防災対策ࠊࡋ配慮ࡶ連携ࡢ地域住民等ࡧ

����� 多数ࡢ者ࡀ利用ࠊࡋ又ࡣ従事ࡿࡍ施設並ࡧ危険物ࢆ取ࡾ扱࠺事業所ࠊ࡚࠸࠾自衛消防組織

ࡿ図ࢆ周知徹底ࡢ消防関係法令ࠊࡣ࡚࠸ࡘ事業所ࡢ一定ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ義務付ࡾࡼ法令ࡀ

 。防災要員等の資質の向上に努めるものとするࠊࡶ
また、ࡢࡑ他ࡢ事業所ࠊࡶ࡚࠸ࡘ自主的࡞防災組織ࡢ設置ࠊ育成等ࢆ図ࠊࡾ積極的࡞防災体

制ࡢ整備ࠊ強化努ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ 

 
 


